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＜１－４ 支所運営管理事業＞ 

 

○事務局 定刻となりましたので，これより第１会場の事業仕分けを開始いたします。 

 事業仕分けの開始に先立ちまして，本日，ご協力いただきますコーディネーター及び仕

分け人の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 コーディネーターを務められます荒井英明様でございます。 

○コーディネーター 荒井でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 続きまして，仕分け人を務められます三宅香織様でございます。 

○仕分け人 三宅と申します。よろしくお願いします。 

○事務局 森田修康様でございます。 

○仕分け人 森田です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 山根晃様でございます。 

○仕分け人 山根です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 吾妻正仁様でございます。 

○仕分け人 吾妻です。よろしくお願いします。 

○事務局 白石齊様でございます。 

○仕分け人 白石です。よろしくお願いします。 

○事務局 なお，本日は，私渡邊と井澤が事務局を務めさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは，早速ではありますが，支所運営管理事業の事業仕分けに移らせていただきま

す。この後の進行につきましては，コーディネーターの荒井様にお願いいたしたいと思い

ます。 

 それでは，荒井様，お願いいたします。 

○コーディネーター はい。 

 判定人の皆様，おはようございます。傍聴にお越しの市民の皆様，おはようございます。 

 ただいまから第１会場の作業を開始とさせていただきたいというふうに思います。１日，

ちょっと長くなるかと思いますけれども，ぜひご協力をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 それでは，事業番号１－４支所運営管理事業の作業に入りたいと思います。 

 事業概要についてご説明をいただきます。５分程度で簡潔にご説明をお願いいたします。 

○市職員 おはようございます。戸籍住民課小谷野と申します。 

 今日一緒に説明に加わります鈴木副主幹でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは，私のほうから支所運営管理事業について，概要を説明させていただきます。

事業シートに沿って，支所運営管理事業の概要をご説明させていただきます。 

 市内には６つの支所と１つの連絡所があり，戸籍住民課の事務の他，各課の取次事務を
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行っております。また，災害時の地区連絡所にも指定されており，地域の行政サービスの

拠点となっております。 

 支所の業務は戸籍，住民基本台帳，印鑑登録など，市民の基本的事項に係る事務や，市

税等の収納，市役所関係部署への連絡事務など多岐にわたります。それらの業務を支障な

く遂行することで，地域住民のサービスの向上を図ることが事業の目的でございます。事

業の対象は，したがいまして全市民となっております。 

 実施方法は直接実施で，市の職員が直接業務に当たらせていただいております。事業内

容といたしましては，目的のところでも触れましたが，戸籍住民記録の各種届け出及び申

請の受付や，各種証明書の発行，他課の事務取り次ぎでございまして，支所・連絡所全体

の取扱件数は年間約22万件となっております。 

 事業費は，施設の維持管理，通信運搬費，借り上げ費などで，年間約1,000万円となっ

ております。人件費について，金額は事業の年間業務時間数掛ける人件費時間単価で算出

しています。人数については，実際に支所に配置されております職員の人数となっており

ます。 

 支所・連絡所の取扱件数のうち，約半分が他課業務の取り次ぎとなっており，本庁の戸

籍住民課とは異なる地域の行政サービスの拠点といった特徴を持っております。そのこと

が地域における支所の重要性を高めているものと考えます。 

 課題といたしましては，やはり各支所が老朽化していることから，支所を利用する市民

の安全性，快適性を確保するため，支所を維持管理していく必要が生じているということ

でございます。支所・連絡所は，先ほどから申し上げておりますとおり，地域の行政サー

ビスの拠点であり，地域住民の高齢化や多様なニーズに対応するために必要な施設である

と考えております。また，窓口業務におけるサービスは一定の水準を維持しているものと

考えます。 

 以上でございます。 

○コーディネーター ご説明ありがとうございました。 

 議論のベースとなる基本的な事項につきまして，私のほうから先にご質問申し上げます

けれども，まず，支所が６カ所，連絡所が１カ所ということでよろしいですね。 

○市職員 はい，そうです。 

○コーディネーター まず，支所と連絡所という名称が違うんですけれども，これは設置

の目的や機能に何か違いがあるんでしょうか。 

○市職員 支所は，戸籍住民課で行っております戸籍の届け出の受付ですとか印鑑登録で

ありますとか，そういうことを全て本庁と同じ業務を行っております。連絡所に関しては，

人数が１人しか配置されていないこともありますし，場所も狭いということもありまして，

連絡所においては，印鑑証明や住民票等，証明書の発行ですね，証明書をとることが主な

内容で，戸籍の届け出ですとか，そういうことは受付できないということで，連絡所の業
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務と支所の業務は分けられております。 

○コーディネーター この後お聞きしようと思っていた設置の基準とも関係するんですけ

ど，今のご説明ですと，連絡所は施設が狭くて１人しかいないから業務を取り扱っていな

いという，こういうご説明ですけど，ニーズがあって必要があるから業務をやるんじゃな

くて，施設が狭いからそれだけしかやらないという，こういうことなんですか。 

○市職員 説明が不十分で申しわけなかったです。 

 支所がそもそもできた背景と申しますのが，最初，京成沿線に住民が爆発的に増えたと

いうこともございまして，本庁では対応し切れない部分とか，あと，本庁に来るのに大変

な部分もありまして，その人口が増えた部分に支所が随時配置されていったという経緯も

あります。今，連絡所は睦にあるんですが，睦地区に関しましては住民の人口がそれほど

多くなかったということもありましたが，市役所まで遠いということで，住民票の発行と

かを主にできるように設置したということで，場所が狭いとか人数が足りないとかという

ことではなくて，逆ですね，ニーズが設置当時は少なかったので，１人置いて住民票発行

等だけでも賄おうかということで置いたと考えております。ちょっと設置時点に遡ってま

で詳しくご説明できなくて申しわけないんですけれども。 

○コーディネーター そうすると，睦連絡所を除いた６つの支所については，人口急増エ

リアに支所を設置したという，こういうことなんですよ。端的に聞くと，なぜこの６カ所

に支所が，どういう理由でこの場所に支所が置かれているのか。 

○市職員 設置の当初は，人口急増地域に設置されたと思います。京成沿線，まだ東葉高

速ありませんでしたので，例えば勝田台地区，八千代台地区に人口が急増し，高津団地が

できて，高津団地にも人口が多く，また村上団地，米本団地と，人口の多いところに設置

したと考えております。 

○コーディネーター それから，私からは最後にしますけど，昨日，公民館の作業，対象

事業のときお聞きしたときに，公民館も地域コミュニティーの拠点みたいな活動もされて

いるということもあったんですけど，公民館は，公民館のエリアというのはそもそも概念

としてないというふうにお聞きをしているんですけど，今のご説明の中で，支所も地域コ

ミュニティーの拠点となっているということなんですけど，例えば…。 

○市職員 コミュニティーの拠点ではないですね。 

○コーディネーター 何の拠点とおっしゃったんでしたっけ。 

○市職員 地域の行政サービスの拠点です。 

○コーディネーター 行政サービスの拠点。その行政サービスの拠点の地域というのは，

例えばこの支所はどの地域を管轄しているみたいな地域というのはあるんですか。 

○市職員 それは，特にエリアを設けてはございません。例えば，勝田台の方が八千代台

に来てお使いになるという場合もありますので，必ずしもその圏域の方がその支所を利用

するということではないんですね。 
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○コーディネーター 防災の情報とかそういうことについても，特にどこの地区のどこの

エリアにお住まいの人は，どの支所に防災情報をとりに来てくださいとか，そういうのは

なくて。 

○市職員 それは，はい。 

○コーディネーター どこでも６カ所プラス市役所になるのかどうかわからないですけど，

特にエリアは設けていないと。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター ああ，そういうことですか。はい，わかりました。 

○市職員 補足させていただきますと，かつては，住民票は確かにエリアごとになってお

りました。住民票は，昔は紙で処理しておりましたので，どこでも取れるというものでは

なくて，地域，例えば八千代台地区の方は八千代台で取るという，本当に昔ですけれども，

支所ができた当初はそういうことでございましたけれども，今はネットワークが進んでお

りますので，データが瞬時にどこの支所でも取れるようになった関係で，今はどこでもで

きるようになっております。 

○コーディネーター はい，わかりました。 

 それでは，仕分け人の皆様からご質問，ご意見等いただきたいと思います。 

 はい，山根さんどうぞ。 

○仕分け人 幾つかちょっと確認させてほしいんですけれど，６か所１連絡所体制になっ

たときの，一番最後の支所ができたとき，あるいは連絡所ができたのはいつですか。 

○市職員 建物として一番新しいのは勝田台支所なんですけれども，設置が一番最後だっ

たのが，昭和57年に設置された睦連絡所でございます。 

○仕分け人 もう一回言って，昭和。 

○市職員 昭和57年建設ですね。 

○仕分け人 そこからは新しいところはできていない。 

○市職員 はい，そのとおりです。 

○仕分け人 それで，昭和57年の段階と，今でいうと，もう大分経つんですけど，その間

に支所とか連絡所をどういうふうにしていこうというような検討会とかそういうのとかは，

開かれたという経過はあるんですか。 

○市職員 かつては阿蘇にも連絡所が１つありまして，阿蘇連絡所もあったんですが，や

はり利用が少ないということで廃止になった経緯がございます。その後は，検討委員会と

いうのは設けてございませんが，随時，支所のあり方については，担当課で検討はしてお

ります。 

○仕分け人 随時といっているのは，どういう具体的な検討をされたんですか。 

○市職員 検討委員会を設けてございませんので，私が来てからは，支所の取扱件数等を

見ながら，今のところは市民ニーズに応えているのではないかなということで，支所は重
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要ではないかなということで考えております。 

○仕分け人 すみません。じゃ，その業務の中身でいったときに，あるからそこを利用さ

れるということがあるじゃないですか。なければそこは利用されないわけですよね。それ

でニーズという話じゃなくて，例えば本庁しかなければ本庁を使えば，本庁の数は上がる

んですよね。 

 だから，そういう意味では，その業務の中身のところで，例えば本庁でしかできないこ

とも一部あるわけですよね，支所だけではできないことも。そういう話の方は皆さん，全

市的にはここに来るわけですよね。だから，そこら辺のところの仕事の中身として見たと

きに，この件数って，これはレアケースだから本庁のほうに来てもらおう，こっち側は大

きいから，件数が多いから支所という話になると，支所じゃなくて連絡所だとか出張所と

いう機能，支所じゃない機能でも十分足りるという，そういうのは検討していないんです

か。 

○市職員 実は，お渡ししている資料を見ていただくとわかると思うんですけれども，戸

籍住民課業務だけに絞っていえば，確かに本庁の業務が圧倒的に多く，支所全体を足して

も，支所が約４割，６支所１連絡所を足して，戸籍住民課業務が約４割，本庁業務が６割

というふうになっているんですね。ただ，他課業務を足しますと，これ逆転しまして，支

所全体で６割，本庁で４割ということで，戸籍住民課業務に限っていえば確かにおっしゃ

るとおりかもしれないんですが，他課の取扱業務というのが，例えば高齢の方ですとか。 

○仕分け人 ごめんなさいね。それは何で資料に出さないんですか。 

○市職員 他課取扱業務…。 

○仕分け人 違います。具体的な業務内容をなぜ出さないんですか。 

○市職員 業務内容。 

○仕分け人 これだけじゃわからないじゃないですか。あなたたちはわかっているかもし

れませんが，市民の方たちは他課業務ってどういう内容だかわかるんですか。これを見て

と言ったって，何も書いてないからわかんないですよ。 

○市職員 すみません。確かに他課業務の大半を担っている，どんなものがあるかという

のを特に求められなかったので，添付してはございません。 

○仕分け人 すみません。求められなかったからじゃなくて，あなた方が今言ったように，

他課業務が多いと今あなたがおっしゃったから私はそう答えた。だけど，それは，そうい

うふうな主張をされるんだったら，ちゃんとそういうふうなことを資料としては整えてお

く必要がありますよね。 

○市職員 資料が足りなくて申しわけなかったです。この場を借りて説明させていただい

てもよろしいでしょうか。 

○仕分け人 どうぞ，聞いていますから，大丈夫です。 

○市職員 他課業務に関しましては，特に福祉関係でありますとか，高齢者の方の届け書
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でありますとか，あと児童福祉の関係の取り扱いの申請書でありますとか，そういったも

のを本庁まで届けに来るというのが大変である方に，若い方，あと書類仕事になれている

方には理解していただくのは難しいかもしれませんけれども，そういった書類の記入方法

ですとか，本来，戸籍住民課の業務ではございませんが，記入方法ですとか，あと本庁に

届けてほしい書類の中身をチェックしてもらうとか，ただ戸籍住民課の職員ですので，書

類の受領はできないんですけれども，書き方は担当課に確認して，市民の方に説明して差

し上げるというような，どちらかと言えば，お一人お一人にサービスを丁寧に説明してい

るという業務が半分ですね，半分は戸籍住民課の業務ですから。 

○コーディネーター そうすると，ちょっと整理させていただきますけど，冒頭，私がお

聞きした，なぜここの６カ所に設置したんですかと言ったら，人口急増地域なので住民関

係の届け出が多く，急増されると見込まれる地域にこの支所をつくったと。だけど，運営

していく間に，福祉関係の仕事とか書類の記載がわからない人たちが相談に来るようにな

って，今では，存在の意義は，他課の業務を取り扱うために今の支所の機能があると，こ

ういうことになっているという説明なんですけど，そういうことでいいんですか。 

○市職員 全くそのとおりではございません。ちゃんと，戸籍住民課の業務もこなしてお

りますので。ただ，例えば窓口にいらした方にとっては，支所の職員も戸籍住民課の職員

なので，他のことは知りませんというふうにお断りすることはなかなか難しいわけです。

地域住民の方がいらしたときに，支所の事務分掌の中には他課の取り次ぎというものも入

っておりますので，これは戸籍住民課の職員には事務分掌に入っておりません，他課の取

次業務ですね。きちんと事務分掌の中に入っておりますので，そういうふうに尋ねられれ

ば，追い返すわけにはまいりませんので。 

○コーディネーター ちょっと待ってください，追い返してくれと言っているわけじゃな

くて，例えば公民館の職員さんだって市の職員だから，公民館に相談に行く市民の方だっ

ていらっしゃるわけじゃないですか，これは事実として。公民館の職員だって，こうやっ

てこういう手続をされたらどうですかと，それは担当課は何とか福祉課ですよと，これは

これでできますよね。 

 それで，ここの設置した場所の話，ちょっとくどいようですけど，何回も聞くのは，そ

ういうサービスを，住民記録や戸籍以外の住民へのサービスが中心，軸足がそっちに移っ

ているとなると，ここのエリア以外の人はどうしているんですか，それは。そういう人た

ちは本庁へ来ているんですか。 

○市職員 エリアに支所がない方たちは本庁にいらしています。 

○コーディネーター それがさっき，これは本当にくどいようなんですけど，人口急増地

区にこの支所を置いた，住民届けが多いって，これはこれでわかりますよ。でも，高齢化

して，さまざまな面での弱者が増えて，その人たちをフォローするための機能がここの支

所にあるんだとすれば，人口急増地区以外の地区にも支所がないと，地域内の公平性とい
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うのが保たれていないんじゃないかと私は感じますけど，その辺についてはいかがですか。 

○市職員 そのとおりかもしれません。ただ，新しい支所を設置するというのが，今の現

状では難しくなっております。あと，人口…。 

○コーディネーター それはさっき山根さんが聞かれたように，どういう検討を経て新た

な支所は建築はしないという，そういう方向性になっているんですか。 

○市職員 私の一存で建築はしないと，市で考えているとは申せませんので，今のところ

新しい支所をつくるのは難しいかなという担当課の考えですけれども，市として支所をつ

くらないとか，つくるとかというのは，ちょっと私，ここではお返事できないんで申しわ

けないんですけれども。 

○コーディネーター 山根さん，その辺の方向性について。 

○仕分け人 いや，担当課の業務として見たときに，そういう分析がなければ今みたいな

視点とか，荒井さんが言われているとか私が言っているのは，視点がなければそもそも担

当課が必要と思っていなければ，それは誰も必要ないですよねという話になるわけですよ，

政策を担当するほうにしても，財政を担当するほうにしても。だって，今充足しているも

のという話なので。 

 だから，そこら辺をちゃんと，こういうふうな地域の偏在がありますよ，ここの地域の

人たちからは，皆さん本庁に来ています，本庁に来て手続するのは大変だと言っています

というのを伝えるのは，ここを主管している課長のところじゃないんですか。それは課長

の仕事じゃないんですか。 

○市職員 それは…。 

○仕分け人 だから，それを本庁の中で上げていくための会議体だとかそういうところを

つくっていくということがお仕事の中に含まれるんではないんですか，必要だというふう

に思われているのであればね。ただ，思われてなきゃそれはないですよ。だから，今まで

なかったというのは，それが私の一存ではじゃなくて，主管課としても基本的には必要が

ないというふうに考えていた，もしくは気づいてないという話でしかないんじゃないです

か。 

○市職員 言葉が足りなくて申しわけないんですけど，必要ないと考えているわけではあ

りません。ただ，説明…。 

○仕分け人 すみません。考えているとかじゃなくて，動かないと行政というのは，何も

予算を取ってきたりとか施設を建てたりとかいろいろやらないと動かないんですよね。で

すから，考えているとかじゃなくて，それがちゃんと検討会だとかそういう，考えていて，

そこでもう基本的にはそういうふうに必要がないという住民の方も入ったという中のとこ

ろで，あるいは議会の議員の方たちの意見も聞いた上で，そういう形が必要ないですよね

という形になったら，それはそのとおりだなという話になるわけですよ。ただ，それを，

課長も代わるわけですから，担当者がね。だから，そういうところで別に個人的なご意見
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を聞いているわけでは決してないんですけど，ただそこら辺のプロセスを踏んでいるんで

すかという話です。 

○市職員 支所については，毎年，利用数であるとかを吸い上げて，どのように利用され

ているかというのは見ていると思います。今後について，確かに検討は必要だと，市とし

ても検討は必要だと考えておりますので，この先どの地域に何が必要かというのは，もち

ろん見ていく…。 

○仕分け人 わかりました。ここからスタートしてもらえばいいと思うんですよ。ただ，

ちょっと１つだけ，その他課業務の調整はどこがやっているんですか，受ける，受けない

は。 

○市職員 他課業務に関しては，戸籍住民課を通して，一応こういう仕事を，仕事といっ

ても基本的には書類の取り次ぎだけなんですけど，私のところを通っていきます。 

○仕分け人 すみません。余りやりたくないんですけど，またいろいろ聞きたいことはい

っぱいあるんで。 

 取り次ぎって，課長はおわかりだと思うけれども，先ほど言ったように，受理をすると

いうことと取り次ぎをするということって言葉が曖昧なんですよ。例えば，福祉の手続で

も，これが逆に支所の人が手を加えてやったといったら，これ支所の人がやってくれたん

だよと言うわけじゃないですか。といったときに，何が書いたのか支所の人が書いたのか

というのは全然わからないわけですよ。そうしたときに，受理というのは本庁に届いたと

きという話になるわけですけど，そういうときにちゃんと責任があって，ノウハウがあっ

てという形，あるいはフォーマットとかそういう手続がしっかりとしたという形の中で，

決められたことしかできませんというふうに言うと，住民の人には非常に冷たく感じるか

もしれないけれども，でもそれが行政の中での処分とかにかかわってくる話なんですとい

うことまでのご説明とかをちゃんとするということも，皆さんの仕事としてあるじゃない

ですか。 

 そこら辺は，逆に言うと，しっかりちゃんと説明を住民の方にしていかなきゃいけない

んだけど，よろず相談みたいな話になってしまうと，それはちょっと，はっきり言うと，

住民の方から見たときにも，しっかりと仕事がちゃんと伝わっていないという話になるこ

とって，トラブルになる回数というのは結構あるんじゃないですか。 

○市職員 おっしゃるとおりで，たまにトラブルになることはありますが，支所でお預か

りする書類は全て担当課に届いた時点で受理ですというご説明は，その都度支所で説明さ

せていただいています。 

○コーディネーター そうしたら，メールボックスがわりということなんですか。メール

ボックスという，要はこの書類でいいですよと，中身を確認しましたと，じゃ市として受

けましたということじゃなくて，中身は見ないで封筒に入れたやつを郵便がわりに本庁へ，

私が本庁に行くときに届けますよという，そういうことだということ。 
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○市職員 本来は，それがメールボックスというのが支所便というのがありまして，毎日

支所を回って書類を送致したり，収集したりする業務があります。 

○コーディネーター いや，だとすれば，ちょっとまたここにこだわっちゃいけないんだ

けど，だとすれば，今後，他課業務の取扱件数が多いから忙しいなどというのはちょっと

おかしくないですか。封筒に入れたものを後ろのメールボックスに置いて，業者さんが運

ぶときに持っていくのが２万件あるというのは。 

○市職員 いや，それで今のメールボックス的に始めた業務ではあったんですが，やはり

急増したところが，急に高齢化しているというのが事実でありまして，この書類を見てく

れないかと言ったときに，先ほど言いましたとおり，ここでの受領ではないんですよとい

うご説明をした上で，この書き方がわからないとか，ここに何て書いたらいいのかとかと，

書類仕事になれている方はちょっとわからないかもしれないんですけど，書類を見て説明

どおりに記入をするのが難しいという方がちょっと増えてきているのは事実です。それで，

聞かれたときに，いやいや，もう封筒に入れて本庁で預かるから，ここでは説明できない

からとなかなかできないで…。 

○コーディネーター そういうお手伝いをしていると。 

○市職員 はい，そうですね。あと，本庁に必ず問い合わせをして，間違った記入はない

ようにはしているんですが，先ほど山根さんのおっしゃったとおり，支所で預かってくれ

たのに，ここの記入が違うと言われたというようなトラブルが全くないとは申しませんが。 

○コーディネーター じゃ，森田さん。 

○仕分け人 今の話の中で，やっぱり高齢者の方が増えているというところで，その福祉

的な意味から，もともと本来は人口急増ということで始めたのが，だんだん年が経つにつ

れて，高齢者の方のための支所機能というふうに変わってきているということだと思うん

ですが，その高齢者の方への対応という意味でも，ちょっとやっぱり役割分担みたいなの

を考えていかないと，結局，支所って箱物としてあって，それをずっと使い続けるわけで

すね。そうすると，目的が変わっているからいいやというふうになってしまうと，結局，

もうちょっと税金をどうするかというところですね。これでかなりの他課業務を扱うこと

で税金がかかっているわけですから，そういうところがなかなか考えられなくなると思う

んですね。実際，こういう高齢者福祉的なことといっても，体が悪いとかだったら，結局，

支所にまで行くのだって大変だということもあるわけで，例えばそういうところって郵送

とかの中で，電話でフォローするとか，そういうことというのは本庁のほうではどのぐら

いやっているんでしょうか。 

○市職員 他課業務に関してですか。 

○仕分け人 他課業務も他の部分も。 

○市職員 戸籍住民に関しましては，郵送請求というのがありまして，郵送で住民票をと

ったり戸籍をとったりということができるシステムはございます。申しわけないんですが，
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他課業務に関しては，市役所の中の全ての業務に関してそういう，郵便で取り扱いできる

ものもあれば，やっぱり直接届け出に本庁に来なければならない業務もあるかと思います

が，はっきりとはちょっと申せません。 

○仕分け人 今，それがわからないとしても，やっぱりそこが一番ポイントだと思うんで

すよね。全体的な視点から，市民の方のサービスにどれだけのコストがかかっていて，そ

れがどれだけの成果を上げられているかということを考えると，なかなかそれ，わかりま

せんでは済まない部分も出てくると思うんですよね。実際，本庁でやる仕事と支所でやる

仕事というのをきちんと整理して，今ここの所管だけで考えるんじゃなくて，全庁的な視

点で横断的に考えるべきだと思うんですね。そうしないと，例えばここの内訳のところを

見ても，睦連絡所とか米本の支所とかってかなり取り扱いの件数って少ないですよね。そ

ういうところの分析をやっぱりやるべきなんじゃないかと思うんですけど，それはどうお

考えですか。 

○市職員 おっしゃるとおりだと思います。戸籍住民課業務に限っていえば，やはり支所

の取扱件数というのはかなり少ないので，他課業務を整理していけるものであるならば，

そういった支所の人数を減らすですとか場所を減らすですとかできるようになるかもしれ

ないんですけれども，それはやはり他課との話し合いをしなければ，直ちにというのは難

しいと思っています。 

○仕分け人 じゃ，今こちらの課で単独で考えられることとして，例えばコンビニとかで

住民票が取れたりとか，自動交付機といってカードを入れると自動的に取れたりとか，そ

ういうところの改善をしていく中で，それで減るかどうかは別として，支所の業務量が減

るとか，支所をもうちょっと統廃合するとか，そういうところをやっているところもある

んですよ。そういう検討というか，そういうものは今，設置されているんでしょうか。 

○市職員 コンビニ交付に関しましては，平成28年１月にマイナンバーカードが交付され

まして，国のほうでもコンビニ交付を推進する動きがありますので，マイナンバーカード

交付と同時というわけにはまいりませんが，戸籍住民課として証明書の発行をコンビニ交

付していきたいというふうに検討は進めております。 

○仕分け人 じゃ，今それは検討していて，その中で多分，これからの検討として，例え

ばコンビニ交付を新たにやりましたと追加だけしていけば，どんどんやっぱりお金って嵩

んでいくわけですよね。今，マイナンバーカードが入るというきっかけをもって，やっぱ

りもうちょっと広い視点でこの支所のあり方も考えるべきだと思うんですけれども，それ

はいかがお考えですか。 

○市職員 ここにのせられる前からそれは考えておりましたので，全く何もしていないわ

けではなくて，例えばコンビニ交付が始まれば，コンビニのほうが数が多いですから，市

内各所で証明書が取れると。そうすると，証明書のみを交付しているような連絡所に関し

ては，また必要度が下がるのではないかとか，そういう検討はもちろん担当課としてはし
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ています。 

○仕分け人 基本的な質問でございますけれども，２，人件費，24人と書いてありますね。

これの各支所別の現員数を教えてもらいたいんですけど，まず。 

○市職員 高津支所に５人，勝田台支所に５人，村上支所に正規職員が３人ですね，あと

再任用職員と申しまして，毎日は来ないんですけれども，週２日半ずつの職員が２人おり

ます。あと，八千代台支所に正規職員４人で，同じく再任用職員が２日半ずつ２人来ます。

あと，八千代台東南支所に４人，米本支所に３人で，睦連絡所には再任用職員が２人１組

で２日半ずつ配置されております。 

○仕分け人 もう一つ，恐らく支所をつくるときに，今お話にあったように，人口の動態

ですね，これに基づいてつくられたというお話ですけども，この各支所傘下に大体今，19

万3,000人くらい市民がおるんですけれども，どういう振り分けになっているかおわかり

ですか。例えば，高津支所傘下には，大体人口は何人ぐらいおるんですか，支所別の人口

のことです。 

○市職員 冒頭で申しましたとおり，高津支所に行く方が高津の地域の方だけとは限らな

いので，何人ということは申し上げられないんですが，大体，高津・緑が丘地区ですね，

緑が丘にも支所がないので，高津・緑が丘地区で４万2,534人，これは平成25年の段階で，

４万2,500人ぐらいですね。 

○コーディネーター それ，個別に全部ちょっと，せっかくだから。 

○市職員 八千代台地区に３万4,116人，睦地区に7,252人，村上地区に３万4,060人，阿

蘇地区はちょっと支所がないんですけど，勝田台地区には１万6,241人。 

○コーディネーター 八千代台東南地区というのはないんですか。 

○市職員 八千代台は，八千代台と東南と合わせて…。 

○コーディネーター ３万4,000人，そのぐらいですか。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 これをお聞きした理由はですね，人も建物も年とりますね。当初から造られ

た支所，これはもう非常に高齢化していると。先般，この研修のときにいただいた資料，

平成25年10月現在の人口調査報告書，これは西八千代北部地区も含めてありますけども，

例えば65歳以上の年寄りですね，私も含めて，10年後は3.1％増え，20年後は5.6増えると

いうように，ものすごい老齢化が進みますね。本当にやっぱり年寄りは１カ所でいろんな

手続をしたい，ついでに公民館へ寄ったり，いろいろその時点で物事を処理したいという

希望がありますよね。そういうことをちょっとお聞きしたいと思いまして，今のご質問を

したんですけれども，先ほど来，いろいろ質問が出ております。将来の配置について，統

廃合も含めて，お考えは余りないということですけれども，ぜひこれは，こういった人口

の動きと並行して考えていただきたいと思います。 

○コーディネーター 白石さん，どうぞ。 
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○仕分け人 先ほど，山根仕分け人もおっしゃっておられましたけれども，この支所とい

うのが戸籍課の支所で，今もあるわけですね。それで，その中でも出てきた仕事の中に，

じゃ取り扱ってあげようというので他課の業務を取り次ぎということで取り込んでいった

と。これを取り込むときのきっかけというか，じゃ戸籍課としてこれをやりますよという

のは，何かそこの決定というのは，何か決めたものがあるんですか，八千代市の戸籍課の

中に，こういうことで他課の業務を取り次ぎますと。 

○市職員 当初，どうしてそういう決定したかというのはちょっと，申しわけないんです

が，わかりませんが。 

○仕分け人 それは何かといったら，行政のやり方として，ご親切でやるのはいいんです

よ。だけど，きっちりした仕分けというのが行政組織にあるはずですよね。だから，親切

でやって，受けて取り次いだと，さっきコーディネーターが言ったけど，いつが受け付け

なのかという問題が出てくるわけですよね。だから，ご親切はいいんだけれども，きっち

りした仕分けの中でやるのならきっちりした仕分けで，それは本庁へ行ってやってくださ

いと，こういう話だってあり得る話なんですよね。僕は行政的にいえば，もっと逆にいっ

て，この出張所というのはやっぱり八千代市の出張所である，そういう考え方に変わらな

いのかなというのは，そのあたりはどうなんですか。 

○市職員 他市では支所で，例えば福祉の職員もいて，受領自体ができるという支所を置

いてある市もあります。現時点では八千代市役所の支所は，あくまでも戸籍住民課の支所

ということで，戸籍住民業務以外は，お預かりして本庁にお届けするという内容でやって

おります。将来的に，ここですぐどうこうということではお答えできませんけれども，例

えばもっと大きくして，他課の職員も配置して，そこで受領ができるようなことが理想で

はないかとは思っておりますので，はい。 

○仕分け人 出張所というのは，まさに市にとっては出先の問題なんですが，出先の問題

というのは，さっき吾妻さんがおっしゃられたように，それぞれの人口動態によってこの

サービスを維持するとか，広めていくのか，引いていくのか，そういうのも検討しなきゃ

いけない。それから，さっき取り次ぎと出てきたけど，取り次ぎというのはどうするのか

というのをもう少し深く考えなきゃいけない。 

 そういったところで考えると，どちらかといえば，出先業務は毎年見直しをやってもい

いぐらいの話なんですね，見直し作業というのは。大々的見直しは５年で１遍でいい。だ

けど，毎年この業務をどうするか，こういう業務は，こういうのが新たに出てきたらどう

するかと，毎年いろいろと見直し作業というのはやっていられるんでしょうね。ちょっと

私はわからないから伺うんですけど。 

○市職員 流れの中で，だんだん他課業務が増えてきてしまったという事実はございまし

て，その都度その業務を毎年見直しているかというと，まあ否でございます。見直すべき

だとは考えます。 
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○コーディネーター ちょっと心配なのは，今，個人情報の取り扱いの問題が非常に大き

くクローズアップされていて，役所の職員はみんな守秘義務というのが課せられてはいる

んですけど，一般的にそこのセクションの人間じゃない人が，極めてこの個人情報に，福

祉関係の書類というのは非常に大事な個人情報が載っているという，それをやっぱり正式

事務じゃないところで人の目に晒すという状況で取り扱っているというのは，そういう点

でもちょっと課題があるのかなというふうに思いますよね。だから，ある意味，封筒に入

れてくださいと。メールボックスで本庁には届けますけどという方式も，考え方としては

あるのかなと。逆に，書類を拝見するのであれば，もう個人情報も扱う担当者として，責

任を持って扱うと。そういう区別もちょっと考え方として必要なのかなと思いますけど。 

○仕分け人 ちょっとお尋ねするんですけど，自動交付機の設置台数は何台かありますか。 

○市職員 八千代市には現在，自動交付機はございませんですね。 

○仕分け人 あと，税金の収納とかというのは，支所では一切されていないんですか。 

○市職員 最初の説明でも申し上げましたが，市民税とあと国保料と，支所で収納，支所

長が出納員に任命されておりますので，そちらの取り扱いも行っております。 

○仕分け人 税金の収納も。 

○市職員 税金の収納もかなりの件数，やはり市県民税の納付時期ですとか，国保料の納

付時期には大きな仕事の一つとなっております。 

○仕分け人 取り扱いの件数，他課業務の取扱件数の中にはその収納の件数とかも入って

いるんですか。 

○市職員 入っております。 

○仕分け人 入っているんだったら，さっき言われた受付のお手伝いの件数というのはそ

んなにたくさんない感じがしますね。これは私がそう思うだけなのかもしれないんですけ

れども。 

 それで，先ほど来からちょっとお話がある支所の業務の見直しということなんですけれ

ども，八千代市さんの今までの支所の建て方というのが，ニーズに応じて増やしていった

という経緯があるからそうなのかもしれないんですが，戸籍や住民票を預かるというとこ

ろの出先であるのなら，やはり支所の管轄の住民はこの人たちですという，やっぱりきち

っとそういったものがないと，防災であるとか福祉なんかに業務を展開していこうと思っ

たら，やっぱりそれはベースになるものではないかと思うんです。支所はありますと，こ

この支所の管轄の住民は，とりあえず来た人がそうですというふうにすると，この市民の

方はどこの支所の管轄で，もし何かあったとき，どこがちゃんと相談に応じてくれるのか

と，そういうやっぱり支所のあり方というか，戸籍を扱っている部署が支所を管轄すると

いうのであれば，そういうふうな仕事の広げ方，考え方というのもあるんじゃないかなと

いうふうにちょっと思うんですが，他課業務になるので，うちではというふうなところが

あるのかもしれないんですけど，その辺はどういうふうに考えられますか。 
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○市職員 やはり全ての地域に支所が配置されていないこともありますので，直ちにこの

管轄はこの支所でというふうにエリア分けを，かつて住民票がその地区にあったころはそ

うなっていたと思うんですけれども，どこでも情報がとれる時代になりましたので，例え

ば防災情報であっても，瞬時に…。 

○仕分け人 情報が取れるということと，行政が福祉やその他のサービスを提供するとい

うのと両方見ないといけないと思うんです，この方がどこの支所の管轄かって。それにつ

いては，やっぱり庁内のそういうネットワークと連携して考えるということになれば，や

はりちゃんと戸籍住民課も一緒にエリアの行政サービスをいろいろ考えていくということ

になれば，漏れている方がいるということですよね。その他は全部本庁ですということに

今なっていますということですよね。そういうふうにきちっと何かしたほうがいいんじゃ

ないかというようなお考えはないんですか。逆に，そういうことでちょっと困ったりとか，

庁内の調整がうまくいかないとかって取り次ぎをするときに，そういったことは実際ない

んですか。 

○市職員 確かにエリアの見直しは必要ではないかとは考えておりますけれども，直ちに

取りかかるのが難しかったという状況だったと思います。見直しは必要だと，考えていな

いわけではないです。 

○仕分け人 私は思うんですけど，メールボックスの話が出ましたが，多分そのレベルの

話だったら，支所は公民館に吸収してもいいかもしれません，戸籍はどこでも取れますと

言うんだったら。本庁からお届けするとか郵便でやるとか，いろんなやり方があるので，

そういう改善という視点でやるんだったら，やり方はいろいろ，やって縮小してコストを

下げるというのも一つの考え方だと思うんですが，防災や福祉を充実するという，そうい

う改善のやり方で，戸籍住民課がきちっとそこら辺仕分けをして，エリアでマネージメン

トを考えるということも必要なので，その辺は庁内のどこが音頭をとるとかいう，内部の

こともあるのかもしれないんですけれども，考えていってほしいなというふうに思います。 

○コーディネーター 参考までに，地震とか台風とかの災害時に，要援護支援者といった

かな，ひとり暮らし老人の方とか，そういう方の名簿が福祉サイドであって，緊急時には

その人を中心に避難させなきゃいけないというリストアップがされていると思うんですけ

ど，そういうリストは支所には置いてあるんですか，支所もその情報共有の対象にはなっ

ているんですか。 

○市職員 そちらのリストは健康福祉部のほうで取り扱っているのですが，支所にそのリ

ストをいただいてはいないですね。 

○コーディネーター そうすると，やっぱり災害のときの何かそういう拠点になるみたい

な話もあったけど，実際としては，相当やっぱり今の情報量じゃ難しいですよね。 

○仕分け人 なるほど。 

○コーディネーター では，ちょっとここで判定人の皆さんにご質問を申し上げたいとい
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うふうに思います。 

 判定人の皆さんで，概ねで結構です，大体１年間，今から１年前ぐらい，１年間の間に

支所に行かれたという方がいらしたら，挙手をしていただけますか。 

 傍聴者の市民の方で，同じ質問で，１年間ぐらいの間に支所を利用されたという方がい

らしたら，挙手をいただけますか。ああ，なるほど，いらっしゃる。 

 次の質問が，その利用したのは住民票とか戸籍とか，そういう住民票関係の事務のこと

で支所を利用されたという方は，ちょっと手を挙げてください。 

 では，税金とかをお支払いに行かれたという方。 

 福祉関係とか，他の書類の提出を手伝ってもらいにいったという方。ああ，なるほど。 

 やっぱり住民票，税金，福祉と，そういう広く利用されているという感じですよね。 

 他に。 

○仕分け人 先ほどの管内の話，要するに支所ごとの例えば住居表示とあわせた形で，人

口がどれぐらいいるのかという捕捉も含めてなんですけど，それとの関係でちょっと質問

したいんですけど，戸籍住民課さんのほうで住居表示は担当されていたりとかするんです

か，業務として。 

○市職員 住居表示は都市計画課で担当しています。 

○仕分け人 となると，そこの，本当にここで言っているところの戸籍住民課さんの業務

というのは，戸籍と住民基本台帳のところが中心というふうに，所管としては，考えてい

いんですか。 

○市職員 そのとおりです。 

○仕分け人 もう一つ，他課の業務なのかもしれませんが，多分，総務企画部だと思いま

すから，課長には聞きますけど，納税の関係は同じ部ですか。 

○市職員 納税は財務部です。 

○仕分け人 財務部。納税のことわかりますか。要するに，納税のときにそこの振り込み，

要するに払い込みができる機関はどういうところがあるのか。 

○市職員 銀行ということですか。 

○仕分け人 銀行だけですか，今。 

○市職員 ああ，いやいや，コンビニでも納付できます。 

○仕分け人 ですよね。 

 だから，逆に，もちろんそこの支所のところで持ってきてくれば，それは受領はできる

んだけど，先ほど言っていたように，住民票もコンビニだという話になっていて，それよ

りも先に納税のほうがコンビニでもできるわけですよ。銀行でももちろんできる。戸籍と

かは確かにコンビニでというと，システムをつくらなきゃいけないというのがありますけ

ど，今そうやって，やっていて少なくはなっているところがありますよね。 

 という話になると，そもそもその支所の機能って何なんだという話にやっぱりなります
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よね。何でもかんでもやれればいいという話じゃなくて，例えば先ほどの納税される方と

かも，金銭出納員がいれば，当然ここのところで住民票を出すのにでも400円とかお金を

取るでしょうから，それを受領するのに金銭出納員が置いてあるという話で，要するにお

金を受けられる人というのは決められた人しか受けられないんですね，役所の中には。た

だ，それだけの話で，あとは徴税吏員ではないわけですよね，徴収吏員では。徴収して，

臨戸して取りにいきますよという人たちがここにいるというわけでもないし，来たら受け

ますという話であれば，本当にそういう意味では，限定的な機能でしか支所の機能ってな

くて，もっと言ってしまうと，合併した町村とかで機能を支所に，前の村とか町役場に置

いているというところは，結局土木とか福祉とか，本当にそこの窓口でそういう人を，ス

タッフを置いてという話になっているのが通常の支所と言われているものなんです。先ほ

ど課長がお話ししていた支所と言われているところを置いているって。多分，房総の南側

のほうはそういうところもあるかもしれないです。 

 だから，そういう機能というのは全然違うんだということをちゃんと説明して，理解し

た上で検討とかをしていかないと，本当に住民の方が今一番必要になっている，出先のと

ころで必要になっているものは，戸籍じゃなくて福祉の拠点なのかもしれないですよね。

という話になってくると，今度それは，逆に福祉保健のほうはそういうふうな出先に置こ

うというような形というのは，今この中ではないんですけれど，何かお話で聞かれている

こととか，実際，現実としてはこういうところに支所というか福祉のセンターがあります

とかいう話というのはご存じですか。 

○市職員 市内でということですか。 

○仕分け人 そうです。 

○市職員 いえ，置かなければならないんではないかなという程度で，私としては把握し

ていません。 

○仕分け人 それって，受付をやっちゃっているから問題化されないんじゃないですか。

中途半端な受付をやっているから，それで足りちゃっていると本庁の福祉所管は思ってい

るかもしれませんけど，という形になると，問題は顕在化しないんじゃないですか。 

○市職員 支所の中身を見直すに当たって，おっしゃるとおり，他課業務が今，余りにも

多くなってきているので，もしその縮小なり，例えば福祉の担当を置くような支所をつく

るなりするには，やはり住民説明をしながら進めていかなければならないということに，

切実に感じています。 

○仕分け人 住民説明の前に，まず庁内の中での。 

○市職員 はい，それはもちろん…。 

○仕分け人 そこまでは，まず僕も求めてはいないんですけど，そこに行く前に，まず庁

内のところの分析をしていかなければいけないし，トラブっているところ，多分，福祉の

手続は，先ほど荒井さんがおっしゃっていたように，個人情報だけではなくて細かいんで
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すよ。一人一人違うんです。住民票みたいに簡単なものではないんです，逆に言うと。話

を聞かないとその状況がわからないから，間違ったところで丸をしていったら，やっぱり

違いますよという話になるんですよね。という話になると，やっぱり専門のスタッフでな

いとだめなんですよ。 

 うちなんかの足立区なんかは，もう住民票のほうと納税とかという話のところは出張所，

そこでは福祉の話なんかは全然出ないです。逆にいうと，福祉事務所のほう，私も福祉課

長なんですけど，そこのところは福祉のところでの，ただ福祉課長って出先なんですけど，

本庁の業務もあるんですけど，もうそこで必ず受理という形になります，出先。もちろん，

受付のスタッフとしてはそういう形の標準化を図っていかないと無理なので，あるいは手

続も，出先だと，こういうことって気づくわけですよ，これ，手続がおかしいよという話

を本庁に送って直してもらうという話をして，標準化を図っていく。これはやらないと，

常に，先ほどお話があったように，やっていかないと，手続が複雑にどんどんなっていま

す，介護保険が入ってきたりとか，障害者の手当とか。 

 ですから，そこはやはり出先の部署を所管しているところとしては，やっぱり問題点が

気づくところだと思うので，ぜひそれを進めていく，リードをしていかないと，多分，改

善はなかなかされない形なのかなと思うんですけど，そこら辺はお考えどうですか。 

○市職員 この半年，支所の業務内容を確認しまして，おっしゃるとおりの問題が山積み

だとは思っております。関係部署にも話はしているんですけれども，戸籍住民課が音頭を

とってやるべきことなのかどうかは別として，支所が現実的にその業務を行っていますの

で，支所業務，今こういう状況ですと，これについてそれぞれの担当課さんに投げかけを

していこうということで，支所で取り扱っている業務を今，行革のほうで吸い上げてもら

っているような形なので，全く放置しているわけではないです。 

○仕分け人 わかりました。それであれば，多分，問題意識は非常にやっぱりこういう他

課業務が増えているという話なんで，それも責任が持てるような形じゃない話の中で進ん

でしまっているのが問題だと。全庁的な中で調整が必要だったら，やっぱり行革だとかそ

ういう部門でもという話はわかりました。 

 もう一つは，ここの駅の近くのところの支所に，意外と，全然住んでいるところは違う

んだけどという人が来て手続をするということは多くはないんですか。 

○市職員 確かに勝田台，八千代台は駅の近くに支所がございますので，先ほど人口でも

申しました，勝田台地区はそれほど人口は多くないんですが，取扱件数はかなり多くあり

ます。やっぱり駅近の支所については取扱件数が多いです。 

○仕分け人 駅近のところの支所は，土日はあいているとか，夜やっているとか，そうい

うことはあるんですか。 

○市職員 支所は通常，８時半から５時までの勤務で，土日は閉庁しております。 

○仕分け人 そうすると，やっぱり手続の住民サービスの視点からでいうと，やはりそう
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いう形の手続をできる，あるいは届け出ができるというところを増やしていく。数を減ら

したからといって，別に利用の率が低いから減らすとか，もちろん人的な問題があるので，

これを見ていてもわかるとおり，事業費としては1,000万ですけど，人件費が２億という

話ですよね。そこは，これだけかけるにしても，やはり選択と集中をしていかないといけ

ない話になってくる。こういうところについては何かお考えとかはありますか，時間の延

長だったりとか，サービスのアップをするために。 

○市職員 現状としては，駅にたいして近くもない本庁で，月に１回，日曜開庁というの

を行ってはおります。あと，住民票と附票に関しては，消防署が隣にあります八千代台東

南支所とそれから勝田台支所においては，夜間も発行するというような形をとっておりま

す。○仕分け人 最後にします。公民館はいつからいつまで開いているんですか。 

○市職員 公民館は９時から，職員は８時半からおりますけれども，夜の９時まで管理人

さんがいて，やっております。 

○仕分け人 土日も。 

○市職員 土日もやっております。 

○仕分け人 うちなんかでもあるんですけど，まあ公民館という形ではないんですが，基

本的には取り次ぎ，置いておいてくれればそこにとりに行くとかいう形ができれば，逆に

言うと，いいという話で，先ほど三宅仕分け人さんがおっしゃったように，そこのところ

で職員さんがいてくれれば，基本的にはそこのところで作業でとれるということも出てく

ると思うんですよね。ただ，昨日，米本のところに行きましたけど，両方並んで，公民館

とあるけれども，どっちかに集めちゃったほうがいいんじゃないのとは，普通に単純には

やっぱり思ったりもしますよ。そういう工夫はやっぱり必要なのかなというふうに思いま

す。 

○仕分け人 さっき話が出た，昨日ちょっと見せていただいたんですけれども，支所や出

張所の修繕とか，そういうハードのお金というのは戸籍住民課さんの予算でやられるんで

すか。 

○市職員 修繕が発生すれば，戸籍住民課で一応，支所費の中で対応することにはなって

います。 

○仕分け人 ちょっと全部は見れていないのであれなんですけども，昨日見たところは大

分老朽化が進んでいて，そろそろ大規模修繕を入れないといけないのかなという感じなん

ですけれども，外から見た感じでは，すごく小さい建物で，多分ほとんど住民票や戸籍の

業務をちょっとやっているだけなのかなと，件数も余り多くないということで。 

 そこを，あるいはどういうふうにするおつもりなのかなというのはちょっとお尋ねした

いなというふうに思うんですけれども。 

○市職員 どういうふうに…。 

○コーディネーター 施設をどういうふうに。 
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○仕分け人 はい。 

○市職員 老朽化の対応としてということ…。 

○仕分け人 建て替えをしようと思われているのか，大規模修繕をしようと思われている

のか，するとなると多分何千万，下手すると１億とかというふうなお金が発生するように

なると思うんですが，それはどういうふうにしようと思われていますか。 

○市職員 市の施設の耐震等の対応については，先ほど申しました，ちょっとした壊れた

ところの修繕とか，壊れたら修繕とか，そういう修繕費は支所で持っているんですけれど

も，建物本体としては，市としてたくさん施設がありますので，建築課のほうで基準を設

けて，支所に関しましては，特定建築物以外で震災時に重要な機能を果たす建築物という

位置づけがされておりまして，その中で第２期の予定で計画には入っています。 

○仕分け人 難しいそういう話はもういいんですけれども，要はあの支所がなくなるか，

そのまま残るかということですよね，住民の方，利用されている方で。見ると，余りそん

なに利用率が高い支所ではないというふうに数字では見えています。それでお聞きしてい

るんですけれども，廃止の選択肢があるかどうか。 

 営繕，所謂設計とか営繕をする部署というのがあるんだと思うんですけれども，そこは

ハード的なことしか基本的には考えないと思うんです。戸籍住民課としてあそこの支所の

機能を，建物ではなくて機能をあそこに残すべきかどうかということについてお考えがあ

るかどうかというのをちょっとお聞かせ願いたい。 

○市職員 今のところ，住民サービスの拠点として継続はしていきたいと考えております

けれども，直ちにというお返事はできません。 

○仕分け人 それはあそこに建て替えるか，大規模修繕をして続けるということですか。 

○市職員 建て替えるところまではちょっと考えが及んでいませんけれども，申しわけな

いです。 

○仕分け人 言いたいのは，あそこは結構公的な機関もたくさんあったりとか，デイサー

ビスセンターがあったりとか，あと幼稚園とかもあったりとか，結構大きい団地の中でい

ろいろあるなというふうに見させてもらったんです。件数も余り少ないと，とりあえず取

り次ぎだけというふうなことであるなら，もう隣に公民館も，先ほど山根仕分け人も言っ

たようにあるので，そういうところと一緒に話をして，もうちょっと快適にするというこ

とも，ハードの面からも，そういう形で考えるということももう考えないといけないぐら

い，結構ぼろがきているんじゃないかということです。今ちょっとお考えがないというの

がちょっと，もう考えないといけないので，そういうのはやっぱり変えるきっかけになる

んじゃないかと思うので，支所のあり方というのも，そういうのをきっかけに庁内で話を

持っていくということもありなんじゃないかなというふうに思います。 

○コーディネーター 話がだんだん核心に入ってきて，論点がだんだん煮詰まってきてい

るんですけども，ちょっと整理すると，先ほどまでのいろんなやりとり，お話を聞いてい
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ると，過去に人口急増時につくった支所が，53年ですか，それ以降は新たな展開はしてい

ないと。現状は，どうも話を聞いていると，今，支所があるから，箱があるからサービス

を，去年と同じサービスを今年も続けていると。そういう作業を繰り返している間に，他

の課から支所でいろんな業務を扱ってくれという要望が増えてきて，いろんな業務を今で

はやっているようになっていると。 

 ところが，さっきちょっと山根さんからもお話がありましたけど，そもそもこのサービ

スをするのに人件費を含めて２億かかっているわけじゃないですか。それで，取扱件数が

どう推移しているかというのは，ちょっと単年度の資料しかないから余りよくわからない

ですけど，２億かけてこのサービスが効率的なのか，あるいはないよりあったほうがいい

からやっているのか，２億かけたら他のやり方をすれば市民の方にもっといいサービスが

できるとか，もっと効率的にできるとか，昭和57年から今までもう数十年たっていますよ

ね。数十年間の間，２億の費用対効果を検証していないというのは，これはちょっといか

がかと思うんですけど，２億がかかっているこのサービスが効率的なのかどうかというの

は，課長さんどうお考えなんですか。 

○市職員 直ちに費用対効果で見られる業務とは考えにくいんですけれど，考えていない

んですけれども。 

○コーディネーター ということは，もうお金は幾らかかってもこのサービスがというこ

となんですか。 

○市職員 そこまでは。 

○コーディネーター だとすると，支所がないエリアの方は非常に不合理ですよね。同じ

税金を払うわけじゃないですか。たまたま支所があるエリアの人は，まあたまたまじゃな

くて人口急増地だという理由はあるんですけど，支所がないエリアの方も税金は負担して

いるわけですよね。やっぱりそれを考えれば，２億に見合ったサービスなのかどうかとい

うのは検証する必要があるんじゃないかと思うんですけど。 

○市職員 おっしゃるとおりです。 

○コーディネーター いずれ検証するというようなお考えは。 

○仕分け人 ちょっといいですか，関連したこと。 

 今の２億の人件費，先ほど各支所ごとの人員の配置ですね，これの中で３カ所，プラス

２，プラス２，プラス２，６人おられますね。この方々の人件費というのはどうなってい

るんですか。ここに計上して入るものではないんですか。 

○市職員 事業シートの作成時には，正規職員のみの人数が入っておりますが，再任用職

員１人につき約200万くらいの人件費がかかっております。 

○仕分け人 1,200万ですよね，６人で。６人ですものね，３カ所，２人ずつで。 

○市職員 そうですね，はい。 

○仕分け人 これは，増えておって，これ足すとやっぱり，軽く２億は超えますよね。 
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○仕分け人 200万ということはないと思います。再任用職員でしょう，月額20ぐらいで

しょう，給与費。 

○市職員 ２日半しか出勤しませんので。 

○仕分け人 短いですね，10万ぐらい。 

○市職員 ちょっとそれぞれの給料を確実に計算はしていないんですが，25年度の決算で

見た積算で一応載せています。 

○仕分け人 ああ，そうですか，わかりました。 

○仕分け人 今の議論で２億プラスαかかって，それの費用対効果みたいなのをどうして

いくかという議論が今進んでいると思うんですけども，多分，今お話を伺っている限りで

は，恐らくちょっとそこに関して，広いビジョンを持たれて何かをこれまでやってきたわ

けではない，昭和の時代からですね，そういうところがあると思うんですが。 

 抽象的な話じゃなくて，ちょっと具体的なところからどうなのかなというところを伺っ

てみたいんですが，支所の中で，八千代台支所と，あと八千代台の東南支所ってございま

すよね。これ，場所的にいうと，八千代台駅の駅前に両方ある。一つの八千代台支所は西

口のほうにありますよね。もう一つの八千代台の東南支所は東口にあるんですけど，これ

って，距離ってどのぐらいですか。 

○市職員 八千代台支所については駅から２分ぐらいで，東南支所については５分強かか

るので，両方，支所から支所までですと，10分ちょっとで行かれるかなと思います。 

○仕分け人 本当に10分ぐらいで行けるわけですよね。駅の反対側にあるとはいえ，駅を

くぐれないわけではないので，10分歩けば行けるところに２つの支所があるということが

現状としてあるわけですけれども，これに対して，何か庁内の中で，これ近いんじゃない

かとかそういうような，効率的に考えると効率的じゃないんじゃないかとか，そういう意

見みたいなのって出たことはあるんでしょうか。 

○市職員 確かにエリアに２つありますので，こちらの支所については将来的に考えたほ

うがいいというのは検討材料として上がっています。 

○仕分け人 やっぱりそういう意見が上がっているわけですよね。その際に，今ここの支

所の，参考資料の１ページの利用の件数を見ると，八千代台支所ってトータルで，総計で

４万4,000件，八千代台の東南支所って２万4,000件ぐらいあるわけですよね。これは，そ

れに関してこの需要，ニーズがこれだけあるというのは確かにあるんですけれども，そこ

の数を見て，何か具体的に分析をして，統合するとか，そういう意見があったというだけ

で，そういう具体的な検討というのはしていないんですかね。 

○市職員 新しい，例えばどちらかの支所に統合して職員を減らすとか，あるいは２つの

場所の中間地点であるとか，どこかに設けて統廃合をしたいというふうに考えてはいるん

ですけれども，具体的に話がなかなか進まないというのが現状です。具体的に今すぐこれ

という結論は出していないです。 
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○仕分け人 これも昭和57年の前からあるわけですよね，この２つの支所も。そういうこ

とですよね。やっぱりその経緯として，初めの時点で，駅前10分で歩ける位置に置いたと

いうところで，初め，コーディネーター，冒頭のところで，配置の基準というかエリアみ

たいなものがあるかという話をしたんですけど，それは駅の反対側のこういうエリアだと

か，例えばこれでいうと，西口の八千代台支所だったら，西口のエリアから西の方面のエ

リアを管轄する。それから，八千代台の東南支所だったら，東口のそこから東エリアを管

轄するみたいな，そういう基準でこの２カ所，かなり至近距離にありますけど，設置した

ということなんでしょうか。 

○市職員 当時はそうだったと思います。 

○仕分け人 多分，当時はそうだったのかもしれません。ただ，先ほどの議論の中でも，

結局エリアごとみたいな話，エリアごとに申請を受け付けるという考え方がちょっとずつ

ぐらついてきていて，しかもさっき山根さん，コーディネーターも話していましたけど，

駅前って便利がというところで，駅前で取るという人も増えていると思うんですね。やっ

ぱりこの件数を見ると，この八千代台の２つの支所って，他のところの少ないところに比

べれば結構多いじゃないですか，件数としては。 

 やっぱりその考え方というものが，エリアごとというところからちょっとずつ変わって

きている。それは昭和のころはエリアごとと言っていたかもしれないですけど，その変わ

ってきている中でやっぱり見直しをしないというのが，意見は出ているけど，やっぱり具

体的な検討をしていないというのが，どうしてもさっきからずっと出ている，今施設があ

るからとりあえずここでやる，ここでサービスを拡充しようという，そこでサービスを拡

充すること自体はいいかもしれないんですけど，もうちょっと広い視点が足りないんじゃ

ないかなと思うんですけれども，そこはどうお考えでしょうか。 

○市職員 確かに，考えるだけでは話が進みませんので，検討は必要というか，進めてい

かなきゃいけないとは本当に担当としては思っています。 

○仕分け人 本当にこういう機会ですので，事業仕分けの場でこういう意見が出ているの

で，やっぱり市民の方にこれから近い，至近距離に支所があるということを事業仕分けの

場で出たわけですね。そういうところでやっぱり説明がつくように，費用対効果というと

ころをやっぱり分析していくべきだと思います。以上です。 

○コーディネーター 例えば，具体的に市民の方からそういう話があるのかないのかちょ

っとわからないですけど，八千代台と勝田台以外に駅がありますよね。別の駅を利用して

いる市民が，八千代台と勝田台の駅の側には支所があるじゃないかと，自分が利用する駅

の側にも支所をつくってくれと，こういう要望が出たらどういう説明をされるんですか。

お金がないからできませんという説明をするんですか。 

○市職員 極端にそういう，お金がないからできないんですよというご説明はしがたいと

は思うんですけれども，確かに。 
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○コーディネーター やっぱりそれは，市民の皆さんからの税金で仕事をしている人たち

の説明責任だと思うんですね。どうして勝田台には駅前にあるのか，八千代台には両口に

あるのか，他の駅にはどうしてないのかというのを，これをやっぱり公平性という観点か

ら論理的に説明できる根拠が必要じゃないかなと思うんですが。 

 ちょっと先ほど来から聞いていると，市民の皆さんからもそういう声はないのかもわか

らないけど，ちょっとそういう市民の皆さんからの要望に説明できるような理論武装がで

きていないですよね。たまたまそこには施設，箱がもともとあるんですというような説明

で，まあそこが心配ですよね。 

 そういう意味でも，森田さんが言われるような論理的な，なぜここに支所が設置されて

いるのか，今後どういう状況になったら支所をつくるのか，あるいは老朽化した支所を，

いつどういうタイミングで統廃合するのかという，こういうのはちょっと中長期的なプラ

ンをつくっておいたほうがいいかもわかりませんね。 

○仕分け人 私が実は，何で最初に昭和57年という話をしたかというと，先ほど課長がお

っしゃっていたように，その当時は電算がないんですよ，システムが。だから，全部住民

票台帳とかは支所ごとに置かないと，そこで発行して確認，だからエリアも決まっていた。

うちも同じようになっていたんですよ，出張所というか。結構，もっと多かったですね，

数が。ただ，それを電算化して絞ったんですよね，やっぱりエリアとして。どこでもとれ

る，それは変わらないですけど，でも管内は決まっている，というのが一番あるべき姿だ

と思う。 

 そうしないと，そこの人口がどれぐらいなのかという話とか，そういう形も所長とかが

やっぱりしっかり把握していくということがあって，もっと言ってしまうと，ここから例

えば町会自治会だとか，そういうところとのつながりだとか，防災なら防災という，そう

いう地域の拠点という形になっていくというふうな，本当の意味の支所だったら，私もこ

の支所という機能は絶対あるべきだとは思うんですよ。ただ，戸籍を出すだけだったら，

先ほど言ったように，コンビニが入ってきたら，別にコンビニのほうが数が多いし，もう

税金は税金でそこでもできるしというふうになって，どんどんそいでいくと残らなくなり

ますよ。 

 それで果たして本当に市としていいのか，それをやっぱり議論するのは，もちろん課長

だけじゃだめですよ。課長が言ったところでだめだというふうに諦めちゃっているのかも

しれませんけど，ただそういうところを，どこをきっかけにしてつないでいくのかという

話は一番，当事者としてはここは持たれていないといけないと思うし，逆にそういう電算

が入ってきて，どこでもできるようになってきたから負荷が下がっていて，人も本当は前

よりは少なくはなっていると思うんですよ，私はね。システムが入る前は24人じゃなくて

もっとの数がいたのかもしれない。だから，それはやはりタイミングとして，システム化

されたすぐ後で検証して，果実として見ると，人件費は落としたという話と，さらにもう



－24－ 

少し業務としては，本庁のところでやれることは本庁のところでやるし，逆に極力，今も

戸籍の届け出も，業務のところについてはもちろん多分やられていると思うんですけど，

なかなか出先だけだと難しい判断もあると思うので。 

 そういうところというのを参考にしながら，他のところの部分をぜひ，業務として見た

ときにはちゃんと整理をしていく必要があるのかなと。 

 これは本当に戸籍だけの話では確かにないんですけど，ただその話をどういうふうに持

っていくのかというステップアップは，やはり庁内を巻き込んだ会議体とか組織とかをや

っぱりつくっていかないと難しいのかなというふうに思いますけど，動かないと思います。

これは課長に言う話じゃないのかもしれないんですけど，行革のほうに言わないといけな

いのかもしれません。 

○仕分け人 ちょっとあの。 

○コーディネーター ちょっといいですか。判定人の皆様，評価シートのほうにご記入を

お進めいただきたいというふうに思います。評価シートへの記入が済みましたら，担当の

ほうが回収に伺いますので，よろしくお願いいたします。 

 はい，どうぞ。 

○仕分け人 今ちょっとお話が出たので，あれなんですけど，マイナンバーの話がちょっ

と出ましたよね。マイナンバーのシステムが変わるときが，さっきちょっとお話しした防

災の体制を整えるとか，情報をどうやって共有するかとかという全庁的に考えるとてもい

い機会で，どこの自治体もまだそういうチェックをするんだと思うので，ぜひ八千代市さ

んのほうでもいいチャンスなので，今こうやって他課業務の取り次ぎをやって，抱えてい

る問題点とかというのをそういう会議体にのせるというのもきっかけになるかもしれない

ので，ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

○市職員 ありがとうございます。 

○コーディネーター 白石さん，何かいかがですか，大丈夫ですか。 

○仕分け人 ええ，もう私は先ほど言いました。 

○コーディネーター 吾妻さんは。 

○仕分け人 今までの議論の中で出尽くしています。 

○コーディネーター あとは何か，いかがですか。 

○仕分け人 すみません。コンビニの関係のほうでちょっと１つ。うちもコンビニのやつ

やっているんですよ，もう。マイナンバーの前にやっています。マイナンバーは結局，そ

こに番号を付加するかどうかなんで，個人の番号というのは，もう今まで既に自治体ごと

では付加されているので，それとどう関連性を持たせるかだけなんで，システム上はそれ

ほど難しい話じゃない。 

 ただ，先ほどの納税と同じで，コンビニのところもやったら増えるかというと，増えな

いんですよ。みんな支所に行くんですよ，便利だから。わからなくても相対で教えてくれ
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る。機械とやっても，コンビニの店員もわからないという話になるんですよ。なので，逆

に説明書いてあるとおりですよとタッチパネルみたいなところを見て，ピッピッとやるん

ですけど，できる人たち，若い人たちはできるんですけど，高齢の方は逆にいうと，でき

ないので，なかなか数は進まないですね。多分，一番下の少ないところ，睦連絡所と同じ

ぐらいで最初スタートして，だんだんと認知度が上がるんですけど，２，３年はやっぱり

かかりますから，過度な期待は余りしないほうがいいと思います。 

 ただ，それよりも，時間がそれぐらいかかるなというふうになると，早目から動いてお

いたほうが確かに，それとやめるというところと近いとちょっときついので，手前側から

やらないといけないので，そういう検討は必要かなというふうに思います。 

○コーディネーター いずれにしても，さっきお話にもありましたけど，施設も老朽化し

ているし，何らかのタイミングで施設をどういうふうにするかを考えなきゃいけない。ま

た，防災とか高齢者への対策とか，福祉的な視点での地域とのかかわりをどうするかとい

う，その接点として支所機能をどうするかというさまざまな部分をやっぱり考え直すタイ

ミングが近いと思いますので，ぜひお考えいただければと思います。 

 それでは，評価のほうに移らせていただきたいというふうに思います。 

 判定人の皆さんの評価は今，集計をしているところでございます。仕分け人の皆様の評

価を先にしていただきたいというふうに思います。 

 選択肢は４つです。１番目の事業なので，選択肢についてご説明いたしますが，当該事

業について，要らない，あるいは当面凍結すべきというのが１番の不要凍結。国，県ある

いは広域的に実施すべきだというのが２つ目の選択肢。３つ目は，八千代市で実施すべき

ですが，改善をする必要があるという要改善。４番目は，八千代市で今後も現行どおりに

実施すべきという考え方でございます。この４つの選択肢の中からお選びいただきたいと

いうふうに思います。仕分け人の皆様におかれましては，挙手によりご判断をいただきま

す。 

 それでは，支所運営管理事業について，不要または凍結と思われる方。国，県，広域と

思われる方。八千代市，ただし改善が必要と思われる方，５名。全員が改善ということに

なります。 

 それでは，具体的に，議論の中でもご指摘をいただいていますけども，どういう点につ

いて改善すべきか，白石さんからコメントをいただきます。 

○仕分け人 はい。私はさっき申し上げましたように，住民のニーズとか，住民へのサー

ビスの多様化とか，そういうものを考えますと，あるいは地域住民の高齢化とか考えます

と，支所という今の戸籍住民課の所管に固執することなく，八千代市の支所への脱皮を図

るべきじゃないのかと。それには種々問題は本庁の中でも細かく議論して，仕事の中で切

り分けなければいかんでしょうけれども，まず第一は，各支所の管轄地域を明確にして，

管轄地域を指定したとしても，他所から請求されれば，今のネットの時代ですから，どう
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にでも対応できるということですから，防災，老齢化というものの対応を考えると，やっ

ぱりそこの支所の所管している住民のある程度の台帳はしっかり捉えて対応できるんじゃ

ないのかと。やっぱりどうしても必要なのは，戸籍住民課の業務に固執していると，いつ

までたってもなかなか脱皮は難しいと。あるいは，本庁の人件費も入れて，合理化，効率

化を図れないという部分は，やっぱりここは大きなポイントとして脱皮と，戸籍課から脱

皮ということを提案したいと思います。 

○コーディネーター 森田さん，コメントを。 

○仕分け人 私はさっき一例として，八千代台の支所と東南支所のお話をしましたけども，

やっぱり施設の配置の問題とか老朽化の度合いとかそういった視点からは，まずは全庁的

に議論すること，ビジョンを持つことが重要だと思います。実際，昭和の時代に箱物がで

きて，箱物ありきで，その中でサービスをどうするか，拡充するかというような視点でや

ってこられたのだと思うんですね。そういう時代ではなくて，数十年経っているわけです

から，ニーズとか老朽度とかそういうところをもう徹底的に分析して，洗い出して，今回，

要改善とはさせていただきましたけども，抜本的に改善するという意味での要改善ですの

で，そこら辺からもう全庁的に考えていく方向で行っていただければと思います。 

○コーディネーター はい，ありがとうございました。 

 それでは，市民判定人の皆さんの評価が集計できましたので，ご報告申し上げます。 

 13人の判定人の方から評価をいただいております。不要凍結というご判断の方が，お一

人，要改善という方が11人，現行どおりが１人ということで，最多数のご意見は要改善と

いう，こういうご意見でございます。 

 ちょっと幾つか判定人さんの意見を申し上げますけども，ちょっとこれは我々に対する

厳しい意見なのかもわからないんですけど，我々に土地勘がないのでちょっと議論がずれ

ていたのではないかということで，もしかしたら土地勘があると，もっと要らないという

議論になったのかなと，こういう意味なのかなと私は思います。 

 それから，ちょっとおもしろいご意見がありまして，人口急増地は57年以降にもあった

はずだと。そこにつくられていないので，やっぱり地域的にはアンバランスさは否めない

んではないかと。 

 それから，多いご意見ですけども，やはりそもそも支所で行っている業務を整理すべき

であると。住民票の業務をやるのか，市役所の業務の窓口をやるのかもう少し整理をして，

市役所全体の出先機関としてするなら，それはそういう考え方もあるんだろうと。いずれ

にしても，ちょっとコストに見合ったサービス体制にすべきじゃないかというのがやっぱ

り住民の方のご意見ですね。だから，サービスがどんどん増えるのはいいけど，コストが

どんどんかかるのでは，それは話が違うだろうと，こういうことだというふうに思います。 

 ちょっと全体的な議論を含めて整理をさせていただきますけども，やっぱりビジョンと

いうか考え方の基本がね，どういうエリアにどういう機能を持った支所，出張所を置く，
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そこではどういう仕事をするんだというこのビジョンというかコンセプトといいますか，

それがないのがちょっと説明の中でやっぱり厳しいですよね。それをやっぱりつくってい

ただいて，住民の方にも，こういう理由で支所を置いている，こういう業務があると。そ

の中で住民の方から，この業務は要らないんじゃないかと。我々も本庁へ行くから，１年

に１回しか使わないところにそんなコストがかかるんであれば，１年に１回のときは，

我々は市役所本庁舎へ行くから，コストはそんなにかけないでいいですよという声が住民

の方からも出るかもわからない。いずれにしても，議論のベースとなるコンセプトがない

というのがちょっと問題かなというふうに思います。 

 それから，議論の中でもありましたけど，公民館とか他の出先機関といいますか，役所

の関係で，地域にある施設と事務を効率化できないかと，こういう視点もあるのかなとい

うふうに思います。 

 それから，昨日から施設の関連の事業をずっと作業をしていますけど，これは最後の閉

会式のときにもし時間があればお話ししようと思いますけども，ちょっと箱があるから，

施設があるからサービスをしているという，どうもそういう展開が多いような気がします

よね。一般的には，どういうサービスをするためにどういうハードが必要かという，まず

業務の内容が中心になるわけで，こういう業務をこのエリアの方にしたいから，このエリ

アの中心にそういう施設を設置するというような，やっぱりそういうコンセプトでサービ

スというのはなされるべきで，何かの施設があるからそこに支所があるという，ちょっと

ハードとソフトの関係がずれているというか，統一されていないんではないかなというふ

うに思います。いずれにしても，支所でどういう機能を持つのかというのを早急に整理し

ていただく必要があるのかなというふうに思います。 

 判定人の皆様から何か，資料をいただきましたけども，コメントをいただけましたら。

いかがでしょうか。もしありましたら，挙手を。 

○市民判定人 ちょっと余計な話かもしれないですけども，今回私，今日が初めてで，１

時間話を聞いたんですけども，ちょっと余計な話かもしれないんですけども，ちょっと組

織が硬直化しているんじゃないかなと。そういった今言ったビジョンですとか，よく言わ

れているように，ＰＤＣＡじゃないですけど，ではどんなふうに変えていったらいいのか，

事業をですね，そういったものを市として捉えていかないと，今どんどん変わっておりま

すので，その中で，いかに行政があるべきかというのが，話が上に通らないとか，今の課

長さんのお話の中で，そこが進んでいかない部分かなと思いますので，もう少し，どこで

もよく言われているんですけども，風通しのいい組織，そういったものが必要なのではな

いかなと思います。 

○コーディネーター ありがとうございます。はい，どうぞ。 

○市民判定人 担当課長に言っても無理な話が出てきちゃうわけですよね。それをもっと

上の人が聞いていないので，議論全体が伝わらないんじゃないかなというのがちょっと残



－28－ 

念だなという感じですね。ここにもっと偉い人が来て，何か聞いていて，統合する資格の

ある人が聞いていない限りは，この話はもう一度上げても潰れちゃうということになりか

ねないなと思います。それがちょっと残念でした。 

○コーディネーター 今のお話は，何らかの形でお伝えしていかなきゃいけないと思いま

す。ありがとうございます。はい，どうぞ。 

○市民判定人 ２人の判定人と関連するんですけども，先ほど来，検討されているとか，

今後検討するですとかいうご意見があったんですが，検討するに当たっては，それには時

間にもお金にもかかるので，そういったことがちゃんと予算化されているか。民間だった

ら必ずやっていることなんですけど，それを予算化して実施するんだったらば，既にそれ

がどの程度やられているかということを見える化していただきたいと。市民が全て見える

化というのがぜひお願いしたい，この事業に限らないと思うんですが，よろしくお願いし

たいと思います。 

○コーディネーター ありがとうございます。他，よろしいですか。 

 それでは，以上をもちまして，支所運営管理事業についての作業を終了とさせていただ

きます。どうもお疲れさまでした。 
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＜１－５ 地域集会施設事業・市民組織助成事業＞ 

 

○コーディネーター よろしいでしょうか。それでは，再開させていただきます。 

 次の事業なんですけれども，（１）番が地域集会施設事業，（２）が市民組織助成事業

ということで地域活動に助成する事業なんですけれども，施設に関する部分と組織，それ

から運営に助成する事業と，評価のほうは２つに分けたいというふうに思います。判定人

の皆さんにおかれましては，（１）で地域の集会施設ということで一度ご判断をいただい

て，それから組織ということでご判断をいただきます。概ね30分程度たった時点で施設の

事業についてのシートを先に回収させていただきます。またそのときにお声がけをします

ので，よろしくお願いしたいというふうに思います。説明のほうは続けていただければと

思います。 

 それでは，地域集会施設事業及び市民組織助成事業についてご説明をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○市職員 それでは，私から地域集会施設事業及び市民組織助成事業についてご説明させ

ていただきます。私，生活安全課長の増田と申します。よろしくお願いいたします。 

 同じく，生活安全課振興班の主査の井上でございます。後ろにいますのが，同じく野口

でございます。よろしくお願いします。 

 まず初めに，事業シートに沿ってご説明させていただきます。 

 地域集会施設事業についてご説明させていただきます。 

 基本計画に基づき，地域の視点に立った主体的なまちづくりの推進ということで事業を

させていただいております。実施の背景でございますが，地域団体，これ自治会，町内会

と呼ばれるものでございますが，が行う集会施設の設置及び管理運営に対して助成し，自

治会の負担軽減，地域の集会活動の場である集会施設を整備するために補助金を交付して

おります。 

 事業の目的でございますが，自治会が地域集会施設を円滑に管理することにより，地域

での集会活動が活発になるようにすることを目的としております。事業の実施方法でござ

いますが，まず対象については集会施設を管理している自治会，事業概要でございますが，

これは補助金の交付が主な事業内容となりまして，集会施設管理運営補助金の交付，次に

集会施設の設置，増改築修繕事業補助金の交付ということになっております。 

 事業費の内訳でございますが，集会施設運営補助金が982万3,000円，集会施設の増改築

修繕事業補助金が540万4,000円となっております。 

 次に，人件費でございますが，担当制職員が1.6名，金額としては1,374万9,800円とな

っております。 

 事業の目標でございますが，事業シートの最後のほうになりますけれども，近隣６市の

状況でございますが，近隣市ではこういった形で助成はしております。八千代市の地域集
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会施設については76施設ございます。 

 ちょっと簡単ではございますが，次の市民組織助成事業のほうに入らせていただきます。

こちらも同じく基本計画地域の姿勢に立った主体的なまちづくりの推進ということで事業

を展開しております。 

 実施の背景でございますが，地域住民のコミュニティの希薄化が進む中，自治会等の活

動支援，育成の重要性が増しており，市民組織活動の健全育成及び地域社会づくりの活動

に対して支援しております。目的については，自治会活動が円滑に運営されるよう，こち

らも補助金の交付が主な事業になりますが，そういった形で自治会の活動が円滑に運営さ

れることを目的に補助金等の交付を行っております。 

 対象については，自治会及び自治会連合会，事業の概要でございますが，世帯数に応じ，

自治会の市民組織補助金を交付ということで補助金を交付することと，自治会連合会への

補助金，交付及び人的な補助，事務の手伝い等をしているということでございます。 

 次にコストでございますが，市民組織補助金1,530万円，対象の団体はこちら，241自治

会となっております。 

 なお，八千代市には252の自治会がございます。 

 次に，自治会連合会への補助ということで30万円，その他，消耗品等で１万円というこ

とで事業費となっております。 

 次に，担当職員でございますが，2.4人，人件費，金額については2,062万2,600円とな

っております。 

 当該事業については，やはり近隣市においても同様の事業展開を行っておりますので，

八千代市でも同様に実施しているところでございます。 

 雑駁でございますが，説明については以上でございます。 

○コーディネーター ご説明ありがとうございました。議論のベースとなりますちょっと

基本的な事項について先に私からご質問申し上げますけれども，八千代市さんの自治会は

組織率というか，加入率は何％ぐらい。 

○市職員 概ね60.8％です。 

○コーディネーター ちょっと私もいろいろな自治体に事業仕分けで伺うんですけれども，

ちょっと60％台というのはちょっと低いような感じがするんですけれども，この加入率が

低い原因についてはどういうところに原因があるというふうに。 

○市職員 いろいろ原因はあるかと思うんですけれども，地域的に自治会が空白になると

いうような場所はないんですが，やはりマンションとか，マンションについては分譲のマ

ンションなんかは管理組合が自治会に加入していないとか，あと，賃貸の団地もございま

して，自治会がないような団地，大規模な団地で自治会がないようなところ，加入されて

いないような形になっているところも多いのが一つの原因かなと思っています。 

○コーディネーター それで，ご担当の皆さんの基本的な考えをお聞きしたいんですけれ



－31－ 

ども，自治会の加入率が高まるべきだとお考えなのか，それは高くても低くても結果とし

て組織する自治会に支援をするという，こういうスタンスなのか，これはどちらなんでし

ょうか。 

○市職員 加入率の向上というのも重要であって，例えば自治会に加入されないで，自治

会がある区域なのにもかかわらず，やはりそういうところにやりたくないというような方

もいらっしゃると思うんですけれども，そもそも自治会というのは地域の共通の課題を解

決するための団体でありますから，ちょっと極論を申し上げますと，マンションの中で管

理組合があって，共益部分についていろいろ自分たちでやっているようなところには極端

な話，自治会がなくても十分にやっていけていると思いますので，加入率の向上というよ

りも，地域の共通的な，共益的な部分で解決する課題があるところについては自治会とい

うのは設置していただきたいと考えております。 

○コーディネーター 自治会の設置や自治会の加入率の向上のために，行政サイドとして，

ご担当として何か努力をなされているというようなことはありますか。 

○市職員 自治会連合会というのがございまして，そういったところの補助もしているん

ですけれども，そこで八千代市に転入してくる方，自治会結成のしおりというのを自治会

連合会の人がつくっておりまして，そういったものを配付するでありますとか，そういっ

た活動についてはしております。 

○市職員 あとは，開発事業があったときに，そちらの開発事業の事業者に対して，そこ

のエリアの自治会に加入していただけるような案内をしていただいたり，あとは，自治会

のエリアでなければ新規に結成していただいたりというような案内をしていただくように

しております。あとは，ホームページですとか，広報ですね，自治会の加入，新規結成に

ついて促しております。 

○コーディネーター わかりました。それでは，仕分け人の皆様からご質問，ご意見等を

頂戴したいと思います。 

○仕分け人 それでは，ちょっと基本的なところ，数字のところを確認させていただきた

いんですが，この説明資料の５ページですけれども，これは自治会に対する補助金の収入

と支出が載っているということだと思うんですが，それの一番下のところに特記事項とい

うところがあって，これ25年度の実績として集会施設の管理運営補助金，これについては

補助率が７割であると，集会施設の設置増改築修繕事業補助金に関しては補助率が５割で

あるというふうになっているんですが，この金額がここの当該事業団体における収支状況

の市町村からの財政支出金のほうに入っているということでよろしいですよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 その上で，この収入と支出のところなんですけれども，実際にこれ，支出の

右側のところを見ますと，集会施設の電気料と修繕料ということで科目が書いてあって，

それでこれ，2,400万払っているということなんですが，実際これ，渡した補助金を，実
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際にこれ電気料金と増改築の目的で使用しているということなんですか，他の用途には使

用していないんでしょうか。 

○市職員 修繕料については，自治会で見積もり等をいただいて，実際に修繕したという

ことに対して補助金を交付しておりますので修繕料なんですけれども，集会施設の維持管

理については電気料を算出根拠にしているということですが，維持管理全般に使っていた

だくと，ただ，維持管理費というのももちろんもっとかかっていますので，他の用途に使

うということはなかなか考えられないのかなとは考えております。 

○仕分け人 そうすると，一応名目上は電気料金ということで，補助率７割ということで

積算をしているということですね。ただ，使う目的としては必ずしも電気料金だけじゃな

くて他にも活用していると。 

○市職員 そうです。ただ，電気料の７割ということですから，基本的には電気料にしか

充てられていないと考えています。 

○仕分け人 実際これ，電気料金に関しては，例えば前年度とかのこのぐらいかかったと

か，そういうのを７割ということでやっているんですかね。 

○市職員 はい，そのとおりです。 

○仕分け人 ということですね。25年度と書いてあるのは，24年度に１年間でかかった光

熱費の見積もりというか，結果を出して，それに対して補助しているということですね。 

○市職員 おっしゃるとおりです。 

○仕分け人 わかりました。ちょっと今の話を聞くと，結局，増改築とか修繕の補助って，

当然施設が老朽化して壊れちゃったり震災とかに遭ったらあれなので，その自体出すとい

うことは問題ないと思うんですね。実際これ，この資料を見ると，４ページの下から２番

目のところに比較参考値ということで，これ増改築の補助に関しては，集会施設，市が整

備している浦安を除いて近隣市では全５市，補助をしているということなんですが，ただ，

管理運営補助のほうって，なかなかこれ船橋，６市の中で船橋くらいしかやっていないと

いう状況があるんですね。結局この理由といったらあれなんですけれども，結局，管理運

営補助って，絶対になければなかなか運営できないものなのかとか，そういうところで他

の自治体ってこの補助がなくてもやっているのか，それとも別の名目で出しているのかと

か，その辺というのはわかりますか。 

○市職員 この補助金については，施設運営，施設を管理している，集会施設を管理して

いる自治会，全団体に出している，ほぼ全て，１団体だけ我々の集会施設を管理していて

て補助金を出していないという団体があるんですけれども，集会施設を管理している団体，

ほとんど全てに出すような形をとっております。 

○仕分け人 因みにその１団体というのは，必要ないということで申請をしていないとい

う話なんですか，間に合っているということなんでしょうか。 

○市職員 自分たちのお金で全て管理できるという理由で補助金の申請をしていないと考
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えております。 

○市職員 そうすると，これ今１の５の（１）の事業の話をしていますけれども，１の５

の（２）の事業でもこれって，ちょっとそっちに話がずれますけれどもお金って出してい

るわけですよね。これは何か別の，ちょっとまた詳しくは別の議論でやるとして，別の積

算根拠でお金を出しているわけですね。これとの違いというのは，結局お金は一緒に補助

金別の名目で出していて合わさっていて，その合わさったお金の中から自治会が自主的に

使っているということですか。 

○市職員 １の５の２のほうの市民組織助成事業については，これは運営補助というより

も事業補助ということで，自治会の活動もさまざまな活動があるんですけれども，例えば

親睦事業ですとか，環境美化事業，あと，防犯・防災に係る事業，高齢者の支援と，最近

ちょっとかなり震災後，力入れていただいてやっているんですけれども，そういった事業

を行っている自治会に対して補助を行うという形になっていますので，これも250自治会

あるんですが，交付しているのが240となっておりますので，残りの12自治会については

さほど事業展開されていないところ，あとは自分たちで全て賄えるというような形でやっ

ているのかなという感じなんですけれども。 

○仕分け人 ちょっと数字を確認させてほしいんですけれども，最初の３ページの対象の

ところなんですけれども，地域集会施設を所有管理する自治会が対象で，対象世帯数が５

万世帯と書いてあるんですけれども，これって77の世帯数がこれだということなんですか。 

○市職員 ちょっとわかりづらいので，しようとすると書いてあるんですけれども，全て

の自治会が集会施設，これ建築する補助も入っていますので，今集会施設を持っていなく

ても，要は建てるであろうということで５万2,202世帯と入れているということですね。 

○コーディネーター 自治会の加入世帯が５万ということですね。 

○市職員 そういうことです。だから，しようとするに係る部分も入れているのでという

ことです。 

○仕分け人 それで，先ほど60.8というところが加入率だという話だと，わかりました。

じゃあ，逆に言うと，集会施設の管理運営については77しかない，252分の76しかないと

いう話じゃないですか。そうすると，そこの電気代を補助する意味って何かあるんですか。

施設のところで，結局建ててくださいねというふうには進めている状況なんですか。 

○市職員 これも，もともと集会施設というのは市立の公会堂ということで14施設ありま

して，他にご自分たちで建てられたものが60数あったんですけれども，市立の公会堂とい

うのは全て市のものですから，電気料から全て維持管理費を払って，さらに自治会さんに

使っていただいたんですけれども，その辺は公平性の観点ですとかいろいろございまして，

18年４月１日に市立公会堂というのは廃止して，猶予期間を設けたんですけれども，全て

自治会さんのほうに無償譲渡するような形をとりました。そういった名残りと言ってはあ

れなんですけれども，維持管理費についても市が，一部ですけれども補助金を交付すると
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いう形で継続しております。 

○仕分け人 市立のやつを払い下げというか，譲渡したところもこの77の中には入ってい

るということですか。 

○市職員 入っています。 

○仕分け人 新たにつくったところ，あるいは地域的にマンションだとか，あるいは昨日

もちょっとあそこを見たんですけれど，市民活動サポートセンターとか連合会の事務所が

入っていたんだけれども，ああいうところの電気代とかも見ているという形なんですよね。 

○市職員 市民活動サポートセンターについては，ちょっと私どものほうの課では補助金

等は出していないんですけれども，マンション関係の…。 

○仕分け人 ２階のところの連合会，ゆりのき台，あそこは出していない。 

○市職員 あれはちょっと，我々が把握しているちょっと自治会とは若干…。 

○仕分け人 連合会と書いてあったけど。 

○市職員 自治会については任意なんですけれども，ちょっと私のほうが補助を出したり

している団体ではないです。 

○仕分け人 わかりました。もう一つ，すみません，この３ページの下のところにコスト

と書いてあるんですけれども，担当正職員が1.6と書いてあるんですけれども，これは補

助金を出す事務に1.6の人がかかっているということですか。 

○市職員 ちょっと書き方が余り適当じゃないかもしれないんですけれども，補助金を出

すだけということじゃなくて，例えば自治会からの要望を受けたり，あと，市政懇談会と

いう，自治会連合会が主催する，市に対して要望を上げるという場があるんですけれども，

そういったところにかなり時間を割かれていますので，単に補助金を出すという事務的な

手続ですから，事業全体，地域集会施設事業全体にかかるし，あと，管理職ですとか，う

ちは部の主管課なので，そういったものを含めた形で出しているような形になっています

ね。 

○市職員 ここが基本的には事業にかかっていることなので，部署とかそういうところの

経費はやっぱり引かないといけないので，集会管理のところの事業，それ以外に目に見え

ないところの対人援助だとか，対自治体会の援助とか，それはそれでまた人件費とってお

けばいいだけで，ゼロ事業，事業費はゼロで人件費だけかかっているという形に書けばい

いと思うので，それは1.6まではかかっていないですよね。補助金出すだけだと。 

○市職員 多分，八千代市全般がこういう書き方を恐らくしているんじゃないかというこ

とで，ちょっとうちの課だけじゃなくて，多分ちょっとその辺は私からは何ともあれです

けれども。 

○仕分け人 これは，ちなみに生活安全課のほうで書いたわけじゃないんですか。 

○市職員 書いていますけれども，多分みんな同じような基準で算定していますので。 

○仕分け人 そうですか，わかりました。人件費の金額は全部の統一で八百何十万という
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金額になっているかと思うんですけれども，人の話は多分主管課じゃないと割合はわから

ないと。わかりました。 

 この集会施設の電気代の話のところですけれども，やはりこれってかなりこれがないと

運営自体やめていっちゃうというところも聞いたりとか，そういう話とかは，そもそもず

っと出しているからそういう話も聞いていないんだとはちょっと思うんですけれども，そ

こら辺は課長さんとかの考えだとどういうふうにお考えになりますか。 

○市職員 一部の施設については，多分この補助金がなくなった場合は廃止せざるを得な

いんじゃないかというのはちょっと伺ってはいます。 

○仕分け人 ちなみに，252ある他のところ，要するに180ぐらいは実際に集会所ないわけ

ですよ。どこで集会しているんですか。公園ですか。 

○市職員 私どもが伺っているのは，役員会等は，規模の小さい自治会さんであれば会長

さんのお宅でやるとか，あとは他の自治会と交流があればそこを借りてやるとか，例えば

大きい自治会って結構八千代市にもあって，2,000世帯，3,000世帯からなる自治会という

のがありますので，そういうところはかなり大規模な施設を持っていますので，そういう

ところを借りたり，あと，公共施設を借りたりして，そういった地域活動，集会活動とい

うのを実施しているというのは伺っています。 

○仕分け人 公民館とかそういうところを使われたりということも当然あるということで

すよね。集会するスペースとしては。実際，先ほど話ありましたけれども，私，勤めは東

京なんですけれども，住んでいるのは茨城なんですけれども，私が住んでいるところはま

さに全体の総会は公園でやっているんですよ。本当にそういうふうにやっているんですけ

れども，要するに別に晴れたあれだったらごみ拾いやった後に，公園で総会やるぐらいの

話は当然あったりするんですけれども，そういう話で言えば，場所なのか，どうなのかな

というのはいろいろ施設が八千代市さんは豊富にあるという中でいったときに，そこがも

しないといってもある程度は，そういう担保する他のところでやる場所はあるという感覚

はおありということでよろしいですか。 

○市職員 そうですね。あるとは考えています。 

○仕分け人 何か地域で北のほうは全然なくて，これがないと全然集まる場所がないんで

すよとか，そういう偏在みたいなのは，特には課長のところではあんまりない。 

○市職員 農村地帯というのも八千代市に上高野地区というのがございまして，あちらは

公共施設自体がちょっと少ないようなところがあります。あと，人口の多い大和田地区と

いうのが，やっぱりもともと市街地が進んでいたほうにはあったりするんですが，新興で

開発された区域のほうに全くないとか，ちょっと地域的な差がありまして，豊富に公共施

設があるところもあれば人口の割にはちょっと少ないなというようなところも，それは地

域的にはございます。 

○コーディネーター ちょっと関連するんですけれども，市から補助金を出すという，建
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設に補助金を出す，運営費にも補助金を出す，補助金は出すけど使い勝手には口を出さな

い，全部自治会の人が好きに使っていいですよという状況なのか，あるいは市のほうで助

成をして，しかも建設費は半分出すわけですよね。そういうことから，利用時には，例え

ば災害時には一時避難所として使ってくださいとか，あるいは地域包括支援センターの何

とか健康体操の会場として使わせてくださいとか，自治会活動だけじゃなくて公共的な地

域活動というのか，自治会活動以外のものにも会場として使うんですよという条件は付し

てあるんですか。 

○市職員 条件は付しておりませんが，一部そのような扱いをされている施設もございま

す。 

○コーディネーター 施設もある。 

○市職員 はい，選挙会場になっていたりとか，そういった施設もございますので。 

○コーディネーター 投票所になっていたり，それから，一時避難所になっているところ

はないんですか。 

○市職員 これもちょっと無責任は言い方かもしれませんけれども，自治会さんに関して

は，例えば火事で焼け出された方をそこに泊めてあげるとか，そういうことはされていま

す。あと，さっき言ったように八千代市で投票所が三十数カ所あるんですけれども，かな

りの数が町会，自治会の集会施設を投票所にしていたり，公共的な使われ方というのはか

なりしております。 

○コーディネーター そうですよね。これは自治会さんが持っている集会施設ですけれど

も，結果的にできた後は，結果的に公共施設として使うということになっていると思うん

ですけれども，やっぱり補助をする前に公共的な使い方の機能があるから補助をするとい

う，こういう立てつけにやっぱりするべきだと思うんですね。 

 昨日からずっと申し上げているんですけれども，ソフト，機能が，こういう機能が必要

だと，その機能を満たす施設が必要だという，こういう組み立てが八千代市さんの場合，

どの施設にもないような気がするんですね。どうしてこの地域の皆さんの集会施設に補助

するんだという，こういう説明で，ストーリーで来ると，やっぱり公園で総会やればいい

じゃんかという，そういう話になっちゃうわけですよね。こういうんじゃなくて，こうい

う選挙のときとか一時避難所とか，そういう機能が地域に必要なんだと，だから地域と協

力して集会施設つくるんだんだと，やっぱりこういうストーリーで市民の皆さんに説明す

る必要があるのかなというふうに思います。これは一つ参考にしていただきたいと思いま

す。 

 そこで，ちょっと冒頭聞いたんですけれども，マンションが自治会組織をつくっていな

いと，だけど実際は財産管理上の組合が自治会と同様な機能を持っている，この組合さん

が自治会という看板を，二枚看板をかければこの自治会の登録にできるんですよね。その

場合には，例えばマンション内にある，マンションにも集会施設を持っているマンション
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があるんですけれども，そこもここの電気代の補助は受けられるんですか。 

○市職員 電気代が集会室だけ切り分けられて計算できれば補助金の算出基礎になるんで

すけれども，他の共益部分と一緒に電気料が算出されている場合は，集会施設だけ切り分

けられないので，そういう集会施設の場合は補助金対象とはしておりません。 

○コーディネーター なるほど。その辺もちょっと考慮してあげれば，マンションサイド

も自治会として登録する方法も出てくるかもわからないですね。ちょっとそれもご検討い

ただきたいと。 

 それから，もう一点，集会施設を補助する場合なんですけれども，法人格を持っていな

いですよね。持っていらっしゃる自治会もあるのかもわからない。昔の財産区か何かの引

継ぎで法人格を持っている自治会もあるのかもわからないですけれども，一般的に法人格

を持っていないですよね。ということは，建物の登記は自治会の名前じゃなくて，その土

地の所有者の人とか代表者の名前で登記されているケースが多いと思うんですね。やっぱ

りこちらもそういうことなんですか。 

○市職員 そうですね。今，お話しありました認可地縁団体というのが法人格は持ってい

ますので自分たちで登記できるんですけれども，その団体は八千代市に５団体ございます。

そこは全て不動産というか，集会施設を管理していまして，他の団体については任意の団

体ですから，土地の所有がもともと村落で持っていた共有地だったり，あとは市の土地を

無償で賃貸借契約を結んで貸し出しするような形をとっておりますので，建物については

未登記。 

○コーディネーター 未登記なんですか。じゃあ，あくまでも申請者の性善説というか，

申請者が，代表者がこういう名前で建ちましたよと，そういう申請に応じて出すと。 

○市職員 そうですね。最近，新築されているところはあんまりないんですけれども，あ

るところですと認可地縁団体じゃないところはそういった形で。 

○コーディネーター 予算を見るとすごく平準化されていますけれども，これは事前に交

通整理をされているということなんですか。例えば，この年は修繕の要望が非常に多いか

ら３施設修繕したとか，今年は要望がないからゼロという，こういう波があってもいいの

かなと思うんですけれども，ほとんど毎年１施設だけ修繕されているというのは，これは

何か事前聴取をされているんですか。 

○市職員 そうですね。予算要求の前の段階で修繕するようなところはないですかという

ことで，集会施設を管理している自治会に要望があればもちろん要望書出してくださいと

いう形でたまたま平準化されていると。あとは，雨漏りだとか，対応しなきゃいけないと

いうのは予備費とか，そういった流用とかで対応する場合もあるんですけれども，事前に

これもどこの自治会，どこの自治会，どこの自治会に補助を出すということで予算は要求

していますので，ただ，ここはだめですよと言っていることはないんですけれども，こう

いう形でちょっと推移しているということになります。 
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○コーディネーター 市民の視点で吾妻仕分け人さん，いかがでしょうか。 

○仕分け人 私は，生活安全課の増田課長には大変お世話になって，自治会の役員時代，

それから，５年前に自主防犯会を設立したときも全部増田課長に相談してやりましたので

大変お世話になっております。ですから，この事業については非常に自治会活動をしなが

ら感じておりますけれども，ありがたいと現状では思っております。 

 今，質問したい１点は，集会施設を設置する現時点で予定のあるところはございますか。 

○市職員 来年度，新設ですか，新築したいという自治会は１自治会把握しておりまして，

あと，地元で検討会を設けて，これはちょっと時期は未定なんですけれども，集会施設を

ゆくゆくは建てていきたいという自治会は１つ把握しております。 

○仕分け人 やはりこれだけ財政が逼迫している中では５割負担というか，継続されるわ

けですか。 

○市職員 やっぱり建物を建てるとなると1,000万，2,000万という世界になりますので，

自治会さん自体もかなり積み立てとか会費とかで頑張っていらっしゃるんですけれども，

新築に関しては５割程度，今日，先ほどコーディネーターの方もありましたけれども，い

ろいろさまざまな公益的なことをやっていただきますので，５割というところは確保して

まいりたいと考えています。 

○コーディネーター 白石さん，いかがですか。 

○仕分け人 私も町内の防犯とか防災の係をやっているんですけれども，何せ居住地域は

高齢化の波がすごくて，そういう防犯，防災の人を集めるのでさえ難渋するケースもある

わけです。そういう中で，この自治会の集会施設，あるいはそれの組織の助成と，こうい

うのを考えますと，いろいろな側面で自治会の活動にかかわっていると，行政の先端に係

るところ，行政にかわるところも結構いろんな意味で皆さん機能しているんじゃないのか

なというのが私の実感なんです，見ていて。よくやっていられる。 

 問題は何かというと，加入率が60.幾らと書いていますけれども，今はどんどん住居の

リニューアルが進んでおりまして，古いところの戸建てはつぶして，半分に割って２人が

建てると，こういうのをどんどん進行しているんですけれども，新しい居住者が自治会の

機能について説明してもなかなかご賛同いただけないと。それで加入率が余りよくないと

いうことが問題なんですね。このあたりについて何かうまい施策はないんですかね，課長。 

○市職員 そうですね，今，白石さんがおっしゃられたように，自治会の役割というもの

は市町村によっていろいろございまして，行政の範疇でやるか，自治会でやるかというの

はなかなか線引きが難しいんですけれども，例えば騒音問題なんか一つとっても，隣近所

の関係が良好であれば騒音問題が騒音問題にならない。ただ，そういった希薄化したとこ

ろですと，そういったことで役所のほうに苦情が来るとか，ですから八千代市としては地

域で解決できるものは地域で解決していただきたいので，自治会にそういう課題がないと

ころは多分ないと思いますので，結果的には加入率を上げていただいて，地域住民の親睦
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というか，関係交流があれば，行政で解決できない問題も解決できていくと思いますので，

そういったところで加入率を上げていくというのは重要だと思っています。 

 先ほど高齢化ということがありましたけれども，役員さん，やりたくないからとか，そ

ういった理由で若い人だけじゃなくて，今お年を召した方もそういう負担に耐えられない

ような形になっています。これはちょっと防犯対策，後の事業になるんですけれども，そ

ういった形で今まで防犯灯の管理というのは八千代市の場合，全て自治会さんにお願いし

ていまして，それは補助金という形で交付していたんですけれども，本来の自治会活動に

支障が生じてきているということで，平成25年４月１日から，防犯灯については全て市が

管理するようにしましたので，そういった面でも自治会活動をさらに進めていただきたい

と考えております。 

○コーディネーター 判定人の皆様，施設についてのシート，評価シートにご記入いただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。記入が済みましたら回収のほうを進めさ

せていただきたいと思います。 

 ちょっと補助率の話なんですけれども，ちょっと吾妻さんからお話がありましたけれど

も，これを永続的にこの財政状況とかさまざまな高齢化の状況を考えて，この制度を持続

可能な制度としていくためにはちょっと補助率が，今の補助率では高いんではないかと，

こういうご意見もあるんですけれども，特に電気料金の70％補助するというのは，これは

ちょっと補助率が高いんじゃないかというような点では，内部的な議論というのはなされ

ているんでしょうか。 

○市職員 補助金については，八千代市の場合，３年に１回見直しという形で，これは全

ての補助金そうなんですけれども，私どものほうも３年に１回見直しを行っておりまして，

ちょうど今年度末で補助金の交付要綱が失効になりますので，当然平成27年度に向けての

検討は進めてまいりたいと考えております。 

○コーディネーター その中でどうですか，70％の維持をするのか，あるいは思い切って

地域の皆さんにお願いをして50％程度に協力をいただくのかとか，その辺はどういう方向

でお考えなんでしょうか。 

○市職員 先ほどもちょっと申し上げましたけれども，比較的新しい施設もあるんですが，

かなり老朽化している施設もあります。高齢化も進んでいる地域もありますので，維持管

理に四苦八苦されているところもありますので，できれば私どもとしては継続していきた

いと考えています。 

○コーディネーター それでは，ちょっと評価のほうに，時間の関係もありますので評価

のほうに移らせていただきたいというふうに思います。 

 評価は最後にまとめて一緒にやろうか。じゃあ，ちょっと議論のほうを，すみません，

市民組織助成事業のほうの議論にちょっと移っていきたいなというふうに思います。 

 ちょっと自治会の加入の話，白石さんからもありましたけれども，組織助成事業につい
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てご質問，ご意見等をいただきたいと思います。 

○仕分け人 この組織助成の事業以外に自治会さんに出ていく補助とか，先ほど防犯灯の

話はあって，防犯灯も恐らくは電気代とか，そういうところとかも補助が出ていた，前で

すけれども，あったのかもしれませんが，今はどういう状況，ごみとか他の事業の関係で

出ている補助金とか，何かありますか。 

○市職員 私どものほうで所管している補助金に関してはこの市民組織助成事業だけにな

ります。ただ，補助と言えるかどうかわからないんですけれども，清掃活動をする場合な

んかはボランティア袋を配布したりですとか，そういった側面からの支援というのは他の

課で行っていたりはしております。 

○仕分け人 ごみ袋を配られているんだったらいいんですけれども，例えば，よくあるの

が，他の自治体とかでもあるのが，回収してきたものを逆に言ったらお金で，逆に言った

ら補助で出すとか，そういう形ではない。 

○市職員 資源回収で奨励金なんかは出しているみたいな話は，私ちょっとごめんなさい，

責任もって回答できないんですけれども，多分自治会に限定されない話じゃないかなと考

えているんですけれども。 

○仕分け人 わかりました。多分子ども会とかＰＴＡとか，いろんなところの団体とかで

やられていて，町会，自治会もなっている場合もあるのかもしれないんですけれども，た

だ，一応組織助成事業のところでやるときは，年間のそれぞれの自治会の実績報告，会計

報告はもらっているんですよね。 

○市職員 当然，補助金交付規則，要綱がありまして，実績報告というのは必ず必要です

ので，そういった報告は受けております。 

○仕分け人 その中にそういう市から出ている費用とかという話のところは確認とかはま

だされてはいないんですか。いろいろな補助が入ってきたりということは多分あるかと思

うんですけれども。 

○市職員 決算書の中に収入と歳出ということで，収入については会費収入が一番多いと

思うんですけれども，それにあわせて，私どもの補助金を収入として計上していただいた

りと，そういった決算書については確認をしております。 

 あと，ちょっと組織，自主防災組織というのが自治会で設置されておりますので，それ

に関してはちょっとさっき言い忘れたんですけれども，自主防災組織イコール自治会では

ないんですが，自主防災組織に対して私どものほうの課ではないんですけれども，補助金

というのは交付しております。 

○仕分け人 自主防災組織のほうは自治会の連合会のところで組織するような，そういう

形，小学校区とか，そういうところで組織するような形ですか。 

○市職員 正式な詳細についてはちょっと担当が違いますが，基本的に八千代市の自主防

災組織については，各自治会さん毎という形，ただ，大きい自治会ですと複数の自主防災
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組織があったりするというのはちょっと伺っております。 

○仕分け人 逆に言うと，逆に避難所運営とかをやるのに自主防災組織が出てくる。うち

の足立区なんかもそうなんですけれども，それって小学校区ごとという話になるので，そ

うすると自治会，町会の連合体のところが組織するという形だったりするので，逆に言う

と，八千代市さんは自治会ごとにそういう，自治会ごとというか，その２つぐらいとか，

そういう形の中で防災組織をやっているんですか。 

○市職員 そうですね。ちょっと話があれかもしれませんけれども，八千代市の場合，自

治会連合会というのがございまして，賛同する自治会が管理しているんですけれども，他

のコミュニティ関係とか，八千代市って７つの圏域に分けていまして，それごとに分会的

なものをつくっていただいているので，小学校区ということで自治会は動いてはいないで

す。 

○仕分け人 わかりました。 

○コーディネーター 今，お話があったんですけれども，連合会の下に７つの地域エリア

があって，その７つの下に240の自治会があると，こういうイメージなんですか。 

○市職員 上位下達の機関じゃありませんので，緩いグループ分け的なものなんですけれ

ども，それぞれ地区に何自治会ということで，何か地区ごとの共通の課題なんかはその中

の役員会とかで話していただいて，市に対する要望を上げていただいたりということは自

治会連合会のほうで取り纏めてやっていただいています。 

○コーディネーター 例えば，自治会連合会の総会という言い方がいいのか，役員会とい

う言い方がいいのかわからないですけれども，自治会連合会のそういう会議に市の職員の

皆さんが出席したりという，こういうことはあるんですか。 

○市職員 自治会連合会の総会は毎年１回やるんですけれども，私どものほうの例えば部

長ですとか次長ですとか，市長もそうなんですけれども，来賓で出席。 

○コーディネーター 来賓で。 

○市職員 はい。事務のお手伝い的なことは我々，裏方的にやったりしますけれども，基

本的に受け答えとか，質疑応答とか，書類をつくるという，取り纏めるというのは全て自

治会連合会の役員さんのほうでやってもらっています。ただ，事務的な事務所の所在がな

いので市役所に事務所を置いていますし，電話の取り次ぎですとか事務的なことはちょっ

とお手伝いはしております。 

○コーディネーター かなり一体となって，行政サイドと一体となって活動していると，

こういう理解でいいんですか。 

○市職員 そうですね。一体というか，反発というか，理解が一致しないこともあります

ので。 

○コーディネーター あるんですか。 

○市職員 やっぱり対等な関係ですから，我々がこうやってくれと言ってもなかなか難し
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いところもあるし，それはお互い対等な立場として，お互い尊重し合いながらそういうの

はやっています。 

○コーディネーター 先ほど会費というお話があったんですけれども，会費というのは大

体自治会によっても違うんでしょうけれども，平均的な自治会では，例えば１世帯月にど

のくらいとっていらっしゃるんですか。1,000円ぐらいですか。 

○仕分け人 半期に1,000円。 

○コーディネーター 半期に1,000円。 

○仕分け人 年間2,000円ですよね。 

○仕分け人 月300円。 

○市職員 ちょっと市街地と農村のところで結構違いがありまして，私なんかも加入して

いるんですけれども，市街地だと大体月150円から300円ぐらいの間じゃないかなと。 

○コーディネーター そうなんですか。 

○市職員 はい。ただ，ちょっと農村のほうに行ったりすると年間１万円とか２万円とか

聞きますけれども，それは自治会さんのほうで決めていますので。 

○コーディネーター ちょっと判定人の皆さんにお聞きしますけれども，自治会に加入さ

れている方，ちょっと挙手。やっぱり割と多いですね。傍聴席にお座りの傍聴者の方，自

治会に加入されている方，ちょっと挙手をお願いします。多いですね。こういうところに

参加される方というのは多いのかもわからないですね。 

○仕分け人 昔は，さっき課長がご説明されたように，防犯灯，これも市から補助をもら

って自治会で出していました。ですから，名目的には皆さんに入ってもらうので，防犯上

とか，ここに街灯があってという名目はあって入会を勧誘しやすかったんです。この前お

っしゃられたように，一応，防犯灯電気料ですからね，市が負担してくれるということで

なくなったと。そうすると次何て言って勧誘するかというのが今話題になっておりまして，

年に１回ぐらいですか，みんなより集まって町内の問題を話し合って，次何て自治会に上

げようかという話をするときなんかに，ちょっと食事会をしたりするんですね，お昼に。

そういうときにやっぱり話題になるのは必ずあそこが入ってくれていないと，こういう話

が出るんですね。なかなか難しいですね，今の方々は。というのは，日中にいないから，

皆さん。ご主人が，奥さんも働きに行っている人が多いですし，新しいところは。 

○仕分け人 ちょっとお尋ねしてもいいですか。今，７ページの補助金の算出方法のとこ

ろで，世帯数×300円と書いてあると思うんですけれども，これはもし金額を上げるとか

すると加入率が上がるというふうにお考えですか。 

○市職員 市の助成額イコール加入率向上につながるとは我々も考えていません。今，白

石さんがおっしゃられたように，今まで防犯灯，千葉県は多かったんですけれども，自治

会が維持管理されていまして，それをよりどころに加入促進されていたというところがあ

るんですけれども，社会情勢等，電気料も値上がりしていますので，私どもはもう防犯灯
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に関しては，これは完全に市の事業だろうと。自治会については先ほど申し上げましたけ

れども，災害発生時に高齢者の方の安否確認ですとか避難の支援ですとか，行政がちょっ

となかなかそこまで，恐らく大規模な災害が発生したときは手が出せませんので，そうい

った活動ですとか，あとは防犯活動，防災活動，防犯活動というのも，これもやっぱり警

察も言っているんですけれども，警察とか行政だけでなかなか犯罪を抑止していくという

のは難しい状況になっていまして，そういった見回り活動ですとか，高齢者の方に振り込

め詐欺を注意してくださいねという，そういうふうな活動にちょっと重点を置いて活動し

ていっていただきたいと考えております。 

○仕分け人 参加されている皆さんによく考えていただきたいなと思うんですけれども，

組織助成の事業が200万ですか，今300円ずつ世帯で出したら200万かかっていると。施設

の集会施設事業が2,000万かかっているというふうになっています。それで，先ほど来，

施設も加入率が自治会の組織率が上がって，そうなるとできるだけたくさん施設をつくっ

てあげましょうという目標をここに書かれているんですけれども，そうなるとまた施設事

業，お金がどんどん要るようになりますよね。先ほど老朽化も進んでいるというお話があ

ったんですけれども，このバランスがちょっとおかしいんじゃないかと。本当に助成事業

で防犯だとか，自治会の活動するほうにどっちかというと手厚くサポートしてあげるほう

がいいんじゃないのかなと。施設を事業のほうにできるだけ施設設置数を増やすというふ

うな目標でいかれると，多分今後予算がどんどんどんどん増えていくと。電気料金の７割

の話も出ていますけれども，そっちにお金を使うべきなのか，その辺はちょっと整理をし

て皆さんがどっちがいいのかということは考えたほうがいいんじゃないかなというふうに

思います。 

○コーディネーター いかがですか，施設補助と事業費補助というか，活動の支援とのバ

ランスというか。 

○市職員 施設補助については，目標としてはどんどん施設を増やすというふうに掲げて

いるのであれですけれども，我々としても，集会施設は先ほどちょっと２つ，１つは考え

方が具体的になっていまして，１つは検討を始めるというところなんですけれども，恐ら

く施設についてはそうそう増えないであろう，維持管理が主になってくるのかなと考えて

いまして，修繕とかそういった形，新築は我々としても増えるとは考えていません。 

○仕分け人 今，市が14ぐらい市立公会堂で払い下げたというのがありますよね。これは

結構古いんじゃないですか。30年ぐらいたっていますか。 

○市職員 そうですね。30年以上たっていると思います。 

○仕分け人 これの建て替えの要求というか，建て替えの話が出てきたりしたらどういう

ふうな対応をされる予定ですか。 

○市職員 実は，14施設のうち７施設を無償譲渡としまして，３施設については市のほう

で取り壊しはしたんですけれども，それは自治会さんが自前，補助金は出していますけれ
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ども，自分たちで新築されました。無償譲渡した１施設については古い施設をそのまま譲

渡して，それを自分たちで除却して新たに設置されていますので，ご自分たちで新設とい

うか，改修したいというのであれば支援はいたしますけれども，新たに建てるというのは

自治会さんのほうにやっていただくような形になります。 

○コーディネーター 市民判定人の皆様，組織助成事業につきましても評価シートにご記

入いただいてご提出のほう進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○仕分け人 運営の関係の補助のほうなんですけれども，実際に自治会さんが八千代市さ

んから委託とか協定までないんですけれども，役割として行っていらっしゃる事業ってど

ういうのが，先ほどお話しあった自主防災組織だとかそういうのもありますけれども，例

えば広報紙を配るだとか，あるいは何か市からのお知らせとかをそこのところの町内会の

回覧板を使うとか，そういう防犯，防災以外の項目って何か，どういうのがあるというの

をちょっと説明してください。 

○市職員 委託契約等は結んでおりませんが，やはり回覧，工事の回覧ですとか各種お知

らせ等については，自治会さんにお願いして各戸に回覧をしていただいております。それ

は月に２回締日を決めて，各自治会さんに回覧したものを取り纏めて会長さんに依頼して

おります。 

○仕分け人 そういう機能，行政側からの連絡機能だとか，あるいは行政側のほうにキャ

ッチアップしてつなげるという機能というのは結構自治会さんとも密にされているんです

か。 

○市職員 そうですね。先ほど市政懇談会というお話をしましたけれども，別にそれこそ

自治会だけの問題であるような自治会からの要望というのを私どものほうで取り纏めて，

それは全て文書で責任もって回答させていただいております。 

○仕分け人 この組織助成と書いてあるんですけれども，基本的にはそういうところも加

入している人が多ければ伝達としても役割を自治会さんとしては担ってもらっているとい

うところなのか，ちょっと私も最初から組織でいうと生活安全課さんが自治会とかを担っ

ているという，普通地域コミュニティのところの所管だったりするのかなと思ったんです

けれども，先ほどのお２人の仕分け人の方から聞いていて，やはり防犯とか防災，そっち

から入っている自治会が多いのかという形がちょっとあったんですけれども，そこら辺て

他の自治会ごとでもちょっと違うのかもしれないんですけれども，コミュニティの関係の

ところというので言うと，これから何か課長のほうでこういうふうに自治会というのはな

っていくのかなというのはあるんですか。 

○市職員 ちょっと私からも言いづらいんですけれども，この自治会を担当する課と防犯

を担当する課というのは，私どもは今，安全環境部というところなんですけれども，これ

は総務部門であったりとか，市民部門であったり，これ自治体によってまちまちで，本市

においてもそういった変遷を経て，市民部だったり企画だったり，防犯というのはかなり
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平成14，15年ぐらいから自治体も力を入れてきましたので，そういった機能がくっついて

きたり，私どもは放置自転車の対策ですとか，そういった対策もしていますので，一応私

ども生活安全課は基本的に市民にかなり密着した業務をやる部門ということで，八千代市

としてはそういった考えでそういうふうにしていると思いますけれども，コミュニティの

関係ですとちょっと何とも言えないというか，すみません。 

○仕分け人 課題がやっぱりそれぞれ時期によって変わってきているというのはあると思

うんですけれども，先ほどお話しあったように防犯灯のところが大きい，予算額としても

多分大きかったのかなというふうに思うんですけれども，それは土木のほうが多分担当，

それとも直接，土木じゃなくてそちらでやっているんですか。 

○市職員 これは防犯対策班という別の班になりまして，担当はそっちになります。 

○仕分け人 それはまた大変だなと思いますけれども，街路灯と防犯灯とどういうふうに

設置するのかとかと決めればいいと思うんですけれども，そういう話のところを担ってい

らっしゃるというと，今後でいうと，今，高齢の方が多くなってきて，それって先ほどの

事業のときにも，戸籍のところでもあったんですけれども，支所の機能がやはり高齢の方

たちの福祉の手続とかをやっているとか，そういう話になってくると，やはり自治会さん

でも，先ほど課長もおっしゃっていましたけれども，コミュニティの中のそういう孤立し

ているお年寄りとか，そういう人たちはどうするんだという話も多分出てくるかと思うん

ですけれども，こういう話はまたちょっと防犯とかそういう話とは違うんですが，生活の

一部と言えば一部なんですけれども，何か対応というのは，これも考えているところがあ

るとか，そういうのもあったらお聞かせいただけるとありがたいんですけれども。 

○市職員 自治会の活動については，自治会の自主的な活動なので自治会でやっていただ

いているんですけれども，地域の親睦を図る事業ですとか，紹介する事業については，ホ

ームページで特筆すべき事業として取り上げて公表するようにしておりますので，他の自

治会の方々も参考にしていただければと。 

○仕分け人 市民組織助成事業で出しているわけです。という話になると，自主的にやっ

てくださいねだけではなくて，要するに役所としてそういうふうに切り替わっていってい

るということがあるじゃないですか。そういうことをやっぱりちゃんと伝えていく，別に

頭とれというわけじゃなくて，別にそこのところはこういうふうな環境になってきている

のは課題じゃないんですかという話とかもやっぱりリードしていかなきゃいけないところ

もあると思うんですけれども，そこはいかがですか。 

○市職員 先ほどの自治会のほうから総会をやるということで，かなり自治会長さんお見

えになりますので，行政からのお願いということでいろんな課，クリーン推進課のごみゼ

ロとか周知しているんですけれども，震災の後，要援護者ですか，高齢者ですとか障害者

支援課のほうでやっている事業なんですけれども，これは総合防災とかはそういうところ

も絡んでくるんですが，やっぱり一番お願いしやすいというか，我々がしてきているのは，
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そういったところに例えば要援護者の名簿づくりをお願いしたりとかしていますので，市

民組織とは直接我々そこまで確認はとっていないんですけれども，そういう活動にもかな

り力を入れていただいているんじゃないかというふうに考えております。 

○仕分け人 最後に，そうはいっても要援護者のリストというのは個人情報の固まりなん

です。それを町会，自治会みたいなところにぽんと出すというのも，かなりそれもセンシ

ティブな，繊細な話になってくるので，それは逆に言うと民生委員さんが担当するような

話になっていますよね。多分八千代市さんも同じだと思うんですけれども，それは一応公

務員だから，基本的には守秘義務があるからということなんです。ただ，震災が起きたら

そんなこと言ってられないので，だからそこのところで事前に皆さんの孤立しているとこ

ろにお伺いしたときに情報をいただいてもいいですかという話とかを語りがけをしていか

ないといけないんです，平時のときに。それは名簿のほうから出すのではなくて，皆さん

の自治会の活動の一環としてそれを把握していくということで，納得していただいた上で

情報を出してもらうという，そういう話はやっぱり進めていかなきゃいけないかと思うの

で，ぜひそれはこれからの組織助成で費用を出すのであれば，そういうことの役割という

のは持ってもらったほうがいいのかなと思います。 

○市職員 その辺の説明は，補助金の趣旨でこういう活動してくださいということは。 

○仕分け人 今，山根仕分け人のおっしゃられた孤独老人とか独居老人とか，高齢化した

老人，これの話について，僕が防犯のほうをやっていたときに，地域でも結構多いし，独

居になっている人はどこかというのをいろいろ聞いたときに，誰が知っているのと言うと

なかなかみんな口開かないですよ。これは民生委員の方が知っているんですか。民生委員

じゃないのという問いかけに，民生委員の方もさっきおっしゃられたように口が固いんで

すね，絶対言わないの。同じグループにいてもですよ，そういう意味ではリストがあれば

なぜいいかと言えば，それを悪用するんじゃなくて，やっぱり回るときにポイントで，そ

このとこを必ず入れて回っていけるわけですね。だから，そういう意味で何か欲しいなと

いうようなことは感じたことありますね。 

○コーディネーター ちょっと最後になりますけれども，さっき施設のところで，自治会

館がどういう公的な機能を持っているかというようなご質問を申し上げたんですけれども，

ちょっと今，民生委員さんの話も出たので自治会長さんに，自治会長さんというか，自治

会に具体的に幾つかいろんな仕事をお願いしているケースがあると思うんですけれども，

例えば民生委員さんの人選の推薦，それから保護司さんの推薦，それから青少年健全育成

員とか，さまざまな地域活動のコアとなっているような方たちの人選とかは，自治会長さ

んや自治会に人選をお願いしたいというケースはあるんですか。 

○市職員 民生委員のほうについて，私どももちょっと把握はしていないんですけれども，

これ防犯指導員という制度がございまして，それについては自治会長さんの推薦に基づい

て防犯指導員に委嘱，委嘱するのは市じゃないんですけれども，自治会長さんから推薦し



－47－ 

ていただいてから防犯指導員に委嘱するという形態をとっていたりしますので。 

○コーディネーター その他のところはちょっとわからないと。 

 それでは，評価のほうに移らせていただきたいというふうに思います。 

 判定人の皆様の評価は集計手元にいただいていますので，仕分け人の皆さんの評価をい

ただきたいというふうに思います。 

 まず，地域集会施設の補助についての評価をいただきます。挙手にてご表明いただきた

いというふうに思います。 

 地域集会施設につきまして，不要または凍結すべきとお考えの方は挙手をいただけます

か。国・県，広域的な対応が必要だと思う方，八千代市で実施すべき，ただし改善が必要

と思われる方，３人，八千代市で実施すべき，現行どおりであるという方，お２人ですね。 

 それでは，仕分け人のほうの最多数は要改善ということでございますが，ちょっとコメ

ントをいただきたいと思います。山根さん，コメントを。 

○仕分け人 運営のほうは，先ほど荒井コーディネーターのほうから話をしていただきま

したけれども，やはり設立するところが今減っているからたまたまいいんですけれども，

要綱とかつくるときに増えてきたときには逆に出すんですかと，５割なんですか，どうな

んですかという話になってくるので，これについてはやはり明確にしていく必要があるの

かなと思います。 

 ただ，幸いなことにというか，今減ってきていますけれども，修繕が増えてくるとなる

と，ちょっと最初の財政的にはかなり厳しい状況なのかなというふうに思います。運営と

いうか，運営補助という形になっていますけれども，これも電気代の話でいうと，やっぱ

り７割は非常に少し高いなという話はあります。先ほどの選挙の関係とか，公用で使うと

ころのときには，逆に言うと賃借でその分のところをちゃんとお支払いするとか，何か回

数に応じて幾らかお支払いするとかという話で，ないところ，あるところあると思うで，

全体にお渡ししちゃうという話になってくると非常に難しいのかなと。 

 もう一つは，先ほどのこれから出てくるところの組織助成とセットで考えないと，あん

まり意味，集会所がないところと集会所があるところで出し方が変わってきているような

話になってきてしまうと非常にバランスが余りよくないかなというふうに感じましたので，

ここについては，そこの部分を要改善というふうにしました。 

○コーディネーター それでは，市民判定人の皆様の評価でございます。13人の方の評価，

不要・凍結という方がお２人，要改善という方が６人，現行どおりという方が５人，最多

数は要改善という，こういうご判断でございます。 

 ご意見といたしましては，必要についての説明等が足りない，不明だということで，所

謂これが本当に必要なのかどうかという判断する材料がちょっと不足しているという，こ

ういうちょっと厳しいご指摘でございます。これは私，冒頭も申し上げましたけれども，

ちょっとなぜ必要なのかというのが説明がちょっと足りないのかなというふうに思います。
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ですから，やっぱり繰り返しになりますけれども，自治会の方がつくるから助成するとい

う，こういうストーリーじゃない説明が必要なのかなというふうに思います。 

 それから，やっぱりちょっとサービスを受けるというか，実施する皆さんの，これ電気

料のことも含めてだと思いますけれども，負担がもう少しあっても自然じゃないかという，

当たり前じゃないかということだというふうに思います。こういうご意見でございます。 

 続きまして，市民組織助成事業についての評価をいただきたいというふうに思います。

これにつきましても仕分け人の皆様からまずご判断いただきます。 

 市民組織助成事業につきまして，不要または凍結とお考えの方は挙手をお願いいたしま

す。国・県，広域的な実施が必要とお考えの方，八千代市，ただし改善が必要とお考えの

方，お２人，八千代市現行どおりという方，３人，これは最多数が現行どおりということ

でございます。 

 吾妻さん，コメントをいただければと思います。 

○仕分け人 先ほどの町内の防犯灯が非常に短い期間でＬＥＤに全部変わりまして，これ

は市が９月までに全部完了していただいて，電気代の節減を目的に，また，従来の防犯灯

よりも明るくなったということで，これは評価する一点だと思います。 

 それと，助成については，現状で非常にスムーズに運営されておりますので，これも継

続していただきたいと考えております。 

○コーディネーター ちょっと少数意見になりましたけれども，要改善ということで，森

田さん，コメントをいただければと思います。 

○仕分け人 一応改善とさせていただきましたけれども，先ほどの（１）の事業で補助と

いう点では重複する部分があったかと思うんですが，やっぱり補助金の使用目的ですね，

その辺が各自治会に任されているというところで，それ自体が悪いということを言うつも

りはないんですけれども，やっぱりそこで自治会ごとにいろいろな事業とかも違うでしょ

うし，あと，これから自治会が増えていった場合にどうしていくのかという問題もあるの

で，やっぱりどういうふうに説明がつけられるかということでお金の部分も考えていく，

そういうことをやっていくべきかなと思います。 

○仕分け人 １つだけいいですか。私も話を聞いていて，基本的には活動としてはすごい

よくやられているんだなとわかるんですけれども，もう少し先ほど言ったように，市から

入っている補助金が各自治会にどういうのが入っていてという話を遠くから見て，ここの

自治会は結構これだけ入っているんだとわかっていると，逆に困っているところもあるか

もしれないんですけれども，そこはやっぱりちゃんと見ないといけないと思いますので，

多分主管課のほうでしか把握が，先ほど言った決算の報告ぐらいしかできないので，それ

はしておかないと，今財政的に厳しいときにはやっぱり入り過ぎているところは見ておか

ないといけないかなという，そういう意見です。 

○コーディネーター ありがとうございました。判定人の皆様の評価でございます。13人
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の方に評価をいただいております。不要・凍結という方が３人，要改善という方が４人，

現行どおりという方が６人，最多数は現行どおりと，こういうことでございます。 

 コメントでございますけれども，ちょっと厳しいご意見からご報告しますと，支出内容

がちょっと不透明じゃないかと。それから，そもそも連合会への支出にどういう意味があ

るのか，これもわからない。 

１世帯一律300円という補助にどういう意味があるのか，これも根拠が不明だと，こう

いうことでございます。 

 地域コミュニティ発展のためには自治会活動は必要だと，そういうご意見もあります。

ただし，活動するためにはやっぱり透明性を確保する必要があるんではないかと，こうい

うご意見でございます。 

 両方の議論を通しまして言えることかと思いますけれども，冒頭，私，ご質問申し上げ

ましたが，60％という加入率はやっぱりちょっと低いのかなというふうに思います。市の

考え方として，地域コミュニティの核となる団体を自治会というふうに明確に位置づける

のであれば，やっぱり60％ではちょっと加入率は低いのかなと。というのは，この補助金

も含めて，加入していない人が自治会加入している人の活動費を負担しているという，こ

ういう構図に，40％ということでなってくるわけで，やっぱり未加入者の方の不公平感と

いうのはぼちぼち出てくるのが大体40％ぐらいじゃないかと思われるので，これもう少し

下がってくると，やはり未加入者からちょっとこれ不公平じゃないかという意見が出てく

ると思いますので，そのためには地域コミュニティの核なんだという位置づけと，それか

ら，自治会に入ることにメリットがあるんだという，このアピールをして自治会加入率を

増やす，あるいは自治会組織率というか，自治会そのものを増やすという活動を市のほう，

行政のほうでもう少し積極的にやっていく必要があるのかなというふうに思います。 

 あと，補助率の問題，それから，助成金の額の問題についても問題提起されていますの

で，そこらも含めて今後検討材料としていただいたらいかがかと思います。 

 判定人の皆様から何かご意見ございましたら。 

○市民判定人 ちょっとどこの地方公共団体もそうなんですけれども，どうしても縦割り

行政という形で今，所謂自治とか，それから防犯防災ですか，どうしても縦割的な予算配

分，それがばらまきに直結じゃないですけれども，なりかねないという，そういう部分で，

もう少し横のつながりといいますか，そういったものがもう少しあってもいいのかなとい

うのは感じました。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 他いかがでしょうか。よろしいですか。 

 傍聴席の方でどなたかご意見いただければ。どうぞ。 

○傍聴人 公団の草刈とか，街路樹の花壇とか，そういうのも業者委託しているわけです

よね。それを自治会とか地域の人にすればそれを格安でできるわけですよね。それから，
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グランドゴルフとか老人活動をやってもらえれば，医療費等を使う場が減るんですよね。

なるべく医療費を使わないで健康になるようにしていくためには，その辺の総合的な意味

で自治会をうまく使うという形にしていかないとよくないと思います。 

 以上です。 

○コーディネーター ありがとうございました。こうしたご意見についても参考としてい

ただくようにお願いしたいというふうに思います。 

 それでは，以上をもちまして，市民組織助成事業，地域集会施設事業についての会議を

終了といたします。 

 お疲れさまでした。 
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＜１－６ 市民活動支援事業・市民活動サポートセンター運営管理事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，午後の部を再開したいというふうに思います。 

 次は，市民活動支援事業とサポートセンター運営管理事業でございますが，この事業に

つきましては，まず，市民活動支援事業で議論をさせていただいて，そこで１回評価をい

ただきます。そして，改めて市民活動サポートセンターの運営管理事業に入りたいという

ふうに思いますので，判定人の皆さん，よろしくお願いいたします。 

 それでは，市民活動支援事業について作業に入ります。 

事業概要についてご説明をいただきます。５分程度で簡潔にお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

○市職員 それでは，説明に入らさせていただく前に市職員の説明員の紹介を私のほうか

らさせていただきたいと思います。 

 まず，市職員の斎田でございます。 

○市職員 よろしくお願いします。 

○市職員 同じく吉川でございます。 

○市職員 よろしくお願いします。 

○市職員 後ろに着席しておりますのが，磯崎と申します。 

 私は課長の糟谷でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは，早速でございますが，市民活動支援事業につきましてご説明をさせていただき

ます。 

 市民活動支援事業は，具体的には八千代市市民活動団体支援金交付制度，通称１％支援

制度を実施している事業でございます。市民の納税に対する意欲及びボランティア活動な

どに対する関心を高めるとともに，市民活動団体の活動の支援及び促進を図ることを目的

といたしまして，平成21年度より，八千代市市民活動団体支援金交付要綱に基づき実施し

ているところでございます。 

 この１％支援制度でございますが，支援を希望するボランティア団体やＮＰＯ法人など

の市民活動団体の中から個人市民税の納税されている市民の皆様に支援したい団体を選ん

で届け出をしていただきまして，その方が納めた個人市民税の１％相当額をその団体に補

助金として交付するという制度でございます。 

市民活動への支援であると同時に納税者の皆様にとってはご自分の意思で支援したい団

体を選び，また納めた税金の一部を地域活動に反映させることができる制度となっており

ます。 

 平成25年度の実績でございますが，支援対象団体40団体ございまして，その40団体に対

しまして選択届出件数2,214人の市民の皆様からの届け出をいただきまして，354万1,433

円の支援金を交付させていただいたところでございます。 
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 一般的な補助金の場合は，行政や企業などの交付する側と市民活動団体などの交付され

る側の２者間の事務手続によって交付されるものでございますが，この１％支援制度でご

ざいますが，その２者の間に市民の皆様を介在をさせていただきまして，市民からの届け

出の結果によりまして補助金額を決める仕組みとなっております。 

このことによりまして，団体はより多くの支援を得るために市民に対しまして自らの活

動を積極的にＰＲすることになり，市民を巻き込んで市全体で市民活動を盛り上げていこ

うというのがこの制度の特徴でございます。 

 なお，この１％支援制度は，全国的にも珍しい制度でございまして，平成21年度の施行

当時，八千代市は国内６番目の導入でございました。現在でも年間数件程度，全国の自治

体職員や議員の皆様が視察に訪れておりまして，昨年度は全国の制度関係者を本市にお招

きをいたしまして１％支援制度シンポジウム in 八千代を開催したところでございます。 

 事業の概要説明につきましては，以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○コーディネーター はい，ありがとうございました。 

 ちょっと実績値のこの表の見方なんですけど，実績値ということで例えばこの10ページ

の市民活動団体支援金の354万1,000円というのは，これは１％の税金が354万1,000円とい

う，そういう意味なんですか。 

○市職員 この金額につきましては，団体のほうに交付させていただいた支援金額となっ

ております。 

○コーディネーター この354万1,000円のうち，その１％の特別の税金というのが354万

1,000円と，そういうことじゃないんですか。 

○市職員 １％につきましては，新たに納税をしていただくということではございません。 

○コーディネーター いやいや。そうじゃなくて，だから，354万1,000円分，その１％の

届け出があったという，そういうことですよね。 

○市職員 そういうことでございます。 

○コーディネーター そういうことですよね。ですから，支払われた住民税ベースでいく

と，３億5,400万円相当の人から申し出があったという，こういう意味なんですか。 

○市職員 すみません。そういう意味じゃございませんで，あくまで個人の皆様が納めて

いただいた選択届出をしていだいた方の個人市民税の１％相当額を合計した金額が354万。 

○コーディネーター だから，それを合計する税ベースだと，３億5,400万ということな

んでしょう。 

○市職員 もとの個人市民税のもとの１％という考え方じゃなくて，あくまで納めていた

だいたご本人の市民税の１％相当額。 

○コーディネーター だから，そのもとは３億5,000万じゃないですかっていう。 

○仕分け人 ３億5,000万内の１％といったら，345万出ないでしょうと。354万。 

○コーディネーター それで，３億5,000万相当の市民税っていったらかなりの額じゃな
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いですか。これ人数ベースでいくとどのぐらいになるんですか。この次の2,214人という

ことになってるけど。 

○市職員 そういうことになります。 

○コーディネーター なるほど。ちょっとここで市民判定人の皆さんにお聞きしたいと思

うんですけど，この制度を今日ここに来るまで，この資料が手元に届くまで，自分の住民

税が自分の住民税の１％が自分が支援したい団体に使っていただけるという，こういう制

度があるということをご存じだった方，ちょっと挙手をいただいてよろしいですか。 

 ああ。お２人しかいない。 

 傍聴席にいらっしゃる市民の方でこの制度を事前にご存じだった方っていう。 

 傍聴席の方は結構いらっしゃいましたよ。 

 ちょっと今，私もこの制度をわかりづらいなと思ったんですけど，これ，市民の方には

どういうふうにアナウンスしてるんですか。 

○市職員 広報につきましては，毎年，年３回広報やちよにおいて特集を組んでおります。

一番最たるものはこの届出期間がおよそ５月，６月ごろに毎年行われておりますので，そ

の際に特集号を作りまして実際に届け出をいただくための説明ですとか，届出用紙等を封

入しております。 

 また，実際に届出金額が幾らでしたと，合計金額がいくらでしたといったことも広報で

お知らせしておりますし，またエントリーする団体に対しましては団体募集の記事を特集

１ページ半設けて毎年度周知しております。 

○コーディネーター それ，ちょっと私が冒頭の質問最後にしますけど，24年度の決算の

状況で個人市民税というのがどういうあれがわかんないけど，20億ぐらいが個人市民税の

総額なのかな。もっとですか。40億。 

○市職員 すみません。資料がちょっと入り組んじゃって。申しわけございません。時間

をいただきまして。平成25年の個人市民税の現年課税分の決算額でございますけれども，

116億。 

○コーディネーター ごめんなさい。116億。そうすると，これ，最大限116億円分届け出

が出るって可能性はあるじゃないですか。可能性ですよ。そしたら，その１％は団体に配

るって，これ上限は設けてないんですか。 

○市職員 上限は，今現在設けてございません。 

○コーディネーター なるほど。はい。わかりました。 

それでは，仕分け人の皆様からご質問，ご意見等いただきたいと思います。 

 はい。どうぞ。 

○仕分け人 ちょっともう１回制度の確認をさせて，制度の流れを確認させていただきた

いんですが，これは応募団体の説明会みたいなものをまずして，それにエントリーして応

募してくる団体があるわけですよね。それに対して，選定委員会というものですよね。市
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民活動団体支援審査会ですか，ここで内容を精査した上で投票できる団体を決めて，その

後で実際の投票に移るという流れで問題ないんですかね。 

○市職員 そのとおりです。 

○仕分け人 ちょっとその審査会というところでは実際にどういう視点でこの事業の選定

というのをやっているんでしょうか。 

○市職員 その支援対象団体の審査につきましては，まず大きく分けて事業，この制度は

事業補助ですので，まず事業についての審査，あと団体そのものの審査ということで審査

しております。 

具体的には事業につきましては，市内で実施するものかどうか，社会貢献にかかわる分

野であるかどうか，営利を目的としていないか，市民を主な対象としているか，成果や効

果が見込めるか，そういったことを審査基準としております。 

 また，団体につきましては，市内に事務所を有し活動しているか，活動が継続的で将来

性があるか，健全な活動をしているか等について審査基準を設けております。 

また，それ以外に市民の利益に寄与しているかですとか，支援の対象となる経費である

かといった金銭的な部分についても審査をしております。 

○仕分け人 今，お話を伺うと，市内でやる事業か。これは当然税金でやるわけですから，

市民の方に還元されるかという，これは当然重要な視点ですよね。あと，社会貢献につな

がるかということをさっきおっしゃったと思うんですが，その社会貢献というものの何か

定義というんですかね。実際これ，この参考資料の２ページ目と３ページ目に具体的にこ

れ25年度に支援額が確定した額の一覧。これ２ページですね。３ページの下のところには

26年度の支援対象団体の一覧というのが出ていますけれども，これちょっと見てみると，

例えばお祭りだとか，例えば絵画を楽しもうとか，人形劇のお祭りだとか，若干こう娯楽

的な視点でのものがあるんじゃないかなというふうにちょっと印象を受けたんですね。こ

の中身を見てないんでこの件名だけなんでわからないんですけれども，そこに対して先ほ

ど基準でおっしゃっていた社会貢献的なものっていうものはどういうところで該当してい

ると審査されたのかなというところをちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○市職員 おっしゃるとおり，文化・スポーツ系の団体がちょっと多いというのはそのと

おりなんですけれども，基本的なスタンスとしては，市民を巻き込んで実施される事業と

いう考え方で行っております。ですので，人形劇祭りですとか，例えば絵画を楽しもうと，

こういったものはすべて参加者の中に一般の市民の方を広く募集をかけて行われているも

のであればオーケーということにしております。 

○仕分け人 そうなると，やっぱり基本的には市民の方を巻き込んで。多分ここの事業の

目的自体がここの資料にも書いてありますけど，納税に対する意欲を高めるとか，ボラン

ティア活動に対する関心を高めるという目的が掲げられていると思うんですが，結局，そ

の実態としてなかなかその社会貢献というところで，なかなか今のこの事業を見ただけで
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そう思えないというのもあるんですね。そうすると，目的というのは，これって多分すご

く重要な話だと思うんです。この事業の目的ってもういいとこ取りでいろんなことを一気

にやりたいという話なのか，それともコミュニティ，今巻き込むという意味で選定してる

って，それが強い，その選定要素としてコミュニティをつくるという意味で住民の方を巻

き込んでやるというところがもし一番強く審査の上で使われているんだとしたら，何とな

くこの事業ってコミュニティ支援みたいなものがメインであって，その後にこの何でしょ

う，それの手段としては別に娯楽的なものでも何でもいいというようなふうにちょっと，

この事業を見てみるとそう思えてしまう部分があるんですけど，そこら辺はどう考えられ

ていますでしょうか。 

○市職員 公益性がちょっとわかりづらいものが含まれているというのは否めないところ

はあるんですけれども，この制度を始めまして今６年目になっているんですが，こちらの

市の考えとしましては，この制度をきっかけに，これまでは余り公益性がない団体さんに

対してもこの制度をきっかけに公益性というものを意識して市民のためになるような活動

をしていただきたいというような考えで対象として認めているといったところでございま

す。ですので，おっしゃるとおり，今のところはその公益性というのはちょっと薄いかも

しれないんですけれども，将来のことをある程度考えてということで認めているところで

ございます。 

○仕分け人 そうすると，じゃ，今後その公益性みたいな市民の方々が，例えばボランテ

ィアをやるとか，そういうことが活性化されてきてかなりよくなってきたら，そうしたら

その目的自体も変えていくという考え方でいいんですかね。 

○市職員 今お話がありましたとおり，今現在は１％支援制度，それほど充実してないと，

私どもも認識してございます。仮に今お話もありましたとおり，参加していただく団体だ

とか，あるいは市民の皆様の参加が増加するによりまして当然制度自体の存続と申します

か，その目的の改正等も踏まえた中で見直すべき時期がきたらそれは見直さなければいけ

ないのかなというふうに考えております。 

○仕分け人 それで，多分目的をやっぱりまずそこら辺でこの資料の中でも目的がなんか

ちょっとぐらついてるなという気がして，こういう制度がこれ市川とかで始めたとこです

よね。それをやっぱりある意味もこうしてやるという，それの手法自体全然構わないんで

すけれども，やっぱりそこを課としてどういうふうに持っていくかということをやっぱり

１回整理して，例えばこれ25年度だったら35団体応募が来て，審査会にかけてますけど，

全部これ35団体，すべて通してますよね。だから，そういうところの選定のプロセスの中

でもし考えがある，今後考えていく上でもっとこう何でしょう，コミュニティの活性化に

生きるものとか，例えば福祉的なものを強化していくということだったら，そういうとこ

の審査の基準とかもっと目的に応じた基準を作っていくべきだと思うんですけども，それ

についてはどうお考えでしょうか。 
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○市職員 実際これまでの審査会におきましても同様のご指摘のほうはいただいておりま

して，実際，昨年度要綱を一部改正をしまして，団体からご提出いただく書類につきまし

ては，どれだけ市民のためになっているのかどうかですとか，前年度と比べてどれぐらい

その事業が改善されてるのかといったことを書いていだたくような項目を設けて，団体さ

んにとっても，そういった公益性といったものを意識していただくようにしているところ

ではございます。 

 審査項目につきましても，やはりそういったことが実際に審査会で言われているわけで

すので，それについても今後見直す可能性はあります。 

○仕分け人 関連で質問してもいいですか。 

○コーディネーター はい。どうぞ。 

○仕分け人 すみません。ちょっと関連でお尋ねするんですけども，これ以外でちょっと

見ると，文化関係のものとかが多いですよね。他の部署から補助が出たりとか，活動助成

が出たりとかというようなことはチェックされてますか。 

○市職員 補助金もやはり税金の一部ですので，この対象事業に対して他の部署の別の補

助金が入ってこないようにということは，すべて他の関連部署と調整をしましてそういう

ことがないようにということでやっております。 

○仕分け人 活動，年間のちょっと学んだりとか，普段の活動に対する助成と，あと，例

えば発表会であるとか，年に１回そういう晴れの場面を助成するとかって，そういう使い

分けとかっていうものはその審査の中に入ってますか。そういう視点は。 

○市職員 基本的には事業補助ですので，所謂通常の団体の運営に関するものにつきまし

ては，この１％支援制度は対象とはしておりません。あくまでもその事業に関する経費に

のみ支援をしているということでございます。 

○コーディネーター ちょっと整理させていただきますけど，他の事業補助を受けてない

っていうことは，これは他の制度，行政サイドでやってる制度の隙間っていうか，漏れち

ゃってるところを埋めるのが目的なのか，ちょっとこれそこら辺は曖昧ですよね。例えば

スポーツ団体なんかは，体育協会からの補助だったらあわせてもらっていいということに

してるのか。あくまでもこの行政サイドからの補助とダブらないようにしてるっていう，

そういうことなのか。本来このそれぞれの団体が持ってる目的がありますよね。その目的

達成のための補助をするのが行政の役割であって，そこが漏れたからこれでやるというの

はちょっと考え方としていかがかと思うんですけど。 

○市職員 そうですね。基本的に例えばスポーツ団体であれば，体育協会から補助金が下

りてきてるといった団体につきましては，その辺はきちんと会計上は住み分けをしていた

だくようにお願いをしております。 

○コーディネーター いや。すみ分けじゃなくて，今のご質問にはもらっていたらこの補

助の対象としないという，こういうご説明だったんですけど，住み分けをすれば両方ダブ



－57－ 

ってもらえるという，こういうことなんですか。 

○市職員 結局事業補助ですので，例えば仮に体育協会から下りてきたらこの１％事業に

はそのお金は入れないということでお願いをしております。 

○コーディネーター そうすると，隙間じゃなくて，他のスポーツならスポーツ振興を目

的とした団体は市のスポーツ関係のセクションからスポーツの補助は受ける。文化関係の

団体だったら文化の関係から補助は受けると。それとは別にこの１％システムで補助が上

乗せされると，こういう理解でよろしいということですか。 

○市職員 団体によってはそういうことになります。 

○コーディネーター なるほど。それは先ほどのご質問の続きなんですけど，本来の目的

のスポーツ振興のための補助金を手厚くするべきであって，なぜこちらでそれを上乗せし

なきゃいけないのかって，そこはどういうご説明をなさっているんですか。 

○市職員 もともとこの１％支援制度は，単なる金銭的な支援ということに加えて，先ほ

ども冒頭の説明にもありましたように，市民を巻き込んで市民とともにこの市民活動を活

性化していきたいというようなコンセプトでやっております。ですので，通常の補助金で

すと，仮にそのスポーツ団体さんと市とのやりとりで終わってしまうんですけれども，こ

の１％支援制度にご参加いただくことで市民にも活動をＰＲして市民活動というものを知

っていただく。そういった機会を作っているといったこともあって，我々としては基本的

にそういったスポーツ振興のための補助金とは全く別のスタンスで１％支援制度はやって

いるというふうに考えております。 

○仕分け人 ちょっと具体的なことを聞かせてほしいんですけど，この資料の対象事業の

参考資料の２ページと３ページなんですけど，ここで２ページの25年のところの部分で，

23番の八千代市少年野球連盟って少年少女野球大会がこれは補助額でいいんですかね。 

○市職員 そうです。 

○仕分け人 申請額じゃなくて。 

○市職員 補助額です。 

○仕分け人 事業の金額じゃなくて補助額が74万5,000円。 

○市職員 そうです。 

○仕分け人 26年度を見ると，こちらの事業でいうと事業費が200万，交付申請額が100万

なんですけど，これは100万丸々出た。 

○市職員 基本的にはその届け出の結果がどうなるかによるんですけれども，もし100万

円以上の届け出が集まれば100万円交付されることになると思います。 

○仕分け人 去年はどうだったんですか。100万円で交付申請は出してて，結果としては

74万5,000円という，そういう実績なんですか。 

○市職員 そうです。つまり，このちょっと印刷物が見づらくなって申しわけないんです

が，この74万5,307円というのが支援金そのものです。 
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○仕分け人 事業としても去年は200万の事業。 

○市職員 そのとおりです。 

○仕分け人 この事業の中身の精査というのはどういうふうにしてやってるんですか。 

○市職員 まず，その申請があった時点で私ども担当者が書類のほうを精査して，その後，

先ほど出てきました審査会のほうにかけて，先ほどの審査基準にのっとって問題がなけれ

ばということで認めております。 

○仕分け人 例えばその経費だとか，そういうところまでも詳しく見るんですか。担当者

って。 

○市職員 提出書類の中には予算書も含まれておりますので，それは私どもも審査会のほ

うでもすべて目を通しております。また，決算書等の書類につきましては，すべてホーム

ページで公表しているところでございます。 

○仕分け人 それはこの当該事業だけですか。それとも団体の他の事業も含めて審査して

る，審査というか，審査はそこはしてないかもしれないけど，出してもらうようにしてる

んですか。 

○市職員 参考資料ということでその事業そのものの書類に加えて団体さん全体の活動の

報告ですとか，収支，予算，決算の所謂総会資料的なものをご提出いただいております。 

○仕分け人 その中で累積金とか，そういうのとか結構多く含まれてる団体がいるとか，

そういうことまでは確認はしてるんですか。 

○市職員 累積は前年度の繰越金。一応その辺もすべて目は通しております。 

○仕分け人 多いと交付しないとか，そういう話は出てくるんですか。 

○市職員 基本的には，あくまでもその事業の補助ということになりますので，その事業

については見ますけれども，それ以外の部分についてはあまり精査はしておりません。 

○仕分け人 何がというと，先ほどお話，荒井コーディネーターからもありましたけど，

いろいろな形の中で，もちろん自分たちの会費で集めてやってるところがあるのはわかる

んだけれども，それ以外のところから入ってきてるところの部分の精査ってどっかやって

るところがあるのかな。要するに体育の所管のほうでやってるという話だったら，先ほど

の野球を例に挙げたのはそれだけですけど，ただ，そういう話の収支がある程度の形でた

まってきてるようなところであるようだったら，そこについてはやっぱりその使途とかを

ちゃんと明確にする必要があるのかなと思うんですけど，なぜかと言うと，なんかこの

200万という事業費の中でざっくりとしてますよね。これでなんか合わせたっていう形，

もう普通積算するんだったらもうちょっとしっかりとした金額になるんじゃないかと思う

んですけど，それはいかがなんですか。 

○市職員 そうですね。事業費が大きくなってくるものにつきましては，どうしてもざっ

くり感が出てしまうんですけれども，その大会は年間を通して複数の大会を催していると

いうことで，ある程度概算的な形にはなってしまうんですけれども。 
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○仕分け人 それをやっていると，もともとのベースが高過ぎて消化に走ったりとかとい

う話に決算ベースだとなっちゃわないですか。 

○市職員 決算の審査はまた別に行っているんですれども，決算につきましてはすべて領

収証等もすべて出していただきまして。 

○仕分け人 いやいや。それは領収証とか証票があるからいいというわけではなくて，そ

の使途だとか，それからボリューム，適正なボリュームなのかどうなのかとか，そういう

ことの審査というのはして減額されてるというんだったらわかるんだけど，それもあらか

じめのものと同じ額が出てます。要するに100％出てるっていう話があるというのは，少

しそれがちゃんと使われてるということにはならないんじゃないですか。大体超えたりと

かという場合が多いわけ。 

○市職員 いや。それももちろん団体によるんですけれども，もちろん領収証の中も全て

見まして明らかにこれはおかしいんじゃないかというものは全て省いて確実にその事業に

使われているもの，例えば日付なども全て見まして，明らかに事業と無関係そうなものは

全て外しております。 

○仕分け人 じゃ，ちょっと最後に。それで逆に言うと，１人って書いてあるんですけど，

人件費的には。これは補助を出すのに１人の人件費というのがかかってるっていうことな

んですか。結構細かく見てるから。だから，今のお話を聞いてると，この35団体に交付金

を出すのってそんなに人件費はかからないんじゃないかと思うんです。事務量的に。 

○市職員 単純にその交付をする作業だけであればもちろんそんなにかからないんですが，

先ほどから申し上げておりますように，市民に対してＰＲをしなきゃいけないといったと

ころのマンパワーがそれなりに必要となってきてございます。 

○仕分け人 ごめんなさい。ＰＲってなんかどういうふうにやるの。なんかマンパワーが

かかるＰＲって，例えばでいうとどういうの。 

○市職員 例えばＰＲイベントを必ず届出期間中に毎年行うようにして，その団体さんと

一緒に活動をＰＲするといったことを，例えばショッピングセンターですとか，駅前とい

った多くの人が集まるところでチラシを配ったりですとか，ちょっとしたプレゼンを行っ

たりといったことをやっております。 

○仕分け人 はい。 

○コーディネーター 今の議論にも関連するんですけど，非常にこの市民活動を支援する

仕組みを市民が自分の意思で１％とはいえ自分の納めた税金の１％は自分が使ってほしい

ことに使ってもらいたいってこの制度の趣旨はかなり前進的というか，前向きなのかなと

思うんですけど，実態として今皆さんからあるように個別の支援団体の内容を拝見すると，

市民活動が不特定多数の市民がみんなで街づくりをしようよとか，みんなで何かの環境づ

くりをしようよという，こういう活動ではなくて，特定されたグループの文化活動とか，

スポーツ活動をする団体に現時点では助成されちゃってるというのは，これは現実的に否
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めないと思うんですね。やはりこの制度をいい制度にして市民の皆さんにもっと賛同して

いただくためには，やっぱり特定の方の活動じゃなくて，その１％の税金が不特定多数の

市民に広がっていくような活動にもっとウエイトを乗せて，ほんとにこの市民活動が盛ん

な街にするんだという，そういう本来の目的にちょっと軌道修正をする必要があるんじゃ

ないかなと思うんですけど，いかがですか。 

○市職員 今ご指摘のお話がありましたけれども，まさしく21年度から６年目を迎えて，

制度を所管している課におきましても，お話がありました件につきましては，大きな課題

であるというふうに認識してございます。今後この制度につきましては，現在交付金の交

付要綱に基づいて実施しているわけでございますが，その交付要綱が今年度末で一応効力

を失う関係で新しい要綱等につきまして今後検討していく状況になろうかと思うんですが，

その検討の中では今お話がありました件等々につきましてもその辺は制度の見直しも含め

て検討してまいりたいと思っております。 

○コーディネーター ぜひ，特定の方の活動を支援するのはやっぱり納める税金で，税金

の１％を使ってもらうんじゃなくて，それは税金とは別に寄附なり何なりの形で個人的に

支援すればいいわけで，やっぱり１回税金を通して使い道を決めてもらうというのは活動

がある程度不特定の方の広い市民の活動に充当されるってこういう考え方のほうがきれい

だと思いますので，ぜひ参考にしていただきたいと思います。 

 はい。どうぞ。 

○仕分け人 先ほどの冒頭のご説明の中で市民の納税に対する意欲，ボランティア活動に

対する関心と２つ目的を書いていられるんですけど，これどちらに主眼があるということ

なの，両方。 

○市職員 目的につきましては，両方の主眼です。 

○仕分け人 市民の納税に対する意欲というのは，これをやることによって高まったこと，

というのは２年前かな。年金，だから，ダイレクトに地方税引くようになったでしょう。

これは有無も言わさず引いてるわけですよね。法律が改正されたからというのでやってる

んですけど，それとの関連というのはこれは直接引かれたら，そしたらそれは納税したこ

とになって申告すればこれは適用できるんですか。実際に払わないとだめなんですか。 

○市職員 結局，この１％支援は既に納めていただいた個人市民税の，所謂使い道を決め

るというような制度ですので，引き落としなり，市のほうにいただいたものは全て対象に

はなります。 

○仕分け人 対象になるんですか。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 私はこの参考資料の３ページ，５番，緑が丘ローズハーツフェスタ。これは

実行委員のスタッフとして３年ほどやりまして，この恩恵には乗らしてもらってる１人な

んですけど，趣旨としては非常にいいんですけど，シートの11ページのやはり活動実績を
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見ると目標値に対して非常に少ないですね。人も団体も。非常にＰＲ不足が否めないと思

うんです。もっとこういういい趣旨は大々的にＰＲしてもっと多くの方が利用するように

したほうがいいんじゃないかと感じております。私も恩恵に浴した１人なんですけど。 

○市職員 ありがとうございます。ＰＲの重要性につきましては，私どもも認識しており

まして，また単にＰＲというところの問題もあるんですが，この届け出をいただく際に納

税通知書の番号を本人確認のためにご記入いただいているところなんですが，それはちょ

っと番号がわからないとか，煩雑だというところでちょっとこの届出件数にとどまってし

まっているといったところもございますので，そういったことも含めて制度は広がるよう

な形で今後見直しをしていきたいとは思っております。 

○仕分け人 ちょっと１点お尋ねするんですが，登録を受ける団体をずっともうされて５

年，６年経っていると思うんですが，入れかわりがどれぐらいありますか。新しい団体が

入ってる。ずっと同じ団体というのが半分以上あったりしないですか。毎年毎年。 

○市職員 おっしゃるとおり，ある程度の団体には継続性を求めておりますので，複数年

度連続して申請のある団体が多いのはもう認めるところでございます。それで，今26年度

ということで６年目を迎えているんですが，６年連続で申請してきている団体さんは12団

体ございます。また一方，新規の初めての団体さんは26年度は２団体だけだったんですけ

れども，昨年度につきましては７団体，24年度につきましても７団体といったところでご

ざいます。 

○仕分け人 それは広報紙なんかでＰＲしてわかって登録に来られてるっていうふうな認

識でおられるんですか。 

○市職員 はい。先ほどちょっと申し上げたんですが，毎年その年度に先がけて１月１日

号の広報でその団体募集，エントリーしてみませんかということで募集の記事を載せてお

ります。それをご覧になった団体さんが，じゃ，うちもちょっとやってみようということ

でご参加いただいているものだと思っております。 

○コーディネーター 市民判定人の皆さん，評価シートのほうにご記入をいただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 これ，例えばなんですけど，今日午前中にやった自治会さんが地域活動をやってますけ

ど，自治会さんから出てきたらどうするんですか。 

○市職員 基本的には地縁団体はこの制度の対象にはしておりません。と言いますのは，

あくまでも市全体に還元されるような内容というものを基本的なスタンスとしております

ので，特定の地区の方しか参加できないようなものとか，そういったものについては認め

ていないところでございます。 

○仕分け人 ちょっとよろしいですか。これは納税者が指定した団体で１％の，税金の

１％がいくと，こういう制度ですよね。 

○市職員 はい。 
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○仕分け人 受けるほうからすれば，それは納税者に働きかけてるのがいいんですか。 

○市職員 むしろ，その市民活動をいろんな方に知っていただきたいということで，むし

ろ団体のほうには積極的にＰＲしていただくようにお願いしております。 

○仕分け人 じゃ，うちへ支援してよと。納税のときに指定して，団体名も届け出てるか

らそれを書いてくださいという活動はいいんですか。 

○市職員 それはむしろこちらからお願いしているところでございます。 

○仕分け人 先ほどの野球の話なんだけど，結局ああいうところって加入してる人が多い

じゃないですか。変な話，営業もかけられるわけですよ。今白石さんがおっしゃったよう

に。それに対して不公平感とかというのは余り感じないんですか。 

○市職員 おっしゃるとおり，野球なんていうのは特にＯＢの方も多いですので，そうい

った団体のある程度組織力の差というのは出てきてしまうところでございます。実際ちょ

っとその不公平感みたいなところもお声をいただくことはあるんですけれども，こちらの

スタンスとしてはあくまでも市民の皆さんからそれだけの支援があったということで交付

しているところでございます。 

○仕分け人 いや。市民の方がっていうふうに逃げてるんだけど，それで。だけど，公金

を最終的に出してるのは市が出してるんでしょう。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 ルールはそういうふうなルールをしましたという話だけど，でも，そういう

ふうな話の形のことがバイアスがかかったりということをわかってるんだったら，それは

排除するような仕掛けだとか，仕組みとかをつくって責任はあるんじゃないですか。 

○市職員 おっしゃるとおりでして，今野球連盟には70万支払われているんですけれども，

１団体に対する金額としてはちょっと大きいのかなということは我々も認識しておりまし

て，その辺については上限を設定するようなことも今後はちょっと考えているところでご

ざいます。 

○仕分け人 すみません。それって要綱を６年経ったから変えるとかじゃなくて，別に毎

年だって随時だって変えても，だめなんですか，それじゃ。 

○市職員 いえ。全然問題ございませんで，制度を見直す必要があればその都度要綱は改

正できると認識しております。 

○仕分け人 予算も逆に言うと限られてくるんであれば，逆にその新規のところに集める

３年間とか，活動を軌道に乗らせるためにとか，なんかそういう工夫があってもいいのか

なという気がするんですけど，そういう考えというのはなんか主管課としてはなんかあり

ますか。 

○市職員 今お話しいただきました件につきましてもその他諸々課題等はつかんでいます。

そういったもので何しろ１％支援制度を団体側から見ても，あるいは参画支持をいただい

た市民の皆様から見た場合についてもよりよい制度にしていきたいと思いはございますの
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で，適宜課題等があれば要綱の改正。 

○仕分け人 ごめんなさい。それを具体的になんか例を挙げてしゃべってほしいんですよ。

それは何かしらあるということはみんなわかってるんですけど，それは主管課として事業

を６年間やってきた総括として見たときにこういうことが課長としては一番大きいところ

としてあるかなというところとか話ししてもらったほうが多分伝わると思う。 

○市職員 わかりました。今までいろいろお話しいただきましたけれども，１％支援制度

を６年間運用していく中でやはり団体間の不平等と申しますか，その辺が一番大きなネッ

クになってきてるのかなと。それにあわせて社会貢献活動，先ほどもご指摘がございまし

たけれども，その定義が今となってみればかなりぶれ始めてるのかなと。その辺をしっか

りしないと制度自体が方向性が導き出せないのかなというふうに認識しております。 

○仕分け人 ありがとうございます。 

○仕分け人 すみません。さっきちょっと関連した質問なんですけど，市民の納税に対す

る意欲というのはさっき申し上げたように年金の中から納めてない人は直接引いちゃうと。

これ国民年金も多分同じだろうと思うんですよね。そうすると，意欲もへったくれもない

んじゃないですか。だから，この制度の片っ方の目的はなくなっちゃうんじゃないのかな

という気がするけど，そんなことはないですか。だから，まさに財源として税金の１％を

ピンはねしてるだけであって，支援事業，支援事業でこれを支援しますという事業でやれ

ばいい話で税金から回す必要はないんじゃないかという気が私はするんですよね。そんな

ことない。 

○市職員 そうですね。納税意欲と一言で言いましても，その納めなきゃいけないという，

そういった部分もありますし，一方でその納めていただいた金額の使い道をご自分で決め

ることができる。その支援したい，応援したい団体に決めることができるそういったもの

に，じゃ，自分の納めた税がそういったところに使われるんだということを認識していた

だくと，そういったことも含めて納税意欲の向上ということで私どもは解釈しております。 

○仕分け人 だけど，国もそうだし，市町村もそうだしね。税金というのは意欲もへった

くれもなくてもう決まってるわけ，取られちゃう話です。ですから，あえてこういう年金

から差っ引く制度を導入した暁に，この意欲もへったくれというような必要性は余りない

んじゃないのかなという気がするんですよね。それでもなんか寄与してるというのであれ

ば，むしろその事業について立候補してもらって，それを投票をかけて，市民にね，サポ

ートするかどうかってやったほうがもっと効果的なんじゃないですか。 

○市職員 今お話しいただきましたとおり，いろいろな市民の皆様の参画していただく方

法もあろうかと思います。今白石委員さんからお話しございましたけれども，そういった

ものもその手法の一つとして今後対応ができれば，その辺の見直しも全体の過程の中で対

応してまいりたいと思います。 

○仕分け人 ごめんなさい。納税のほうは要綱に書いてあるから，そう言わなきゃいけな
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いのはよくわかるんだけど，逆に１％が本当に納税活動に寄与してるのかどうかという測

定は難しいじゃないですか。もっと言っちゃったら，払ってない人はこれで払いましたと

いうのが出てきてたんだったらもう逆に書けばいいんですよ。でも，そういう話じゃない

じゃないですか。先ほどのお話だって。99％は社会保障だとか，道路だとか，いろいろな

ところに使われてるということは皆さんがご理解していただいて，納税していただいてい

るというほうが大きいですよね。皆さんの人件費も含めてだけど。そういうところをやっ

ぱりちゃんと伝えていかないといけないという話だったら納税課のほうとかが逆に言った

らしっかりと伝えていくべきことであって，皆さんのところはやはり，この地域活動の中

でこれがないと八千代の街がよくなんないんですよというお話とかを大上段にもう出して

いくしかないんじゃないかと思うんですけど，それは確かにそういう，セクションがそう

いうセクションだからね，納税は担当してるわけでは決してないから，だから，やっぱり

そこは出し方として見ると，このパンフレットにもそうで納税のことは余り書いてないん

ですよ。だって，そういうんじゃないんだから。だから，そこはやっぱり選択として見た

ときにはちゃんと出していかないと，なかなか間違ったメッセージに伝わっちゃうかなっ

ていう形だと思います。ストレートにもっとやっちゃったほうがいいと思いますけど。 

○仕分け人 ちょっと１点だけ，制度がちょっと疲労してきてるんだと思うんです。多分

やっている担当者の方も同じ団体にばっかりにいってるなとかというのはもう感じられて

いるんだというふうに思うんですけども，ほんとにその新しいニッチな社会的なニーズと

か活動とかを立ち上げたいって思ったときに，そういうのをそれこそここまで審査したり，

書類出したり，プレゼンしたりしてもらうんですよね。なんか。それだったら今ないもの

を立ち上げるときにこう手を差し伸べて，そういうところはフォローしてあげるっていう

んだったら多分納得できる方もいらっしゃるんじゃないのかなあ，というふうに思うんで

す。それは多分審査は大変だと思いますよ。なんですけど，それだったら私はちょっと納

得していただける方も多くなるんじゃないかなと。だから，他のところから補助金がもら

えるようなところにまたずっとそれを継続していけるための活動助成という形でこれが乗

ってくるのが，ちょっとなんか違和感があるという感じがします。 

○コーディネーター それでは，評価のほうに移りたいというふうに思います。市民判定

人の皆様からの集計をいただいております。仕分け人の皆様の判定をいただきたいと思い

ます。挙手によりご判断をいただきたいと思います。 

市民活動支援事業につきまして不要または凍結すべきだとお考えの方。お１人。国・

県・広域的な守備範囲だという方。八千代市実施すべき。ただし，改善が必要とお考えの

方。４人ということで。仕分け人の方の大多数は要改善という，こういうことでございま

した。 

要改善についてちょっと山根さん，コメントをいただけますか。 

○仕分け人 何度かお話はしているとおり，課長さんもお分かりなところなんだと思うん
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ですけど，事務の精度としては非常に先ほどもお話ししててもすごい精度が高く確認とか

もされてるのかなというふうに思いますから，それは確かにそういう形のところ，執行緊

縮をするということで非常に細かく見られてるのかなというふうに思うんですけれど，や

はりコンセプトが手法とすると１％というとなかなかいいような形に聞こえるので，皆さ

んの住民の方の意思を尊重してますよっていうふうに伝わるんですけれど，実態が伴わな

くなってくるとやっぱりそこを見分けるのは皆さん方のお仕事になると思うので，そこら

辺はうまく出す。いや，別に僕は野球が悪いと言ってるわけでは全くないんですけど，た

だ，それは大きい金額でいつも一定額になっているとやっぱりマンネリ化してるのかなと

か，そういうのは大体どこも同じような形なので，それに逆に言うとしっかりと取り組む

という形は，主管課さんの役割としてはほんとにあるかと思うので，６年間で１回とか言

わず，結構絶えず事業的には見直しをしていくような形をしていかないと難しいのかなと

思いますので，そういう意味で要改善というふうにしました。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

少数意見ですけども，不要または凍結という白石さん。ご意見をお願いします。 

○仕分け人 これ，私，さっき申し上げましたように制度目的の片一方側が実態として市

がやらなくっても年金福祉事業団で，年金機構でちゃんと差っ引いて引いてくれてると。

だから，市民があえてそれだと指定しなくても納税はちゃんとなされると。これは消えて

ると。あとは事業のほう。事業のほうはほんとに必要なら別途制度を作ればいいじゃない

かと。今は例えば創業支援制度なんてあるじゃないですか。ああいうようなものを新たに

作っていく，団体の事業として審査をしっかりやって，つけていきゃいいじゃないかとい

う気がするんですよね。だから，下手な名目をつくらないほうがいいんじゃないかという

のがね。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

市民判定人の皆様の評価の集計をご報告申し上げます。14人の方に評価をいただいてお

ります。不要・凍結とお考えの方が５人。要改善とお考えの方が９人ということで，最多

数は要改善ということですが，ちょっと厳しい結果じゃないかなというふうに思います。 

コメントを幾つかご紹介申し上げますけども，制度としてはいいのかもわからないけども，

中身に問題があると。また，審査が正しく行われているかちょっと疑問が残るということ

でございました。それから，354万，これ議論の中にもありましたけど，354万の支援に対

して人件費が1,700万かかっていると。この効率の悪さといいますかね，どちらかを節約

すれば市民からの１％という，わざわざそれをやらずに何か出せるのではないかと。それ

から，社会貢献の団体なのか，趣味のサークルなのか定義が曖昧であるという，こういう

ご意見もございました。また，その他改善の中でも幾つかのご意見はあると思います。ま

た参考に後日していただきたいというふうに思います。 

トータルしてちょっと整理をいたしますけども，途中でも申し上げましたけど，やっぱ
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り今市民判定人の皆さんのご意見もありましたけど，市民全体の活動をサポートする事業

に特定するのか，特定の人たちの活動を支援することを目的にするのか。ちょっと曖昧な

のかなというふうに思います。１％の希望とはいえ，これ途中の議論でもあったかと思い

ますけど，一度収納したらこれ税で公金ですから，あくまでも支出決定する最終責任は行

政の皆さんにあるわけで，いや，市民の方が希望したから配ったんですよという説明はや

っぱりおかしいと思うんですよね。一度税で収納しちゃってますから，やっぱり支出は公

金として支出をするわけですから，それなりに客観的な具体的な説明がないとやっぱりお

かしいのかなというふうに思います。 

それから，これも途中で申し上げましたけども，特定のこういう活動をする団体に支援

するのはやっぱり寄附という，税金を払う前に寄附するという，直接ＮＰＯに寄附すると

いう仕組みがあって，寄附をすると税が減免されるという制度もありますので，特定され

るようなグループへの補助はちょっとやっぱり再考されたほうがいいのかなというふうに

思います。 

そこらも踏まえて，ぜひ見直しを進めていただきたいと思います。 

 それでは続きまして。 

○傍聴人 すみません。見学者の意見は。 

○コーディネーター すみません。ちょっと忘れました。判定人の方，ちょっと待ってね。

判定人のからちょっと先に聞きます。判定人の方，何かこれでこの事業でご意見。 

○市民判定人 僕は軌道修正というふうに出したんですけど，よく考えてみると，350万

円の支援だけするのに1,800万かかるんであれば，人件費がですね，これは人を職員を確

保するためにやってる事業と言わざるを得ない。実際には350万，それも公共的かどうか

もよくわからないものに出すために本当に1,800万もかかるんであれば，職員を確保する

ために何らかの方法でやってると見られてもおかしくないと思います。 

○コーディネーター ありがとうございました。じゃ，傍聴者の方で。はい。どうぞ。 

○傍聴者 この参考資料の１ページ，２ページをごらんください。団体名の名前をまず，

このごちゃごちゃっと小さい図で書いてある。この団体は歴史がありまして，これらは。

従来ですね，10年も20年も前から補助金ということで市役所さんからいただいてたんです

よ。例えば八千代市川柳連盟ですと大会がありまして，その大会費用とか。そうしますと，

従来，５年ぐらい前まで徐々に徐々に補助金を削られたんですよね。それでついに１％支

援制度というのに変わっちゃったんですよ。衣替えしたんですよ。だから，仕分け人さん

も判定人さんも趣味の団体に入ったことないんですかね。そういう経緯があるんですよ。

補助金が衣替えして１％支援制度に変わったんですよ。 

○コーディネーター なるほど。 

○傍聴者 それを知らんのですかね。他の前にいる人は。 

○コーディネーター いや。そういう意味で申し上げたんではないので。 
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○傍聴者 それでそういう経緯を踏まえて趣旨がどうのという，それを誰も言わない。従

来１％制度になる前の経緯を誰も言わないのはおかしいから僕が発言しました。以上，終

わります。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

○仕分け人 いいですか。 

○コーディネーター はい。どうぞ。 

○仕分け人 その趣旨は最初から行政が説明してくれないと判定人も仕分け人もわからな

い。入ってるのか，入ってないというのは別次元の問題ですと私は思います。 

○コーディネーター ありがとうございました。我々が申し上げたのは，この１％の補助

で支援すべきなのか，そもそもその文化活動やスポーツ活動という活動に支援をするのか，

ここは行政サイドで明確にしたほうがいいという，こういうご意見は申し上げております

ので，ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 それでは，続きまして市民活動サポートセンター運営管理事業について入りたいと思い

ます。事業概要についてご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。 

○市職員 それでは，引き続きまして，市民活動サポートセンター運営管理事業につきま

して，ご説明をさせていただきます。 

 市民活動サポートセンターでございますが，八千代市市民活動サポートセンター設置及

び管理に関する条例に基づきまして市民の皆様に自主的で営利を目的としない社会に貢献

する活動，所謂市民活動の支援を目的として設置している公設・公営の施設でございます。

平成14年度に市内の村上地区のショッピングセンターフルルガーデン八千代内に初めて開

設をしまして，その後，平成18年度に現在のゆりのき台５丁目に移設をいたしたところで

ございます。 

 施設の基本的な機能といたしましては，主に交流支援，活動支援，情報支援の３つの機

能がございます。交流支援といたしましては，市民活動をされてる方や市民活動を始めた

い方の交流の場として交流サロンを設置している他，市民活動サポートセンター祭りなど

の交流事業によりまして市民活動の連携を促進してございます。 

 活動支援といたしましては，打ち合わせや軽易な会議のためのフレキシブルスペースや

資料やチラシなどを作成するための印刷機，コピー機などの事務機器を備えたワーキング

コーナーを設置いたしまして，事務的な活動の場を提供している他，市民活動に関するご

相談にも対応しているところでございます。 

 次に，情報支援といたしましては，情報，展示コーナーの展示パネルやパソコン，市民

活動サポートセンターホームページなどで団体情報やイベント情報，補助金情報などを紹

介しておりまして，市民活動に関する情報収集と情報発信の場を提供しているところでご

ざいます。 

また，これらの基本的な機能に加えまして，市民活動サポートセンターの登録団体で構
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成されております八千代市市民活動サポートセンター運営委員会と協働いたしまして団体

のスキルアップのためのマネジメント講座や市民への市民活動の啓発を目的としたＮＰＯ

フォーラムの開催。さらには広報紙，市民活動サポートセンターだより「わ」の発行など

さまざまな事業を設定実施しているところでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 ちょっと議論のベースとなることについて私から先にご質問申し上げますけども，先ほ

どの団体の支援のところでも出てきましたけども，ここで言う市民活動のグループという

のは先ほどの１％の事業で支援してた団体，ああいう団体も市民活動団体というふうな定

義でよろしいわけですか。 

○市職員 そのように考えております。 

○コーディネーター わかりました。それでは，仕分け人の皆様からご質問，ご意見等い

ただきたいと思います。 

 はい。どうぞ。 

○仕分け人 それでは，ちょっとこのサポートセンターの役割を簡単に確認させていただ

きたいんですが，これ参考資料の39ページとか見ますと，これ交流の支援と活動の支援，

情報の支援ということになってますけれども，交流の支援というのはこれ箱物としてある

わけですよね。このスペースが。そこを使って自由に交流してくださいというような形で

やられてるんだと思うんですが，この活動支援の中で相談にも対応しますということ，市

民活動に，書いてあるんですが，これって実際どのくらい相談とかってきているのでしょ

うか。 

○市職員 平成25年度の相談件数の実績でございますけれども，15件でございます。 

○仕分け人 ごめんなさい。ちょっと今聞き漏らしたんですが，何年度ですか，25年。 

○市職員 25年度です。 

○仕分け人 25年度で。25年度で15件というと実質ほぼきてないというか，状況だと思う

んですね。稼動してるという意味だと非常に少ないなと思います。あれなんですかね。例

えばこれ，その隣のページ，52ページ，参考資料を見ますと，これ利用状況のとこでフレ

キシブルスペースというところで見ると，これはトータルだと土日祝日が25.7％，トータ

ルだと稼働率が17.6％ということで，こう言っちゃあれですけど，かなり使われていない

状況かなと思うんですけれども，実際この低い状況というのは，これ施設を建てたのは18

年，平成18年ということですよね。それから，この稼働率というものの推移というのはど

うなっているんでしょうか。 

○市職員 まず，この稼働率の算出の方法なんですけれども，私どものほうでは利用コマ

数を１時間ということで考えまして，その１時間に利用があれば稼動したということで考

えているんですけれども，ちょっと曜日によって変わってくるんですが，大体１日12時間，



－69－ 

12コマありまして，その中で１コマ利用があれば12分の１ということで計算しているとい

うことで，ちょっと分母がかなり大きくとってありますので，ちょっとこの低い稼働率に

なってしまったんですが，これを稼動日数に変えますとまたちょっと数字が変わってきて

しまうんですね。そういったことについては。 

○仕分け人 ただやっぱりコマ数でとるかどうやって切り取るかということで当然取り方

が変わってきて，もちろん１日単位で取れば１日，極端に言えば１人でも来てたら稼働率

が上がっちゃうわけですよね。そういう考え方というよりはやっぱりこれいろんな施設が

いろんな目的のもと施設が建設されているわけですけども，この施設ってほぼこのコミュ

ニティの活性化だとか，その市民活動をやる場として設置をしたわけですね。そういった

意味ではやっぱり時間単位でどうやって切り取るかは別として，やはり使われていない状

況なのかなというところは思うんですね。 

ちょっとそのつながりでお話しを伺いたいんですが，実施の背景というもとの説明資料

の12ページの実施の背景というところで，平成12年度に実態調査を実施して，多分このこ

ろからそういう市民活動団体の支援の環境整備をしなければという意識があって，12年度

に実態調査を実施して，その後，市民活動サポートセンターの検討委員会というのを立ち

上げて，平成18年にできたと思うんですが，こういう需要というのは，稼働率は今低い状

況だけれども，そういうニーズというんですかね，そういったものはこの調査の中ではど

う分析してたのかなというところを，お聞きできればと思うんですが。 

○市職員 その施設前の話なんですが，建設に当たりまして，事前に団体のほうにアンケ

ートを取っている，市内の140団体程度にアンケートを行っていると。そういった中でそ

の団体さんが活動していく中で抱えている問題点ですとか，課題，そういったものをくみ

上げて，そういったものを解消できるようにということでこの施設を立ち上げたところで

ございます。 

○仕分け人 ただ，18年度からやってみて現実的に見たらなかなか稼働率がないわけです

よね。そういうところでこういう施設の稼働率を上げる取り組みというのは何か具体的に

しているんでしょうか。 

○市職員 すみません。これまではどちらかというとサポートセンターで実施していた事

業とかイベントごとの周知にとどまっていたところなんですけれども，施設そのものの周

知が足りないんじゃないかということは担当課としてもちょっと認識しておりまして，今

後はちょっと力を入れていきたいというふうには考えております。 

○仕分け人 それっていうのは施設自体の問題というのは立地的なものとかでわからない

とか，そういうとこなんですかね。その原因というのは。施設の問題とおっしゃられたと

思うんですが。 

○市職員 市民活動を実際されている団体の会員におかれましては，サポートセンターの

存在というのは認識をしていただいていると思うんですが，一方，市民活動に関わりのな
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い市民の方々で，やはり市民活動サポートセンターの存在の認知度と申しますか，そうい

ったところが低いのかなと。市民活動サポートセンターはご案内のとおり市民活動をされ

ている団体のそのいろいろな活動のサポートをする場ということもございまして，その辺

でやはり私どもの情報の発信提供がうまくいってない関係で認知度が低いのかなというふ

うに認識しております。 

○仕分け人 それであればやっぱり広報活動をもっとするとか，抜本的にやっていかない

とこの稼働率でなかなかこの施設をこの目的だけでもってやっていくということが非常に

財政が厳しい中で，これずっとどこまでやっていけるのかなというところがちょっと疑問

なんですよね。ちょっとまあ，他，必ず施設がなければできないことかというと，他のと

ころでやりようというのがあるんじゃないかと思うんですが，そこはどうお考えでしょう

か。 

○市職員 現状はあくまでも市民活動をサポートする施設として単独で建設している経緯

がございます。しかしながら，今お話にございましたとおり，今後八千代市の財政状況等

を踏まえた中で公共施設，市民活動サポートセンターもその１つになるかもしれませんけ

れども，市全体の公共施設の再編と申しますか，あり方，その辺が今後検討，検証を進め

るような形で八千代市が動いていると。そういう状況の中で市民活動サポートセンターの

稼働率等を踏まえた中で，このままでいいのかというものも，その公共施設全体の再編の

検証，検討の中でちょっと検討してまいりたいというふうに考えます。 

○コーディネーター 現地というか，このセンターには職員さんが常駐しているんですか。 

○市職員 はい。再任用職員が常駐といいますか，週によるんですけれども，常駐してお

りまして，あと，それに合わせて市民活動相談員が常時一，二名おります。 

○コーディネーター そうすると，市民活動相談員さんか再任用の方か誰かしらが必ずそ

こには１人いると。 

○市職員 そういうことです。 

○コーディネーター それでちょっとさっき森田さんのご質問の内容でちょっと気になる

んですけど，その相談員さんという名目でここにも書いてあるけど，年間400万払ってい

て，その方が受けてる相談が年間15件しかないと。このことについて費用対効果という観

点から15件の相談に400万かかるっていうのは，これはなんか別の方法もあるんじゃない

んですか。相談があるという方が問い合わせがあったら相談員を派遣するとか。 

○市職員 すみません。相談，ここで先ほど申し上げました15件というのは主だったもの

を算定しますと15件ということで，その他例えば諸々の，例えばチラシのつくり方だとか，

パソコンをどう使うのかとか，そういったことのご相談になりますともっと無数に数は増

えます。すみません。それから先ほどちょっと私のほうから説明すべきだったんですけれ

ども，稼働率なんですが，これはやっぱりフレキシブルスペースということで会議室につ

いてのみの稼働率になっております。ですので，センター全体の稼働率となりますともっ
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とこの数よりは増えることになります。このフレキシブルスペースは２階の30人入れる会

議室についてのみ書いてあるんですけれども，１階は交流サロンということでもっといろ

んな方が印刷だとか，コピーだとか，資料づくりだとか，そういったことで頻繁に作業し

てセンターのほうをお使いいただいておりますので，ちょっとこのフレキシブルスペース

の数字だけをちょっと見ていただくとこうなってしまうんですけれども，実際にはもうち

ょっと多いということでご解釈いただければと思います。 

○仕分け人 ちょっとお尋ねするんですけど，サポートセンター利用者数というのが目標

値が7,000に対して6,664人，平成25年度という数字，この6,664人というのはサポートセ

ンターに登録のある団体の人数を全部足したらこの人数になるということですか。その利

用者を来た人をカウントしているんではなくて，登録団体の会員数ということですか。 

○市職員 今のご質問でございますけれども，登録団体の会員数ではなく，実際にサポー

トセンターを利用していただいた方の合計の数です。 

○仕分け人 じゃ，１年間にあそこに来た人が6,664人いたと。 

○市職員 そういうことです。 

○仕分け人 これ事業費，先ほど人件費の話がちょっと出ましたけど，事業費をサポート

センターの利用者数で割ると3,000円ぐらいかかる。だから，一遍市民が行ったところに

3,000円渡しているようなものですよね。その場で。そういうふうな感じにちょっとなっ

ているって。じゃ，これはもう行った，実際に訪れた人の数値ということですね。 

○市職員 そういうことです。 

○仕分け人 もうちょっとここの事業シートの12ページを見て。コストのところの事業費

のところで賃金が400万と載ってますよね。その下に臨時職員等で1.8人で440万って書い

てあるんですけど，これはこの上の賃金とは別でということで考えていいんですか。 

○市職員 この事業費内訳のここに書いてある賃金はあくまでもその相談員の賃金という

ことで409万計上しています。それとは別に担当正職員ということで私の担当ということ

で入って，あとは所長ですね，の人件費になります。臨時職員につきましては再任用職員

が２名おりますので，その者たちの1.8人分をここに計上しているというところでござい

ます。 

○仕分け人 基本的にはほぼその正職員さんのほうでやることって，あそこ，昨日私も三

宅さんと行ったんですけど，行かれるんですか。いや，多分行かないことはないと思うん

ですけど，１年のうち所長と担当の職員さんがずっとあそこに，ずっとというか，頻繁に

行かれることは結構あるんですか。 

○市職員 私，課長がサポートセンターの所長を兼ねておりますが，月１回程度です。実

際行くのは。それとは別にサポートセンターでご説明の中で申し上げましたけれども，い

ろいろな事業をやってる関係で，どうしてもその事業を実施するにあたって現地にいる再

任用職員，あるいは相談員だけでは手に負えないところがございます関係で，その助けが
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生じ，必要が出た場合につきましては私どものほうがサポートに入るというような形でご

ざいます。 

○仕分け人 それはサポートですよね。だから，多分そんなに1.0も入るのかなと思うん

だけど。 

○市職員 すみません。ちょっと補足しますと，単なる施設の建物の管理であれば，臨時

職員だけで何とかなるんですれけども，所謂そのイベントごとですね。その講座ですとか，

フォーラムですとか。そういったものにつきましては，やはり私が中心になってちょっと

動かなきゃいけないところもありまして，またそれに加えて団体さんとは頻繁に協働で実

施しているものですから，会議や打ち合わせを行うんですが，どうしてもやはり夜間，所

謂時間外ですね，に会議を行うことが多いものですから，ちょっとこの人件費となってお

ります。 

○仕分け人 わかりました。それで実際にあそこを使っている団体さん，登録団体として

はこれだけの数があるんだけれども，利用実数，実態の団体数としては延べだとどういう，

延べというか，どれぐらいの団体が実際にはゆりのき台のあのセンターのところで使って

いるんですか。大体でいいです。それだけ携わっているというんだったら大体わかるんじ

ゃないかと思って。 

○市職員 年間ですか。 

○仕分け人 １回でも使えば１カウントでいいんですけど，１団体１回でも使えば。全部

使ってるんですか。 

○市職員 そうですね。大体１日平均10団体ぐらいはいらっしゃっていると思いますので，

大体稼動日が300日ぐらいだとすれば，3,000。 

○仕分け人 3,000という形ですけど，ここに登録してる団体で使わないところはほとん

どない。 

○市職員 そうですね。すべてが頻繁にいらっしゃってるわけではないんですけれども，

やっぱり常連さんはしょっちゅういらっしゃって打ち合わせをしたりということはしてお

ります。 

○仕分け人 私が気にしてるのはその常連さんだけになってないですかということ。 

○市職員 決して特定の偏った団体さんだけがお使いいただいているというわけではあり

ませんので，一応。 

○市職員 サポートセンターの利用でございますけど，登録をしないと，所謂登録されて

ない団体は使えないかと申しますと実際は使用していただいています。 

○仕分け人 使用しているんですか。 

○市職員 はい。登録しないから使えないということではなくて，登録しているメリット

は多少あるんですけれども，団体の登録をしない場合においても市民活動の一環の事業等

を行っている団体さんにつきましては，市民活動サポートセンターは利用はしていだいて
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いる状況でございます。 

○仕分け人 それで，そこの場所なんですけど，私，昨日行って，先ほどの三宅さんの話，

真ん中，ゆりのき台って真ん中，市のど真ん中ということでどこからも行きやすいのかも

しれないんですけど，何であそこの場所を選んで，前のところから何でこちらのほうに移

ったのかという経過というのはわかりますか。 

〇市職員 経過でございますけれども，一番初めの説明の概要でもご説明申し上げました

が，平成14年度に新たに開設して，そのときには賃借，賃貸をしまして，年間790万円ほ

どの賃借料を払っていたと。その後，財政状況等々もあろうかと思いますが，平成18年度

に現在のゆりのき台の５丁目に移設したんですが，たまたま行政側のあの５丁目の用地に

つきましては，不動産業者の開発行為に伴いまして集会所用地として市が移管を受けた用

地がございました。その用地の有効活用を検討していく過程の中で，地元ゆりのき台地区

のあの自治会の皆様と市とでいろいろ協議をさせていだたいて，結果的にゆりのき台地区

に集会施設がなかったものですから，その土地を活用してということで現状のその５丁目

に移設をしたと，そういう経緯でございます。 

○仕分け人 ２階に連合会の事務所があったのはそういうことなんですよね。多分。先ほ

ど集会所の話をしてたんですけど，その前に。集会所の話もあるし，支所の話もあるんで

すけど，その施設として見たときに例えば他の勝田台とか，他のところの人たちは公民館

を使うということが大体多いのではないんでしょうか。それはいかがですか。 

○市職員 市民活動サポートセンターは今お話がありましたけれども，一応八千代市の中

心のゆりのき台地区にある施設です。それで，八千代市は地域を７つの地域に分けてござ

います。市民活動サポートセンターにつきましては，どこの地域のサポートセンターとい

うことじゃなく八千代市の。 

○仕分け人 ごめんなさい。それはさっきのでわかるんだけど，そうじゃなくて実態とし

て見ると，使ってる方はそこの近くの人が多くて，逆に遠い人たちはそれぞれの公民館の

ところで活動してたりということが多いんじゃないんですかということです。 

○市職員 すみません。生数値は持ってないんですが，感覚論になってしまうかもしれま

せんけれども，サポートセンターをお使いいただいている市民活動をされている団体の皆

様は，各地区にまたがっていると。それで，どちらが多いかといえば近いところの団体さ

んのほうが多いかと思いますが，必ずしも勝田台ですとか，八千代台ですとか，離れた地

域の団体の皆様がお使いになられてないということはない，というふうに認識しておりま

す。 

○仕分け人 最後に全体のところの全市的な事業のところしか使えないわけではないんで

すよね。 

○市職員 それは全市の市民活動ということではなく，団体の目的が市民活動をされてる

団体であれば利用は可能でございます。 
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○コーディネーター ちょっと論点をそもそものところにちょっと戻させていただきます

けども，そもそも市民活動を活性化するために市民団体をサポートするという目的がこの

センターの設置目的ですよね。これは昨日も今朝もずっと申し上げているんですけども，

そのハード，施設があるということと，そこで実施する事業にどう効果があるということ

は，これは整理をしてご説明をいただく必要があるんですけど，なかなか昨日からずっと

このあんまりうまくご説明いただけないんですけど，この施設で皆さんがＮＰＯや活動団

体をさまざまな形でサポートして，具体的には人件費をあわせると年間2,000万近くを投

入して数年間活動した結果，市民活動が具体的にどう活性化したのか。これがこの事業を

今後どうするかという材料になると思うんですね。そこは具体的に何か市民活動，この施

設ができてから数年間の間に市民活動がどう活性化したか。活性化したというのを市民の

方に説明するための定量的な具体的なこのデータというのはあるんでしょうか。ここの資

料についてる講座やフォーラムの参加人数だとか，団体交流会の参加人数がその成果だと

すれば，そんなに効果は出てないですよね。やっぱり市民活動が活性化したんだと。毎年

数千万かけて，税金を数千万投入したんだからこう活性化したと。こんなに市民活動が盛

んな街になったというのがここにないと，やっぱり税金を負担してる市民の方は自分たち

の負担した税金が効果があったのかなという疑問が出ると思うんですけど，何かここに書

いてないこの活性化したという指標はあるんでしょうか。 

○市職員 確かにおっしゃるとおり数字ではお示しはしていなんですけれども，登録団体

に限れば新規の団体さんが増えていると。近年やはり市民活動団体の会員さんも高齢化な

どによって解散をされたりとか，そういったこともだんだん増えてきているんですが，登

録団体数に限ればある程度の規模ずっと維持をし続けている。 

○コーディネーター うん。だから，例えば登録団体数のその活動の活性化の指標であれ

ば何年前は何団体だったんだけど，だんだん増えてきて今何団体になりましたって，こう

いうご説明をしていただければいいんじゃない。そういう具体的にどのぐらい増えてるの。 

○市職員 登録団体の推移でございますが，今データが平成22年度が過去においては少し

しかないんですが，105団体だったものが平成26年度で，すみません，数が３団体の増加

になるんですが，108団体でございます。 

○コーディネーター だから，やっぱりちょっとその団体数，ここの比較参考値のところ

に周辺の市の団体数が書いてある。ということはやっぱり団体数というは１つの活性化の

全てじゃないけど，１つの指標だと思うんですよ。それをこういうところに載せていただ

くということと，それから，なぜこれだけ活動を支援して，こんないい施設でこんなに手

厚く支援をしているのに３団体しか増えてないのか。ここはやっぱり検証して分析をして，

何か団体の活動をしてる皆さんに活動上の課題や支障があるのか。新たなＮＰＯが発生し

ない，生まれてこない課題はどこにあるのかってその分析をすべきじゃないかなって思う

んですけど，いかがでしょう。 
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○市職員 先ほどのお話がありましたが，センターそのものの周知もちょっとされていな

いといったところですので，ぜひそういったところに力を入れていきたいといふうには思

っております。 

○仕分け人 ちょっといいですか。多分，それじゃないと思う。もう何年もやってるんだ

から周知という話じゃなくて，そもそものことだと思う。だから，もっと他の自治体のや

つをよく見たほうがいいと思うし，どこも大体抱えている課題は同じ。広報がって言っち

ゃうと簡単なんだけど，広報すれば伝わるわけじゃなくてだれもやるわけじゃ全然ないん

ですよ。こういう活動って。やっぱり腰が重いわけだから，それをどういうふうに動かす

のって話をやっぱりしっかりと考えないといけなくて，そこに逃げちゃいけないと思うん

ですよ。 

 もう１つは，その広報がというよりも，この団体のところとよくお話はもうされてるん

だと思うんですけど，新しい団体とかになぜそういうふうに遅くなったのかとか，古い団

体さんとばっかりつき合ってても，逆に言うと生まれてこないですよね，こういう。 

 それともう１つ，中間団体というのはないんですか。ＮＰＯの支援をする。 

○市職員 八千代市内にはその所謂中間支援組織というもので大きい団体さんというのは

今のところはない状況です。 

○仕分け人 最初から大きいとこはどこもないので，つくっていくとか，この中の人たち

の中からこういうことって必要だよねっていう形になっていったら，その人たちの何人か

がこう組織を連合じゃないんだけれども，やってくとか。自分たちのやりたいことだけで

はなくて，八千代をもっといろいろな活動ができる市にしていきたいねって思う人たちが

やっぱり集まるような仕掛けとか，そういう話は多分そのためにお祭りとかもやってるん

じゃない。 

○市職員 一時期そういう機運が高まったことがあったんですが，現状まだちょっと形に

はなっていないという状況ですので，そういった方たちにはこのサポートセンター運営委

員会という会がありますので，そういったところといろいろ話をしながらということで現

状進めているところなんですが。 

○仕分け人 ただ，市役所のご担当の方が一生懸命やってるというだけでは絶対それは進

んでいかないから，そういうところをどういうふうに仕掛けてやっていくのかということ

はやっぱり団体さんとかの中のそういう話が全員じゃないとは思うんですけど，わかる人

たちとはやっぱりタッグを組んでやっていかないといけない話だと思うんですよね。 

○コーディネーター すみません。判定人の皆さん，評価シートのほうにご記入いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○市職員 今の山根委員さんからもご指摘のあった件なんですけれども，サポートセンタ

ー運営委員会という組織がございます。その組織は何かと申しますと，サポートセンター

に登録している団体の有志と申しますか，代表で集まっていただいて，その実際に市民活
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動をやられている方々と，あとは行政側で毎月原則１回，定例会というものを設けており

ますので，その定例会等々の議論の中で今までご指摘の件につきましても具体的にちょっ

とその辺でテーマを絞って今後続けていければというふうに思います。 

○仕分け人 あと，その運営のところにやっぱり直営でやってるからいいというわけでは

なくて，やはり指定管理とかやってる自治体もありますよね。それは多分ほぼそういう中

間支援組織のＮＰＯ法人のほうに委託をしながらという形で，そうすると今度団体数を増

やしていくというほうをやっぱり開拓，新規開拓だとかどうしていくのという話は逆に言

うと業務の中身としても出てくる，主体になってくるんですけど，多分いろんなことをや

りながらで一生懸命やられてても，多分そこまでの開拓までの話は逆に言うとやれない話

だと思うし，だからそういうところは工夫はしていかないと難しいのかなと。多分どこの

自治体でもこれはあるんですけど，それなりにやっぱり皆さん経験を踏んでて，一番そう

いう意味ではあとのほうでやるほうがやりやすいはずなんです。大体そんなに八千代でも

白井でも変わるわけではそんなにはない話なんで，ベッドタウンになっててという話とか。 

○コーディネーター そういう意味では先ほどのこの前の直前にやった１％のあの補助金

がありますよね。あの補助金をそうした市民活動の新たなＮＰＯの設置にも使えるように

するとか，こういういい制度があるのをやっぱり既存のレクリエーション団体じゃなくて，

本来のＮＰＯの支援にうまく活用するとか，そういう活用の方法はあるんじゃないかとい

うふうに思いますよね。ちょっと厳しい言い方かもわかんないけど，やっぱりパソコンの

使い方とか，印刷機の使い方をサポートするサポートセンターじゃなくて，やっぱりＮＰ

Ｏ本来の活動をサポートするやっぱりセンターであるべきじゃないかなと思うんですよね。

ですから，せっかくのいい環境があるんで，ぜひ生かせればと思いますよ。よろしくお願

いします。 

 それでは，評価のほうに移らせていただきたいというふうに思います。市民判定人の皆

様の評価は今集計をしていただいていますので，先に仕分け人の皆様の評価をいただきた

いというふうに思います。挙手により評価をいただきます。 

 市民活動サポートセンターにつきまして，不要または凍結とお考えの方，挙手をお願い

します。１名。国・県・広域的な対応が必要という方。八千代市で実施すべき。ただし，

改善が必要とお考えの方。４名。仕分け人の皆さんの大多数は八千代市要改善ということ

でございました。 

 コメントできれば。 

○仕分け人 もう言いたいことは出尽くしてるような感じはするんですが，指標の考え方

なんですけれども，登録団体数を増やすという指標はこれからなかなか難しい部分が，ま

して行政が直接やるというふうになると新たな分野の開拓とか，そういうのはなかなか難

しいんじゃないかなと思うので，先ほど山根さんが言われたやっぱりＮＰＯのプロみたい

な方の集団に，新陳代謝が必要なんだと思うんです。団体数は増えなくてもニーズにあっ



－77－ 

たようないろんな活動ができるというのが本来はそういうものがやっぱり一番いいんじゃ

ないかなというふうに思うので，その辺はいろいろちょっと検討していただいて，もし指

定管理で所謂包括的なＮＰＯ法人が館の運営もしてくださると維持管理が多分ぐっと落ち

ます。そういうふうなこともあるのでトータルでこれからの運営をどうするのかというこ

とも考えていただけたらなという意味で要改善とさせていただきました。 

○コーディネーター 少数意見，仕分け人の中では少数意見になりました不要という吾妻

さん。コメント。 

○仕分け人 先ほど意見の出ました来訪者１人に3,000円の商品券を与えているような事

業ですね。これ税金の本当の無駄遣い。この施設がどれぐらい面積があるのか私ちょっと

わかりませんけど，この程度の仕事なら公民館，あるいは市のコミュニティ推進課，これ

でできるんじゃないかと思います。それで不要としました。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 それでは，市民判定人の皆さんの評価結果の集計をご報告いたします。14人の方に評価

をいただいております。不要・凍結というご判断が９人。要改善という方が５人というこ

とで最多数は不要・凍結という，こういうご判断でございます。 

 コメントを幾つかご紹介申し上げますけども，やはり最後ちょっと私が申し上げました

けども，事務的なコピーや印刷のサポートをするなら公民館とか別の場所でできるんでは

ないかという，こういうことで本来のソフトの場所の提供なのか，ＮＰＯという活動のソ

フトの支援なのか，ここが明確ではない。そういうことから他の施設でハードウエア等に

ついては活用すればいいのではないかということでございました。ちょっと厳しいご意見

もありまして，コピーをするんであればコンビニでやればできるということでございます。

それから，あとやっぱり地域的に全市的なアクセスから考えたら，ちょっと便が悪いとい

うことでございます。それから，要改善という中では，コスト削減についての意識をもっ

と持ってほしいという，こういうことでございました。 

 総括的に，先ほどさっき最後にちょっと申し上げましたけど，やはりここがハードな，

交流の場所としての支援としての目的ももちろんある，１つとしては。だけど，メインは

やっぱり活動をソフト事業をサポートする場所ではないかなというふうに思うんですね。

ですから，そうした意味ではもう少しこのＮＰＯ活動の市民活動の専門的なサポートがで

きるソフトというか，そういうのを整えて，できるだけＮＰＯ団体が団体数が多いからい

いのかという問題はちょっと別にあるとしても，やはりそういう団体が自主的に生まれて

くるような，そういう環境にシフトしていくような，そういう環境をつくるべきなのかな

というふうに思います。 

 それと，やはり今日の市民判定人の方からのコメントによりますけど，やはりこのコス

トを見ると，やはりそれなりの成果が出てないと納税者の皆さんからいけばちょっと効果

が薄いのかなという印象をとらえると思いますので，ぜひその辺にも留意をしていただい



－78－ 

て，施設の再編については今後の課題だというようなご意見ではありましたけど，早急に

取り組めるところから取り組んでいただければなというふうに思います。ぜひ参考にして

いただきたいと思います。ありがとうございました。 

 判定人の皆さんからコメントをいただければと思います。もしコメントをいただける人

がいたら挙手をいただきたいと思います。よろしいですか。 

 傍聴人の方でコメントをいただける方，いらっしゃいますか。 

 はい。どうぞ。 

○傍聴人 すみません。傍聴人の意見聴いてもらえるとは思っていませんでしたけれども，

今日の判定人の方と仕分け人の方，昨日現場を見てもらったようですけど，サポートセン

ターにおいてはいいこといっぱい出てるんだけど，実態が全然備わってないですね。もう

半分の人員で。女性二人で十分だと私は思います。年配の人はなんか２人ぐらいたまにい

ますけども，市のどこかの係で私なんか一緒に活動した人がなんかいなくなったなと思っ

たらあそこに来てるんですね。あのサポートセンターのＮＰＯ法人をやるって相当の技術

を持ってる人がいないと，あそこはますます活性化しないと思います。一般の人であそこ

に留守番，留守番程度でコピーと印刷機程度になっちゃうというのが実態だと思います。

強く感じましたんで，あえて発言させていただきました。申しわけありませんでした。 

○コーディネーター ありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。 

 どうぞ。その後ろの方。 

○傍聴人 サポートセンターはしょっちゅう使わせていただいている者なんですけれど，

サポートセンターと公民館とまるで違うところは印刷ができるということなんです。もし

公民館で印刷ができるような形でしたら公民館は市内に９つありますから，地域の人にと

っては便利になると思います。それと，あと，ただし，公民館も緑が丘公民館，それから，

それに類する生涯学習プラザ以外の公民館はどこも汚くて，またスペースがサポートセン

ターほどないと思いますので，そういう意味では今のサポートセンターは利用している者

にとってはすごく使い勝手のいいスペースだとは思っております。以上です。 

○コーディネーター ありがとうございました。そういう意見も踏まえて再考していただ

き。 

○傍聴人 すみません。１つだけ追加させていただきます。私は運営委員会に入ってやっ

てるんですけれども，サポートセンターの運営委員会ですね。もし，あそこの場所がなく

なったらそういう市民からの運営委員会ができるだろうかということ。そして，そこで広

報を出したり，センター祭りをしたりして市民活動団体の交流も図り，皆さんからのご意

見もいろいろ伺ったりするんですけれども，そういう機会が，場所がなくなると，なくな

るんじゃないかと。その点を心配しております。よろしくお願いします。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 それでは，以上をもちまして市民活動支援事業並びに市民活動サポートセンター事業を
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終了とさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 
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＜１－７ 少年自然の家運営事業・青少年施設運営管理事業＞ 

 

○コーディネーター ここで再開をさせていただきますが，判定人の皆様，次の事業なん

ですけれども，少年自然の家運営事業という事業と青少年施設運営管理事業という「ガキ

大将の森」キャンプ場とか２つの施設，少年自然の森と「ガキ大将の森」ですか，これ２

つに分かれているんですけれども，評価は別々にしていただきます。議論は一緒に合わせ

て議論をさせていただきますが，評価のほうは一緒にさせていただきますので評価シート

のほう，自然の家と２番のほうとで分けて提出をいただきますよう，お願いいたします。 

 それでは，事業番号７番，少年自然の家運営事業並びに青少年施設運営管理事業につい

て作業に入ります。事業概要についてご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。 

○市職員 それでは，よろしくお願いします。少年自然の家運営事業のほうについてご説

明させていただきたいと思います。資料のほうですが，施設利用実績というものを入れさ

せていただいたんですけれども，ありますでしょうか。大丈夫でしょうか。少年自然の家

運営事業に関して施設利用実績というものを入れさせていただいたんですけれども。 

○コーディネーター 参考資料というものの43ページのものですね。 

○市職員 そうですね。じゃ，よろしくお願いします。 

 それでは，私のほうから少年自然の家の運営事業の概要説明をさせていただきたいと思

います。すみません。それでは，初め，ちょっと自己紹介をさせていただきたいと思いま

す。私，少年自然の家の所長の北林と申します。よろしくお願いいたします。 

 それから，あと所員のほうですが，１名，阿部という，主査の阿部と，それから日下と

いう者と３名で来させていただいております。よろしくお願いいたします。 

 それでは，運営事業のほうの説明をさせていただきたいと思います。施設利用実績のほ

うを見ていただくと一番わかりやすいと思うんですが，運営事業は大きく２つの事業に分

かれています。 

 一つは一番目，小中学校及び少年団体等受け入れ指導，これが一つめです。 

 二つめが（２）の主催事業というものです。本施設は，一番大きな役割は小中学校のセ

カンドスクールということで，学校の中では体験できない学習をセカンドスクールである

少年自然の家のほうに来てもらい，そこで宿泊学習や体験学習を通して子供たちの心を育

てていくということで行っております。それに関しましては利用実績のところにも書かせ

ていただいておりますが，宿泊学習もあります。それから日帰り学習もあります。それか

ら自然体験学習ということで，さまざまなプログラムの体験学習を行っています。そうす

ることによって子供たちの情操を豊かにしたり，社会性を育てていくということが一番大

きな目的でございます。これに関しましては学習指導要領の中にも書かれていますし，本

市の教育振興計画の中にも位置づけられているものでございます。平成25年度の実績を申

しますと，プリントを見ていただけるとわかるんですけれども，小中学生，４，５，６年
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生，これが55件6,274名宿泊の学習をしております。それから，日帰りが４件358名でござ

います。この日帰りに関しましては小学校の１，２，３年生の，小学校の１，２，３年生

は宿泊をしないので日帰り学習ということです。上の6,274というのは，八千代市内の４

年生以上の小学生は全員毎年来ていただいているということになっていますので，例年こ

の人数は横ばい，同じような人数で来ていただいています。中学生に関しましては各学校

の教育課程に応じて，必要に応じて来ていただいているということで，中学校は大体全校

の半分くらいの数の中学校が宿泊に来ていただいています。合計しますと本市の小中学生

7,668名ですね，昨年度は来ていただきました。 

 それから，その他の少年団体等受け入れ指導というところなんですけれども，小中学生

の入所が，まず第一なんですけれども，そこに入ってもらって開いた日を利用して，その

他の少年団体に利用していただいています。少年団体というのは，例えば学童保育である

とか子供会，市子連キャンプ，ＹＬＣ，夏休み日本語教室であるとか，あと民間の福祉施

設なども空いた日を使って利用していただいております。昨年度は737名，少年団体とい

うことで来ていただいています。本市の少年自然の家の一番大きな利点というのは，実は

指導員が３名いるんですけれども，３名は八千代市の小中学校の教員が指導員をしており

ます。ということで他の，ちょっと施設と違うのは，入所がある場合に学校さんの先生方

に来ていただいて，そこで細かい計画の練り合わせをします。どんなプログラムを入れた

らいいかとか，どんなお子さんがいてどういう指導をしていったらいいかとかということ

をやっていきます。それを十分に共有した上で当日子供たちの指導に当たれるので，本当

にきめ細かな指導ができているというのが本施設のいいところかなと思います。あと，こ

れもなかなか少ないんですけれども，市内に自然の家がある関係で，万が一の場合，お子

さんが具合が悪くなったとか，４年生というのは初めてのお泊りなので，いろいろな状況

が起きたときに家庭と迅速に連絡がとれるということも利点かなと思います。子供たちへ

の指導や安全面を考えると，これ以上ない体制かなというふうに私も感じています。 

 それから，あと市内にあるので，バスを委託でお願いしているんですけれども，交通費

がかからずに利用できるので，保護者への経済的な負担も少ないほうかなということで思

っております。 

 それから，それ以外の運営事業としまして，２番目の主催事業ということで，これは小

中学生だけではなくて市民の方にも利用していただこうということで，プラネタリウムの

一般公開や野草に親しむ会であったり，星空を見る会であったりというものを企画してお

ります。昨年度を見ると1,768名利用していただいたということですが，こちらのほうは

広報をこれからもして，数が増えていけばなということで考えております。その他野鳥観

察室であるとか野草の植物園であるとか，ここは一般の方が自由に開所日は入っていただ

けるという施設で，全ては人数に入っていないんですけれども，大体年間１万2,000くら

いの人が利用していただいているかなというところです。全体の大体の概要としては，こ
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のとおりだと思います。また，何かご質問等があったら，おっしゃってください。よろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○コーディネーター 青少年の森も，ちょっと続けてご説明いただいて。 

○市職員 では，私のほうから「ガキ大将の森」キャンプ場のほうの説明をさせていただ

きます。まず私が青少年課課長の小松といいます。隣におるのが椎名主査でございます。

左の後ろにおるのが板橋主事でございます。 

 早速ですが，設置の目的としまして「ガキ大将の森」は，事業シートの，すみません，

17，18，19ですか。それから施設シートのほうは，すみません，55ページになります。 

 まず，設置の目的です。「ガキ大将の森」は野外活動を通じて自然体験や生活体験をさ

せて子供たちが友情の絆を深め，少年リーダーとしての指導力を身に着けることが青少年

の健全な育成に必要であるということから，昭和61年７月に開設されました。キャンプ場

内は自然の山林をそのまま活かした斜面緑地の中に，昭和60年に開催されました「つくば

科学博覧会」の宿泊施設として使用されましたきのこ型の宿泊棟を購入いたしまして，部

屋へははしごを使って出入りし，原始的な木上生活が味わえることやかまどで火おこしで

の炊事体験ができまして，子供から大人まで楽しんでいただいております。また植物や昆

虫の観察もでき，子供たちの冒険心をそそる市内唯一のキャンプ場であります。施設概要

につきまして，所在地は八千代市村上333番地，施設につきましては管理棟，48.5平米１

棟，宿泊棟が19棟，これがキャビンですね。19棟で各13.5平米，あとトイレ，炊事場，ま

き置場，駐車場，キャンプファイヤー場となっております。全体の面積としましては１万

5,792平米，こちらは，この平米のうち所有者のほうが５名おりまして，１万4,156平米を

借地としております。また開設期間につきましては「ガキ大将の森」キャンプ場の設置及

び管理に関する条例施行規則によりまして，７月から10月までとなっております。なお第

２条に示してあるんですけれども，特別な事情があると認められる場合は，それ以外の期

間でも開場することができるとされています。また使用時間につきましては，宿泊の場合

ですと午後２時から翌日の午後１時まで，宿泊は原則１泊までとしています。一時利用の

場合は当日の午前９時から午後４時まで，使用資格につきましては市内に本拠地のある少

年関係の団体や少年グループ，それから中学生以下の少年を含む市内在住の家族，いずれ

も二十歳以上の引率者が同伴ということになっております。また定員につきましては，宿

泊用のキャビンなんですけれども，これ１棟につき，お子さんが大体６人まで，大人の方

ですと大体５人ということになっております。使用料のほうは無料で提供しております。 

 申し込みにつきましては，利用の際は電話にて仮予約ができます。申請書に使用計画を

添付をしていただきまして，利用日の１カ月前から７日前までに窓口申請を済ませていた

だいております。要望があれば無料にて備品のほうの貸し出しも可能でございます。管理

体制につきましては市直営となっておりまして，こちら，ＮＰＯの「ガキ大将の森の会」
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というところに委託を，管理補助業務委託ということでやっておりまして，内容について

は，現地の受付とか点検とか簡単な整備・清掃をしていただいております。 

 まず，やっぱり人件費につきましては，これ，事務事業評価のほうに基づいての，あれ

の計算方法になっております。一応青少年課職員が４名なんですけれども，その４名で，

この施設だけではなく，もうちょっと違う施設もあと４施設あるものですから，それも入

れて一緒に見ていただいて，大体５施設ということで0.16人として算出させていただきま

した。 

 以上です。 

○コーディネーター ご説明ありがとうございました。ちょっと基本的なことで１点だけ

確認をさせていただきますけれども，今２施設ご説明いただきましたけれども，少年の自

然の家につきましては教育課程に基づく活動の場ということで，それで，もう一つの「ガ

キ大将の森」については，もう任意の，この遊びの場所と，こういう位置づけでよろしい

ということですね。ありがとうございます。 

 それでは，仕分け人の皆様からご質問等いただきたいと思います。 

 白石さん，もし。マイクを，すみません。 

○仕分け人 少年自然の家運営事業のほうについてです。ちょっと経費のところで，ちょ

っとわからないんで教えていただきたいんですけれども，この施設は賄いつきですよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 それで食材費が有料，賄い材料というのが入っているんですけれども，あと

賃金というのは，これ，調理人の賃金ですか。205万3,000円というのは。 

○市職員 どちらをおっしゃっています。 

○仕分け人 事業費の内訳の中。 

○市職員 そうです。調理に携わる職員ということで。 

○仕分け人 調理。それから委託料というのがあるんですけれども，375万。 

○市職員 委託はさまざまなものがあるんですけれども，施設を維持するためにいろんな

点検に入ってもらったりだとか，消防点検であるとか。 

○市職員 施設シートの中のお話ですか。それとも，今の運営事業の中の委託の。 

○市職員 運営というのは中の委託ですね。そうですね。申しわけありません。 

 運営事業の中の委託なので，これは小中学生が宿泊をする際の交通，バスの委託になっ

ております。 

○仕分け人 バス代。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター いや，そうすると，ちょっと何かおかしくないですか。先ほどバス

代の負担が，市内に施設があるから保護者のバス代の負担が軽減されると，そういうご説

明だったけれども，もともとが公費で負担しているんだとすれば，保護者の負担は市内で
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あっても。 

○市職員 保護者の負担はないです。交通費に関しては。 

○仕分け人 市が負担している。 

○市職員 市の負担。 

○コーディネーター だから，市内に施設があるメリットというお話で保護者のバス代の

負担がないとおっしゃっていたけれども，もともと公費で払っているからどこの場所にあ

ろうが，保護者の負担はもともとないんじゃないですか。 

○市職員 ということではなくて，他市の場合には少年自然の家，他の市まで行かなけれ

ばいけなくて，保護者負担になっていくということで，市内なので，バスを今運行してい

るのでお金がかからないということ。 

○仕分け人 市内に住まわれている人が，この少年自然の家にバスで来るということです

か。 

 市が用意した。そういうことですか。 

○市職員 学校からです。学校から。 

○仕分け人 学校に集まって。 

○市職員 学校に集まって学校から，４年生だったら，今回は４年生ということで集まり

ます。委託は１台なので，例えば人数が多い場合は１便，２便という形で来ていただいて，

帰るときにもそのバスでということでバス代を委託しているという。 

○市職員 その２便になった場合，失礼いたします，２便になっていた場合は学校でバス

会社を，お金を集めて，子供から集めたお金でやっているということで，他市に行くとい

うことになると１台分は市のお金が出るんですが，２便，３便の部分が全て保護者負担に

なっていくという意味で，他市に行くとお金がかかってしまうということ。 

○コーディネーター すみません。白石さん，続けてください。 

○仕分け人 すみません。それから人件費のところで，人数割りなんですけれども，正社

員４人というのは北林さんとか他の方，千葉市の，いや八千代市の職員ですか。 

○市職員 そうです。市直営なので八千代市の職員です。 

○仕分け人 臨時職員９人というのも。 

○市職員 というのは調理に携わる方の。 

○仕分け人 調理。宿泊施設を維持するための人というのは，これはあれですか，調理を

やる人が一緒にやっちゃうんですか。宿泊施設で，泊りのね。 

○市職員 いや，泊りは，この担当正職員が交代で宿泊をしております。 

○仕分け人 布団を置いたり，ベッドか。 

○市職員 そうですね。ベッドなので，あくまで子供たちの宿泊合宿の施設なので，ベッ

ドメーキングとかは子供たちがやるんですけれども。 

○仕分け人 自分でやらせるわけ。 
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○市職員 はい。学校の先生方が引率で，もちろん泊りますので，管理職も泊りますので，

それプラス自然の家の職員もそこについて指導を行うということになっております。 

○仕分け人 はい，すみません。わかりました。 

○コーディネーター どうぞ。 

○仕分け人 幾つか自然の家で確認させてほしんですけれども，これ，ちょっと先ほどの

資料の，参考資料の43ページですけれども，宿泊が55件あるよと，小学校ですけれども。

これは先ほどの説明だと４，５，６。 

○市職員 そうです。 

○仕分け人 のという話なんですが，その下に日帰りで４件，日帰りで４件と書いてある

んですけれども，これというのは，件数のカウントというのはどういうカウントなんです

か。 

○市職員 例えば学校によって規模が違うので，例えば４，５，６年生一緒に来て１件と

いうこともあります。４年生だけで人数が多いので，それで１件ということもあります。

そうすると宿泊の場合には55件と。下の４件というのは，小学校の低学年は宿泊はしませ

んので，４つの学校さんが日帰りで宿泊に来たということです。 

○仕分け人 宿泊と日帰りとカレンダーに落としたときに年間300日ぐらいの平日，土日

は，ここは泊まりは，土日は泊まりがないんですね。 

○市職員 土日は，宿泊はないです。 

○仕分け人 という話になると平日のところでカウントしていったときに，実稼働日，要

するに宿泊しているとか，こっちの主催事業は別ですよ。という形になると，どれぐらい

の稼働率。 

○市職員 主催事業も含めて…。 

○仕分け人 いや，主催事業を含めないでください。 

○市職員 含めないとなると…。 

○仕分け人 主催事業というのは休みのときでしょう。 

○市職員 そうです。主催事業は休みです。 

○仕分け人 だから，平日の稼働はどのくらいなのかをお聞きしたい。 

○市職員 年間だと約６割です。 

○コーディネーター いや，それはちょっとおかしいんじゃないの。 

○仕分け人 それはおかしい。55というのは。 

○市職員 １日に何団体も入る形もあるんですね。宿泊が月火…。 

○仕分け人 違う，違う。 

○コーディネーター いや，だから，そうすればもっと少なくなっちゃいますね。 

○仕分け人 それは少なくなっちゃう。 

○コーディネーター 55団体しか入っていないんだから。 
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○仕分け人 いや，だから日数が，僕はわかりますけれども，365日ということはないじ

ゃないですか。７分の５になるわけだけれども。その日数のうち泊りが１泊２泊という形

になっていったときに皆さんが，そこにそれだけ仕事としてボリュームがあるんですかと

いうことです。 

○仕分け人 主催以外も宿泊しているということです。 

○コーディネーター 要は，ちょっと端的に，時間の関係もあるので，シャープに聞きま

すのでシャープのお答えいただきたいんですけれども，全て合わせて104団体がお見えに

なるじゃないですか。104団体が来ない日は，皆さんは何をしていらっしゃるんですかと

いう，そういうことです。 

○市職員 104団体が来ない日は，これはもう小中学生の宿泊なので，例えば幼稚園であ

るとか学童保育であるとか，他の団体も空いた日は入っているんですね。要するに日帰り

で宿泊がないとき，まず年度の初めに小中学校の宿泊は全部入れますので，それ以外のあ

いた日に関しては幼稚園であるとか保育園であるとか学童保育であるとか…。 

○コーディネーター いや，ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。何で，

じゃ，これに入れないんですか。ここに書いていない仕事がありますよというんじゃ，だ

って議論のベースにならないじゃないですか。こういう利用状況ですよという資料をいた

だいているから，この利用状況をベースに議論をしましょうよという話になっているのに，

ここに書いていない仕事がいっぱいあるんですよと言いだされちゃったら，もう我々とし

ては資料がないから話がついて行けなくなっちゃいますよね，市民判定人の皆さんも。こ

こに，利用状況というのはここに書いてあることが利用状況なんだという前提じゃないと，

これ以外の利用があるということだと，ちょっと議論するのは非常に難しいですよね。 

○市職員 市内の学校と，それからその他の少年団体という部分と，それ以外に幼稚園と

かそういうところが少し入っています。それから，あと施設としましては野鳥観察室であ

るとか植物観察園であるとか，そういう部分に関しても自由に出入りもできるようなもの

もあるので，全てここには，ちょっと入っていないんですよ。 

○コーディネーター いや，ただ住民の方に，市民の方に，この施設はこういう効果があ

るんです，この施設はこういう仕事をやっていて子供たちにこういう効果があるという説

明をする場所なのに，ここに書いていないことがいっぱいあるんですという説明だと，今

日の時間が，これ，もったいないじゃないですか。今日，そのために資料をいただいて市

民の皆さんに，こんな効果があることをやっているんですよと，税金を使って子供たちに

こんないいことをやっているんですよという説明をする機会なのに，なぜ，その資料を整

えなかったんですか。 

○市職員 基本的にはここに出ているものが中心になります。これ以外にも空いている部

分には入れましょうということで，少しずつ，今利用を増やしているという段階です。こ

れ以外の日に何をしているんですかということに関しては，宿泊される団体と打ち合わせ
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が，この施設は細かい打ち合わせをしていきますので，それ以外の日にはそういう作業が，

職員の運営事業としては行われているということで。 

○コーディネーター どうぞ，続けてください。 

○仕分け人 それは学校の先生がこちらに来る場合もあるし，教育委員会のほうから行け

ばいいんだけれども，ここにいる必要はないですよね。いや，この場所にいる必要もない

わけですよね，逆にいうと職員の方たち。やはり，ここにいればここの仕事しかできない

からでしょう。 

○市職員 この正職員。 

○仕分け人 そう，正社員，正職員の方が今４人いる。それから，臨時職員も８人いると

いう形なんだけれども，この臨時職員の方は泊まっているときだけ来るんですか。 

○市職員 臨時職員の方は調理がメインなので，調理のときに朝番，早番，遅番というこ

とで来ます。それ以外に整備をやっていただいたりということもしています。 

○仕分け人 調理のところは，先ほどのお話の説明だと上の事業費の内訳の賃金のところ

に入っているということではないんですか。どっちが，この賃金のところの，やっている

方のお仕事とこの臨時職員，下の８と書いてある，これ，かぶっちゃったらダブルになっ

ちゃいますよね。 

○市職員 お答えします。担当正職員のところには市職員の人件費が入っておりまして，

臨時職員等のところには期限つき任用職員の方とパートの方，年によっていない年もあり

ましたけれども，その方の分ということで，かぶって，かかる部分はないという積算にな

っております。 

○仕分け人 この臨時職員の方は何をされているんですか。業務。 

○市職員 主に給食調理の補助と，あと所内整備とか，そういったものの運営する上で必

要な役割を担っていただいて…。 

○仕分け人 それは，役割はない人はないんですけれども。その上のところの，事業費の

内訳の賃金のところの人は何を担っているんですか。 

○市職員 賃金となっているところはパートさんといいますか。 

 雇用期間の短い方ということで。 

○仕分け人 いや，いや，そうじゃなくて，業務は何を担っているんですかと言っている

の。 

○市職員 受け入れている人数が多いときは総動員だということで，人手が足りなくなる

ときもありますので，臨時の方も手助けということで一緒に，内容的には同じ内容に携わ

っていただいています。 

○コーディネーター それは臨時職員の方ではなくて。 

○市職員 期限付き職員の方と合わせて一緒に。 

○仕分け人 いや，合せてとかそうじゃなくて，そのたびごとに雇用しているんですか。
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派遣職員とか，派遣とか人材派遣だとか，そういうところでやっているんですか。 

○市職員 雇用期間は３カ月という，３カ月３カ月ということで，市のほうからお願いし

て一般の方に来ていただいているやり方をとっております。 

○仕分け人 じゃ，そこはもう，そういう意味ではアルバイトの方になるんですか。 

○市職員 穴埋め的にといいますか，どうしても足りないとき，人手が必要なときという

ことで，本来長い時間で初めから来ていただくのがいいんですけれども，その調整のため，

短い時間でお願いして来ていただくような方法をとっております。 

○仕分け人 それは調理が中心なんですか。清掃ですか。 

○市職員 調理中心ということで来ていただいております。 

○仕分け人 わかりました。じゃ，逆に臨時職員のところもそういう要員ということで考

えていていいんですか。ずーっといるんですか，同じ方が。 

○市職員 期限つき任用職員として１年間，１年採用ということで来ていただいておりま

す。 

○仕分け人 その方は泊まっていないときには何をやっているんですか。 

○市職員 所内整備といいますか，運営にあたる要員として助けていただいています。 

○仕分け人 いや，要するに，その正職員さんと臨時職員さんとその賃金で雇っている方

と，どういうお仕事をされているか，これからでは全く見えないので，年間のね。例えば

１日で，その泊まっている方がいらっしゃるとき，子供たちがいるときにどれぐらいの仕

事の負荷があってとかということを，じゃ，どうやって管理されているんですか。 

○市職員 入所する学校の，前の年度の２月ごろに教頭会といいますか，それで来年度の

入所する学校の規模といいますか，受け入れ人数とかがわかってきますので，そういうも

のをもとに必要な時期に人を多く割り当てられるようにということで予定を組みまして対

応しております。 

○仕分け人 まず，先ほど言っていた利用実績から見ると，逆にいうと，それで空いてい

るところが多いから，いろんな方が多いから利用できるようにしましょうねというのはあ

るんですけれども，そもそもそういうふうな形で固定の人が必要になるのか。何か皆さん

のお仕事をつくるために，別に利用しやすくしましょうねというわけではないと思うんだ

けれども，これはスポットで済むところはスポットで，逆にいったら教育委員会のところ

に別に先生方がいて，いるでしょうけれども，指導主事の方とか。そういう方たちが校外

のところについて調整をしていくとかでも，できなくはないんですか。 

○市職員 活動自体は全て調理人さんではなく，正職員という…。       

○仕分け人 いや，別に全員が調理人だなんて思っていないし，さっき課長が言っていた

ように調整するんだという話はわかっているの。だけれども，そういう人たちの話をさっ

き，僕が今，している。そこのときに，その正職員さんのほうが，逆に言ったら本庁のと

ころというか，教育委員会は別の運営なんでしょうけれども，そこにいてとか，あるいは
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学校のところにいる人たちの中でそういうふうなことが長けている方がやる，社会教育主

事とかそういう人たちがやるとかいうことはできないんですか。青少年課さんが，ちょう

どいるんだけれども。 

○コーディネーター 要は教員の資格を持っていて子供たちと接することがメインの仕事

で，一番それに長けている人が子供たちが来ない日に子供たちと接しない事務をとってい

るのは効率が悪いんじゃないでしょうかという，そういうことなんですね。学校と，いつ

来るんですかと来年何人来るんですかというのは，教職員の資格，先生の免状がなくても

できる仕事じゃないですか。だけれども，子供と接して，子供がその現場に来たときに子

供と触れ合って，子供にこういう教育活動をしましょう，こういうことをしましょうとか，

キャンプファイヤーをやりましょうというのか何をやるのかわからないけれども，子供に

対して接して指導するのは，それは先生がいるというのはすばらしいことだけれども，そ

れ以外の部分はもっと効率的に，教員の資格がない，例えば臨時職員でもいいし，別の人

がそういう役割を担って，皆さんは子供ともっと接する場面でご活躍されたほうが効率的

じゃないんですかという話なんですけれども，所長いかがですか，それは。 

○市職員 もちろん子供が来ているときには，子供たちの指導に関しては，もう自分たち

は，教職員はみんな入っていきます。それ以外の日に関してもプラネタリウムを行ったり

ですとか，そういう活動があるんですね。その準備をしていたり，また，他の団体，学校

以外の団体が来た場合にもこちらの職員が入って指導していきますので，それがちょっと

出たり入ったりというのは，ちょっと難しいかなというような気がします。 

○仕分け人 そういう意味では正職員の方がそこにいたほうが，確かに，そこの施設のこ

ともよくわかるしという形になるんだけれども，ただ，そこで稼働している時間だとか日

数が低い。そこにいなきゃできない仕事だったらそのとおりなんですよ，先ほど言った利

用しているところだったら。そうじゃないところでアウトリッチみたいな形で学校へ行き

ます。 

 向こうから来てもらうのもあるけれども，学校に行ったほうがいいわけですね，先生も

大変なんだから。余り言っちゃいけないんでしょうけれども，へんぴなところまで来るわ

けにもいかないんだから，学校の先生がみんな。だから行くという話になってきたときに

は，逆に言ったら，そういう一番人件費が高い人たちが，本当にここにこういう形で必要

なのかという話は，やっぱりシビアめにみないとならないかと思うんですけれども。逆に

いったら，先ほど言った運営で調理とかいうような形の方は，臨時職員さんあるいは再任

用さんとか，そういう方でやられているということだから，効率よくはやっているという

ことなんでしょうけれども，そこについて何かもう少し，ここの施設の意味も含めて，少

しお話しいただけるとありがたいんじゃないか。 

○市職員 実を言うと，この人数に入っていないんですけれども，例えば郷土博物館にも

指導主事がいるんですね。そういう方もこの計画に合わせて出張に来て授業をやったりと
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か，その方も学校に行って授業をやったりとかということはやっているんです。 

 なので，３人で結構目いっぱいの中で，他からも助けを借りながらということでやって

いるのと，あともう一つ大事なのは実際の，当日の宿泊も大事なんですけれども，それ以

前に学校と綿密な打ち合わせをしていくということが，とても大事なんですね。どんなお

子さんが来るかとか，そこでどんな指導が必要かとか，学校の状況として今はどんなこと

を，どんなプログラムを入れていったらいいかとか，そういう作業をやって当日を迎える

というような形で，それが一番きめ細かい子供たちと接することができている部分ではあ

るかなと思っています。 

○コーディネーター 所長さんのところの先生たちは指導主事という立場でもあわせ持っ

ていらっしゃるんですか。 

○市職員 肩書としては指導員という名前で。 

○コーディネーター 指導員。学校の先生に対しての指導というのはなくて，あくまでも

子供に対しての指導という，これだけだということですか。 

○市職員 そうです。 

○コーディネーター なるほど。 

○市職員 ただ，学校から呼ばれて指導に行くということはあると思うんですけれども，

基本的な仕事は子供たちの指導ということになっています。 

○コーディネーター わかりました。 

○仕分け人 ちょっと今までの議論等ご説明を伺って，ちょっとどうしても，私わからな

いところがあって，お金の関係で，これ，説明資料の14ページのところでは26年度予算で

6,400万円が総事業費とかかっている。総事業費として6,400万円かかっているということ

ですよね，この14ページのところでは。その一方で，この施設シートの少年自然の家，こ

れ，53ページのところに，ごめんなさい，その次のページですね。54ページのところに維

持管理費として，これ，2,100万ぐらい損失と，26年度であると思うんですが，これの関

係性というのは，ちょっと今までご説明の中で，ちょっとどう見てもわからなかったんで

す。これというのは何なんでしょう。 

○コーディネーター こっちは多分，こっちはハードで。 

○仕分け人 これ，ハードということなんですかね，そのシートは。 

○コーディネーター こっちがソフト。 

○仕分け人 施設シート54ページのほうの2,100万円というのは，ハードでかかっている

費用ということですか。 

○市職員 事業としまして，運営事業と維持管理事業という２つの事業に分かれていて，

今回運営事業のところでお話をさせてもらっているので。 

○仕分け人 多分そういう意味ではハード，ハードじゃないですか。 

○仕分け人 多分ハードなんだろうな。これ，事業シートの14ページのほうには光熱費と
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か入っていないんじゃないですか。 

○市職員 維持管理の，あくまでも少年自然の家の２つある事業の中の運営事業，維持管

理事業という分け方をしておりますけれども，修繕費であるとか，あと運営に当たる，今

お話に出てきましたけれども，光熱費とか燃料費とか，あと維持管理に当たる委託なんか

の事業も全て維持管理事業という中で予算を持っておりますので，そういう線引きで。 

○仕分け人 そうなると，要するに，この施設シートに書いてある金額と，あと，この事

業シートにかけてある金額を足したのがトータルでかかっている，この少年自然の家に限

っていえばかかっている費用ということでよろしいですか。 

○市職員 見方としてはそういう，足していただいた総金額が，一応こちらに必要経費と

して持っている予算という考え方になって。 

○仕分け人 そうすると，結局これ2,100万ぐらい施設，ハードでかかっているのと，こ

の事業自体でかかっている6,400万ですか。これを足した7,600万ぐらいですか。それが費

用としてかかっていると思うんですね。そういうことでよろしいですか。 

○仕分け人 8,600万。 

○仕分け人 ごめんなさい。8,600万ですね。 

○市職員 配付させている書類からは，一応事業シートのほうでご覧いただいている総事

業費には職員４名ということで載っておりますけれども，実は運営事業に当たる人員が４

名として出ておりまして，維持管理事業に係る人員が他に２名，実はおります。その２名

分の費用というのが施設シートのほうには載ってきていませんので…。 

○コーディネーター １億だな。 

○仕分け人 １億ぐらい。 

○仕分け人 ちょっと，じゃ，幾らかかっているかと余り細かく話をしてもしようがない。 

 その１億なり8,000万や9,000万ぐらい，多分かかっているわけですよね。正直これ，も

ともと実施の背景というところを見ると文部省の施策で補助金交付制度を利用して建設を

したというような，開所した昭和49年に書いてあるわけなんですけれども，結局これ，こ

れだけ，8,000万か9,000万かわからないですけれども，それだけの維持費用ですね。管理

費用というものをかけてやるというところで，今までこれ，費用対効果があるの検討とか，

これ稼働率を見ても５割ぐらいですよね，少年自然の家に関しては。そこでの何か議論と

いうのは，今まで管理したことというのはあるんでしょうか。 

○市職員 実は昨年一昨年，少年自然の家施設活用検討委員会ということで，市のほうで

立ち上げて検討委員会を開いております。その稼働率であるとかそういう部分，あとプロ

グラムの内容であるとか，あと土地の活用の仕方であるとか，そこで一定の意見はいただ

いてはおります。 

○仕分け人 その一定の意見はいただいているんだけれども，意見をいただいたわけじゃ

ない，検討されたことはあるんですか。今後，長期的にどうしていこうというような話と
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か。 

○市職員 その土地の面であるとか施設自体の老朽化のことであるとか，いろんなことは

出ていまして，基本的には，話は広がっていっちゃうんですけれども，耐震化のこととか

も出ているので，今は耐震化までやっていこうということで，その後に土地の活用の仕方

で，今フィールドアスレチック跡地は，アスレチックが今なくなっている状態なのでそこ

をどうしていこうかとか，そういうような，どういう活かし方をしていくかということが，

議論が出ています。それをもとに今，これから計画をつくっていくという形です。 

○仕分け人 今伺った所長さんがお答えいただいたものだけだと，結局今の施設をどう生

かすかという視点で受け取ったんですが，それ以外に，これだけコストをかけてこれから

何十年やっていこうとか，そういう検討は，じゃ，その議論の中では特に出ていなかった

ということなんでしょうか。 

○市職員 例えば何年間続けるというようなことですか。 

○仕分け人 そうです。 

○市職員 それは出ていないですね。ただ子供にとっては大切な施設なので，しっかりと

耐震のこと，それから土地の活かし方，プログラムのこと，そういう部分をやっていこう

ということでの検討の纏めはいただいています。 

○仕分け人 この事業の中身自体は，まだ，もちろん目的があってやっていると思うんで

すけれども，それをやっぱり，まずは，もっと長期的な視点で議論がないというところが，

まずは，ちょっとまずいんじゃないかなというところが，思います。結局これ，施設がな

いとこの事業ができないのかという議論があってしかりなんじゃないかなというところも，

ちょっと思うところがあって，実際にこれ，この資料を見ると他の，県内にも他の同じよ

うな事業というのは，同じような施設というのはあるという話ですよね。例えばそういう

のを使って何かをやろうとか，貸してもらえるならやろうとか，そういう議論というのも

なかったということなんでしょうか。 

○市職員 そこの話し合いの中では，特に出ていないですね。 

○仕分け人 いや，やっぱりそういうところを含めて，今の事業を改善するというところ

だけじゃなくて，これ，今日もずーっと，他の課の事業でも同じ議論がありましたけれど

も，やっぱり，そこをまず考えないと，結局もう目先のことだけを考えているという状況

になってしまうと思うので，まずちょっと，その長期的なビジョンみたいなのを考える必

要があるんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○仕分け人 お尋ねします。お隣の千葉市は自然の家をＮＰＯ法人の千葉自然の家に委託

していますね。こういう考えはしたことはございますか。 

○市職員 それに関しては特に，今は議論が出ておりません。ただ，やはりそういう施設

と違う利点があるので，その利点を活かしてやっていこうということでいます。 
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○仕分け人 ただ，今まで聞いておりますと費用対効果の面で，教育というのは非常に大

事なことですけれども，余りにも乖離が大きいと。したがって，そういう経営については

プロであるところに委託の手段を考えてみたらいかがと思いますけれども。これだけの費

用をかけて，普通の民間の企業なら大変なことになっちゃいますよね。教育も大事ですけ

れども，やはり税金を使っていますので，１銭でも無駄にできませんので，そういう，で

きるだけ経費は圧縮する手段を考えてみるのも一つの方法だと思います。 

○コーディネーター ありがとうございました。ちょっと議論は時間の関係もありまして，

青少年施設のほうにも移っていきたいと思うんですけれども，今のご意見を，ＮＰＯとか

民間団体に指定管理するのが，結果としてそっちがいいのか，先生たちがやるのがいいの

か，これは別として，やっぱり検討する必要があるんじゃないかなというふうには思いま

すね。結果としてどっちになるかというのは，またいろいろ考えがあるんで。それともう

一つ，ちょっとこれ，アドバイスかもわからないんですけれども，やっぱりさっきも申し

上げましたけれども，こういう場というのは，税金を投入して子供たちにこんな効果があ

ったというのが，やっぱりこれ，一つそこを説明する舞台だったんじゃないかなと思うん

ですね。年間１億円近いお金が投下された。だけれども，年間7,600人ですか，児童・生

徒が利用した。その後ここの施設を利用した児童・生徒がどうなったのか，どういう教育

効果があったのか，学校の現場の先生たちはどう感じたのか，子供たちはどういうふうに

感じたのか，よって教育効果はこういうところにあったんだ，１億円の税金の効果はあり

ましたと。 

 やっぱりこういうストーリーで住民の方に，負担をいただいている住民の方に説明する

必要があるのかなと思いますので，ぜひ，その辺をお考えいただければというふうに。 

○仕分け人 すみません。ちょっと資料の中で，ちょっと１点だけ確認したいんですけれ

ども，施設シートの53ページの改修等というところで，10億円をかけて改修，これは25年

度に10億円をかけて改修されたということでしたかね。風呂場，食堂の改修，らせん階段

Ａの改修と。ご説明の中では，何か耐震の必要性の話は出ていましたけれども，実際は昨

年度10億円かけて改修したと。 

○市職員 昨年度ではないですね。 

○市職員 平成８年ですね。 

○仕分け人 平成８年にされた。 

○市職員 改修工事をしていると思います。 

○仕分け人 ちょっと参考までに言いますと，泊まっていらっしゃった児童１人当たりに

大体7,000円から8,000円，8,300円ぐらいお金がかかっているということになりますよね。

そこら辺はコストの話なので，その辺，皆さんちょっとよく考えていただいたらいいなと

思います。 

○コーディネーター 続いて青少年施設のほうに，少し議論をいただきたいと思います。



－94－ 

いかがでしょうか。 

○仕分け人 すみません。この施設なんですけれども，この「ガキ大将の森」キャンプ場

なんですが，これは利用するときは青少年課さんのほうに申し込みをするということでい

いんですか。 

○市職員 先ほど施設のほうの冒頭説明にもありましたとおり，まずは連絡とか，直接窓

口，青少年課のほうに来ていただいて予約をしていただいております。 

○仕分け人 利用の日にちとかは限定されたりとか，そういうことはない。365日いつで

も借りることができるんですか。 

○市職員 先ほど冒頭のほうで，７月から10月の末までは一応開設期間になっております

けれども，それ以外でもご利用はできる形にはなっています。 

○仕分け人 じゃ，ここに書いてある利用率というのは，その間のところの受け入れ可能

日のところを分母にして実際に利用があった数ということでいいですか。 

○市職員 一応そうです。 

○仕分け人 この利用率なんですけれども，一番高いところでキャビンの９区というとこ

ろは，なぜか同じキャビンなんですよね，キャビンの大きさが違うとかそういうのはある

んですか。 

○市職員 すみません。19棟ありまして，９というのは，その９番目の番号がついている

ところというふうになります。 

○仕分け人 ごめんなさい。23％だから６とかも高いのか。特に壊れているとかそういう

話ではなくて，大体若い番号から埋めていったりとか，そういう話なんですか。 

○市職員 キャビンにつきましては，例えばトイレが近かったりとか炊事場が近かったり

とか，その利用の団体さんの人数に合わせて，当日「ガキ大将の森の会」の方がこことい

うことで指示してやっていることです。 

○仕分け人 その使っている方なんですけれども，必ずお子さん，児童あるいは中学生，

高校生まで入るのかな，がいないと利用できない施設ということですか。 

○市職員 原則は中学生のお子さんをお持ちの個人利用と，あと中学生以下，中学生以下

のお子さんをお持ちのご家族，個人利用ということと，それから青少年団体さん，あとは

ボーイスカウト，ガールスカウト，それから子供会さん，例えば少年野球のチームとかサ

ッカーのチームとかということです。 

○仕分け人 この利用の方たち，これは結構，私もあれなんですけれども，別のところで

よく見るきのこ型のバンガローみたいな形，あの物ですかね。 

○市職員 すみません。 

○市職員 ちょっと写真を持って来ました。 

○市職員 ちょっと色があせています。 

○市職員 こういった物に。 
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○仕分け人 結構確かに，中はかなり，ある程度何人か，一つのところでは何人かの一世

帯ぐらいで使えるような形のものなんですよね。 

○市職員 はい，そのとおりです。 

○仕分け人 それで，この「ガキ大将の森」ＮＰＯさんでしたっけ。こちらのほうに委託

をしたのは，いつから委託という形になっていますか。 

○市職員 平成11年ですね。設立をされましてその時からです。 

○仕分け人 平成11年までは直営で，青少年課さんのほうで管理をしてという形で。 

○市職員 実はこれ，所管替えがありまして，平成17年までは教育委員会のほうの所管だ

ったんですね。それが青少年課という課ができたということもありまして，所管替えが教

育委員会のほうから市長のほうになっています。 

○仕分け人 今生涯学習部さんは，一応教育委員会ではないですよね。 

○市職員 教育委員会とは別になっております。 

○仕分け人 以前は教育委員会なんかにあったということですか。わかりました。そうす

ると，今の利用の料金とかですけれども，無料だということの根拠とか，そういうことと

か何か，こういう理由で無料にしていますということを説明していただいてよろしいです

か。 

○市職員 子育て世代の方が対象ということで，なるべく経費をかけないで皆さんに楽し

んでいただくということで，もともと地元のほうから，この「ガキ大将の森」については

つくってほしいと要望があったという経緯がありまして，使用料は取らないということで

す。 

○コーディネーター 市外の方が利用するということはできないんですか。特に制約はな

いんじゃないですか。 

○市職員 個人利用につきましては，住所が申請の段階でわかりますので，市内というこ

とがわかりますけれども…。 

○コーディネーター それはやっぱり，市外の方は申請できませんよとお断りするという

ことなんですか。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター なるほど。 

○市職員 ただ団体さんに関しては，例えばボーイさん，ガールさんだとしても，市外の

方もそこにはいらっしゃっています。 

○コーディネーター 中にはね。 

○市職員 現状は。原則的には市民の方となっております。 

○コーディネーター 代表者の申し込みは市民の方かもわからないけれども，子供として

は混ざっているかもしれないと。 

○市職員 そうですね。 
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○コーディネーター なるほど。そういうことです。ちょっと，これも端的に聞きますけ

れども，費用対効果という観点から見て夏休みの，夏の期間だけの運営になるのかもしれ

ないけれども，それにしてもこの人数，利用者がこの人数ということについて，ご担当と

してはどうお考えですか。利用者が少なくて，ちょっと存続に，存続を問われるような人

数じゃないかと私は思うんですけれども，そういうふうな捉え方はしていらっしゃらない。 

○市職員 昭和61年から，ちょっといろいろ統計を取ってみたところ，平成14年が一番最

高，最多年度で3,928人となったんですけれども，最少年度で，平成10年で1,099ですかね。

人数的というか件数的には減ってはいないんですよ。ただ，ですけれども，その団体さん

の構成するそのときの利用の人数がちょっと，まして，この25年度は24年から比べるとガ

クンと，ちょっとガクンと減っているんですね。私たちの，ちょっとその「ガキ大将の

森」についてのＰＲの，ちょっと不足をというのも否めないのかなというところもありま

すけれども，広報活動とかもしていますしホームページとかでもご紹介はしてはおります

けれども，やはり今，このニーズということですね。子供たちが，なかなか不便さを味わ

うということがちょっと，施設全体の，今この平成になってのニーズに対応しているかと

いうと，もうちょっと改善の必要があるというふうには考えております。 

○コーディネーター ただ，ちょっと考え方があると思うんですが，子供たちが，不便さ

が嫌だから利便性の高い施設にして子供たちの利用を増やすという考え方もあるんですけ

れども，もう一つは，１年のうちに数日間は利便性のないキャンプ場で過ごして自然を体

験しましょうよというのがこの施設の本来の目的なんだとすれば，それをアピールして利

用者を増やす努力をしてみると。それでもだめだったら存続そのものについて考えるとい

う，こういうような数年間かけてこの施設をどうするかということを考えなきゃいけない

時期になっているんじゃないかと思うんですが，そこらについては内部でご検討されたと

いうような，こういう経過はないんでしょうか。 

○市職員 もちろん，このキャンプ場というのは，本当に八千代市内唯一の施設でありま

して，とても斜面緑地を使って冒険的な要素がありますので，私どもとすれば何とか存続

させていきたいと思っております。ただ，その施設の管理ということになりますと，昭和

61年からキャビンのほうを移築しまして使っているという状況がありまして，軽微な修繕

ということは図っておりますけれども。 

○コーディネーター 最大で１泊何人，同時に泊まれるんでしたっけ。 

○市職員 100人です。 

○コーディネーター 先生，小っちゃい学校，100人ぐらいの学校というのはないんです

か。１学年100人ぐらいの学校。 

○市職員 あります。 

○コーディネーター 例えば教育課程の中で，小っちゃい学校について４年生から中学３

年生まで毎年自然の家を使うんじゃなくて，何年かに１回は「ガキ大将の森」を使って教



－97－ 

育課程の一部とするという，こういう活用というのは難しいんですか。 

○市職員 ちょっとここで，どちらとは言えないんですけれども，学校によってかなり規

模が違うので，小さな学校は本当に単学級の学校が，今ありますし，また大きな学校は少

年自然の家でも入らない学校があり，２つに分けて来ていただいたりしているんですね。

なので，ちょっと偏りは出てくるかなとは思いますけれども，使える団体の。 

○コーディネーター 難しいかもしれないですね。 

○市職員 そうですね。 

○仕分け人 「ガキ大将の森」について，これはもう，つくったのは昭和60年３月ですよ

ね，建設したのが。 

○市職員 はい。建設したのが。 

○仕分け人 それから，約30年近く。 

○市職員 28年ですかね。 

○仕分け人 全然，ところどころは補修しているんでしょうけれども，大々的な補修はや

ったことがあるんですか。 

○市職員 大々的な補修はしておりません。 

○仕分け人 していない。そうすると，相当古くなっていますよね。というのは何かとい

ったら，お金をとって，利用料金何なりとも，何がしかでもいただいて利用してもらうと

すれば，それは使っていただけない施設になっちゃっているという感じなんですか。 

○市職員 いえ。 

○仕分け人 ということは何かといったら，古いものを積極的に売ろうとしたら，使って

いただくという姿勢しかないんですな，もう。そういうことで無理やり引っ張りこんで効

果があるのかどうかということなんですよ。 

○市職員 ただ施設につきましては，昨年ちょっと業者さんのほうに，さびもちょっとき

ていますので，塗装関係も含め見ていただいたんですね。そうしたら，あと五，六年は大

丈夫と判定していただいて，ごらんいただいているんですけども。 

○仕分け人 さっきの，ちょっと建屋の構造を見ていると30年ぐらいが限界かなという感

じでした。 

○市職員 あとは職員によりまして，でも，なかなか限られた予算の中で，さびとりをし

たりとかペンキを塗ったりとか，あと高圧洗浄で，ちょっと屋根のところをきれいにして

みたりとかいうのはしているんですけれども，やっぱりなかなか，素人なのでなかなか，

ちょっと規模が大きすぎて賄えない状態ではあります。 

○仕分け人 さっき少年自然の家の話もあって，これ，同じ教育委員会…。 

○市職員 ではないんです。 

○仕分け人 ではないんですね。そうなんですね。でも機能的には，多分利用者からする

と結構似ている内容の体験なのかなと。所謂日常から離れて，そういう自然だとかそうい
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うものを体験する施設として，教育委員会がやっているのは教育的な視点だから，全部お

金はこっちで持ちますというふうにしてお迎えをしているわけですよね。かたや，こっち

の「ガキ大将の森」のキャンプ場というのは，じゃ，どうすればいいんだろうかと。さっ

きお金を取るというお話もあったんですけれども，そこら辺何かちょっと，もうちょっと，

やっぱり中で整理したほうが，同じ子供に対して何を提供するのかというところがよくわ

からなくて，もしお金を取るんだったら，ちょっとやっぱり，もうちょっと中身を，それ

こそ，もう民間にお任せするというのも一つの選択肢なんじゃないかなと。プログラムを

もうちょっとユニークなものにしてお金をいただいて，それで修繕とか，そういうことも

できるというふうなやり方も一つのやり方じゃないかなと思うので，検討していただけた

らなと思うんですが。 

○コーディネーター 市民判定人の皆さん，申しわけないです。評価シートのほうにご記

入いただきたいと思います。今回２枚同時に提出をいただきますので，ちょっと難しいか

と思いますが，よろしくお願いいたします。民間売却は，もうご検討は，まだされていな

い。 

○市職員 しておりません。 

○コーディネーター ＮＰＯの，管理運営をしているＮＰＯさんは施設を，例えばもらっ

ても維持できるような体力はない。 

○仕分け人 ないね…。 

○市職員 賃借料とか185万かかっているというところが大きいのかなというふうには思

いますけども。 

○コーディネーター 賃借料というのは，これ，地主さんが，地主さんが民間の人だとい

うこと。 

○市職員 そうです。 

○コーディネーター なるほど。 

○仕分け人 賃借料の期限というのは，いつまでの契約になっているんですか。 

○市職員 １年契約です。 

○仕分け人 じゃ，やめれば，その費用は払わなくて大丈夫ということですか。 

○コーディネーター ただ，原状復帰費用が。 

○市職員 そうです。 

○仕分け人 原状復帰は復帰でやればいいんですけれども。別にそれは，今かけている経

費のところもかからなければ。     

○コーディネーター いや，ただちょっと，この単年度の経費だと，原状復帰費用のほう

が相当にかかるでしょうね。今の施設は大きな手を入れないで何年間持ちそうですか。大

規模修繕はしないで。 

○市職員 七，八年です。 
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○仕分け人 地震は大丈夫ですか。 

○市職員 地震は震度６まで大丈夫です。 

○仕分け人 震度６。 

○市職員 ６です。 

○仕分け人 じゃ，少年の家よりいいじゃないですか。少年の家はやばい。 

○コーディネーター そうすると，やっぱり七，八年がリミットかもわからないですね。 

○市職員 キャビンについてはですね。 

○コーディネーター そこで大きな費用をかけて，さらに長い間経営をするということに

するか，そこで大きな費用がかかるぐらいだったら，その費用をかけて原状復帰して返す

か，そのリミットがぼちぼち迫っているという感じでしょうかね。 

○仕分け人 一ついいですか。ちなみに少年の家の話で，少年の家の大規模改修，耐震の

見積もりというのは，もう出ているんですか。 

○市職員 設計に関しては出ています。 

○仕分け人 大体ざっくりでもいいんですけれども，見込み的にはどれぐらいかかるのか。 

○市職員 設計。 

○仕分け人 いや，設計だけじゃなくて施工まで。 

○市職員 施工は，ちょっと設計が出てみなきゃわからないということなんですけれども。

設計だけ。エレベーターとかトイレ改修とか含めて1,500万ぐらいの設計になると思いま

す。工事に関しては前回全体改修工事をやっているので，それぐらいになるかなと。 

 まだそこは，ちょっとはっきりとした金額は出せないということなんですけれども。 

○仕分け人 オーケー。少年の家の賃借は600万ということで，これは，契約は。 

○市職員 これは10年契約です。 

○仕分け人 次に切れるのはいつ。 

○市職員 次に切れるのは…，25から35年です。 

○仕分け人 それは違約金を払えば契約解除はできるんですか。契約だったら，解除はで

きますよね。 

○コーディネーター それでは判定人の皆様の評価について集計を今，していただいてい

ますので，先に仕分け人の皆様の評価をしていただきたいというふうに思います。２つの

事業に分けて評価をいただきたいというふうに思います。 

 まず，少年自然の家運営事業について評価をいただきます。挙手により評価をいただき

たいと思います。少年自然の家運営事業について，不要または凍結すべきとお考えの方，

挙手をお願いします。お二人。国・県広域的な利用が必要だと。八千代市で実施すべき，

ただし改善が必要とお考えの方。３人。仕分け人の最多数は八千代市の要改善ということ

でございました。改善というご意見の白石さん，ちょっとコメントをいただけますか。 

○仕分け人 基本的にはかかっている経費，人件費等がちょっと多すぎて，それから人の
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使い方ももう一つクリアカットにご説明いただけていないんですけれども，やっぱり人が

ちょっと多すぎるのかなという気がしますので，こういう施設というのは，やっぱり行政

機関が維持管理すると，どうしても維持することが主になって中身の濃さが出てこないと。 

 やっぱり外部へ委託することを考えたほうが，より効率的に，しかもアトラクティブな

ものができるんではないかなという感じがします。私は，ちょっと民間委託を検討すべき

というコメントを入れました。 

○コーディネーター それでは，不要・凍結というご意見の山根さん，コメントを。 

○仕分け人 なかなか難しいとは思うんですけれども，今の財政の状況のところの話だけ

ではなくて，これも含めて理由，つまり少子化も含めてという形でいったときに，子供が

多いときは，確かに自前で持つということもあったのかもしれないですけれども，今いろ

いろ昭和50年代，昭和60年代とかわってきてアウトドア関係をやる，それから星空とかい

う形の学習をする場というのは逆に言うと増えていて，今度もっといってしまうとプラネ

タリウムの更新だとか，私は今回言わなかったんですけれども，いろいろな設備系の更新

も出てくるとなると，これ以上，やっぱりつぎ込んじゃって大丈夫なのかどうか。検討委

員会でやったというお話を聞いていたので，最初僕も改善すべきかなと思ったんですが，

やっぱりちょっと，賃借とかも含めるとかなりのお金がかかっていることは確かなので，

もう少しシビア目に，やっぱり見直しをしていかないと。これから先，これ，子供のこと

だから，子供のことだからというふうにいってしまうのは，やっぱり事業担当者としては，

私はもう少し主体的に事業の中身，要するに校外学習とかのところでセカンドスクールの

授業と同じことができれば場所はどこでもいいんじゃないかというふうに思いますから，

市内であるということが必要だということではないと思いますので，ぜひ，そこはシビア

に，やっぱり考えることをして，内容のグレードアップだとかそういうことを，やっぱり

してほしいなというふうに思いましたので不要・凍結としました。 

○コーディネーター 市民判定人の皆様のご意見，評価が集計できましたので，ご報告申

し上げます。 

 14人の判定人の方から評価をいただきました。不要・凍結というご判断の方がお二人，

国県広域という方が１人，要改善という方が11人ということで，最多数は11人ということ

でございます。意見を幾つかご紹介申し上げますと，県の施設があるので有効的に利用す

ることも検討すべきであるということでございます。職員の業務量が，ちょっと稼働率か

ら考えて職員が多いのではないか。再考していただく必要があるのではないかということ

でございます。それから，やっぱりコストの削減，委託化によりコストの削減を検討すべ

きではないかという，こういうことでございます。ちょっとその他の議論も整理させてい

ただきますと，先ほども申し上げたように教育課程の一部として今後もやっていくのかど

うかというのも，私は，ちょっと議論に出なかったですけれども，一つ考える必要がある

んじゃないかというふうに思うんですね。所謂指導要領とかいろんな関係で，学校サイド
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も時間が足りないという状況の中で，４年から中学３年まで毎年ずっと同じ場所で同じ野

外活動をするというのが，他の教科，他の学習に少なからず影響が出ているんではないか

なと私は心配します。そういう観点から考えて，例えば教育課程内でやるのは小学校で１

回，中学校で１回とするとか，それで野外活動の，土日の野外活動の活動として活用され

るというような形での活用方法も含めてお考えいただく必要があるのかなと。いずれにし

てもこの施設の効果がどこにあったのかというのは，やっぱり子供たちが，どう，ここで

経験したことをどう活かしたのか，どういう経験が役に立ったのかと，そこだと思います

ので，そこにちょっとスポットを当てて効果の検証をしていただければ，もっと市民の皆

様にも理解がいただけるのではないかなというふうに思います。 

 続きまして，青少年施設運営管理事業について，まず仕分け人の皆様から評価をいただ

きたいと思います。挙手により，これもご了解をいただきたいと思います。青少年施設運

営管理事業につきまして，不要または凍結すべきとお考えの方，挙手をいただきます。４

人です。国・県広域的な対応とお考えの方。八千代市で実施すべき，ただし改善が必要と

お考えの方。お一人。現行どおりはゼロということで，仕分け人のご判断は不要・凍結が

４人ということで，最多数は不要・凍結ということでございました。 

 じゃ，最後ですから，コメントを森田さんから。 

○仕分け人 やっぱりこのキャンプの事業というところで，施設を持ってやっているとい

うところなんですが，やっぱりこの事業の目的というものとその手段の関係ですよね。実

際この施設がないとできない事業なのかというと，必ずしもそうではないところがあると。 

 過去の経緯があってこういうことをやっているわけですけれども，やっぱりそこについ

てちょっと抜本的な考え方を，中・長期的な視点ではこういうところを先程，コーディネ

ーターの意見でもありましたけれども，確かにこの施設をつぶすと，そのつぶすための費

用がかかるわけですよね。だけれども，そこのコストというものを考えた上で，今後どう

いうふうにこの施設で維持管理コストが発生していくのかとか，それを十分考えた上で，

まずは中・長期的なビジョンを作るべきと。ただ，それを待っているというのもあれです

から，短期的にはこの事業の成果とか今までのところも総括した上で稼働率の向上を図る

とか，もっと利用してもらえるように短期的にはやっていくという，どっちからというわ

けじゃないと思うんですね。そういった両面からやっていくべきかなと思って，今回抜本

的に見直すべきということで不要・凍結とさせていただきました。 

○コーディネーター どうぞ，ご意見。 

○仕分け人 私も，もう森田さんと全く同じなんですけれども，市が本当にやる必要があ

るのかどうかというのは，やっぱり，多分前に教育委員会が持っていたと言われましたよ

ね。 

 何かその流れが，やっぱりずるずるときている感じがするので，そこは民間でも十分や

れるような内容の施設というふうな印象をちょっと受けましたので，抜本的な，やっぱり



－102－ 

見直しというか，それか，もう廃止ということで丸をつけさせていただきました。 

○コーディネーター 吾妻さん，コメントをいただきます。 

○仕分け人 この事業の１，２，含めて民間委託を望んでおります。 

○コーディネーター ありがとうございました。それでは，市民判定人の皆さんの評価の

集計について，ご報告を申し上げます。14人の判定人の方に評価をいただきました。不

要・凍結という方がお二人，国・県広域的な対応という方がお一人，要改善という方が11

人ということで，最多数は要改善という，こういうことでございます。コメントを幾つか

ご紹介申し上げますが，不要・凍結とご判断の方は，施設そのものに必要性が感じられな

いという，こういうご意見でございます。それから，要改善という中のご意見では，利用

者の制限をなくして，一度もっと幅広く利用する施設に変えたらどうかという意見が幾つ

かあります。 

 それから，ちょっと私も途中で申し上げたかと思いますけれども，自然の家ですか，と

の合わせた利用といいますか，そういう利用方法も考える必要があるんではないかなとい

う，こういうご意見でございました。その他議論を整理しますと，七，八年後に大規模改

造が必要だという時期には間違いなく存続を含めた選択が迫られるのではないかなという

ことが予想されます。その利用者の，対象の利用者の幅を広げるかどうするかというよう

な問題も含めて集中的に利用者が増加するような何か策を講じてみて，それでも増えなか

ったら，やっぱり廃止をするか，あるいは民間団体に渡して民間に運営そのものをお任せ

するか，何らかの，ちょっとドラスティックな方法になるかとも思いますけれども，抜本

的な見直しが早急に必要なのではないかなというふうに思います。市民の皆様からも厳し

い意見が今後も出てくるんではないかと予想されますので，ぜひ，ご検討いただきたい。 

 判定人の皆様，この事業も含めて，今日一日の感想でも結構です。何かございましたら，

ご意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。 

○市民判定人 ちょっと一日で思ったことなんですけれども，まず今の教育委員会さんの

ほうで，かなり検討会をなされているということで，ただ最終的にはなかなか，各結論が

出ていないのではないのかな。とすると検討会自体が，十分に検討できていない感じでは

ないかなというような感覚で，やはり全体的に多分，どうしても今までの中で，要はこの

建物ですね。箱の行政から脱却しないと，結局は財政赤字だったりなんかでまずいのかな

と，そういうことが非常に危惧されます。危機を感じております。 

○コーディネーター ありがとうございました。他に判定人の皆様，いかがですか。 

 いかがですか。どうぞ，感想を。 

○市民判定人 何か建物があるから，それに沿った用事をしているように思うんですね。

事業内容が重複しているように思います。もっと何かこう，短くしたらいいんじゃないか

と，よせたらいいんじゃないかなというのを。 

○コーディネーター ありがとうございました。はい，どうぞ。 
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○市民判定人 途中でも申し上げましたが，事業を，職員を割り当てるためにやっている

んじゃないかなという気が，どうしてもしてしまいました。ですから，本当に必要ないと

ころは引き上げていただいて，人員を減らすなり何なりしていただかなきゃ市自体がやっ

ていけなくなるんじゃないかと。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 それでは，あと傍聴者の皆様，市民の皆様で，ご意見を頂戴できれば，ご意見をいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。 

○傍聴者 今のところで１人当たり１万円近くを子供にかけて泊まらせるというんだった

ら，県の施設だと4,000円でバス代を含めてできるんですよね。民間に持たせば，ディズ

ニーランドへ行けば１万円はかかりっこないです。これもお荷物ですかね。発想を変えれ

ば，やっぱり事業自体の額よりも大体３倍から５倍も人件費に使っているんですよね。こ

れはトータルを見てみると最高は１人当たり人件費1,145万円，年間，これ，市長より多

いですよ。やっぱりこれ，大体800万から1,145万円の間の人件費を使っている。ここにメ

スを入れてほしい。 

 以上。 

○コーディネーター ありがとうございました。他に傍聴者の方，いかがでしょうか。ど

うぞ。 

○傍聴人 午前中から聞いておりまして，それぞれ市民が利用している施設は，この人だ

けですか，この人だけですかという質問が鋭くありましたけれども，私は当然そうだと思

います。この人はこの施設，この人はこの施設，この人はこのサービス，トータルで市民

全体のサービスなんで，一つだけ聞いていて取りやめさせることは大変間違いが起きやす

い。 

 今さっきおっしゃったように，それぞれがちょっと，もう少しよせたらいいじゃないか

と，これは私も賛成です。それが一つ。もう１点は，今ある施設をやっているのは，これ

はやむを得ないんですけれども，もともと新しくできた数十億の建てた施設。しかも数億

円をかける運営費，ここのところが事業仕分けにならないところが，過去ずーっと，私た

ちは，それを追ってきた人間としては非常に不満であります。 

 以上です。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 以上を持ちまして，第１会場の作業を終了とさせていただきたいというふうに思います。 

 どうも，お疲れさまでした。ありがとうございました。 
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＜２－７ 放置自転車等対策事業＞ 

 

○事務局 定刻になりましたので，これより第２会場の事業仕分けを開始いたします。 

 事業仕分けの開始に先立ちまして，本日ご協力いただくコーディネーター及び仕分け人

の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 コーディネーターを務められます露木様です。 

○コーディネーター 露木でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 仕分け人を務められます石田様です。 

○仕分け人 石田でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 仕分け人を務められます江藤様です。 

○仕分け人 おはようございます。江藤です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 仕分け人を務められます角張様です。 

○仕分け人 角張と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 仕分け人を務められます黒川様です。 

○仕分け人 八千代の市民仕分け人の黒川です。よろしくお願いします。 

○事務局 仕分け人を務められます戸田様です。 

○仕分け人 八千代市民の戸田と申します。よろしくお願いします。 

○事務局 なお，本日は，私，小川と竹内が事務局を務めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは，早速ではありますが，放置自転車等対策事業の事業仕分けに移らせていただ

きます。この後の進行につきましては，コーディネーターの露木様にお願いいたしたいと

思います。 

 それでは，露木様，よろしくお願いいたします。 

○コーディネーター それでは，改めまして，おはようございます。 

 これから本日の仕分けに入らせていただきますが，幾つか，その前にお願いをしたいと

思います。 

 まず，仕分け人の皆様には，市民判定人の皆さんが，この事業，内容などで，よくわか

って評価できるように，わかりやすい質問をお願いしたいと思いますし，説明者の皆様に

は同じように，判定人の皆さんにわかりやすいようなお答えをお願いしたいというふうに

思います。そのためにも，できるだけ一問一答という形でお願いしたいというふうに思い

ます。 

 判定人の皆様，この時間の中で，50分という，１事業50分なんですが，評価シートがあ

る，渡っていると思います。その中で，シートを見ていただきますと，上から，不要・凍

結，それから，国・県・広域，八千代市要改善，八千代市現行どおり，これの中から選ん

でいただくということで。 
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 研修のほうでやっていると思いますけれども，ここに税金を，市の税金を投入する必要

ないと，または，この事業自体要らないとか，その場合には不要という考えになります。

ただ，事業の組み立て自体，もう根底から見直す必要があるんではないかという場合には

凍結ということで，１番の不要・凍結という考え方をとっていますので，その辺で判断を

お願いしたいと思います。 

 ２番目の国・県・広域というのは，市が単独でやるよりも，もっと広い広域でやったほ

うがいいとか，そもそもこれは県がやるべき仕事，国がやるべき仕事じゃないかという場

合には国・県・広域と。 

 それから３番目，八千代市要改善。これは，八千代市がやるべき事業ではあるけれども，

今のやり方には問題があるので見直しが必要ではないかという場合には八千代市要改善。 

 それから，最後の八千代市現行どおりというのは，今の八千代市が今やっているやり方

でいいと，いいんではないかという場合。それと，もっとこれは拡充して，充実させて実

施すべきじゃないか。この場合には八千代市現行どおりという判定でお願いしたいという

ふうに思います。 

 それから，この仕分け自体，この評価，判定も当然重要なんですが，その一番下にある

特記事項というのがございます。この中で，判定人の皆様，ご意見をできるだけいろいろ，

考え方とかご意見，書いていただきたいと思います。というのは，この判定結果で今後の

事業を全て考えていくというわけではなくて，やはり市のほうがこれから，この判定に基

づいて事業を見直すときに，市民の皆様の意見とか考え方というのは非常に重要になって

きますので，ぜひそこの最後の特記事項の中のご意見等を書いていただきたいと思います。 

 途中で私のほうから，そろそろ評価シートの記入をお願いしますというふうに声をかけ

ますけれども，ちょっと時間的に短いので，途中でいろいろ思い，考えていること，思い

ついていることあったら，どんどんどんどん書いていただいて結構ですので，よろしくお

願いいたします。 

 それでは，本日最初の事業ですね。事業番号２－７，放置自転車等対策事業につきまし

て，生活安全課さん，説明をよろしくお願いします。５分程度で，簡単にお願いいたしま

す。 

○市職員 それでは私から，放置自転車等対策事業ということで，事業シートに沿ってご

説明させていただきます。 

 初めに，私，生活安全課長の増田と申します。よろしくお願いいたします。 

 次に，担当の生活安全課交通安全班主査の高橋でございます。 

○市職員 よろしくお願いします。 

○市職員 同じく，後ろに控えますのが主事の大宮司でございます。よろしくお願いいた

します。 

 まず，放置自転車等対策事業については，市の基本計画「安心安全都市をめざして」と
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いうことで位置づけておりますが，事業の実施の背景からご説明いたします。 

 これ，全国的にもそうなんですが，八千代市においても昭和50年代後半から，放置自転

車，駅周辺の放置自転車が問題化してまいりまして，道路交通の安全に支障を来し，道路

管理者として看過できるような状況ではなくなってきたことから，事業を開始したもので

ございます。直接的には，八千代台周辺の自転車の乗り入れ増加による放置自転車対策の

観点から開始いたしました。 

 事業の目的でございますが，まずは，自転車利用者の利便性を図る。自転車利用者に駐

輪場を利用してもらい，放置自転車を防止する。交通障害となる放置自転車を撤去する。

これは，これより大きい目的としては，道路交通の安全を守るという観点からやっている

事業でございます。 

 次に，事業の概要でございますが，まず，対象はもちろん自転車の利用者。あとは，公

共の場，市道ですとかそういったところに放置されている自転車。あとは，駅周辺で自転

車を放置しようとする人が対象となり，対象人数は３万3,269名となっております。 

 事業の実施方法については，主に業務委託で実施しておりまして，委託先については，

公益社団法人八千代市シルバー人材センターとなっております。 

 シルバー人材センターの，若干ちょっと団体のご説明させていただきますと，シルバー

人材センターについては，臨時的かつ短期的な就業を希望する高齢者の生きがいの充実や

地域社会の活性化を図ることを目的に，高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて

設立された団体であり，当該事業を委託することについては，法律の趣旨である高齢者福

祉の推進につながるということも一つの理由としております。 

 次に，事業の概要，事業内容でございますが，まず，自転車駐輪場の，駐車場の運営と

維持管理。これを市内の６駅，京成電鉄，東葉高速鉄道の駅があるんですけれども，その

駅周辺に設けています。 

 次に，駅前整理員の配置。こちらについても市内６駅全てに配置しております。 

 つぎに，放置自転車の撤去及び保管自転車の返還業務。こちらについては，条例に基づ

き市内４駅周辺を自転車放置禁止区域に指定しており，そちらのほうに違法に，条例に反

して放置された自転車については，即時撤去するというようなことを実施しております。 

 次に，こちらは記載しておりませんが，駅の直近にある民間の駐輪場に対する補助金と

いうのも事業としてやっております。 

 次に，当該事業のコストでございますが，主なものとしては，市営自転車駐車場手数料

収納事務等業務委託費，こちらはシルバー人材センターですが，１億3,238万4,000円。次

に，駅前自転車整備業務委託費として2,697万1,750円，これもシルバー人材センターへの

委託です。次に賃金ということで，これは，撤去した自転車の保管場所の臨時職員の人件

費となっております。次に，生活安全課職員の人件費でございますが，人件費については，

金額は事業の年間業務時間数に人件費の時間単価を乗じたものであります。4.5人という
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ことで，ごめんなさい，3,868万1,000円となっております。 

 次に，人数は，金額一人当たりの年平均人件費で割り算出したもので換算いたしますと，

4.5人ということになっております。なお，生活安全課交通安全班の担当職員については，

私を含めて６名となっております。 

 当該事業の実施の目的ということは，先ほども述べましたけれども，駅前を中心として，

放置自転車が撤去され，放置自転車が多い箇所について，道路管理上の問題として事業を

実施しているという形になっております。 

 以上でございます。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 ちょっと判定人の方はわかりにくいと思いますので，人件費のところですね。職員人件

費，これにつきましては，この事業にどのくらいの時間がかかっているのかというものを

人で割っているわけですね。ですから，これに4.5人が専属にいるということではなくて，

多分何人かいらっしゃる中で，この仕事に0.3人分，この人がやっているという，この人

が何人かいて4.5人という計算になるということですね。 

 ただ，ちょっと八千代市さん，他の事業もそうなんですが，この職員の人数の出し方が，

ちょっと考え方が違うのかなという気はしています。というのは，この放置自転車対策事

業，ここに載っている内容というのは，ほとんど委託だけなんですよね。だから，委託に

かかる人件費で考えたら0.何人とかっていう，なるはずで，多分この4.5人は，生活安全

課さんで他にもいろんな自転車に対する対応，対策事業があって，そういうものを全部含

めての事業だと思うんですね。ですから，多分これ，駐輪場の運営だけを考えれば，こん

なに人は，スタッフいないはずだと私は思うんですが，そういうことでよろしいですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター では，仕分け人の皆様からご質問等をお願いいたします。 

○仕分け人 すみませんけれども，ちょっと事実関係の確認をしたいんですが，シルバー

人材センターの方，26カ所，１億3,200万円，委託，払っていらっしゃいますね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 実際に駐輪すると，そのお金を利用者からもらうわけですけれども，それは

トータルで幾らになるでしょう。これ，差し引きの金額ではないですね。 

○市職員 違います。 

○仕分け人 この２億6,200というのは，これがそうですね。２億6,283という。事業収益

って書いてあります。 

○仕分け人 これは。 

○市職員 ごめんなさい，収入の合計は１億9,000万程度となっております。１億9,500万。 

○仕分け人 ごめんなさい，１億9,500万。 

○市職員 9,500万円。 
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○仕分け人 そうすると，シルバーさんには１億3,000万円払っていて，でも，利用者か

らは１億9,500万円もらっておる。 

○市職員 そうですね。ちょっとこれ，全部の事業費を載せているわけではなくて，駐輪

場にかかる，例えばラックですとか，あと光熱費とか，そういったもろもろの経費という

のがかかってきますんで，概ね支出と収入というのはとんとんになる形になって。ただ，

委託についてはこれだけ。あとは物件，施設の維持管理として，今言いましたけれども，

光熱費ですとか，駐輪場のラックなんかはリースで借りていますから。 

○仕分け人 ごめんなさい。そうすると，委託，お金を払っていますよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 だけど，市が収納するお金は１億9,500万円あって，今回ここには，その他

の財源で特に載ってはいないけれども，支出と収入をあわせて考えると，この放置自転車

対策事業というのはペイしているというか，市の持ち出しで何か補助しているという感じ

ではないんですか。補助という言葉は悪いんですけれども，例えば，利用者がこれ，自転

車だとすると自転車を，１カ月でしたっけ，１年でしたっけ，何か，１カ月ですね，

1,050円払うわけですよね。1,050円払うんだけれども，それに対して市が支出するお金と

いうのは，この1,050円に見合っている。しかも，儲けちゃう。それとも，1,050円，利用

者からもらうんだけど，実は他にもいろいろかかっていて，市が補助している形になるん

ですか。補助というか，負担していく形。 

○市職員 そうですね，単純に計算すると，１台当たり，経費というのは1,700円かかる

んですよ。 

○仕分け人 １台1,700円。 

○市職員 維持管理，算出，はい。 

○仕分け人 １カ月。 

○市職員 １年ですね。 

○仕分け人 えっ。 

○市職員 ごめんなさい，１カ月です。ごめんなさい，１年です。 

○仕分け人 １カ月１台1,700円かかる。 

○市職員 はい，1,700円，歳出としては。 

○仕分け人 だけど，もらっているのは1,050円。 

○市職員 ええ，それですから…。 

○仕分け人 それに利用料で。この１カ月１台というのは，利用率100％のときじゃなく

て，現在の78％に対して全部見ると１台1,700円かかっていて，1,050円だから，市は持ち

出しで650円は負担していると。 

○市職員 ええ，そういう形ですね。 

○仕分け人 わかりました。 
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 あと，じゃ，もう一つ。市は１人当たり１台，１台ですね，１台につき１カ月650円，

自転車を駐輪する人に負担しているということですね。 

○市職員 まあ，そういう感じですか。 

○仕分け人 じゃあ，今1,050円で，屋根ありの金額ですよね。それで今回，民間の自転

車をやっているところは，自転車を，その駐輪をやっている，駐輪事業をやっているのが

事業シートで23ページと24ページにありますが，ここは１カ月2,400円だか2,500円ですよ

ね。何か，どうして，安過ぎなんじゃないか。やっぱり自転車を利用する人の，だけのも

のですよね，これ，とりあえず。その辺を歩く，駅を利用する人にとっても快適な環境と

いうのはありますけれども，自転車をとめる人は安くとめることになっているわけですね。

市が補助する。何で2,000，650円足して1,700円にすればいいじゃないかと思うんですよ。

その辺のお考えはどうなんでしょう。 

○市職員 公共手数料のガイドラインというのは私どもの財務部のほうでつくっておりま

して，それに基づいてこういった料金で算出しているんですが，それでやると，ほぼ適正

な金額という形に出てくるんですよ。で，そういった形で。 

 今，仕分け人の方もおっしゃっていましたけれども，自転車利用者の受益者負担という

考えもあるんですが，我々としても，これはある程度税金を出してやらないと，現実的に

放置自転車というのはありますんで，その辺のバランスを勘案して，そういった料金とい

うのは算出しています。 

○仕分け人 解決策はあるということなんですが，民間事業者が2,500円でやっていて，

それで，1,700円にしても，十分まだこちらのほうが安いですよね。 

 ごめんなさい，これ，もろもろ，1,700円の中には，この借り上げ，土地。駐車，駐輪

場の場所は誰のものですか。 

○市職員 市が持っているところもあるし，鉄道事業者が持っている土地を借りていると

ころもあるし，あと，民間の方に借りている土地というのもあるんで，賃借料なんかも，

だから，このあれには含まれています。 

○仕分け人 この1,700円の中に入っている。 

○市職員 はい，入っています。 

○仕分け人 そうすると，そのガイドラインというのは，費用，コストかかっているのを

全部市民に負担させてはいけないというガイドラインなんですか。 

○市職員 事業によって，公益性が高いものであるとかによって変わってくるんじゃない

ですか。例えば，公益性が高いものについては市が75％見なさい。ただ，公益性が低くな

れば…。 

○仕分け人 これは何％という形に決まっているか。61％，62％。 

 いろんな，それは市民の方がご判断されることだと思うんですけれども，私，ここに住

んでいるわけではないので。民間事業者が2,500円で払っていて，その半分より下の1,050
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円。この1,050円も，これで受益者負担ならいいと思うんですけれども。いや，市が１人

１台650円を負担するってことが適正かどうかは皆さんのご判断。 

 ただ，個人的には，1,700円にしても十分民間事業者の駐輪代よりは安いから，私はや

っぱり受益者負担のほうが適正じゃないかなと。その分，市が他に回せるお金が，他の公

共サービスに回せるお金が増えるので，そちらのほうがいいような気はしますけれども。 

 はい，ありがとうございました。 

○コーディネーター ちょっと今，数字のことで，650円がひとり歩きするといけないの

で，もうちょい正確に言ってほしいんですが，１台当たり，その収入は平均幾らになりま

すか。多分これ，高校生は安かったり，屋根がないところは520円だったり480円だったり

するので，平均すると多分1,000円はいかないはずですよね。多分600円とか，そういう金

額になりませんか。 

○市職員 ごめんなさい，算定手数料，定期１カ月料金…。 

○コーディネーター そんな難しいことじゃなくて，１年間の総収入を台数で割っていた

だければいいんです。 

○市職員 １台当たりの年間の歳入が，１台当たり，定期利用で１万4,230円，一時利用

は100円ですね。 

○仕分け人 それ，料金ですか。 

○市職員 はい，歳入ですね，料金です。 

○コーディネーター それは利用料金。 

○市職員 利用料金です，ごめんなさい。 

○コーディネーター じゃなくて，歳入で利用台数を割ると，１台当たり平均幾らになり

ますかということを聞いている。 

○市職員 １台当たりの歳入が，月ですから，1,186円ですね。 

○コーディネーター 1,168円て。利用料金1,050円，一番高いところで1,050円ですよね，

月。何でそれより高くなっちゃうんですか。 

○市職員 ごめんなさい，市内の方は1,050円なんで，市外の方は倍なんですよ，金額。 

○コーディネーター 市外の方は2,000円，2,100円取っていると。じゃ，市内がそんなに

多い。 

○市職員 市外は多いですね。要は，八千代台駅とか勝田台駅というのは他市に接してい

ますので，結構その市外の方の利用というのは多いです。 

○コーディネーター どこのが…。 

○仕分け人 だから，２倍になっちゃうから…。 

○市職員 いや，ごめんなさい，何ていうんですかね…。 

○コーディネーター これ多分，この事業は，今，石田仕分け人さんが言った受益者負担

がどうなのかというのは議論の中心になるので，この辺の数字をはっきりしていただかな
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いと，判定人の皆さん，非常に出し，出せなくなってしまいますので，そこをはっきりと

してください。 

 すぐ出そうもないですか。 

○市職員 そうですね，ちょっとごめんなさい。 

 ごめんなさい，一般の屋根ありの駐輪場を使う場合は１カ月1,050円なんですけれども，

一月当たりの平均歳入を出すと1,186.2円になりますんで，要は市外の人も入るから，そ

ういう形になるということですね。市外の利用者というのも結構やっぱり八千代市の駅は

多いですから。 

○仕分け人 その割合は。 

○市職員 割合は，市外と市内の割合…。 

○仕分け人 市外が多かったら…。 

○仕分け人 これ，市外の人は幾らぐらいですか。市内だと1,050円で，市外だと。 

○市職員 倍になります。 

○仕分け人 倍になる，ああ。 

○市職員 倍です。2,100円になります。 

 ごめんなさい，市内利用者が68.3％，市外利用者が31.7％。 

 市外利用者の内訳は，千葉市が14.5，佐倉市が12.9，習志野が14，船橋が1.7，その他

が1.2。比較的，佐倉市と習志野市の市民の方の利用が多いという形になっています。 

○コーディネーター 平均で何台，今何台とまっているんですかね，１日。 

○市職員 全体ということでしょうか。定期利用については…１日平均でしたっけ。 

○コーディネーター そんなに変わらないんですよね。 

○市職員 はい。1,751ですね。 

○コーディネーター 今，利用者が，定期利用が1,751…。 

○市職員 ごめんなさい，9,074です。9,070，１日ですよね。１日平均では，ちょっと定

期利用は出していないんですけれども，一時利用は出しているんですが，それは1,751台。 

○仕分け人 25ページの下に書いてある数字ですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 定期利用が9,074，一時利用が1,751。 

○市職員 はい，そういうことです。 

○コーディネーター これ，定期利用と一時利用の歳入というのは別々にわかりますか。 

○市職員 すみません，定期利用は１億3,800万円。定期利用は5,700万円，約です。一時

利用は5,700万円。 

○コーディネーター この１億3,800万円を，9,074，ちょっと待って，１億3,800万円…。 

○仕分け人 １億3,800万円を…。 

○コーディネーター 割ることの9,074。 
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○仕分け人 割る9,070，１万5,000円。 

○コーディネーター それを12で割ってもらえるかな。 

○仕分け人 割る12，１万円…。 

○コーディネーター 1,200円か。やっぱりこれくらいに合うのか。 

○仕分け人 すみません，市外の方が使っている割合が31.2％という形でしたよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 このうち，学生さんもずっと安いですね。学生さんのは倍になっても1,460

円ですよね。 

○市職員 そうです，はい。 

○仕分け人 学生と普通の人の，普通のというか，一般の人との割合って，市外の方で，

わかります？ どういう割合になっているのか。 

 一般の人だと1,050円が普通なので，2,100円払ってくれるってことはコストをカバーで

きるんだけど，学生さんに対しては，市外の人に対しては，やっぱりコストを市のお金か

ら補助しているわけですね。市のお金から市外の人に補助する理由が見当たらないので，

市外だからといって学生の人を安くする必要性はないように思うんですよ。なので，学生

の割合，どのぐらいなのかな。 

○市職員 ちょっと学生の割合というのはあれなんですけれども，そもそもこれ，市民に

対するサービスっていえばサービスなんですが，根本的な理由というのは放置自転車をな

くすということから始まっている事業ですから。 

○仕分け人 それはそうですね。 

○市職員 価格のバランスもありますけれども，べらぼうに高くして放置自転車が要は増

えてしまうと，これは元も子もない事業なので，余り。そういう観点で考えなきゃいけな

いのかもしれないですけれども，第一には放置自転車。学生さんというのは恐らく気軽に

乗られるんで，ぱっと置いていくって傾向が多いと思うんですよ。 

 これ，本来，八千代市は市内と市外で分けていますけれども，道路管理という観点から

見ると，余り分ける理由はないだろうということで，市内と市外の料金差を設けていない

自治体というのもありますから，その辺は私どももちょっと問題ないんじゃないかなと考

えています。 

○コーディネーター 問題があるかないかじゃなくて，そういう考え方，いろんな考え方

があるということを判定人の皆様はご理解いただいて判断していただければというふうに

思います。 

 では，他によろしい。 

○仕分け人 ちょっと話の内容が変わってしまうんですが，目的の中に，自転車駐車場を

利用してもらうことによって放置自転車を防止するとありまして，次，21ページの活動実

績の中に１万6,727台，事業成果のほうには１万2,759台ということで，少し差があると思
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うんですが，それを埋める何かことをされているのかとか，もしそこにこの差が生まれて

しまう何か理由とかっていうのも，何かご存じだったりするんでしょうか。 

○市職員 平成25年度収容可能台数１万6,727台で，実際に利用されているのが１万2,759

台。この差があるわけですけれども，これ，私どもも計画に基づいて駐車・駐輪場という

のは設けていますが，この差というのは，恐らく放置自転車の撤去台数3,508台というの

は，ちゃんと自転車駐輪場にとめてくれればこの差は埋まるというか。 

 これ，我々も撤去についてはかなり厳しくやっておりまして，基本的には月曜日から土

曜日，違法に放置されている自転車というのは撤去しておりますので，こういった策は講

じているところから，だんだん放置自転車については減ってきているような状況だと思う。

これをちょっと続けて，ここの差を縮めていくというような努力は今しております。 

○仕分け人 撤去だけを，撤去をするだけということ。 

○市職員 あとは自転車の整理員さんというのを，こちらはいますけれども。この辺はシ

ルバー人材センターにお願いしているんですが，金額は変えずに，ちょっとここの区域は

多いなとか，ここは減ってきたなというのを，臨機応変に対応して，時間帯を変えたり場

所を変えたりして。ある程度人が注意とか，あそこにとめてくださいと言えば，大抵はそ

ういうことをやってくれる方が多いんで，そういった努力もしております，はい。 

○コーディネーター ちょっとこの事業に対する総事業費，今これ，委託だけなんですが，

それにプラス土地借り上げ料がありますね。使用料，それから事業費，それから役務費も

あるのか。役務費はない。事業費がありますよね。備品購入とか，それから光熱水費。そ

れ全部合わせた，この事業費というのは幾らだか。ちょっとそれ，計算しといてもらえま

すか。もう出ていますか。 

○市職員 この事業シートのコスト欄の金額ではなくて。 

○仕分け人 全部。さっき，借り上げて。 

○コーディネーター これは委託料だけですね。 

○市職員 いや，違います。これ，全て入っています。シートの書き方がちょっと悪かっ

たのかもしれない。 

○コーディネーター 土地借り上げ料は？ 

○市職員 土地借り上げ…。 

○コーディネーター 入っていないですよね。備品購入費，備品修繕費，入っていないで

すよね。どこに入っていますか。 

○仕分け人 さっきの１台1,700円の根拠になる全部のコストを全て。 

○コーディネーター これ，委託料だけですよね。賃金と委託料だけですよね。 

○仕分け人 でも，この中に差額が8,300ぐらいなれば。 

○市職員 そうです。申しわけ，委託しかちょっと入れていないです，これの詳細なもの

は，事業内容については。この２億4,000，25年度の決算額の２億4,467万7,000円。 
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○市職員 はい。 

○コーディネーター ありました。この委託料で計算すると，差額分が土地借り上げ料と

か備品類。 

○市職員 はい，そうです。 

○コーディネーター 事業費，光熱水費になっていると。25年度でいくと，総事業費が２

億4,400万強ということでよろしいですね。 

○市職員 そういうことです，はい。 

○コーディネーター そのうち１億9,500万円が歳入でカバーできていると。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター はい，わかりました。ありがとうございます。 

 じゃ，他にありますか。 

○仕分け人 駅前整理員の配置ということで，2,698万となっていますけれども，これは

６駅で人が何人ぐらい。また曜日，何曜，月曜日から土曜日，毎日というか，そこら辺を

聞きたい。 

○市職員 基本的には，全ての駅周辺に，曜日については日曜日まで，日曜日から月曜日

まで配置はしております。 

○仕分け人 人は。何人なんでしょう，これ。 

○市職員 平日は34名ですね。 

○仕分け人 ６駅で34名。 

○市職員 はい。八千代台が11名，勝田台が11名，大和田が５名，緑が丘駅が４名，八千

代中央が２名，村上駅が１名。 

○仕分け人 撤去実績の中の売り払いという項目の中で，1,781台売っているということ

になっているんです。これはどのくらいで売っていらっしゃるんでしょうか。 

○市職員 これ，鉄の料金に左右されるんですけれども，概ね１キロ…１キロ大体10円台

って形ですかね。 

○コーディネーター 年間どのくらいに。 

○市職員 年間で，決算でいいますと，51万7,000円です。 

○コーディネーター 要するに，自転車として売っているんではなくて，それを分解して，

鉄の部分は売っていると。それ以外のところは廃棄処分になっているということでよろし

いですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター よろしいでしょうか。 

○仕分け人 今のお話を聞いていた中で，そういうお考えだけれども，放置，ちゃんとし

た金額取っているところに，民間のところには補助金をうっていらっしゃるんですけれど

も，これはどういう考え方でいらっしゃるのか。 
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○市職員 収容台数的には，これ見ていただければわかるように，足りているんですけれ

ども，民間の駐車場ってかなり条件のいいところにありまして，でも，もともと実施され

たということもありますし。放置自転車をなくすという観点からは，そういったところに

補助金を出していって，500円，１台500円なんですけれども，１カ月。大体，うちでいう

差額分のコスト，歳入と歳出の差額分程度の金額は出していってもいいんじゃないかとい

うことで。放置自転車をなくすというのが一番の目的なんで，できるだけそういう場所を

確保したいという観点から補助は出しております。 

○仕分け人 この今，差額分とおっしゃったのは。 

○市職員 さっきの１台当たりの経費1,700円と歳入の千百幾ら，１件約500円になります

んで，その程度の補助は適当であるということで，補助金は出しています。 

○仕分け人 これは，基準は要するに，行政の持っている数値のほうで見たら，そのくら

い出してもいいかなという話ですか。 

○市職員 そうですね。500円が適正な金額ということで出しています。 

○仕分け人 ここの駐輪場の方たちは，今これ，マイナスなんですか。収益は赤字なんで

すか。 

○市職員 赤字というか，とんとん。そんなに経営状態いいという感じではないと思いま

す。赤字っていう形だと思います。 

○仕分け人 では，市が進めている駐輪場の対策で何か協力してもらっているから，こう

いう形でうっているとかって，何かあるんですか。 

○市職員 補助金交付要綱ってありますんで，そこに記載しているとおり，協力というか，

我々としても駅周辺の駐輪場確保。確保はできているような状況なんですけれども，自転

車の放置を防止するために，そういう形で補助をさせていただいております。 

○仕分け人 先ほどからのお話を聞いていると，少なくとも放置自転車というよりも，自

転車の収容台数は，十分に皆さんは用意されているということですよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 それも，自分のところのケースでちゃんと用意されている。それなのに，民

間のところに補助金をうたなきゃいけない。 

 撤去の話と，要するに放置自転車をなくすということは，もちろんその受け皿を用意す

るということは重要ですけれども，既に受け皿は用意されていますよね。受け皿を用意し

たから放置自転車がなくなるわけじゃないというのは，ここに数字で表れていますよね。 

 そうすると，私は，駐輪場の運営に関するものと撤去に係る考え方というのはちゃんと

分けて考えないと，はっきり言って，駐輪場のほうについては受益者負担できちっとペイ

させるべきだと思いますよ。行政がやらなきゃいけないのは，それでもちゃんとやらない

人たちに対する放置の自転車を撤去するとか，そっちはやらなきゃいけないです。これ，

金取れないですから，そこの部分にお金を集中してかけていって。それ，トータルで行政
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ガイドライン上にある程度おさまっているというのはわかるけれども，十分ペイできるも

のについてまで含めて，行政ガイドラインがこうだから，いや，そこは税金投入するんで

すっていうのは変な考え方ではないかなと私は思います。 

 もちろん撤去の方は多分厳しくやっていらっしゃるので，そちらは，これだけやらなき

ゃ１日に3,500台もいるわけだから，これを撤去するにはかなりお金がかかって，これだ

けかかりますというコストが出るならわかるんだけれども，駐輪場のほうはもうでき上が

っていて，委託して，使う人たちも決まっていて，そういう中でできる限りツーペイする

ようにしていったほうが，その分，撤去のほうにお金がかけられるから，これだけの台数

が空いているところを使ってもらえば，より事業の採算性もよくなるわけじゃないですか。

そちらを考えていくのが私は筋ではないかなと思います。 

○市職員 先ほども言いましたけれども，例えば八千代市においては，全ての区域が放置

禁止区域ではなくて，村上駅ですとか大和田駅というのは放置禁止区域ではない。駐輪場

は設けてあるんですけれども，変な話，そういう区域にお住まいの方というのは，駐輪場

にとめなくても撤去されることはないですから，お金払わないでとめるとかってことはで

きてきたり。我々が放置禁止区域ってことで規制をかけている以上，ある程度行政のほう

で，じゃ，ちゃんと駐輪場にとめてねっていうポスターを張らなきゃいけないかなという

のはちょっと考えています。 

 だから，全てを受益者負担，自転車利用者に負担させるって観点は，ちょっと考えてい

ません。 

○仕分け人 だから，駐輪場を利用する人に対しては，その駐輪場の利用についてのコス

トは当然ツーペイでいいんじゃないですかってことなんですよ。 

 撤去の費用をその人たちに負担させるって意味ではないですね。そこの部分は，だって，

取りようがないでしょう。そこまで含めた形でツーペイって形をする必要性はないと思い

ますよ，私だって。 

 だけど，少なくとも駐輪場の維持管理，運営，それから委託費用とか光熱費を見たとき

に，それは基本的には，例えば８割とか７割とかの利用でツーペイできるような状態にし

ておくのが普通じゃないかなと。その上で，それをシルバー人材センターがちゃんとやっ

ていって，うまく頑張って，整理員さんも頑張って，より利用率が上がって，シルバー人

材としては少しでも楽になれば，その分は委託費を減らすことができるだろうし。そちら

はそういうふうな観点じゃないんですか。 

 とか，今おっしゃっていた放置禁止区域という区域していない，条例指定していない部

分の放置自転車をどうするかということこそ，行政のほうでどうするかって考えなきゃい

けないことですね。 

 横浜市の例でいうと，横浜市も駅周辺というのは禁止区域になっているんですね。これ，

即日撤去です。それ以外のところはどうなのかというと，放置自転車と思われたものにつ
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いては紙を張るんですね。１週間たったら撤去します。そっちの経費は取りようがないで

すね。 

 禁止区域内はこうだけど，禁止区域外をどうするかということのほうをやっぱりちゃん

と考えなきゃいけないから，禁止区域内でペイするものはなるべくペイさせて，そうじゃ

なくて，他にかけるところにかけるって考え方を持たれたほうが私はいいんではないかな。 

 別にこれが悪いと我々は言っているんじゃないです。総事業費のトータルの考え方で，

八千代市さんはお金がなくて困っている，これからも財政状況が厳しいって中で，少しで

も減らせるところがあるんだったら減らして，その減らした分をやらなきゃいけないとこ

ろにかけるんだっていう考え方を持っていったほうが。 

 財政上のガイドラインなんていうのは，はっきり言って，行政の内部で勝手に決めてい

る決め事なので，それは，財政課が全体を見るときに一定の基準がないと上手な予算配分

ができないから設けた，便宜上の指針ですよね。市民にとっては，そんなの関係ないと思

うんですよ。そこはやっぱり，ちょっと前向きに考えていただいたほうがいいかなって思

います。 

○市職員 ごめんなさい，禁止区域外の話なんですけれども，私どもも横浜市さんと一緒

で，１週間程度置けば撤去は，それは札をつけてやっていることはやっています。 

○コーディネーター この受益者負担の考え方なんですけれども，いろいろな考え方は当

然あると思うんですね。 

 ただ，今ご説明していただいた考え方というのは，あくまでも利用者の立場に立った考

え方なんですよ。どうしても行政って利用者に立った考え方ってしがちなんですが，市民

全体から見ると，利用していない人たちがその分を負担しているということなんですね。

多分これ，25％ぐらいを市が負担しているんですけれども，そんな駅前に自転車放置しな

いのは当たり前のことなのに，その当たり前のことをできない人たちのために，ちゃんと

やっている人たちが負担しているんですよ。この考え方をどう考えますかという。確かに

利用者にとっては，それはいいかもしれない。だけど，大多数，使っていない皆さん，他

の市民がそれを負担しているということになるわけですよ。そこの考え方をどう整理する

かと。それを，ほとんど利用していない大多数の市民にどう説明したらいいのか。そこの

ところを考えていただきたいんだなと思うんですよね。 

○市職員 駐輪場にちゃんととめている方と，そうじゃなくて放置されている方がいまし

て，駐輪場の維持管理でかかる経費というのは，約なんですけれども，１億9,000万円で，

放置自転車の撤去，あとは放置させないために配置するシルバー人材センター委託料なん

かを合わせますと，それが 6,000万ぐらい。 6,000万。さっき言った駐輪場の歳入１億

3,000万については，我々の考えとしては，そっちの１億9,000万のほうに充てているんで，

基本的に，その手数料については放置自転車のそういうほうに充てていると，ちょっと

我々は。 
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○コーディネーター わかりました。放置自転車の撤去にまず6,000万ぐらい使っている

と。駐輪場の運営については，その引いたぐらいだから，今歳入しているのでペイしてい

るという考え方ですね。 

○市職員 そういうことです，はい。 

○コーディネーター それはそれで，きちっと数字として捉えていただいて，考えていた

だければとね。 

○市職員 わかります，はい。 

○仕分け人 あと，民間駐車場への補助金はちょっと考えたほうがいいんじゃない？ 

 今のお話だと，ちょっと何か要綱はあるって。要綱は当然，補助金出すためには，要綱

ないと補助金出せないから，それは当然つくるんですよ。 

 そうじゃなくて，この補助金が本当にうたないと市民が困るのかどうかという視点から

見たら，これ，うつ必要性あるのかないのかって，よくわからないなって思いますので。

これは，もし何かこういう理由がきっちりあるから払っているんですっていうものあれば，

ご説明いただければとは思います。私は何か要らないかなと思います。 

○市職員 おっしゃることもわかるんですけれども，この民間の駐車場というのは非常に，

勝田台と八千代台駅で，非常に駅から近い。市の駐車場よりか近いような位置にございま

して，金額もちょっと利用料高いんですが，かなり利用されている方が多い。利用率が高

い。こういうことをちょっと市が言うとあれなんですけれども，かなり管理がしっかりさ

れているというか，管理人さんがいて，ずっと見ていてくれるような状況なんで，利用率

は高い。だから高くても借りられていると思いますんで。 

 私ども，放置自転車をなくすという観点から，ちょっと補助金を続けていきたいかなっ

て考えております。 

○仕分け人 すみません，今，利用率が高いという話だったんですが，23ページの能勢駐

輪場のほうは，私が電卓で計算すると，99.5％ぐらいの利用率なんですけれども，お隣の

アズマエンタープライズさんのほうは，私は電卓でやったら，40.8％ぐらいで，決して高

くない。 

○市職員 これ，駅によって，かなり駐車場の利用率というのは変わるんですけれども，

能勢駐車場さんのほうは駐輪場もあるんですが，勝田台の南口については，市の駐輪場が

ほとんど満杯のような状態になっていまして，京成線というのは高架になっていないので，

なかなか鉄道の南と北というのはちょっと行き来しづらいような状況になっていまして，

できれば勝田台のほうについても私どもちょっと駐車場を確保したいという観点から，補

助を続けております。 

○仕分け人 あと，すみません，違うことなんですが，利用料なんですが，直近の改正時

期というんですかね，いつからずっとこの金額なのかを教えていただきたい。 

○市職員 消費税が５％になりまして，その前は1,000円，1,030円から1,050円になった。
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消費税の改正，５％に改正したときに改正したままですね。 

○仕分け人 何年でしたっけ。 

○市職員 平成９年ですか，はい。 

○コーディネーター では，そろそろ判定人の皆様，評価シートのほうのご記入をお願い

いたします。 

○仕分け人 すみません，17年間ずっと料金をお変えになっていらっしゃらないというこ

とですから，やっぱりフルのコストを考えて，どうすべきかというのは，せめて５年に１

回ぐらいは適否見直し…。 

○仕分け人 ３年だ。 

○仕分け人 ３年ぐらいって声もありますが，いただきたいなと。市の財政状況というの

も変わりますよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 それは私のただの気持ちですので，お答えは。 

○コーディネーター 判定人の皆様，書き終わったら挙手していただいて，担当の方にお

渡しください。 

○仕分け人 追加で，よろしいでしょうか。 

 25ページなんですけれども，市営自転車駐車場利用状況表，一番左にナンバー４て書い

てありまして，利用率が8.2％，極めて低い。あと，ナンバー22番て書いてあって，利用

率が29.9％。これは，駅から遠いという，何か理由はありましたでしょうか。 

○市職員 そうですね。バイクは殊にちょっと低いところはあるかな。やっぱり駅から近

いところについては利用率100％超えるところもあるんですけれども，駅から遠くなりま

すと利用率というのは低くなる傾向にあります。 

○仕分け人 これ，第１，第２，第３を合わせまして考えると，第３がなくても十分やっ

ていけるのかなというぐらいの利用率が低かったので，ちょっとお聞きしてみました。 

○仕分け人 すみません，シルバー人材センターへの委託料なんですけれども，どういう

ふうに金額が決まっているのかというところについて，他市の，他のシルバー人材に委託

しているところの業務というのを参考にしているかな。それの算定の基準といいますか，

そういうのがもし何かあれば。 

○市職員 算定の基準なんですけれども，千葉県の最低賃金をもとに委託料というのは算

出しております。 

○仕分け人 資料が出ているので，ちょっと気になったので確認したいんですが，22ペー

ジですね。これ，シルバー人材センターの概要の説明シートになっているんですが，団体

に対して委託料指定管理料が１億6,631万5,000円ですよって上の段では書いてあるのに，

団体の全体の収支のほうでは，委託料と指定管理料は3,653万8,000円しかありませんとい

う表記になっているんですね。こういう指標って，ちゃんと合っていないと，何かここの
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団体のやっていることは怪しいかなって思われてしまうので，もう少し気をつけたほうが

いいかなということと，もう一つ，この平成９年から改定していない料金なんですが，近

隣市と比べても，それは妥当なんですか。 

 近隣市の金額よりも大幅に低いんだとすると，それはやっぱり余りいい考え方になって

いないかなと思いますし，近隣市のほうのデータがないんであれば，少し改定の前にその

あたりを踏まえて，あと今度，消費税も８が10になるとかって話になっていますよね。公

共交通機関とかいろんな，みんな８％になったときに料金改定しているんですよね。本来

なら，この1,050円も改定されていなきゃいけないと思うんですが，そういったところも

やられていないので，もう少し敏感に料金設定については考えていかないと，小さな赤字

が結局最後は大きくなっていきますから。 

○市職員 近隣市のお話なんですけれども，近隣市で駐輪場なんか経営しているところっ

ていうのは定期的に会合を行っていまして，そういった情報交換しているのと，あと，消

費税の改定については，これ，他の市も，千葉県もそうなんですが，10％になるんではな

いかということで，そこに合わせて改定しようって考えが私どももありますし，他市にも

ありますんで。今年，確か，するしないというのは判断されますんで，来年はちょっとそ

ういった形で，うちのほうも改定というのは検討はしております。 

○仕分け人 じゃあ，いいチャンスだと思いますので，きょうの議論の中のことを十分踏

まえて，市民の方が納得できるような形にしていただけるといいかなと思います。 

○コーディネーター よろしいですかね。 

 判定人の皆さん，もう全員記入は終わったのでしょうか。 

 まだの方，いらっしゃいますか。よろしいですか。 

○市職員 ちょっといいですか，ごめんなさい。さっきの料金改定の，平成19年です。申

しわけございません。 

○コーディネーター 先ほどの黒川さんからあった，八千代台北第３，ここは，土地の所

有はどこなんでしょう。 

○市職員 市と京成電鉄。半分，鉄道の軌道敷にある駐輪場なんで。 

○コーディネーター そうすると，これも一応借地…。 

○市職員 そういうことです。 

○コーディネーター でなっているんですね。そうすると，バイクが他のところないので，

例えばバイクをとめるところだけに縮小して，駐輪場は隣の第１，第２でものみ込めると

いう感覚があるので，そういうことも可能なんですか。 

○市職員 これもちょっと適切かどうかわかんないんですけれども，私ども，距離で駐輪

場の料金を変えているところもありますんで，一定の需要はあるといえばあるんですね，

遠くても。 

○コーディネーター 8.2％ですが。37台ですね。 
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○市職員 バイクについても，大型バイクはとめられないんで。八千代台だけなんですけ

れども，それもちょっと数台確保したい。随時その見直しは図っていますんで。 

○仕分け人 困らない程度に…。 

○コーディネーター そうね。困らない程度に縮小することは，ちょっと考えたほうがい

いかなという気はしますね。 

 それでは，まず，仕分け人の皆様の評価をお伺いいたします。 

 まず，不要・凍結と思われる方。 

 国・県・広域。これはないですね。 

 八千代市要改善。全員ですね。 

 それでは，市民判定人の皆様の結論です。 

 不要・凍結，ゼロ。 

 国・県・広域，ゼロ。 

 要改善，10。 

 現行どおり，２。 

 ということで，この事業の判定については要改善という形となりました。ありがとうご

ざいます。 

 何か，あれはありますか，改善点は。 

 大分，改善点については，もう中で出たので，その辺，十分考えて。 

○仕分け人 ちょっと議論の方向としてはいかなかったんですけれども，私も土木事務所

にいる関係で，この放置自転車対策って結構大変なのはよくわかるんですよ。やっぱり，

もうここまでエリア的にきちっと用意しているんだったら，放置，その撤去とか指導のほ

うを充実していったほうが効果高いんじゃないかなと思いますけれども。 

○コーディネーター ちょっと時間過ぎたんですが，市民判定人の方でお一人かお二人，

何かご意見があればお伺いしたいと思いますけれども，よろしいですか。ちょっとこれは

言っておきたいということとか，よろしいですか。 

 では，以上で，この事業については終了させていただきます。ありがとうございました。 
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＜２－８ 幼稚園教育総務事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，２つ目の事業になりますが，事業番号２－８，幼稚園教

育総務事業。これにつきまして，元気子ども課さんから説明をお願いします。５分程度で

簡潔に説明を，よろしくお願いいたします。 

○市職員 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは，私どものほうから，幼稚園総務事業の事業概要についてご説明させていただ

きます。事業シートに沿ってご説明させていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 まず，本事業の実施の背景及び事業の目的でございますが，本事業は，私立幼稚園等に

通園する幼児の保護者に対する私立幼稚園等就園奨励費の支給と，私立幼稚園の設置者に

対する幼児教育振興費補助金の交付が主な事業内容となりまして，私立幼稚園等就園奨励

費につきましては，昭和47年に国において幼稚園就園奨励費国庫補助事業が創設されたこ

とを受け支給を開始しました。また，幼児教育振興費補助金につきましては，昭和61年度

より本市独自の幼児教育の振興施策として交付を開始したものでございます。 

 事業の目的でございますが，本市の幼児教育の振興であります。 

 次に，事業概要でございますが，私立幼稚園等就園奨励費は，私立幼稚園等に通園する

幼児の保護者に対して，その経済的負担の軽減を図るため，世帯の所得等に応じて国庫補

助基準額として示されている額に市独自に３万円を加えた額を支給しているもので，幼児

教育振興費補助金は，幼稚園の設置者に対して，教材費，研修費，施設修繕費等，幼児教

育の振興に資する事業に係る経費の一部を補助しているものであります。平成25年度にお

ける私立幼稚園等就園奨励費の支給総額は３億9,071万4,000円，幼児教育振興費補助金の

交付総額は1,253万円となっております。 

 次に，本事業の実施に要したコストでございますが，事業シート記載のとおりとなって

おりまして，平成25年度における人件費を含めた総事業費は４億2,703万円となっており

ます。 

 なお，人件費ですが，人数につきましては業務の割り振りを考慮して計上，金額につい

ては，事業の年間業務時間数掛ける人件費，時間単価で算出いたしました。 

 次に，事業費に対する国県支出金等の特定財源の有無でございますが，私立幼稚園等就

園奨励費につきましては国庫補助がございますが，幼児教育振興費の補助事業に対する

国・県支出金等の特定財源はございません。したがいまして，事業シートに記載しており

ます国・県支出金につきましては，事務の効率化を目的に構築しました私立幼稚園等就園

奨励費支給支出に要した経費に対して，県より交付を受けた安心こども基金事業費補助金

の額と合わせて記載させていただいております，平成24年度を除き私立幼稚園等就園奨励

費の支給に対して交付を受けた国庫補助金の総額となります。 

 次に，事業実績，事業成果及び事業の自己評価でございますが，平成25年度におきまし
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ては，3,999人の幼児を対象に，その保護者に対して私立幼稚園等就園奨励費の支給を行

うとともに，市内に所在する幼稚園18園に対して幼児教育振興費補助金の交付を行うこと

により，幼稚園等に通園する幼児の保護者の経済的負担の軽減，幼稚園における教材・施

設等の充実を通して，幼児教育の振興が図られたものと考えております。 

 なお，他の自治体の類似事業の実施状況につきましては，事業シートの記載のとおりと

なっております。 

 幼児教育総務事業の説明につきましては以上になります。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 それでは，早速ですが仕分け人の皆様からご質問等をお願いいたします。 

○仕分け人 数字だけ。ちょっと数字がよくわからないところがあって，後からもらった

資料の私立幼稚園等就園奨励費実績というのは，この参考資料か何かで後からもらったや

つの45ページですか。そちらなんですが，この上の部分，例えば市民税非課税の小学校１

～３年生を有する世帯と書いてあって，ここのところ，人数と書いてあるんですが，これ

は，38というのは「人」なんですか，それとも世帯数なんですか。 

○市職員 これは児童の，支給の対象となった児童の数です。つまり，世帯ではないです。 

○仕分け人 世帯ではない。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 これをずっと足し込んでいくと，この2,717になるんですよね。 

○市職員 はい，国庫補助事業のほうはそうなります。 

○仕分け人 この2,717というのは，やはり「人」なんですか。 

○市職員 「人」です。 

○仕分け人 ということは，世帯数ではないんですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 これ，世帯数にすると，何世帯ぐらいになるんですか。 

○市職員 実際上，世帯について，ちょっとカウントしておりませんので，手持ちの資料

ではお持ちしておりません。申しわけありません。 

○仕分け人 じゃ，世帯数ではわからないということですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 これは，今，資料がないということなのか，それとも，市として把握してい

ないということなのか。 

○市職員 今，現状では，申請書類は上がってきますので，その世帯数をカウントしてい

ないということで，その申請書類を一つ一つ積み上げて，世帯のほうを分けて，小分けし

て整理すれば世帯数を把握することはできます。 

○仕分け人 これ，システムを使っているから，奨励，これは就園奨励費ですよね。 

○市職員 はい。 
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○仕分け人 就園奨励費システム改修とかやっている。システム使っていらっしゃると思

うんだけど，システムで多分，申請状態入れていると，たたたっと簡単に出そうな気もす

るんですが，それは出ないということで。 

○市職員 はい，システム上は出ません。 

○仕分け人 じゃあ，世帯数ではわからないんですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 そうしますと，その下のところ，上記以外の世帯，全市独自分，1,282って

書いてあるんですが，これも人数ですか。 

○市職員 はい，そうです。 

○仕分け人 これも世帯数はわからない。 

○市職員 はい。申しわけありません。 

○仕分け人 そうすると，これ，人数に単価掛ければ数字になるわけですよね。 

○市職員 そういうことになります。 

○仕分け人 そうすると，３万円に1,282人掛けると3,741万円にならないんですが。 

○市職員 はい。これは，幼稚園につきまして，１年間通園していけば当然３万円という

ことになるんですが，月割といって，年度の途中で入退園される方がいらっしゃいますの

で，どうしてもこの単価と人数を掛け合わせた数と支給総額は違ってきます。 

○仕分け人 じゃ，月割の方がいるので，こういう数字になっているというふうに理解す

ればいいですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 そうすると，上の部分も全部そうですか。 

○市職員 はい，そのとおりです。 

○仕分け人 上のほうの国庫補助に対しても月割で出すと。 

○市職員 そのとおりです。 

○仕分け人 はい，わかりました。 

○仕分け人 すみません，同じ話の繰り返しというか，その確認なんですが，国庫補助を

出していまして，それは国庫がお金を出してくれるということですね。それに一律，全て

の人に３万円上乗せしているということでいいんですよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 それは市が独自に。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 この３万円に支給額がなったのはいつからなんですか。市が独自に上乗せを

始めたのは47年度開始なんですけれども，どういうふうにこの金額が推移していったのか，

教えていただきたい。 

○市職員 こちらの市単独部分につきましては，就園奨励費は47年から始めましたという
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ことでご説明しましたが，市単独部分を実施したのは57年度からです。昭和57年度，当時

は１万6,000円からスタートしております。そうしまして，平成３年度から２万4,000円，

平成９年度から２万5,000円，平成11年度から２万6,000円，平成19年度から２万7,000円，

平成22年度から２万8,000円，そうしまして，平成25年度から３万円としております。 

○仕分け人 ありがとうございます。 

 比較参考値のところを見ると，市独自の上乗せをしていない市もあり，上乗せをしてい

る市もあるんですが，八千代市さんはどういうお考えのもとにこの３万円というのを決定

しているのか。まず，上乗せするかしないかという選択の中で，するって決めた理由と，

３万円にするって決めた理由ですね。 

○市職員 昭和57年度から始めておりますので，こちらのほうにつきましては一応，最初

は平成23年度まで，１園ですが，公立の幼稚園が市内にございました。その保育料との官

民の格差というところも当初は視点にあったと思うんですが，今の補助の目的につきまし

ては，近隣市とも比較いたしまして，その結果として，本市の独自の幼児教育振興策とし

て実施して，保護者の経済的な負担の軽減を図るということを目的にしています。 

 ３万円につきましては，一応近隣市の状況等を勘案しまして当然，本市の財政状況とい

うのもありますが，一応，船橋市さんのほうで４万円，習志野市さんのほうで３万円と，

市域を接する近隣の市の状況なんかを勘案した中で定めております。 

 なお，平成25年度に2,000円を増額させていただいたんですけれども，その際には，や

はり年少扶養控除の廃止があったりだとか，子ども手当から児童手当，そのときはまだ子

ども手当ですが，額の改正があって，支給額が，第１子，第２子なんですが，３歳以上か

ら小学校就学前までの方については１万3,000円から１万円に支給額が減ったとか，あと

は，幼稚園の現場，幼児教育の現場である幼稚園さんのほうから，経済状況を勘案して，

幼稚園でも共働きの家庭が増えていますよと，そういうものについて，子育てしやすいま

ちとして，保護者負担の軽減に取り組んでもらいたいといったような市への要望があった

こと等々を踏まえまして，25年度に２万8,000円から３万円に上げさせていただいており

ます。 

○コーディネーター まず，ちょっとこの事業，就園奨励費は多分，市民判定人の方，お

子さんがいらっしゃった方はわかると思うんですが，ちょっとわかりにくいので。国のほ

うである程度これ基準があって，それに従って国から，国の国庫補助と先ほど言っていま

すが，国が出してくるのは３分の１なんですね。残りは市が負担しているんです。 

 だから，全部国が出してくれているわけではないということなんですね。その３分の１

も今，じゃ，国が３分の１，きっちり出してくれるかというと，そうではなく，今，３分

の１に満たないんですよ。本来ならば，多分これは八千代市さんの額でいくと，国は

9,000万ぐらいは出してくれなきゃいけないはずなんだけれども，6,700万しか出てこない。

国も３分の１を守れていないというのがこの制度ですね。 
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 そこをちょっとご理解いただくということと，あと，こういう上乗せの部分というのは，

額の算定というのはなかなか，どこまでじゃあやればいいのというところが，非常に難し

いんだろうと思うんですね。その辺のところの考え方だと思いますけれども。 

 では。 

○仕分け人 じゃ，１点お願いいたします。高額所得者も３万円払ってあげていることで

したね。その理由は何でしょう。 

○市職員 やはり，これはもう公平性というところが眼目になってくると思うんですけれ

ども，あくまでもこちらの支給の目的が幼児教育の振興ということになりまして，高所得

者であっても，やはり支払われる保育料というのはご一緒ということでありますので，そ

ういった意味では，振興策として，一律に払っているというのが趣旨でございます。 

○仕分け人 今のお話で関連してですね。国は，国の補助金で基本的には広くおしなべて

公平にという形でつくっているんですよ。ですから，国の補助金が通常対象にしないとこ

ろというのは，この補助制度を考えたときに，ここから先の人たちの負担はちゃんとでき

るだろうということを前提にしているんですね。 

 ですから，それに対して，いや，そうじゃないところにも公平にというと，この制度，

国の制度の考え方と違う制度の考え方を八千代市さんはとられているということになるん

ですね。そこの部分は，八千代市さんとしては，やっぱりやっていかなきゃいけないんだ

ということなんですかね。 

○市職員 はい。実は近隣でも，上乗せ支給をしていない市町村はございます。ただ，そ

ちらに通われている園児の方々も，その市に所在する幼稚園のほうからは，やはり私ども

が先ほど申し上げましたような理由で，かなり要望はあるという形になっております。 

 教育ということですので，それは八千代市，本市独自の幼児教育振興策というふうにご

理解いただきたいというふうに考えておりまして，そういう意味の中では幼稚園の，もち

ろん私どもも公立の幼稚園というものを市では運営しておりませんもんですから，私立幼

稚園だけが幼児教育の現場としての生の声という形になってくるんですが，そちらのほう

からの状況だとか要望だとか，そういったものを，八千代市独自のものという形ではない

かもしれませんが，そういうようなニーズをしっかり捉えて，やはり幼児教育の振興を図

っていきたいと，そういった趣旨のものであります。 

○仕分け人 お金の，いつだかも一時金ありましたよね，国の一時金。あれも皆さん，貯

金に回した方もいれば旅行に行った方もいて，いろいろだったと思うんですけれども，お

金で配るというのは，はっきり言って，施策としては，私は一番最低のランクだと思って

いるんですね。 

 それは，もらえないよりもらえたほうがいいというのはみんな言いますが，経済的負担

の軽減という意味でやっているんだとしたら，少なくとも国が対象にしない世帯は対象に

する必要性は全くないんじゃないかなと思う。もしそこにどうしても経済的な負担の関係
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でないんだとしたら，八千代市として公平性なんだとしたら，公平性だとしたら，この制

度そのものは，もともと公平性の考え方を持ってやっているわけだから，それを広げる必

要性はないんじゃないかな。 

 本当に市民税の低い人たちの部分はもう国のほうでやっていますと。じゃ，それ以外の

ところで，幼稚園そのもの，幼児教育をどうやって振興するんだとしたら，これはお金を

配るんではなくて，他の方法を考えたほうがいいんじゃないかなって思いますけどね。 

 そのあたりは，いつまでこれを続けるのかなと私は思っているんですよ。それも，財政

状況がどんどん悪くなっているにもかかわらず上げていますよね，平成19年，22年，25年。

3,000円上がっているということで，それ，財政負担は増えているわけじゃないですか。

その間，幼稚園生が減っているのかもしれないけれども，これがちょっと，本当にこれは

どうなんですかね。よろしいですか。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 まだこのまま，子どものこれは続けていきたいってお考えなんですか。こう

いう考えだから，ぜひ市民の方に理解していただきたいという話が何かあるんですかね。 

○市職員 はい。今のお話しをいただきまして，確かに国庫補助というものがありまして，

そちらのほうについては，国としては，独自というか，それなりの根拠を持って国庫補助

基準というものは設けられているということは理解しております。 

 先ほども申し上げましたが，こちらのほうにつきましては，やはり子育て世帯の所得と

いうか，負担というのですかね，そういうものが近年ちょっと増している，増したという

ような，先ほど申しました年少扶養控除の廃止だとか，子ども手当の改正だとか，そうい

うものについて，やはりちょっと現場のほうから，共働きでないと，なかなか潤沢なとい

うか，十分な幼児教育環境を整えて幼児教育を実施していくというのが難しいというよう

なお声もありまして，やってきたものであります。 

 先ほど，繰り返しになりますが，額につきましてはやはり，こちらの八千代市と市域を

接する市町村の状況等を勘案して，八千代市としても同レベルで幼児教育の環境を整える

といったような趣旨で実施してきているものだということで，ご理解いただきたいと思う

んですが。 

○仕分け人 いいでしょうか。金額の見直しは，じゃ，他市，例えば毎年，他市の状況を

確認して，他市が上げていれば，じゃうちも上げようかなっていうような確認の方法なん

ですか。何か別の何かがあれば。 

○市職員 他市が上げたから上げるという考えにはならないと思います。やはりその状況

ですね。他市が上げた理由等も十分に勘案して，八千代市の，その地域の中，幼児教育環

境の中で，同等な理由があるということであれば，それはやはり検討せざるを得ないとい

うふうに考えております。 

○仕分け人 ちょっといいですか。今の説明聞いていますと，他市を見ながら，見合いの
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感じでやっている等，かなり多いんですよね。つまり，市独自と考えた，そういう考え方

ってないんですか。 

 それと，例えば今この表を見ていると，この表の中で，先ほどもおっしゃっている，江

藤さんもおっしゃったのは，所得税，高額所得の方々ね，これは，その人たちには絶対や

る必要があるのかとか，そういう何か市民的なアンケートをとったとか，そういう状況も

あるんですか。どこまでやればいいのかというような話で。 

○市職員 今のご指摘につきましては，確かにアンケート等をとって，そのような形の中

で反映させた額であるかということであれば，それは違うというふうに申し上げるしかな

いと思います。 

○仕分け人 いや，私が言っているの，そうじゃない。私の言っているのは，高額所得者

に対してはやる必要がないかと，そういう具体的なアンケートをしたかどうかと聞いてい

るんです。 

○市職員 実施したことはございません。 

○コーディネーター この補助金については，さっきの駐輪場の中でもちょっとお話しし

たんですが，確かにもらっている人は当然，それはもらえるにこしたことないし，できる

なら，もっともっと多くもらいたいというのは当然わかるんです。 

 だけど，それは市民全体がそれを負担しているんです。子どもがいない世帯もその分を，

じゃ，子どものいる人たちのために出しているという，そういう感覚を常に持っていただ

かないと，どんどんどんどんこういうものが増えていって，財政を圧迫してしまうという

ことになるわけですね。だから，それは市民全体が，八千代市は幼児・子どもの教育にや

っぱり力をいれていくんだと，我々は出したっていいんだという納得できるものであれば，

それは構わないと思う。 

 ただ，この財政状況が今だんだん厳しくなってきているという中で，市民全体にそれを

きちっと説明して，納得してもらえるものがあるのかと。そこのところを，どういう考え

方なんですかということを，先ほど皆さんから聞いているのはそういうことだというふう

に思っていただければと思うんですね。 

 あと，子ども・子育て新制度が来年４月からスタートしますよね。今，八千代市内の私

立幼稚園さんは，新制度への移行は，どういうふうな考え方をされていますかね。 

○市職員 まだ正式に決定しかねているというような状況はございます。ほとんど27年度

には移行しないものというふうに認識しておりますけれども。 

○コーディネーター これ，新制度に移行しますと，料金，保育料の料金体系が変わって，

この就園奨励費，国庫の分，なくなるんですよね，出さないことになるので。多分，全部

が新制度に移行すれば，この制度自体がなくなってしまうということなんですが，どこの

市を見ても，幼稚園，余り移行しないというところが多いようなんで。 

 じゃあ，八千代市さんの中でもそういう幼稚園が多いということですね。 
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○市職員 はい。 

○コーディネーター はい，ありがとうございます。 

○仕分け人 私も子どもを育てた，育てていますので，母親の立場として，３万円，１年

間に多くもらえるのはうれしいんですけれども，３万円もらうよりは，全部で合わせたら

１億1,600万なんですね。だったら，そのお金を使って，もっと子どもたちが有意義に，

あるいは，先ほど，共働き世帯が増えていて大変だからってお話がありましたけれども，

幼稚園に通わせているお母さんも少しパートとかで働きやすくするように，そういったと

ころに何か施策のお金を使ってもらったほうが。３万円はちょっと，ご飯食べたら，３回

か５，６回か，わかりませんけれども，終わってしまうような金額よりは，もっときちっ

と責任を持って市が施策を考えて，実行していただいたほうがありがたいなと思います。 

○仕分け人 ちょっと多分，なかなか普通わからないと思うので聞くんですけれども，例

えば市民税の所得割税額７万7,100円というと，世帯収入はどのくらいですか。 

○市職員 ７万7,100円というと，大体360万円ぐらい。 

○仕分け人 世帯収入360万。 

○市職員 年収。 

○仕分け人 では，その同じように，21万1,200円以下だとどのくらいですか。 

○市職員 ちょっとお時間いただけますでしょうか。 

○仕分け人 市民の方に見せるときは，こういうものって，税額こうだからって言っても，

ぴんとこないんですよ。じゃあ，実際に21万1,200円以上税金払っている人の世帯収入っ

て幾らなのか。その世帯収入が…わかりました。 

○市職員 はい。680万円です。 

○仕分け人 そうですね。680万をはるかに超えている人たちにも一律で３万円払ってい

るんですよ。そういうことなんですよ。この表は，そんなことすぐわからないけれども，

読みかえれば，そういうことなんですね。そういう視点が，多分市民は知らない。えー，

700万ももらっている世帯に３万円払うの。それを八千代市さんは，いや，周りで払って

いるところもありますからって。佐倉市さんは払っていませんね。 

 それから，先ほど，制度が変わって控除がなくなった。でも，控除なくなったのは日本

全国ですよ。日本全国の方が控除なくなっているんです。そういう考え方をやっぱりとっ

ていかないと，私はちょっとどうかなと。 

 これだけやっていると大変なんで，私はもう１個，次の補助金のほうもちょっと言いた

いことあるんで。 

○コーディネーター では，就園奨励費については大体出てきたろうな。 

 もう一つのほうも補助金ですね。こちらのほうで何か。 

○仕分け人 いいですか。これは，一番怪しいというか危ないタイプの補助金なので，一

番聞きたいのは，この各幼稚園に対して，どういう検査体制と監督体制と監査をやってい
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るかというのをきちっと教えてください。 

○市職員 私どものほうでは，補助金交付申請を当然いただきまして，その内容について，

必要書類のほうをチェックさせていただきます。その書類のほうで実際に確認できないよ

うな，また，ちょっと確認が難しいような事項につきましては，当然実地調査をやってお

ります。 

○仕分け人 年に１回なり，例えば全園を年に１回回るのは無理にしても，確実に実地調

査で入って，細かな書類とか全部チェックされていますか。申請の書類だけで見ると，そ

れで形が整っていれば通っちゃうんですよ。このタイプって一番危ないので，そこの部分

をきちっと市として見ていて，本当にこれが適正だといって出しているのかどうかってと

ころが聞きたいんですね。 

○市職員 基本的には，書類チェック，書類審査になります。 

 ただし，先ほど申し上げましたとおりに，私どものほうで確実に確認できないものにつ

きましては現地に行って実地確認しているということで。例えば年度の中で･･･。 

○仕分け人 そうじゃなくて，定期的に，きちっとそういう形をとっているか。そういう

体制をとっているか，聞いているんです。 

○市職員 定期的に監査に行くと，そういったことはありません。 

○仕分け人 はい，わかりました。 

○コーディネーター 市民の方はなかなかわからないと思うんですが，私立の幼稚園とい

うのは，この指導監督は市にないんですね。県なんです。ですから，なかなか市としてそ

ういうところに入るというのは難しい状況になっていまして，県は指導監督の権限がある

んですけれども，市にはないということでよろしいんですよね。 

 よろしいですか。 

 この補助金は，私立幼稚園全園に出ていくんですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター その基準というのがあって，一律ではない。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター それは規模とか。 

○仕分け人 一応こういう形で。 

○コーディネーター それはそうなんですね。 

○仕分け人 これはずっと続けていくもの。特にここはやめようかって，それ，見直しを

検討されたりとかということは，過去したことがあるんでしょうか。 

○市職員 廃止に向けた検討というのは行ってきていないというのが現状でございます。 

 基本的に，やはり繰り返しになりますけれども，こちらのほうの教材費または研修費に

つきましては，当然，幼児教育環境の質の向上というところの中で実施してきておりまし

て，こちらのほうの費用が幼稚園のほうの，私どもがこの補助金をやめて，幼稚園の自己
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負担という形になっていきますと，それなりに，やはり保育料であるだとか，保育料への

反映であるだとか，あとその他，幼児教育環境の，悪化というふうには申し上げませんけ

れども，維持という形の中になってきますと，例えば施設がちょっと傷んでいても，補助

金があれば修繕しようかとか，教材費についても，もうちょっと充実したものという形の

中の，動機づけにはなっているんではないかというふうに認識しております。 

○仕分け人 近隣市町村の支給状況とか等を見ながら。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 他の市町村なんかも引き続きずっとやっていこうというふうなスタンスにい

るって，確認とかされたりしているんですか。 

○市職員 その辺につきましては，一応，交付しているかとか，それはどういう基準であ

るかというものは確認させていただいているんですが，その市町村の意思というか，振興

費についての交付の是非というものについて問い合わせたことはございません。 

○仕分け人 この教育振興費補助金については，見せていただくと，割と，多少は違いが

あっても，割と一律みたいな感じがするんですね。この補助金を続けるか，あるいは違う

補助金つくるか，いろいろやり方はあると思うんですけれども，やっぱり市が幼稚園に対

してどういう施策をとってほしいのか，子どもたち，それからお母さんたちにとって，ど

うやって暮らしやすい施策をとってほしいのかっていう，こういうものをしてくれたらこ

の補助金をあげるよっていうふうに言ったほうが，何か施策的にはいいかなって気がする。 

 ただ，今まで多分，これもずっとですよね。何年間ぐらいこれはやっていらっしゃるん

ですか。 

○市職員 こちらのほうにつきましては，昭和六十…。 

○仕分け人 じゃあ，もう30年ぐらいですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 だからやっぱり，そうするとどうやって，市のお金ですから，使うのが一番

効果的なのかってことをお考えいただいておやりいただくほうが。幼稚園を向いているん

じゃなくて，見ていらっしゃるのは幼稚園に通わせている保護者と子どもですから，その

保護者と子どものために何をしたらいいのかというのをお考えいただいて，市のお金を使

っていただけたらいいかなと思う。 

○仕分け人 参考に，ちょっと参考に聞かせてほしいんですけれども，八千代市というの

は，こういった補助金のいろんな要綱とか，補助制度あると思うんですが，それについて

は，例えば制度設定から何年間経過したら見直しの対象として一斉に見直すとか，そうい

う定期的な取り組みというのは八千代市の場合はないんですか。 

○市職員 いえ。現在は一応，基本的に年限を定めて，そのときに効力を失うという形の

中で附則を設けさせていただいて，それで，その中で見直しを図っていくということはし

ているということです。 
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○仕分け人 では，例えばこういう，もう何十年も続いているような補助金については，

例えば10年超えた補助金については一斉に洗い出して，全部点検するとかってことはやら

れていない。 

○市職員 一斉にという形ではないですが，例えば幼稚園教育振興費補助金の交付要綱に

つきましては，一応25年３月31日限りで効力を失うという形の中であって，24年度は見直

しを図って，また継続しているというような形になっております。 

○仕分け人 少なくともこの制度だけは，３年間この金額でいきますよと，その３年後ど

うするかは一応決めていますよということで，19年からやっていると考えればいいんです

か。 

○市職員 はい。告示の効力の失効ということの中で，それは３年だとか５年，そのスパ

ンについて，ちょっと今正確に認識していないのですが，基本的には，要綱につきまして

は年限を区切って，その時々に効力を失われるときに見直しを図っているというような形

になると。 

○コーディネーター それでは，市民判定人の皆様，そろそろ評価シートのほうのご記入

をお願いいたします。 

 例えば施設整備の補助の部分，これ，一律45万ということなんですが，この辺の考え方

というのはどういうふうに考えたらいいですかね。 

○市職員 先ほど申し上げさせていただきましたが，施設は当然老朽化しますので，傷み

が生じるというところの中で，その改修の動機づけ，または幼児教育環境の整備という形

の中で出させていただいたときに，45万はあくまでも限度額でありまして，市交付の限度

額でありまして，大まか，どこの幼稚園についても，45万円支給されているところは，そ

れを上回る施設整備を行われている。改修であるだとか，園具とかの整備を行っている形

になります。 

○コーディネーター でも，本来は，私立幼稚園ですから，当然そこは施設を改修しなが

らやっていく，それは自分たちでやらなきゃいけないところですよね。上限にしても45万

まで，そこは補助しましょうというところの考え方が，一律になのか。その辺も，はっき

り言って根拠がわかりづらいんですよね，ここの補助についてはね。 

○仕分け人 1,253万円を市税で上げるとすると，どのくらいの収入，世帯数から市税を

もらって，それで投入するかとかって，考えたことあります？ 

○市職員 そうですね。その辺は，考えたことないというふうに申し上げれば，それはう

そになりますし，また考えたことがあると申し上げれば，それもまたうそになるかと思い

ます。 

○仕分け人 肌感覚で，この税金，1,200万か，そうすると，何世帯分くらいの税収全部

ぶち込むようだな，感じだなとかって。でも，本当は世帯の収入っていろんなところに使

いますよね。道路から何から，いろいろ使っているわけで，１世帯当たり，そんなに投入
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できませんよね。そうすると，この費用にいける世帯数の数って，物すごい数になります

よね。 

 歳入部分をやっている人はすごくそういうのを気にするんですけれども，歳出部分だけ

やっていると，なかなかそういうのは気にならないですね。特に補助金で，昔からやって

いるからしょうがないやでやっていて。 

 これ見ると，例えば預かり保育費とか障害児保育費というのは，今の時代としては結構

求められている分野だと。だけど，そこについてはやっていない園が多いんですよね。 

 教職員の研修費，これ，本来は法人がきちっと自分でやるべきことですよね。そっちに

ついてはみんな一律で金出しているんですね。教材費って，これ，何のための教材だろう

とか。 

 これ，園そのものの運営でやるべきことと，本来うちがやって，要するに八千代市とし

てやってほしいってことがごっちゃになって，年に１回の細かな見直しもしない，チェッ

クもしない。監督権は県だから，結局，ただ何か昔つくった制度に乗っかっちゃって，そ

のまま出しているというふうな印象になってしまうかなって私は感じたんですね。 

 私も子どもを２人育てましたので，もらいましたよ。だから，この制度が悪いなんて思

っちゃいないけれども，でも，それって時代で変わっていくんじゃないかって思うんです

ね。ちょっとそのあたりを考えてほしいなと思います。 

○コーディネーター 幼児，これ，幼稚園は教育で，保育園は…。 

○仕分け人 福祉。 

○コーディネーター うん，福祉のほうになるんですが。今，保育ニーズっていうものの

調査をされていました。小田原も昨年やったんです。そうするとやっぱり，０・１・２歳

児，３歳児，この辺のニーズがあるのに，それに応えられないという状況が小田原の場合

にあるんですね。 

 例えば，この幼稚園では預かり保育とか，ここは延長とか，大体の幼稚園は３歳から３

年保育をやっているんですかね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター だから，それで多分，０・１・２歳児の保育をどうするかというこ

とが子ども・子育ての新制度の中では大きな課題になっていて，認定こども園化して，で

きれば本当は幼稚園も認定こども園化して，０・１・２歳児を受け入れてくれれば，そう

いうニーズに応えていけるということになるんですが，なかなか施設の問題とかって難し

い状況があるんですよね。 

 だから，もしそういうところにニーズがあるのならば，幼稚園とかがそういうふうに認

定こども園化するような補助，施設改修の補助のところに投入するとか。多分，そういう

施策の考え方は今後出ると思うんですね。ちょっとその辺のところもやっぱり，保育のほ

うと今後は連携して考えていかなければいけないんじゃないかなというふうには思ってい
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るんですね。 

 それでは，もう皆さん出そろったでしょうか。 

 それでは，仕分け人の皆様の評価をお伺いいたします。 

 不要・凍結と思われる方，１。 

 国・県・広域。 

 八千代要改善。４ですね。 

 では，仕分け人の皆様の結論としては要改善と。 

 江藤さん，その不要・凍結のところ，ちょっとご意見をお願いします。 

○仕分け人 私，別に，この制度が嫌いなわけじゃないんですよ。ただ，国が３分の１補

助を出さなきゃいけないのに，実際には出ていないという状況が多分ずっとだと思うんで

すけれども，それ，誰が補填しているのって，八千代市が補填しているんでしょう。八千

代市はそこでも負担が増えていますね。さらに，十分な，日本の平均所得って考えたとき

に，それなりに十分なお金をもらっている人たちにもわざわざ３万円払っているんです。

そんな必要は今のこの時代にないだろうと私は思うので，まずこれは廃止でいいだろうと

思います。 

 それからもう一つは，幼稚園の補助金のほうについては，幼稚園のやっぱり体制をきち

っと市民ニーズに沿った形で補助していくなら，それは市民のニーズに沿った形で幼稚園

が対応してくれるので，市民のサービスが上がることだから，そこは，そういうやり方に

変えていくならあってもいいだろう。だけど，今の体制は，昭和61年からやったまんまで，

全然その中身を見ても今に合っているとは思えないし，そこにお母さんたち，お父さんた

ちの声が生かされているような補助の項目にもなっていないので，やっぱりここはもうゼ

ロベースから，もう一回再構築するなり，この制度は一回やめて，他の制度をもう一回つ

くり直すとかってやったほうがいいと思うので，私は，申しわけないですけれども，不

要・凍結でゼロベースからの見直しってことにさせていただきました。 

○コーディネーター じゃ，改善のほうをどなたか。 

○仕分け人 じゃあ，はい。 

 改善に手を挙げましたが，今，江藤さんがおっしゃることともう全く同じで，とりあえ

ず国がやっている部分について不要・凍結はできないので，上乗せはやめてほしい。それ

から，私立幼稚園の教育振興費補助金のほうも，もうゼロベースで見直しをしてほしい。

だから，改善には手を挙げましたけれども，気持ち的にはもう江藤さんと一緒です。 

○コーディネーター それでは，市民判定人の判定を発表します。 

 まず，不要・凍結，１。 

 国・県・広域，１。 

 要改善，９。 

 現行どおり，１ね。 
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 ということで，市民判定人の皆様の判定結果としては要改善という形になりました。 

 この要改善の中で，同じ要改善でも，一律３万円の上乗せは必要ないというような意見

がかなりありますね。先ほど石田さんが言ったように，この補助よりも，もっと子ども・

子育てとしてやるべきところにこのお金を使っていただいたほうが有効ではないかという

ようなご意見もございますので，ぜひこれをよく読んでいただいて，今後の施策に生かし

ていただきたいと思います。 

 市民判定人の方で，何かちょっとご意見あれば伺いたいと思いますが。 

 はい，お願いします。 

○市民判定人 資料の話になっちゃうんですけれども，幼稚園のこの一覧，補助金の一覧

あると思うんですけれども，高津幼稚園ですかね，ここだけ障害児保育費がすごく高いん

ですけれども，これっていうのは何か特別なんですかね。他のところはそうでもないんで

すけれども。人数は確かに多いんですけれども，他の多いところもそんなにとっていない

なって気がして。これは何に使うお金なんですかね。 

○市職員 障害児の保育費という形になっていまして，こちらのほうにつきましては，人

件費のみではなくて，障害のある方を受け入れることによって生じる施設整備費であるだ

とか，教材・教具費みたいなものも含まれておりますので。何かそれを，安全を確保する

ために施設の整備を行えば，そういうお金というのは結構高額になってしまいますので，

そういうものが。ちょっと今，補助内容をこちらのほうで，今現在，補助申請の内容をお

持ちしていませんのでわかりませんけれども，そういうこともあれば，当然事業費は，他

のところと比べて少しやはり多くなっているというようなこともあると思います。 

○コーディネーター 障害児の受け入れをしている幼稚園というのが，この補助の出てい

るところだけということですかね。他のところでは受け入れをしていない。 

○市職員 いえ…。 

○コーディネーター 軽度の。 

○市職員 私どものほうの補助基準に合致していないだとか，そういうようなことで補助

を申請できないというか，補助を受けていないという園もあるものと認識してます。 

 確かに申請が上がっているところは実際にやっているってことは確認できるのですが，

他は把握しておりません。 

○コーディネーター よろしいでしょうか。 

 他に，よろしいでしょうか。 

 はい，ありがとうございました。 

 では，以上で，この事業については終了させていただきます。ありがとうございました。 
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＜２－９ こども相談センター事業・子ども企画事業・適応支援センター運営事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，３番目の事業になりますが，事業番号２－９，これ，

（１）から（３），３つの事業がここに入っていますが，評価のほうは一括でやらせてい

ただきたいと思います。個別に何かあるようでしたら，下のところに特記事項として，い

ろいろとお書きいただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，３つ事業，まとめて説明を。順番でも構いません。よろしくお願いします。 

○市職員 私から。子ども相談センター所長の久保といいます。よろしくお願いいたしま

す。 

○コーディネーター お願いします。 

○市職員 副主幹の中村でございます。 

 子ども相談センターは，妊娠期から18歳までの子どもと，その家庭にかかわる子ども総

合相談窓口となっており，児童虐待への対応，情報等の一元管理及び要保護児童対策地域

協議会の事務局ともなっております。 

 概要について説明させていただきます。 

 まずは，事業である児童家庭相談，児童虐待対応についてですが，児童家庭相談ですが，

児童福祉法の一部を改正する法律により，児童家庭相談に応じることが市町村の業務とし

て明確化されました。全ての子どもが心身健やかに生まれ育ち，その持てる力を最大限に

発揮できるよう，援助活動を発展・展開していけるよう，関係機関と連携を図りつつ対応

しているところです。 

 虐待の相談・通報が入った場合の対応ですが，速やかに受理会議，緊急受理会議を実施

し，市としての対応を検討いたします。子どもの安全性・緊急性を判断し，誰が何をいつ

までに行うのか具体的に決め，子どもの安全確認と，関係機関への情報収集及び調査を行

います。市だけでは対応が困難なケースや状況が改善されない場合は，児童相談所に対応

についての助言等を援助依頼する。子どもの安全・安心が確保できない場合は，一時保護

を見据えて児童相談所に送致。また，行政権限の発動を伴うような対応が必要となった場

合は，児童相談所が中心となって動いていくこともございます。 

 あわせて，八千代市では，児童虐待の相談・通告窓口は，教育委員会指導課，母子保健

課，子ども相談センターとなっておりますが，どこへ相談・通告しても，子ども相談セン

ターに情報が集約されることになります。 

 子ども相談の背景は複雑化し，保護者から見た子どもの問題として，発達の問題や，障

害や，性格を起因する育てにくさ等があります。また，保護者側からの事情としましては，

経済的困難，家族関係の不和，育児負担の過重，転居・転職，保護者自身が虐待を受けた

経験がある，養育能力の問題，不適切な育児方法などのような背景・要因が複雑的に絡み

合って起こっており，相談件数も年々増加傾向にあります。 
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 次に，要保護児童対策地域協議会の調整機関等開催についてですが，平成16年度の児童

福祉法改正により，子ども虐待を含む要保護児童にかかわるネットワークが，要保護児童

対策地域協議会として法制化されましたことから，本協議会は早期発見やその適切な保護

などに対応していくことを目的に，平成18年11月に設置しました。 

 この協議会は三層構造となっており，年１回の代表者会議，年３回の実務者会議，そし

て，関係機関の担当者と随時開催する個別支援会議があり，平成25年度は38回開催してお

ります。また，ケースの進捗管理につきましては，実務者会議の中に進行管理部会を設け，

月１回，ケースの状況確認や支援方法の見直しなどを行っております。 

 構成メンバーは，児童相談所を初め，司法，保健，医療など福祉関係機関及び教育委員

会，市長部局の子どもにかかわる担当部署並びに消防本部警防課などの，33機関となって

おります。 

 次に，職員体制といたしましては，看護師・精神保健福祉士有資格者１名，保育士１名，

教員１名，社会福祉主事１名，事務職１名と所属長の計６名，及び経験がある非常勤識員

３名の，合計９名の体制となっております。相談対応職員数は平成22年度と変わらず，十

分には対応できない状況にあります。 

 なお，人件費につきましては，金額の事務事業評価をもとにした事業の年間業務時間数

掛ける人件費，時間単価で算出しました。 

 また，人数につきましても，事務事業評価をもとにした金額を１人当たりの年間平均人

件費で割り算出しました。 

 以上，児童家庭相談，虐待対応，要保護児童対策協議会等，こども相談センター事業の

実施に当たっては，市，児童相談所，その他の機関との綿密な連携が不可欠であり，その

調整機関としての役割も大きいと考えます。 

 以上，私からの説明を終わらせていただきます。 

○コーディネーター じゃ，続いてお願いして。 

 すみません，先ほど，これ一括でと言ったんですが，１，２，ちょっと部局も違うので，

１，２で一つ，３で一つとさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ごめ

んなさい。 

 はい，どうぞ。 

○市職員 元気子ども課長の松井です。 

 では，子ども企画事業の概要につきまして，ご説明させていただきます。事業番号は２

－９の２，子ども企画事業です。事業シートに沿ってご説明させていただきますので，よ

ろしくお願いいたします。 

 まず，本事業の実施の背景及び事業の目的でございますが，本事業は，法の規定及び本

市子ども施策の推進を図る必要性に応じて各種会議体を設置し，子ども・子育て支援関連

の計画の策定過程及び同計画に位置づけた各種施策の実施状況に関して，調査・審議等を
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行っていただくことにより，本市の子どもに関する施策の推進を図ることを目的に実施し

ている事業でございます。 

 次に，事業概要でございますが，現在，次世代育成支援行動計画推進協議会，子ども・

子育て会議及び子ども人権ネットワークの３つの会議体を設置しておりまして，次世代育

成支援行動計画推進協議会では，平成22年度から平成26年度を計画期間として策定してお

ります八千代市次世代育成支援後期行動計画に位置づけております，各種施策等の実施状

況に関して調査・審議等を，子ども・子育て会議においては，子ども・子育て支援事業計

画の策定に向けて意見を伺っているところであります。なお，子ども人権ネットワークに

つきましては，子どもを対象とした活動に取り組む団体や関係機関と連携し，子どもの権

利について学習，意識啓発を含め，子どもの人権に関する総合的な検討等を行っているも

のであります。 

 次に，本事業の実施に要したコストの財源内訳でございますが，事業シート記載のとお

りとなっておりまして，平成25年度における人件費を含めた総事業費は46万3,000円とな

っておりまして，国県支出金等の特定財源はございませんので，全て一般財源となってお

ります。 

 なお，人件費ですが，人数につきましては業務の割り振り等を考慮して計上，金額につ

いては事業の年間業務時間数掛ける人件費，時間単価で算出しております。 

 次に，事業実績，事業成果及び事業の自己評価でございますが，次世代育成支援行動計

画推進協議会では，次世代育成後期行動計画に位置づけております各種施策等の実施状況

に関する調査・審議をいただき，要望書という形で市長へ調査・審議の結果をご報告いた

だいておりまして，子ども・子育て会議においては，現在策定中の（仮称）子ども・子育

て支援事業計画に対するご意見を策定段階から伺っているところであります。また，子ど

も人権ネットワークにつきましては，子どもの人権に関する総合的な検討の一環として，

次世代育成支援後期行動計画に位置づけております，子どもの人権に関する条例の制定の

検討等を行っていただいているところであります。どの会議体も，本市の子ども施策の立

案・推進・評価等を行う上で，欠かせないものと認識しております。 

 なお，次世代育成支援後期行動計画につきましては，計画期間が本年度末にて満了し，

平成27年度を計画初年度とする（仮称）子ども・子育て支援事業計画と一体の計画として，

今後策定する方針でございますので，平成27年度より次世代育成支援行動計画推進協議会

の所掌事務を子ども・子育て会議に引き継ぐこととしております。 

 最後に，他の自治体での類似事業の例につきましては，事業シート記載のとおりとなっ

ております。 

 子ども企画事業の概要についてのご説明は以上です。 

○コーディネーター じゃ，続けて，適応支援センター運営事業のほうも，お願いいたし

ます。 
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○市職員 適応支援センター所長の稲毛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 後ろにおりますのが，指導主事の木梨と申します。よろしくお願いいたします。 

 適応支援センター運営事業について，ご説明させていただきます。 

 適応支援センター，通称，フレンド八千代と称しておりますが，不登校児童生徒の自立

と学校復帰を支援するために，八千代市では平成９年４月に開所いたしました。 

 事業の目的は，そこに書いてございますが，在籍校と連携して，また，子ども相談セン

ターとの連携もございます。連携いたしまして，登校意欲を喚起し，学校への復帰を図る

ことでございます。また，通所初期の段階におきましては，非常に情緒の不安定なお子さ

んも多いので，復帰に向けての情緒の安定を図り，まず，落ちついた家庭生活をするため

の支援等もしております。 

 具体的な事業内容といたしましては，通所児童生徒に対する学習の補習，それから，体

験的な活動，登校への支援，カウンセリング，保護者との教育相談，保護者とのカウンセ

リング，または自宅への訪問相談員の派遣等でございます。 

 事業費は，平成25年度決算ベースでございますが，207万5,000円でございます。 

 なお，人件費は，人数につきましては，担当正規職員１名，臨時職員３名分でございま

す。この金額は，事務事業評価をもとに，事業の年間業務時間掛ける人件費時間単価とい

うことで算出いたしました。 

 事業の自己評価といたしましては，在籍校との連携を通して過去３年間の学校復帰率が

およそ50％となっており，成果が上がっているというふうに考えております。 

 ただ，数値のみが大事ではなくて，その一人一人の不登校児童生徒に寄り添って，その

解決に当たっているところでございます。大変不登校の問題は近年深刻化といいますか，

いろいろな要素が含まれております。ただの学習不振だけではなくて，所謂精神的なもの，

それから家庭の状況ですとか，極めて多様になっております。発達障害の問題もございま

す。今後とも一人一人に寄り添い，登校意欲を喚起し，学校復帰への支援活動を進めてま

いりたいというふうに思っています。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 それでは，仕分け人の皆様，まず最初に（１）（２）関連で，お願いいたします。 

○仕分け人 38回開催ということなんですが，年１回の会議と年３回の会議と個別の会議

を全部合わせて38回ということでよろしいでんでしょうか。 

○市職員 私のほうから説明させていただきます。 

 年１回の代表者会議，そして年３回開催の実務者会議，それ以外に個別支援会議として

38回，そして進行連絡部会が12回という開催になり，計54回となります。 

○仕分け人 32ページのところに相談延べ件数とか書いてあるんですが，大体これ，あい

ているのを220日だとすると，１日当たり70件ぐらいの相談なのかなと。９人の方がやっ
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ていらっしゃると，１日当たり10件ぐらい相談が来るのかなというふうに考えたんですが，

実際の相談の件数，忙しさ，そういったものはどんな感じなんですかね。 

○市職員 今年度につきましては，４月も新規で34件。かなり去年からの引き続きの相談

が大分あります。通報が入ったりとか，学校からはここまで対応したけれども，一緒に同

行してほしいなどの，その後の対応依頼，その間に次の通報が入り，虐待対応。また，保

健師からのカンファレンスの依頼もあったりと多忙です。あと，市民からの相談というの

が本当に多岐に渡り，時間外に及ぶことも日常的にあります。 

○仕分け人 事業仕分けっていうと，すぐ切るっていうふうに誤解されることあると思う

んですけれども，実際，皆さんが業務をしていて，ここは本当に市民の方にニーズがある

と，お困りになっていらっしゃる方がいると，今の体制で回らないとか回るとか，回らな

い，あるいは，もっとこういうふうにしてほうがいいけれども，なかなか難しくてできな

いんだということをお話ししていただけると，それは市民の方が，ここはじゃあもっと手

厚くしたほうがいいんじゃないのかっていう仕分けの結果も出ると思いますので，ぜひ実

情を，どうなのか，私たち，この紙だけだとよく見えないんですね。なので，お話しいた

だけるとうれしいなと。 

○市職員 そうですね。本当に相談の内容は多岐にわたって複雑化していますし，家庭の

事情によっては，生活保護を受けていましたりとか，あと，お母さんによっては鬱の状況

があったりとか，本当に子どもが育てにくいというか，育っていく過程で本当にお子さん

が，ネグレクトであったりすると朝ご飯が食べられなくてとか，また，夜仕事があるお母

さんにとっては１人でいる状態に置かれたりとか，いろんなことが相談の中にありまして，

そういう場合は，子ども相談センターだけではうまく解決していかないことがありますの

で，そういうときは関係機関と連携して対応しています。 

○コーディネーター 今の人員配置で十分だと思われているのか，ちょっと足りないと思

われているか，そこを一言で。 

○市職員 今の人員配置では，もう十分ではありません。 

○コーディネーター ないというんですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター そういう感覚ですね，はい。 

○仕分け人 その関連なんですけれども，これを９人でやっておられると。 

○市職員 ９人ですけれども，実質的には，事務職が１人いて，所長が１人いて，現実的

には４人の正職が動く形です。１人の副主幹は総合的な動きをしまして，センターの中心

となっていて，虐待対応においては現場からの報告を受け，対応と方向性を相談をしなが

らやっている状況です。 

 でも，人数が足りないので，緊急の場合は，その副主幹も現場に出てしまうこともあり，

実質，事務と所長だけが残って，所長が相談対応をとっています。 
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○仕分け人 そういう状況ですと，担当の正職員の方というのは，給料が相当いいんです

けれども，臨時職員の方と差がすごく多いように見受けられるんですけれども，不満とい

うのは出ないんですか，臨時職の。 

○市職員 不満はないとは言えませんが，中に秘めていると思います。 

 ただ，時間外に及ぶときは正職員で行っていますが，まれに，ちょっとケースが遅い時

間とか，夕方に訪問するとかという場合は，時間外に及ぶことがあります。 

○仕分け人 ちょっと実績的なところで，今のお話の関連で聞きたいんですが，平成25年

度決算ベースで，新規に発生した相談件数というのは何件なんですか。 

○市職員 ちょっとお待ちください。 

○市職員 お答えいたします。新規ケースにつきましては483件となっています。 

○仕分け人 新規１件当たり，大体件数，相談案件１件当たり，乱暴な言い方ですけれど

も，平均すると何回ぐらいの相談なり訪問で解決しているんですか。解決したものについ

てでいいです。 

○市職員 ケースの状況によりますので，ちょっと一概にはお答えが。 

○仕分け人 ということは，標準的に大体このくらいで何とかなっているかなという目安

は立っていない。本当に個別個別でわかりませんという状況だということですね。 

○市職員 そうですね，はい。先ほど，対応延べ件数のお話がありましたけれども，虐待

対応については，一つの相談が入った場合に，関係機関への連絡・調整というところで，

１件について１ではなくて，１件について10であったり20であったりっていうような対応

になっています。 

○仕分け人 ええ。それが気になったんで，この１万5,295件というのは，何をもってし

ているかなというところが非常にわかりづらいなと思ったんですよ。要するに，新規の発

生件数がこれだけあって，１件当たり，短いものだとこのくらい，長いものだとこのくら

いかかっていて，全体ではこういうふうになっていますとかという話で，また，継続も当

然，年度を超えるものがあるだろうし，年内に簡単に終わってしまうものもあるだろうし，

いろいろだと思うんですね。 

 この手の事業が私は不要だと思ったことはないんですが，一方で，費用対効果の面では

非常にあやふやな部分が多いんですよ。費用対効果をきちっと上手に見せるということが，

やはり市民のコンセンサスを得る方法だと思いますので，そのあたりをもう少し，どんな

形で事業，毎年毎年，多分事業の結果を出していると思うんですね，市民向けに。そうい

ったところで，皆さんの目にわかるような形をしていただいたほうがいいかなと思います。 

 今回一番，八千代市に来て気になっていることは人件費のところなんですよ。人件費の

出し方が，時間掛ける平均単価でやっています。この時間掛ける平均単価といったときに，

まず，平均単価に算入されているものが何なのかもわからないし，そうすると，この総時

間数，要するに事業にかけた総時間数でやると，正規職員は5,000万ですと。5,000万とい
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うと，普通の一般職だったら，多分８人とか９人分ぐらいです。だから，残業代も当然入

っている形なのかなとかですね。ちょっとこの人件費の見せ方は，八千代市さんの場合は

非常に，私は悪いと思っています。実体的に，一般市民の感覚でいうと，人件費といった

ら大体職員が１人幾らもらっているんだろうと考えますよね。それ，幾らもらっているの

か，単純計算すると，１人1,000万もらっているって話ですよね。1,000万もらっているは

ずはないだろうと。1,000万といったら多分，局長クラスが９人いて，みんなでやってい

る話ですから，その辺を非常に下手だなと思っています。 

 あと，子育ての解決した割合というのは61ということで，61％ということなので，これ

はかなり高いんだろうなと。だから，頑張っていらっしゃるなという評価ができるなと思

うんですが，その全体の相談の概要だとかが全然見えないので，例えばモデル的には，こ

ういった場合はこういった形で進んでいって，最終的に解決に結びつくというのがここに

書いてあると，市民の方も，あっ，こういう内容のことをやっているんだとわかるわけで

すよ。これだけだと，はっきり言って，高いんだか安いんだか，いいんだか悪いんだか，

わからないということなので，申しわけないんだけど，ちょっとそのあたり，本当にこん

なに効果があって助かった声をいただいていて，絶対拡充していかなきゃいけないんだと

いう思いをちょっとお話しいただければと思います。 

○市職員 一つ，成果のところで，解決・終結した数というのが出ていたかと思うんです。

この数字を見まして，私，自分の感覚とちょっとギャップがあるなと。半数以上も終結し

ているのっていう感覚が自分の中で，この数字から思ったんですね。日々の業務の中では，

勤務時間数は増えていますし，負担感は職員には増えていますという中で，あら，この数

字は一体何だろうというふうな実感を持ちました。 

 そして，例えば虐待以外の相談については，虐待以外の養護相談という言い方をするん

ですが，その中にも，虐待に近い，リスクがすごく高いケースを見ている中で，これは，

この状況をもって虐待に移行しなければならないってなったときは，養護相談という形を

一回終結にします。そして，虐待相談として上げるわけですね。そういう意味の終結で，

例えば虐待のほうから，状況が改善したなり，そういう状況が見られないというふうにな

ったときには，そこで一回終結という形，主訴変更という形で，養護相談のほうに移行す

るような形になるんですね。そういうことがこの数字に表れているのかなと。 

 私たちの業務感としては，ちっともこの数字のような印象はちょっと持っていないとい

うところです。終結に絡めて，ちょっとお伝えをさせていただいたんですが，お答えとし

ては不十分でしょうか。 

○仕分け人 とりあえず，我々だけではなくて，市民判定人さんが中心ですから，市民判

定人さんにとって，この業務がどういうもので，本当に必要性は高いんだと，そういう中

で一生懸命やっているんだってことが伝われば，私はいいと思います。ただ，お金的には

ちょっと，もうちょっと見せ方はあるんじゃねえかなというのはありますけれども。 
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 あと，相談件数のところに，総事業費と相談件数で，件数当たり幾らというのが出てい

て，こういう評価を設定されたのはそちらなので，どうかと思いますが，この事業はこう

いう単位当たりコストで見る事業なんですか。そういうふうに見られるんですか。１回で

終わるものもあれば，10回やるものもあるし，途中から相談のケースとして扱いを変えな

きゃいけないものもある。それに対して，本当のコスト，市民にこれがコストですってい

うのが，このコストしかないのかどうかというのは，もっと工夫されたほうがいいのかな。 

 私は福祉部門は，経験したのは社協を一応経験しているんで，多少はわかるんですけれ

ども，福祉の方って，私，その行ったときに言ったんで，福祉の方って非常にそういうと

ころは甘いんですね。きちっと見せていくとか，きちっとちゃんとコストを自分なりに把

握するとかというのは社協の職員もすごく甘かったんで，すごく怒ったんですけれども。 

 そういうのを多分皆さんは引っ張っていかなきゃいけないところなので，市民に対して

も，それをやっぱりよりわかりやすくやっていく説明責任があると思うので，こういった

指標がいいのかどうかというのは，ぜひ見直してほしいと思うんですね。私は，このコス

トに対して，単に総事業費を件数で割ったから，これがコストですって，これは乱暴だな

と思っていて，どうなのと思いました。 

 でも，こういうふうに出されちゃえば，市民はこれで見ます。１件当たりの相談単価

3,900円？１回当たり？3,900円，電話で何分やっているの，10分？15分？それで3,900円

となると物すごく高いですよね。いや，これが１件なんですが，電話が10分で，行くのが

１時間往復で，それでそこに行って１時間，親御さんとお話をして，その後，ケースをま

とめて，そのケースを関係機関にまで全部まいてとかっていうふうにやっていて，それが

１件なんです，だったら全然違ってきます。 

 そのあたりをもっとうまくやってほしいなと思います。 

○市職員 ありがとうございました。 

○仕分け人 子ども相談センターというのは，困っている方の一番最初の受付の部分なの

で，今すごくお忙しいとは思うんですが，民間企業でいったらコールセンターみたいなと

ころで，そこでニーズが，一番現場感覚がわかると思うんですよ。ですから，お忙しいと

は思うんですけれども，それを分析して，次の企画部門にきちんと今の現状を，こういう

困難者が増えているということをきちんと伝えて，次の施策に生かせるようなフィードバ

ックまでいくような。 

 ただ，何か今お話を伺っていると，そんな分析する時間もとれないような気はするんで

すけれども，ただ，ここがきっちり現状把握をして，じゃ，どういう手を打つべきかとい

うのを，多分，有識者等の会議にきちんと数字として表していかないと，市として適切な

相談業務，一歩，二歩先に行くという，先を見据えた取り組みできないと思いますので，

ぜひお考えいただきたいということと，江藤さんがおっしゃったように，もうちょっと見

せ方を工夫して，さらに拡充できるように，納得性のあるような，そういう資料を出して
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いただけたらと思います。 

○コーディネーター じゃ，９の２の各協議会がありますよね。それのメンバーをちょっ

と教えてもらいたいんですね。どういう人たちがここに参画しているのか。 

○市職員 子ども企画事業のほうで設置している委員会は，会議体は３つあるというふう

に申し上げましたが，その構成メンバーなんですが，まずは，要領に規定されている形の

中でご説明させていただきます。 

 子ども人権ネットワークにつきましては，保健，福祉，医療，教育及びボランティアに

関する団体の推薦を受けた方，関係機関の職にある方，そして八千代市小学校及び中学校

の校長先生，そして市職員という形になります。 

 次世代育成支援後期行動計画の方につきましては，委員は，次代の社会を担う子どもの

育成に関し識見を有する者の中から市長が委嘱するというような形になっています。 

○コーディネーター それは，今現在は，どういう人がやっているのか。 

○市職員 次世代育成支援後期行動計画のほうの委員につきましては，ちょっと25名，委

員おりますが，例えば…。 

○コーディネーター この関係で何名，この関係が何名でいうとね。一人一人はなくてい

いです。 

○市職員 市民公募の方が，６名いらっしゃいます。そうしまして，大学，有識者という

ことで，大学の先生が２名いらっしゃいます。その他につきましては，市の職員もおりま

すが，ほとんどが関係団体というか，子どもに関連する団体，社会福祉協議会であります

だとか，八千代市学童保育連絡協議会でありますだとか，保育園保護者連絡協議会の方だ

とか，ＰＴＡ連絡協議会の方，そういう関係団体の方が主です。 

 そうしまして，最後になりますが，子ども・子育て会議ですが，市民公募の方が５名，

子ども・子育てに関する事業に従事する方が５名，学識経験者が３名，そうしまして，そ

の他に八千代市の校長会，商工会議所のほうから各１名出席していただいております。 

○コーディネーター この学識は，どういう人がやっているのか。 

○市職員 こちらのほうにつきましては，私どもの地域といいますか，八千代市内にある

東京成徳大学の教授等にご参加いただいて，あと，國學院大學の神長教授のほうにお願い

いたしております。 

○仕分け人 簡単に言うと，何人ずついるんですかね，これ，委員は。 

○市職員 子ども・子育て会議につきましては…。 

○仕分け人 子ども・子育て会議が。 

○市職員 15名です。 

○仕分け人 15名，はい。 

○市職員 人権ネットワーク委員につきましては，26名。 

○仕分け人 26名，はい。 
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○市職員 そうしまして，次世代育成支援行動計画推進協議会については25名。 

○仕分け人 25名ですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 はい，わかりました。 

 それで，基本的には，この次世代育成支援行動計画推進協議会は平成26年度までで，27

年度からは，その所掌事務は今度，子ども・子育て会議に行くってことでいいんですか。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 ですから，27年，来年度からは下の２つ，下の２つと言っちゃおかしいけれ

ども，事業内容のところの子ども人権ネットワーク会議と子ども・子育て会議の２つだけ

になるという理解でいいですか。 

○市職員 そのとおり。 

○仕分け人 この中で，この２つに大体有識者は全部で何人ぐらいいるんですか。所謂一

般的に有識者というと，大学であったりとか，その分野の専門家という意味では。有識者

のほうって多分謝金が高いと思うので。 

○市職員 人権ネットワークのほうにつきましては，有識者の方というのは，設置の目的

からいって，関係団体の方に子どもの人権を守るために皆さんで協議・検討していただく

ということですので，有識者の方は基本的にいらっしゃらないというような形になります。 

 子ども・子育て会議のほうにつきましては３名，次世代育成支援行動計画推進協議会に

つきましては２名でございます。 

○仕分け人 ありがとうございます。 

 それと，次にもう一つ，これは説明していただきたいんですが，25年度決算ベースで，

それぞれ右側の活動実績で，４回，４回，３回，合計11回ですね。11回の会議を開催する

ために，謝金はおいといて，3,400万ぐらいの，時間単価で掛けると，このくらいかかっ

ていますと。これ，１回当たり，すごく乱暴ですけれども，１回当たりにすると310万

8,000円。１つの会議を１回開催するのに310万8,000円分，職員でいうと１人の半年間分，

１人の半年間分をかけているということになっちゃうんですが，それでいいんですかね。 

○市職員 はい。会議は，当日開催，いきなり開催して，資料もなく，皆さんに協議いた

だくというものではありませんので，当然それまでには事務局で資料の作成，そして，前

回の会議から上がってきている懸案事項の検討，その他，所要の事務を行いまして実施し

ているわけでありまして，基本的に今どのような形になっていますかと申しますと，この

子ども企画事業につきましては，子ども・子育て支援新制度の開始に向けて，事業計画を

本年度中に策定しなければならないといった事情から，元気子ども課子ども企画班で総が

かりという形になっているという状況です。 

○コーディネーター 多分，今おっしゃっているのは，この会議だけではなく，そういう

策定事務まで含めてこの人数がかかっているというふうに捉えるんで，本来この事業シー
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トは，ここの事業，ここでやっている事業に対してどのくらい使われてやっているのって

いうことを出してもらうのが筋なんです。ですから，本来この会議の運営だけでいけば0.

何人とかっていう数字が出てくるのが普通かなというふうに思うんですが。 

 ちょっと，他の事業もずっとそうなんですが，今回の八千代市さんの事業シートの中で，

この職員というか人件費の部分がすごく多くなって，見かけ上，多くなって，これ，こん

なにかけているのかって市民に思われるので，その辺のところをちょっと，もし次回いろ

いろと内部でも整理するときがあれば，精査をしていただきたいなと思うんです。 

 江藤さん，いいですか。それで。 

○仕分け人 はい。 

○仕分け人 ちょっとごめんなさい。今，課長さんがおっしゃったように，何か会議体，

特に25人だと，25人でわいわいやって，有意義な結論がその回ごとにできるかというとな

かなか難しくて，多分，事務局案というのをかなり精緻に根回し等もして作って，それを

諮って，そこでまた特にポイントになるところだけ協議というか議論していただいてとい

うので，つくっていくというものが大体大きな計画だと思うんですね。 

 そのときにぜひ。総がかりでやっていらっしゃるということなんですが，先ほどもお話

ししましたけれども，子ども相談センター等は縦割りでよくなってしまうので。これ，す

ごくとても大切な計画だと思うんですね。次，市はどうやって子どもを育てていくのかっ

ていうことなので，ぜひ横串刺して，きっちりやっている事務局が議論をリードしていく

ような形でいかないといいものできませんので，そこに有識者とか市民公募の人の意見を

入れていくってことが大切だと思う。ぜひ，縦じゃなくて横で，本当にこれは，子どもの

ことは大切なことなので，やっていただきたいなと思いました。 

○コーディネーター それでは，２－９の３のほうへ移らせていただいていいですかね。

適応支援センター運営事業，こちらのほうで，これに関するものがあれば，お願いします。 

○仕分け人 活動実績のところで，相談件数が減ってきているんですね，317，246，217

と。これは何か理由があるのか。また，これにこういう状況を出されたらということは，

これに対してどういったお考えをお持ちなのかを教えていただければと思います。 

○市職員 あわせてお答えさせていただきます。 

 相談件数については，若干減少ぎみでございます。これは，すみ分けがかなり進んで，

例えば非行問題については青少年センター，それから，一般的な教育相談については教育

センター，それから，学校の組織及び運営，それから学級の問題等については教育委員会

指導課，私どものところにつきましては長欠・不登校，特に病気とかではなくて不登校に

関する相談ということで，だんだん市民というか，学校を通して，どこに相談すればいい

かということはだんだんわかってきたということがあろうというふうに思います。 

 また，一番電話かかってきやすいのは教育委員会指導課。教育委員会というところが，

まず市民の方は目が行くと思いますので，そのときには，不登校の問題だということにな
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ると，うちを紹介するという形になっておりますので，精査されたというか，だんだん知

れ渡ってきた，どこに何をすればいいか，というふうに考えております。 

○仕分け人 事業内容で，いろいろやられていると思うんですけれども，具体的に何を何

回ぐらいやられたというの，もしお話しいただけるんであれば教えていただきたい。例え

ばカウンセリングだとか，体験活動だとか，いろいろやられていると思うんですけれども。 

○市職員 具体的に，毎日ができるだけ体験活動を組むとか，それから例えば，うち，調

理室を持っておりますので，調理実習を年４回なり５回とか。それから，先日参りました

けれども，少年自然の家を使いまして体験的な学習とか。それから，校外学習を年３回組

んでおります。 

 あとは，カウンセリング等につきましては全て相談件数の中に入れておりますので，ご

理解いただければというふうに思いました。 

○コーディネーター １つ確認させていただきたいんですが，学校復帰者数，これは成果

目標に出ているんですが，この学校復帰者というのは，校内支援室に戻った子どもたちも

入れてということですか。それとも，完全に教室に戻れたという数字か。どちらで捉えて

いるか。 

○市職員 学校復帰者につきましては，部分復帰，完全復帰，分けておりますが，学校に。

うちへ来る段階では，ほとんどもう学校に行けない状態で通所が始まるんですね。ですか

ら，学校に部分復帰した，それから，学校にほとんど毎日行けていることで，必ずしも全

ての子が教室に普通どおりというわけではございません。 

○コーディネーター 学校の校内支援室に戻れた子も入っているということですね。 

○市職員 はい，そうです。 

○コーディネーター はい，ありがとうございます。 

○仕分け人 すみません，不登校児童数の，ここに通われている方じゃなくて，不登校児

童数の推移，もしお持ちでしたら，３年分くらい教えてください。 

○市職員 ちょっと待っていただけますか。 

 ちょっと手元にはございません。 

○仕分け人 ごめんなさい，そうすると，市内にいる不登校数のうち，何割がここに来て

いるかというのはわからない。 

○市職員 25年度につきましては，わかります。 

○仕分け人 じゃ，教えてくれますか。 

○市職員 うちのほうでちょっと統計とっているのは50日以上ということで，そこに，事

業シートにございますように，130名，平成25年度におりました。 

○仕分け人 ごめんなさい，これらに保護者入っていないかな。不登校児童生徒及び保護

者でじゃなくて，これは子どもの数が130名。 

○市職員 子どもだけです，はい。そのうちの，25年度は36名が通所しております。 
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○仕分け人 そうすると，少ないですよね。27％，28％ですよね。これは例えば，待ちな

んですかね。というか，こういう適応支援センターというのがありますよというふうに窓

口はあいているんだけど，不登校の人が来てくれたらケアする感じ。それとも，不登校が

130人いるのは各学校からの申請で，申請でっていうか，わかるので，その130人にも積極

的にこっちから働きかけというのはされていらっしゃるんですか。 

○市職員 毎年２回ずつ，私とあと教育センターの長欠対策の者が全部の学校を回って，

その状況と，それから，その子にとってどうしたらいいかということでやっていますので，

働きかけはしております。 

○コーディネーター 基本的には学校がそれぞれ不登校に対応していて，先生とか。市に

よっては，不登校相談員みたいな人を配置して，訪問相談とかいろんなことをやっている

んですよね。その中で，ここに通園できる子どもたちはできるだけそこに通園して，復帰

のプログラムをやるというような形でやっているところが多いと思うんですが，八千代市

さんも同じようにやっていると。 

○市職員 同じです，はい。 

○コーディネーター そういうこと。 

○市職員 不登校といいましても，年間30日，50日という統計ございますが，月に３日休

むともう年間では30日になるんですね。時々来ない，それから，もっと極端なことを言う

と，時々来るというお子さんもいるわけでございます。 

 ですから，学校の中の対応として何とかなっているお子さん。もちろん不登校状態とい

うのは，年間30日，50日，病気以外で休むということは決していいことではございません。

それに学校は四苦八苦しているというか，何とか対応しておりますが，その中でも，フレ

ンドに通うということがそのお子さんにとってプラスになるということについて，積極的

に働きかけていただいているという状況でございます。 

○仕分け人 これは，子どもさんに寄り添って解決に当たっていると思うんですけれども，

時間が十分あったほうがもちろんいいんですけれども，その対応は一応４人でやっておら

れるわけですね。忙しさはどうなんでしょう。 

○市職員 ４人といいますのは，正規職員が１名，それから，所長である私も非常勤でご

ざいますので非常勤特別職，それから，２人，教育相談員という，非常勤なんですが，私

を含めて３人は週４日で勤務になっております。 

 その他に，上の事業費にあります賃金というところで，スクールカウンセラーの方が２

名いらっしゃいます。その方々は原則週１回，４時間でございます。 

 その他に，昨年度ですと訪問相談員。訪問相談員というのは，訪問することも可能だし，

個別対応も可能だという。その者が週１回ずつ，１日ずつ４名でございます。 

 ですから，人数は結構いるんですね。ただ，日常，通常どのくらいの人数がいるかとい

いますと，４名程度です。 
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 通所する人数にもよりますが，例えば20名を超すという日もございますので，そのとき

にはちょっと個別対応が厳しいかなという状況もございます。 

○コーディネーター いいですかね。 

○仕分け人 今の，そうすると，施設シートのほうに，施設シート，後からもらったの，

58ページが八千代市適応支援センターってあるんです。これでいいんですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 これの一番下のところが合計で９人ということになっているんですが，この

９人の意味は，毎日常勤で来る人がいないけれども，雇っている数は９人。それで，大体

常時いるのが４人ぐらいいるという理解すればいいですね。 

○市職員 はい，それで結構です。 

○仕分け人 それとあと，ここって登録団体が６って書いてあるんですけれども，これは

何の団体ですか。 

○市職員 これは，この運営事業ではなくて管理事業のほうで，土日に限って，要するに

開いていない日に，近所の方の団体に体育室だけ開放しているということでございます。 

○仕分け人 あと，この施設の概要を見ると，今の体育室が１で216平米，あと，各部屋

が６ということで，６室510平米の部屋があるということですかね。 

○市職員 はい，そうです。 

○仕分け人 ６室については，この右側の各部屋別稼働率のところには何も書いていない

んですが，これはどうなっているんですか。 

○市職員 ちょっと特別な施設でございまして，教育財産として担っていますのは，所謂

事務室，相談室，学習室，図書室，体育室が教育財産でなっております。残りの調理室で

すとか図書室ですとかにつきまして，音楽室もあるんですが，旧の青年館の，勤労青年会

館を使っておりますので，そこについては，まだ教育財産ではなくて一般財産という形に

なっています。 

○仕分け人 そういうことか。ここの施設を見ると，維持管理費が百四十何万て出ている

けれども，これは本当に一部のお話なんですね。 

○市職員 というふうに聞いています。それから，ただ，一部，教育財産になっていない，

先ほどの調理室，図書室等についても，管財課のほうが管理しておりますので，その分を

足してあるというふうに伺っております。 

○仕分け人 そうすると，これ，単独館と書いてありますけれども，複合館ですね。 

○市職員 もともと単独館なんですが，そのうちの一部を今，教育委員会のほうで。 

○仕分け人 機能的には複合施設ということで理解したほうがいいと思うね。 

○市職員 はい。ただ，残りのところは，現在は使用しておりません。 

○仕分け人 なるほどね。 

○コーディネーター では，市民判定人の皆さん，そろそろ準備をしていただきたいと思
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う。 

 私，これ，去年，隣の白井市さんでも同じ仕分けをやったんですよ。そのときは，仕分

けじゃなかった，視察に行かせてもらったんですか，仕分けじゃなく。そのときに，やっ

ぱり同じこのものがあって，白井市さんは復帰率100％。ご存じですか。私もびっくりし

たんです。私も今教育委員会にいるので非常にびっくりして，うちの職員にも「何かあっ

たら聞いてこい」と言ったんですが。取り組みはどんなことをやっているんですかって聞

いたら，おもしろいなと思ったのは，ＯＢ会とか，それから運動会，そういうのに保護者

も一緒にやるような行事とか，それから，卒業した子どもたちを呼んできてやる授業とか，

それはすごく横のつながりを広げているんですね。ですから，やっぱり同じ経験をした先

輩とか，そういう人たちが来ることによって非常に復帰率は上がっているというようなこ

とを伺って，私も非常に参考になるなと思った。お隣ですから，ぜひまた話を聞かれたら

いいかなというふうに思いました。 

○仕分け人 これ，シートは別々でよろしい…。 

○コーディネーター そうですね。２－９の（１）（２）と…。 

○仕分け人 これは一緒で，シート。 

○コーディネーター 一緒で構わない。（３）をもう一つという形でお願いします。 

○仕分け人 所管は違ってしまうと思うんですけれども，今この箱の話だけと，八千代市

適応支援センター，調理室もあるというんですよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 多分，余り他は使われていないってことは，非常に全ての部屋が稼働率が低

いと思うので，一般市民に開放するとか。例えば調理室も，開放すれば，お料理教室もで

きると思いますし。それがいいんだかどうかわからないんですが，施設として持っていて，

維持費がかかるのであれば，やはりちょっと稼働率。不登校のっていうことが違うんです

けれども，施設の運営自体，ちょっと何かお考えいただければなと思います。 

○市職員 ちょっと所管が違いますので，そういうお話があったということを伝えておき

ます。 

○仕分け人 子ども相談センターのことなんですけれども，これは終結というふうに書い

てありますけれども，ここまでいくのに，その時間的なものは，どのくらい終結とみてい

るんですかね。そこまでいく時間数，それと。 

○市職員 一応，終結の見込みですが，虐待においては，虐待状況が見られなくなっても，

ケースによってその半年または一年の様子を見て…。 

○仕分け人 それを誰が判定するんですか。 

○市職員 進行管理部会という会議または，子相のケース検討会議にて，終結に向けての

協議をして，終結となります。 

○コーディネーター 今，多分，この子ども・子育ての相談とか教育の相談て，もうどん
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どんどんどん数が増えているんですね。私も教育委員会にいて実感をしておるんですけれ

ども，本当に指導主事がいろいろ対応しているんですが，もう夜遅くまで仕事している状

況が本当にうちでも続いています。本当に何とか人を拡充しなきゃいけないと思うんです

が，なかなか市としても，全体の職員数というのはある程度決められていますので，その

中で，またどんどんどんどん学校の先生を，指導主事としてもってくるというのはなかな

か難しい状況にあって，本当に今，指導主事さんたち大変なんだろうなと，相談員さんも

大変だろうというふうに思います。やっぱりそこの状況，ここも同じような感じですかね。 

○市職員 やっぱりそうですね。 

○コーディネーター だから，本当に見ていて大変だなと思ってしまうんですね。 

○市職員 学校も，中堅の職員が今少ない状態でございますので。 

○コーディネーター そうなんですね。 

○市職員 ベテランか若手になっているので。 

○コーディネーター どこも今，学校は，40代前半という職員が，教員がほとんどいなく

て，50代の下には大体35，30代とかみたいな構造になってしまっていて，非常にこの先10

年後が心配されている。どこもそれ，状況は同じような形だと思うんですけどね。本当に，

小田原の場合も非常にその辺を心配しています。 

 じゃ，よろしいでしょうか。 

 では，仕分け人の皆様の判定結果をお伺いいたします。 

 まず，２つの，最初の２つの事業，こども相談センター事業と子ども企画事業について。 

 不要・凍結と思われる方。 

 国・県・広域，いないですね。 

 八千代要改善，２人。 

 八千代市現行どおり。３名。 

 まず，要改善について，ご意見があれば。 

○仕分け人 一応，要改善にしたのは，（１）のほうはどっちかというと現行どおりで拡

充していく意味で，工夫していけばいいのかな。 

 ただ，２のほうは，ちょっと会議って，どうしても役所の場合，やらなきゃいけない部

分あるのはわかるんですけれども，少しコスト高じゃないかな，この会議はって感じがし

ますので，もう少しうまい工夫をしないと職員もかわいそうかなと思うんですね。会議の

ためだけに時間を労しているって，職員にとっては，その達成感ないと思いますんで。何

のための会議っていうのがあるから，そっちのための会議なので，やっぱり会議のコスト

をもう少し下げてほしいという意味で，要改善にさせていただきました。 

○コーディネーター 現行どおりは，多分確実に･･･，はい。 

○仕分け人 お困りの部分をぜひもっと見えるような形にして，それで拡充を訴えるなり，

あるいは，本当に同じことの，先ほども申し上げましたけれども，一番の入り口のところ
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で市民の困難性を感じられることなので，その市民ニーズをきっちり次の施策に生かすよ

うな分析とか，そういうことも拡充をしてやっていただきたいなと思いました。 

○コーディネーター それでは，市民判定人の皆様の判定を発表します。 

 まず，最初の２つの事業ですね。こども相談センター事業と子ども企画事業につきまし

ては，不要・凍結が０。 

 国・県・広域が１。 

 八千代市要改善が５。 

 現行どおりが６ということで，市民判定人の皆様の判定としては，現行どおりと。 

 多分これ，現行どおりの中には，もっと拡充をしていったほうがいいという意見が多い

ように思いますが。 

 今，この中でちょっと気になるのが民間ですね。相談について，もっと民間に委託がで

きないのかというようなところが。これ，相談じゃない，虐待ですね。こういう対応につ

いて，もっと民間でできないのかなというあれがあるんですが，こういう，ＮＰＯとかそ

ういうものがありますかね，この児童虐待に対応して何か活動している。多分，把握はさ

れてない。 

○市職員 ＮＰＯはないです。 

○コーディネーター ＮＰＯはない。 

○市職員 はい。ないとは言い切れないですね。 

○コーディネーター 把握はしていないということですね。 

○市職員 はい，そうです。 

○コーディネーター 多分これ，市民の皆様は，今の子どもを，大事な子どもを育ててい

くというところで，しっかりやっていってもらいたいということと，一生懸命やっていた

だいているという評価をされているんだろうというふうに思います。 

 次，適応支援センター運営事業につきましては， 

 不要，ゼロ。 

 国・県・広域，ゼロ。 

 要改善，７。 

 現行どおりが５ですね。 

○仕分け人 適応支援センター，私たち，ここでやっていない。 

○コーディネーター ああ，そうだ。ごめんなさい。そうですね。 

 適応支援センター運営について，仕分け人の皆様の仕分け結果をお伺いします。 

 不要と思われる方。 

 国・県・広域。 

 八千代要改善，２。 

 八千代市現行どおり，３。 
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 ご意見の中に，必要だと思うけれども，費用対効果がちょっと見えにくいというような

ご意見とか，施設としての利用方法は少し検討されたほうがいいんじゃないかというよう

な意見もございますね。 

 いずれにしても，このやっている事業内容自体は肯定的な多分評価だろうというふうに

思います。ぜひ今度も八千代市の子どものために充実した事業を展開していただきたいと

思います。 

 判定人の皆様で，ちょっと時間過ぎてしまって申しわけありませんが，どなたか，何か

ご意見，これに。 

 はい，お願いいたします。 

○市民判定人 ３つの事業なんですけれども，不要とは思わないんですけれども，例えば，

会議で有識者の方がゼロっていう話もあったと思うんですけれども，例えば周りの地方公

共団体とか，国とか，あとは民間で，ちょっとうまくいった事例もあると思うんですね。

そちらのノウハウをうまくまねしたりとか，そういった形で，多少そこにコストをかけて

もいいと思うんですけれども，そういった形でできれば，やっていただけると解決されて

いくのかなっていうふうに思いました。 

 以上です。 

○コーディネーター 多分，いろんなところでいろんなやり方をしていて，うまくいって

いるところもあると思うので，そういうところの情報もいろいろとりながら，当然やって

いられると思いますけれども，例えば今の隣の白井市さんのような例もあるので，ぜひ情

報を収集して，いいものはどんどん取り入れていくようなことで，対応していっていただ

けたらなというふうに思います。 

 他にはよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 では，以上で，２－９，この３事業については終了させていただきます。 
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＜２―１０ 放課後子ども教室推進事業・すてっぷ２１事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，皆さんおそろいですので午後の部を始めたいと思います。

まず最初に事業番号２－10の（１），（２）この事業が２つありますけれども，説明のほ

うは一括していただいて，議論も一括で通してやらさせていただきたいと思います。評価

のほうは別々にやりますので，シート２枚をご用意ください。 

 それでは，まず放課後子ども教室推進事業，続いてすてっぷ21事業の説明のほうをよろ

しくお願いいたします。 

○市職員 それでは放課後子ども教室推進事業の概要についてご説明させていただきます。 

事業番号は２－10－１になります。事業シートに沿ってご説明させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 まず，本事業の実施の背景及び，事業の目的でございますが，本事業は少子化や核家族

化の進行，就労形態の多様化など，子どもを取り巻く環境の変化を背景に放課後に子ども

が安心して活動できる場の確保を図るとともに，次世代を担う児童の健全育成を支援する

ことを目的として開始したものでございます。次に事業概要でございますが，本事業は学

校との調整等を図るコーディネーター２人と１校当たり４人の安全管理員を配置，小学校

の余裕教室等を活用し放課後における地域の子どもたちの安全，安心な活動拠点の確保を

図るとともに，地域の大人の参画を得て，子どもたちにさまざまな体験，交流，学習活動

の機会を提供し，子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりをおこな

っているものでありまして，平成23年度より順次整備を進め，現在本年10月30日に新たに

開設した西高津小学校を含め，村上北小学校，八千代台西小学校の３校で週２から３日開

催しております。 

 次に事業の実施に要したコストでございますが，事業シート記載のとおりとなっており

まして，平成25年度における人件費を含めた総事業費は２校の実施で，約2,708万円とな

っております。なお，人件費ですが人数につきましては業務の割り振りを考慮して計上，

金額については事業の年間業務時間数掛ける人件費時間単価で算出いたしました。 

 次に財源内訳でございますが，本事業の事業費に対しては，放課後子どもプラン推進事

業費補助金として県費補助を受けております。関連事業として事業概要に記載させていた

だいておりますとおり，すてっぷ21事業等との合算で交付を受けておりますことから事業

シートの額はそれぞれの補助対象事業費の割合等にて按分した額となっております。 

 次に事業実績，事業成果及び事業の自己評価でございますが，平成25年度におきまして

は，２校においてそれぞれ121日開催し，延べ6,476人の児童の利用がありました。本事業

は少子化や核家族化の進行，就労形態の多様化など，子どもを取り巻く環境の変化を背景

として，社会的要請が今後も高まっていくものと考えておりまして，国においても全ての

児童が放課後等を安心・安全に過ごし，多様な体験，活動が行うことができるよう，放課
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後子ども教室の計画的な整備が必要としているところであります。年度末に実施いたしま

した本事業を利用した保護者に対するアンケートにおいても多くの方より安心・安全な居

場所，いろいろな遊びや体験ができたとの観点から高い評価をいただいておりますことも

踏まえ，今後においても拡充が必要な事業であると考えております。 

 なお，他の自治体での類似事業の実施状況につきましては，事業シート記載のとおりと

なっております。放課後子ども教室推進事業の概要の説明につきましては以上となります。 

○市職員 それでは，引き続きまして，すてっぷ21事業の中で実施しておりますすてっぷ

21フリーパレットの概要の説明をさせていただきます。 

 フリーパレットは八千代市の中学校，高等学校に在籍する生徒が放課後や土曜日に気軽

に集うことができる場所を提供し，学習，遊び，スポーツ，相互の交流などさまざまな体

験活動を支援することを目的として平成17年度より市民会館の向かい側にあるすてっぷ21

分室にて実施をしております。平成23年度からは放課後子ども教室推進事業の郊外型とし

て位置づけられ，利用対象年齢を小学５年生から高校生までと広げ，現在に至っておりま

す。 

 職員体制につきましては，子ども支援センターすてっぷ21の正規職員，保育士が行って

おります。８名が学習アドバイザーとして輪番で１名従事し，非常勤職員の安全管理員２

名とともに水曜日，木曜日，土曜日に子どもたちの遊びの見守り等を行っております。決

まった職員がいることで安心して利用でき，利用者との関係づくりもできています。また，

東京成徳大学の応用心理学科の学生がボランティアとして活動しております。利用してい

る子どもたちにとって，ちょっと先行く先輩として年齢が近く，遊びや会話が弾み関係が

つくりやすい存在であり，大学生が来るのを楽しみにしている利用者もおります。大学生

のボランティア活動の育成の場でもあり，利用者にとって先生でも親でもない多様な大人

とのかかわりを経験する場にもなっていると思っています。利用者については１人でふら

りと遊びに来る子もおりますし，お友達三，四人で誘い合って来る子どももおります。そ

の様子はさまざまです。 

 施設といたしましては２階建ての建物を使用しており，１階には自由に利用できる卓球

台があり，友達同士や職員，大学生を相手に楽しんだりしています。２階では簡易ビリヤ

ード台で遊んだり，漫画を読んだり，人生ゲームやＵＮＯなどの机上ゲームが数種類あり，

遊ぶことができるようになっております。また，自宅から自分で遊びたい玩具，ポータブ

ルゲーム機が主ですが，持参してきて友達と又は１人で遊んでいる様子が見られます。 

 平成23年度に放課後子ども教室に位置づけられ，小学生の利用を試行的に実施し，次年

度より本格的な小学生の利用に伴い安心して過ごしてもらえるよう，保険の加入につきま

しては放課後子ども教室推進事業学校型と同じスポーツ安全保険，これは800円に手数料

135円がかかる保険になっております。その保険にお願いしました。利用人数に関しまし

ては平成24年度利用者数が減少し，原因の分析を行いました。分析の結果は私どもの周知
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不足や保険加入の上で利用となったこと，また学校の忙しさから利用しないなど，子ども

たちの様子が見えてまいりました。利用しやすい子どもたちの居場所として改善を検討し，

26年度から周知活動はもちろんですが，保険加入に関しましてはご家庭で保険に加入して

いる場合も考えられることから任意加入に変更しております。利用のきっかけは友達が友

達を呼んでくるなど，口コミで広がっていく面もあり，１度利用者が離れると次につなが

るには時間がかかると考えております。新規の利用者拡大から継続した利用につなげてい

くための対策が課題であると認識しております。また，子どもたちの声を拾い，今，何を

必要と感じているのか，今後調査していく必要があると考えております。以上ですてっぷ

21フリーパレットのご説明を終わらせていただきます。 

○コーディネーター どうもありがとうございました。 

 ちょっと基本的なところを確認したいのですが，子ども教室のほうは25年度は２校実施

ですかね。どことどこでしたか。 

○市職員 村上北小学校と八千代台西小学校になります。 

○コーディネーター 新川わくわくプレーパークというのは。これは学校ではない。 

○市職員 学校ではないです。校外型です。 

○コーディネーター 学校ではない校外ということでやっているということですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター それでは，仕分人の皆様からご質問等をお願いします。 

○仕分け人 数字の確認なんですけれども，３万3,829人というのはどういう年齢を対象

にしているんでしょうか。 

○市職員 18歳未満という形になります。 

○仕分け人 確認なんですけれども，38ページの上に25年度242延べと書いてあるんです

けれども，これは１日当たりが２人いるんですか。6,476人，これは１日当たり何人ぐら

い。 

○市職員 １日当たりですか。121日開催しておりますので。 

○仕分け人 これを割ればいいんですね。 

○市職員 はい。申しわけありません。 

○仕分け人 ということは50人ぐらい。 

○市職員 はい。両方です。あわせてそのぐらいという形になります。 

○仕分け人 ごめんなさい。もう一度今のを。25年度242日開催していて，6,476割る242

だと26人だけど，２校なので１校当たりだと13.3人，14人ぐらいが毎日来るということで

すね。そうすると。 

○市職員 そういう形になります。 

○仕分け人 だから１つの教室に14人ぐらいただいまというか来て，それで遊んでいって

ということですよね。何時まででしたっけ。５時まで。 
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○市職員 はい。概ね５時までなんですが，今は両校とも16時45分まで実施しております。

ちょっと冬季というか，日が暮れる時間が早くなった時期につきましては一応４時15分ま

で実施という形になります。 

○仕分け人 来る子どもたちは割と固定なんですかね。それとも結構来たり来なかったり。

あと，それからその学年も低学年が多いんですか。 

○市職員 登録をしていただきますので，登録していただいた児童だけ遊びにくるという

形になります。登録児童は全児童の対象の約４割弱程度ですので，固定と言えば固定，固

定ではないと言えば固定ではない。その範囲の中では固定ではないという形になります。

利用者数なんですけれども，やはり圧倒的に低学年が多いです。６年生になりますとほぼ

利用はないと言っても差し支えない程度だと思います。 

○仕分け人 ちょっと先走ってしまうかもしれないですけれども，低学年が多い，４時45

分まで見てくれるというと，この放課後子ども教室は親の負担はないわけですよね。利用

者の負担は保険代だけ。 

○市職員 はい，そうです。 

○仕分け人 でも学童は負担するんですよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 何かそのすみ分けというのはどうなっているんですかね。 

○市職員 基本的には学童保育につきましては生活の場，つまり家庭に変わる場というこ

とで子どもの健康管理だとか，安全の確保，情緒の安定，また基本的生活習慣についての

援助，子どもが宿題，自習等の活動を自主的に行えるような環境を整えて本当に家庭と同

じような役割を果たすということですね。放課後子ども教室につきましては基本的には学

習やスポーツ文化活動なんかを通して，もちろん地域の住民の方に，毎回ではないですけ

れども，社会教育活動のボランティアとして来ていただいたりして，社会教育活動の一環

として来ていただいたりなんかして，地域住民との交流を図ることによって，放課後子ど

も教室内だけではなくて，そういう活動を通して地域での子どもの見守りというんですか

ね。そういう環境を醸成していくというような目的もございます。 

○コーディネーター 文科省のほうから金とっちゃだめだということになっているんです

よね。たしかそうだったと思うんですか。 

○仕分け人 申し込みをすればということなんですけれども，申し込みは例えば入学する

ときに１回申し込めば６年間とかずっと使っていられるんですか。それとも毎年申し込み

になるんですか。 

○市職員 単年度の申し込みになっております。 

○仕分け人 利用するときはもうその時間に行けばもうすぐ使えるという感じなんですか。 

○市職員 はい。申し込みをしていただいて，一応保険の適応を受けてからということで

お願いしております。 
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○仕分け人 その申し込みのことはわかったんですが，例えばこの申し込みしていない人

が来るということはあり得ますか。 

○市職員 基本的にはございません。 

○仕分け人 そのチェックはどう。何かやっていますか。 

○市職員 はい。申し込みを受けていただいたら，当然利用者の名簿をつくります。来て

いただいた生徒にその出席簿に応じてチェックを図っておりますので，登録していない子

が遊んでいるということはないです。 

○コーディネーター あと，放課後子ども教室については文科省のほうから人員の配置に

ついて多分縛りがあるはずなんですね。安全管理員とか学習アドバイザー，そこのところ

ちょっと皆さんに説明をしていただけますか。たしか最低３人はつけないとだめなんです

よね。 

○市職員 基本的には人数の縛りというのはございません。コーディネーターは必ず配置

しなければいけないことになっていますが，その他，学習アドバイザー，安全管理員，呼

び名はいろいろと変わるんですが，そのような役目を果たす方を配置するということにな

っておりますが，八千代市の場合，ずっと事業を運営してきまして，概ね安全管理員兼学

習アドバイザーというような形の中で業務を実施しても差し支えないというように考えて

おります。また，基本的には１学校にコーディネーターを１人専門でつけているわけでは

ないのです。２人と，先ほどご説明のほうで申し上げましたが，コーディネーター２人で

３校を見ているという形になります。コーディネーターの役割といたしましては学校との

日程の調整等であるだとか，また，施設上の管理者といった役割もあるかと思います。 

 そして安全管理員については，いらっしゃった生徒の安全管理をしながら，また学習ア

ドバイザーも兼ねておりますので，何か学習プログラムをつくってご提供するという形に

なっています。一応，３校まとめてコーディネーター２人，１校につき，安全管理員は４

人，学習アドバイザーも兼ねていますとそういう形になっています。 

○コーディネーター コーディネーターは常にいなければいけないということではないの

で，兼ねている方がいるということでよろしいでしょうか。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 シートの89ページのところの委託先シートなんですが，村上北小学校は公募

型プロポーザルで523万円。 

○コーディネーター 39ページね。 

○仕分け人 39ページ。八千代台西小学校は随意契約で692万円なんですけれども，この

業者の選定方法をちょっとわかりやすくご説明いただきたいのと，何で選定方法が違うの

か。あわせてお願いします。 

○市職員 まず，村上北小学校から，過去において一番最初に開設するとき，そのときに

つきましては公募型プロポーザルを実施しています。片一方のほうがなぜ随意契約になっ
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ているかという形で申し上げますと，基本的に実施していただける委託先が，特殊な事業

ということでなかなか見当たらなかったということの中で，基本的に最初は公募型でやっ

たんですが，村上北小についても八千代台西小学校につきましても１事業者の応募しかな

かったということを踏まえまして，最初は公募で実施したんですが，その事業実績を考え

て次年度から随意契約になったという形になります。 

○コーディネーター ということは入札にかけても来るところがないのでここに何かやっ

てくれとお願いをしたというような形ですね。 

○市職員 そうですね。初めは公募プロポーザルで両校ともやったんですが，その後選定

された業者に継続して実施していただいたという形です。 

○仕分け人 その下の新川わくわくプレーパークの中身を，内容を教えてください。 

○市職員 こちらは校外型の放課後子ども教室と実施しておりまして，内容につきまして

は校内と校外という違いのみというふうに考えていただいても結構なんですが，大体学校

型で実施する場合につきましては，その学校の生徒しか参加できない。時間的にかなり無

理があるという形の中になりますので，この新川わくわくプレーパークについては全市域，

ちょうど新川の村上橋の土手沿いにありますので，市中央部に該当するということで，ど

こでも広域的に遊びに来ていただける放課後子ども教室として運営しております。 

○仕分け人 内容はどんな遊びをやっているんですか。 

○市職員 基本的には安全管理員３名を配置しまして，子どもの自由な遊びであるだとか

学習プログラムに沿った遊びを提供しているということです。 

○仕分け人 ３名の配置ということですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 このわくわくプレーパークも今回のこの事業の対象なんですか。 

○市職員 基本的には野外活動のほうに仕分けられているというふうにお伺いしているの

ですが。 

○仕分け人 今回は対象外。 

○市職員 こちらのほうでは特段，事業シートはお出しいたしますけれども野外活動のほ

うでご検討いただくというふうに私どもではお伺いしているんですが，ご一緒に説明をと

のことでありましたら，こちらのほうでさせていただきます。 

○コーディネーター 放課後子ども教室は基本的には地域の方たちのボランティアという

のが中心になるんですが，これは委託をしている委託先と地域というのがうまく連携して

やられているんでしょうか。 

○市職員 実は25年度の事業費を事業シートに記入するものですから，私どものほうとし

てはこういう形でずっと委託事業で実施してきたんですが，その理由としましては，基本

的に事業を開始するときにそのノウハウがまだ行政にありませんということの中で，こう

いう事業を実施していただける事業体というのもなかなか数少ないというふうに認識して
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おるんですが，大分23年度から実施してきまして，25年度で概ね私どものほう行政として

もノウハウができましたので26年度から直接実施というか，一応臨時的職員を雇用して運

用を行っております。 

○仕分け人 26年度から直接実施になったので，この事業費の合計が下がってきていると

いうことですか。 

○市職員 はい。基本的にはそういうふうにお考えになっていただいて結構だと思います。

ただ，この事業，放課後子ども教室推進事業の予算上の事業費で見ますと，その人件費と

いうものがこちらの事業費の中に入ってこない。委託でやると，例えば事務，その団体の

給与の管理をされている方，人の手配をされている方，そういう方の給与は当然事務費と

して請求されますので，ですから事業費として下がっていない，確かに多少は実質的に軽

減はされているんですけれども，ただ，その他もろもろにかかる経費，臨時的職員の分は

入っているんですけれども，予算上では人件費は別計上という形になっていまして，職員

が臨時的任用職員の職員管理等の事務を担っています。 

○仕分け人 結局その委託を直接に変えたということは，直接にしたほうがここの事業費

には出てこないけれども，トータルのコストとしてみると効率的なんですか。コスト効果

的なんですか。 

○市職員 はい。基本的にはそういうふうに考えておりまして，私どものほうとしても若

干事業費のほうはかからなくなったというふうに認識しております。 

○仕分け人 トータル。人件費含めてなんですね。そうすると，これは２校やって，評判

はまあ１日平均13人ぐらいが来てよかったのでこれから拡充なんですよね。その拡充の今

後の計画を教えてください。 

○市職員 基本的にはまだこちらにつきましては拡充していきたいということで，最終的

には担当課といたしましては全学校が，まだ３校しか実施できていませんので，22校ある

学校の中で３校という形の中で，例えば地域を離れた学校から放課後そこの学校の放課後

子ども教室を利用するというのは現実的ではありませんので，全校に広げていきたいとい

う形で。 

○仕分け人 何年までに。 

○市職員 今，基本的には，これにつきましては当然お金と人がかかる問題ですので，こ

の辺は今後十分に吟味していきたいと思うんですが，今回は23年度から始まりまして，１

校ずつ着実に計画的に実施していきたい。それで今，子ども・子育て支援事業計画を策定

中だということを申し上げてありますが，その中で次世代育成支援行動計画と一体として

つくっていくということの中で，何とか計画値のほうをそちらのほうに盛り込みたいと思

いまして，今検討を行っていますが，予算策定の時期という形の中で，お金と人員につき

ましてもやはり手配をしなければなりませんので，その辺の事務量，管理，体制だとかそ

ういうものももろもろ考慮して考えていかなければならないと考えております。 



－161－ 

○コーディネーター これは全校に必要だという判断をされているということですね。多

分それで学童保育の関係がどうしてもそこで重なっちゃうんですけれども，こことの連携

というのはどういうふうになっているんでしょうか。 

○市職員 現在，学童保育所の連携というのは25年度までの実績しかありませんでしたの

で，基本的には委託事業から直接実施に切りかえてというところの中，その地域の方との

連携というのはやはり市がその事業を実施していったほうが効率的だということの中の話

があります。今後は国から子どもの放課後子ども総合プランというのが本年７月に示され

ています。それについては学童保育と放課後子ども教室の一体的運営，又は連携した運営

というものを強く求められておりまして，本市としてもそちらの方向の中で実施して行き

たいと。できれば児童が放課後終わって外に出るということじゃなくて同じ学校内で完結

し，放課後子ども教室の社会教育事業というのですかね，そういうものに学童保育の生徒

もその開催時間だけは自由に参加したりとか，そういう形の中で運営ができればいいなと

そういうふうな方向で検討を進めております。 

○コーディネーター たしか，文科省のほうでは目標3,000校で切っていると思うんです

ね。で，今，1,700校ぐらいですかね。実施しているのが。文科省がそれ以上のところに

お金を出すつもりは多分ないと思うし，今出しているのもいずれこれを切るんだろうとい

うふうに思うんですね。そのときにどういう運営方法をしていくのが一番コストパフォー

マンスがいいのかというのこと検討していくと，地域でやってもらうという結論に私は成

らざるを得ないんじゃないかなと思っているんですけれども，その辺のところ，今やって

いるところ地域との連携というのはうまくいっているんですか。 

○市職員 基本的にはそちらのほうの放課後子ども教室にボランティアの方とか地域の団

体の方であるだとかという実績についてはまだちょっと十分だというふうな形では申し上

げることができないような状況になっております。ただ，今後は学童保育所との一体的な

運営を行って，そういう意味の中でコーディネーターを２人配置して，それも再任用の職

員の方で保育士さん経験の方ということで，できるだけそういうような業務経験を生かし

た中の地域の方にお声をかけていただいて来ていただいて実施していただきたいと，そう

いうような形で考えていて，今はまだその事項につきましては鋭意努力中というか，検討

中というか，推進中とそういうような形になっております。 

○コーディネーター では，（２）のほうに移ってよろしいですか。 

○仕分け人 １つだけ。気になっていたんですが，活動実績のところ，さっき121日開催

とおっしゃっていたような。これは延べ日数と書いてあるので。２校でという意味ですか。 

○市職員 ２校ですと，先ほどお話があった242日です。 

○仕分け人 ２校分で242日だから，実際に開催したのはその半分で，１校当たり開催し

ているのは121日ということですか。 

○市職員 そういうことです。 
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○仕分け人 121日ということは曜日は隔曜とかということですか。 

○市職員 基本的には長期休業期間であるだとかそういうものを除きまして週３日という

ような形で考えております。 

○仕分け人 週３日。 

○コーディネーター では，次の「すてっぷ21事業」について，ご質問等あればお願いし

ます。 

○仕分け人 これは，平成23年度は1,599人利用したけれども，それが次の年394，次の年

259人ということで，利用者が非常に減少しているので原因調査を行ったという話があっ

て，その中に中学生は部活，受験に忙しいという何かありましたよね。小学校の高学年，

中学生はここに行っている暇がないんじゃないかというような。子どもを育てたことがあ

ると思うんですけれども，まず，もともとニーズがあるのかというところにすごく疑問を

思うんですけれどもそこはどう考えていますか。 

○市職員 これは平成17年に次世代育成支援行動計画が策定されたときにやはり子どもた

ちの居場所というところで必要だという形で位置づけられたものなんです。やはりそのと

きにいろいろアンケート調査を行ったときに，やはり子どもたちからそういう集まる場所

がないというところでやはり家庭でも意外とない。コンビニの前で何人かが集まっている

というそういう状況であるならばやっぱりこういう居場所を設けましょうというところで

始まっているものなんで，必要と考えての設置ということをやっていますが。 

○仕分け人 でも蓋を開けたら259人なんですよね。259人で，オープンは週に３日ですよ

ね。水，木，土ですよね。そうすると何日間だったんですか。開所日数。 

○市職員 25年度に関してですよね。 

○仕分け人 はい。 

○市職員 申しわけありません。25年度に関しては121日開催ということで，水，木，土

曜日を行っております。 

○仕分け人 そうすると１日当たり２人ですよね。単純に割ると。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 だからやっぱりアンケートをとったらみんなで集まれるところが欲しいって

言ったかもしれないけれども，子どもたちが欲しかったみんなの集まれるところとここは

違うんじゃないですかね。 

○市職員 それでいろいろアンケートをとった結果なんですが，1,549人の利用者があっ

たときなんですが，このときはやはり保険というところでは加入しながら利用してくださ

いというような形のことではなかったんですね。まだ。自由に来て登録して遊んでいける

場所というところだったんで，24年度から保険の加入をしていただく形になった。やはり

保険でお金を使うということがやはり小学校，中学校，高校生にとってはちょっとハード

ルが高くなってしまったという利用に関してはハードルが高くなってしまったというとこ
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ろで，１回利用したら２回目からは，じゃ入らなくちゃならないんだとなれば，やはり２

回目からの利用がなくなってしまったというのが大きな理由かなとは思っています。 

○仕分け人 アンケートの結果の分析としてもそれは保険が一番だったのか。 

○市職員 保険の他にアンケートを全員で，大和田小学校と大和田中学校などに，ちょっ

と近隣の中学校と小学校なんですが，全部で903人の方にアンケートをとりました。その

中で小学生がやはり，知らないという小学生が73％おりまして，中学生の67％が知らない。

中学２年生も64％，中学３年生の63％，あわせて全体的に65％の生徒さんがフリーパレッ

トを知らないというような形がアンケートで出ましたので，まず周知不足であったという

ようなところが１つ出てきました。でもその前の年まで利用していた子どもたちもいます

ので，知らないということではないと思いますが，たまたま大和田中学校，小学校にいた

子が利用したことがなかったのか，全くそういう情報が入らなかったのかというところな

んですが，知らないというアンケートの結果が出ました。またその中で知っていると答え

た子の中でやはりなぜ知っていても利用しないのかというふうになったときに，やはり部

活だとか受験勉強だとかというところのアンケートの答えが返ってきましたので，学生と

してはそういう面で，学校のことで忙しさがあり，利用していないのかなということで様

子が見えてまいりました。 

○仕分け人 市内で１カ所ですよね。子どもたちこれは小学校の高学年から中学生，高校

生ですよね。市内１カ所のところにわざわざ行くのだろうかと。アンケートをとったら何

か気軽に学校が終わった後にぷらっと行けるところがあったらいいなって，それはみんな

書くと思うんですよ。でもあっても自分の家から近いとか，中学校から近いとか，高校か

ら近いとか通学経由の途中にあったらそれは行くでしょうけれども，市内に１カ所しかな

いところにみんなが行くとはとても思えないんですよね。アンケートには居場所があった

ほうがいいなってそれは書きますよ。だけど，市内の１カ所，ここにみんな，じゃ，行こ

うぜって行くかなって。だからちょっとやっぱりニーズが。ウォンツとニーズというか，

これは合っていないような気がするんですよね。保険だから来ないということじゃないと

思うんですよ。だって，わざわざ行かないですよね。それともここの場所，すごく便のい

いところなんですか。 

○市職員 場所的には八千代市の中央に位置している場所にある建物なので…。 

○仕分け人 でもバスとかで通わないといけないところの子どもたちがたくさんいるわけ

ですよね。 

○市職員 そうですね。八千代市の外れのほうから来るとなれば電車，バスになって。 

○仕分け人 そうすると，幾らその施設自体がただだとしても卓球台があるとしても，そ

こにわざわざバスに乗ってくるかなというとちょっと疑問に思ってしまうので，やっぱり

１日２人しか使わないものを，これから何とか周知を広めていきたいというのは個人的に

は無理があるような気がするんですけれども，むしろ逆に近くに遊び場をというのであれ
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ば，今あるもの，例えば，それはただのアイデアなんですけれども，放課後子ども教室に

ボランティアとして子どもと接する高校生とかそういうのを募るとか，何か他にやりよう

はあるような気がするので，何かちょっとそう思います。 

○市職員 わかりました。 

○コーディネーター 保険については，今年から任意にしていただいたんですよね。 

○市職員 はい，そうです。 

○コーディネーター 今年半期の利用状況はどうですか。 

○市職員 10月末で202名という形に，延べ利用人数が202名になっております。 

○コーディネーター 何とか倍ぐらいにはなりそうだという感じですかね。 

○市職員 ３月までは。 

○コーディネーター 倍になるとしても１日４人ですよね。今後，放課後子ども教室の拡

充を図っていこうという計画があるんですよね。その中でこれがどこまでこれを残してい

くのかというのは，どこかで判断せざるを得ないのかなという気はするんですよね。 

○仕分け人 アンケートの中でどういうところだったら行きたいとか，そういうところは

聞いてはいないんですか。今，その人数ということだったんですけれども。 

○市職員 この段階のアンケートはそこまでのアンケートは。今後そういうような形でア

ンケートはとりたいなとは思っておりますが。 

○仕分け人 確認をさせてほしいんですが，水曜と木曜と土曜日が開所で時間は何時から

何時なんですかね。 

○市職員 水曜日に関しましては15時から19時。木曜日は14時から17時，土曜日に関して

は13時から19時の時間になっています。 

○仕分け人 それと平均。お子さんが来たときに多分受付か何かをやっているようなので，

平均の滞在時間というのはとっていますか。 

○市職員 平均はとっていませんが，本当にちょっと立ち寄る子がいたりとか，その時間

目いっぱい６時間いる子もいれば，途中中抜けをして違うところに遊びに行ってまた戻っ

てきたりとかって，利用の仕方がいろいろなので，滞在時間というのはとってはおりませ

ん。 

○仕分け人 任意保険という形で保険に入っているので，多分来た方の分布というのはわ

かると思うんですけれども，このパレットのどの辺のエリアからどのくらい来ているとい

うのはそちらで把握されていますか。 

○市職員 新規登録のときに住所を記入していただきますので，大体どのくらいの場所か

ら来ているのかというのは把握できます。 

○仕分け人 そうするとここの多分エリアに一番近いところの所謂ポテンシャルとして対

象になる人数というのは大体絞られてくるんじゃないかなと思うんですね。市全域では多

分見えないので，ちょっと私がひっかかっているのは，先ほどの子ども教室の推進という
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のが一方であって，ここは校外型って言っていたじゃないですか。校外って学校の外です

よね。学校の外型に位置づけるとなってくると，学校でやっているのに学校の外型をつく

るって，何かダブっている感じがするんですね。ましてここのポテンシャルとしてはやは

り周辺何キロ圏の子どもさんだけでしょう。ここを強いてそこでやらなきゃいけないとし

たら，そういうのを他にもつくるのかという話になってくるし，ちょっと二重投資の感じ

がしないでもないな。それぐらいだったら子ども推進教室のほうをもっと積極的にやって，

そちらに集中投下したほうが無駄がないんじゃないかなって。あとちょっと気になるのは

ここは古い建物ですよね。 

○市職員 はい，そうです。 

○仕分け人 使用勝手が変わってきて，何かやらなきゃいけないからとりあえず入れたの

かなという気がちょっとしたのね。これは悪い言い方ですけれども，よく行政ってあいち

ゃうとまずいので，じゃ，そこをうまく使った事業ができないかといって考えて，じゃこ

こだったらこういう校外型を位置づけてやれないかというのが，もしかしたらその当時あ

ったのかもしれないかなというのはちょっと感じたんですけれども，これ自体のポテンシ

ャルと利用状況とを考えたら，建物代はかかっていないからそこの部分はないとしてもど

うなのかなって思います。 

○コーディネーター この建物自体が昭和56年の建築でしたっけね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター これは耐震は。 

○市職員 やっておりません。 

○コーディネーター やっていないんですね。じゃ，子どもさんを入れるにはちょっと。 

入れるにはちょっと不安ですね。これはもともと何の施設だったんでしょうか。 

○市職員 旧安全センターか何か交通の関係の。 

○コーディネーター それがどこかに移転をした。で，空いたということ。 

○市職員 その後また違う花と緑の基金とか入っています。幾つかの施設が入って。 

○コーディネーター 空いてしまった。 

○市職員 空いてしまったというか，空いたということで。その前にこの中央じゃない違

う場所でこのフリーパレットというのは行っていたんですね。やはり八千代市の外れで

「すてっぷ21勝田台」という場所で行っていたんですが，勝田台だったらやはり勝田台の

周辺の子どもしか利用できないというところでは，やはり中央に位置している場所の建物

があれば少しはその周りの子どもたちが広く使うことができるのではないかということで，

そこからフリーパレットを移転させてきたということがありまして。 

○コーディネーター そういうもくろみだったんだけれども，結局１日４人ぐらいだとい

う結論だということですよね。現実そうですよね。 

○市職員 現実は，今の状況はそうなっております。 
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○仕分け人 確かに，ここは八千代市の中央なんですけれども，交通の便が悪いですよね。

子どもたちが歩いていける距離でもないんですよね。バスで行かないと。例えば京成の沿

線がそこが繁華街になっているんですけれども，そこからも遠いし，バスで行かなきゃい

けないとなると，やっぱり集まりが少ないのかなという感じはしますね。 

○市職員 利用者の来る状況を見ると，自転車でかなりのお子さんが来て，八千代台だと

かその辺あたりからも自転車に乗って利用しているというところもありますね。 

○仕分け人 フリーパレットの「すてっぷ21大和田分室」なんですけれども，これはかな

り古いですよね。これは先ほど出ていました危険な建物であると言われてもいいかなと思

うんですが，それでここにこれだけお金を投資して残しておくって，他に何かやることは

考えていないんですか。 

○市職員 そういう建物を何かにですか。 

○仕分け人 うん。 

○市職員 私どもは子どもの居場所というところでやりたいということがあって…。 

○仕分け人 だから子どもの居場所じゃなくて，他に流用できるようなのを考えていない

んですか。子どもよりも，もっと安全な何かをやれないかということなんですよ。 

○コーディネーター これは今，子ども部さんにそれを聞かれてもなかなか難しいかなと

は。市全体の中でどう考えていくかというところになるんで，企画部とかは考えているの

かもしれないですけれどもね。ちょっとそこはここで聞くのは無理かなという気はします

ね。 

○仕分け人 そうですね。わかりました。 

○仕分け人 子ども教室に関して，実施要綱等があるので，多分これを進めるに当たって

はそれなりに市の中で検討されたんだと思うんですけれども，その中でこの校外型をつく

っていくことは議論されているんですか。 

○市職員 プレーパークのお話ですと，プレーパークのほうがむしろ先行してあったとい

う形になります。まっ白い広場の整備事業という県が手掛けていた事業だと思うんですが，

それ以降にその事業のつながりから放課後子どもプランとして校外型として位置づけたと

いうような形ですので，基本的には学校型を中心にこれから拡充をしていくという形にな

ります。 

○仕分け人 やはりそうやって考えると，ここを無理して維持していくって，校外型で位

置づけて，利用者が減ってきたのを何とかしようというのはちょっと何か，力の入れ方と

しては無駄が多いかな。対象者が15,800人で，23年当初になったとしても10％ですよね。

今の状態が倍になったとしてもせいぜい３％ですよね。そこにそんなに一所懸命力をかけ

るほど余裕はあるのかなって，非常に私はちょっとやっていらっしゃることが悪いんでは

ないんですよ。じゃなくて，市の子どもの関係の進め方としてフリーパレットを校外型と

して位置づけて維持していくということについては私は非常に疑問を感じますね。 
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○コーディネーター 実際に直接事業費自体は50万ぐらいなもんなんですが，それにかか

っている職員さんとか，臨時職員，そういうのを考えたら，ちょっと今の状態では厳しい

かなという気はしますよね。 

 それでは，判定人の皆様そろそろ事業シートの記入をお願いします。 

 今，周辺のところで，放課後子ども教室を全校に広げていこうというのは千葉のほうで

は流れなんですかね。 

○市職員 放課後子ども総合プランができた関係もあると思うんですが，近年は船橋さん

も全校やっていく，恐らく千葉市さんも全校もう実施されているんではないかと思うんで

すけれども，そこでは全日開催されているとかではなくて，それぞれやり方はまちまちで

ありますね。ただ，放課後子ども教室につきましては一応基本的には拡大の方向で全国あ

るのではないかというふうに認識しておりますけれども。 

○コーディネーター 拡大の方向は多分そうだと思うんですね。どこもこれは何らかの検

討はされていると思います。週１回とか多分そのくらいからスタートしているところが多

いのかなという気はするんですけれどもね。週３日というのは結構頑張っているなという

ふうに私は思うんですけれども，先ほど言いましたように，全校に広げていくためには，

それぞれの地域が本当に頑張ってもらわないと，やっぱり行政が旗振ってもこれはうまく

いかないと思うんですよね。やっぱり地域と連携しながら，本当に地域の力で支えてもら

わないとこの事業って多分できないし，それがないとすごい金を掛けることになるんです

ね。その辺のところでなかなか進むのを，じゃ，全校やってないからってだあっと全校で

きるかというと，なかなかできないんだろうというふうには思うんですけれども，その点

でうまく地域とやって，これが広がっていくことは非常に私もいいことだなというふうに

思っていますけれどもね。 

 よろしいでしょうかね。 

 このフリーパレットのほうも，すてっぷ21ですか。これも居場所を何とかつくってやろ

うという非常にわかるし，そういうニーズがあるのもわかるんですが，もうこの現状を見

ると，そのニーズと施策が合致していないと言わざるを得ないと思うんですよね。だから

何かやっぱりそのニーズが必要であれば，もっとこのニーズに応えられる方法というのを

考えたほうがいいかなと私は思いますね。 

 評価シートの記入のほうは全てオッケーでしょうか。まだの方いらっしゃいますか。大

丈夫ですか。あとお１人。評価シート，まだご提出じゃない方いらっしゃいますか。 

 それではまず仕分け人の皆様の評価結果のほうをお伺いいたします。 

 まず放課後子ども教室推進事業につきまして， 

 不要・凍結と思われる方。 

 国・県・広域。 

 八千代市要改善，３。 
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 八千代市現行通り，２。 

 改善について何かご意見がある方。 

○仕分け人 この事業自体のことは全然否定はしないんですが，全体として子どもに関し

ていろんなところでいろんな部署がいろんな形で取り組んでいるという状況がそこら中の

市町村にあるんですけれども，小さな自治体ですので，もう少し何を中心に置いて，そこ

の中を何の事業で補完するのかというような体系をきちんと見定めたほうがいいのかなと。

この後にある学童保育がありますから，そういった学童保育と当然すみ分けもされている

んだとは思うんですが，両方，両輪で行くのか。中心はこっちにして，ここでどうしても

できない部分をこちらで補完するのかとか，補完するんだったらそれをどのくらいのコス

トで賄うべきかということをきちっと市民の方に説明された中で進めるんであればいいの

かなと思います。 

○コーディネーター 角張さん。 

○仕分け人 基本的に今，江藤さんがお話しされたことと同じです。ということをやりつ

つも今後は学童とのうまく機能，今言われた役割分担なんかをしっかりした上で重複とか

がないようにしていただければと思います。 

○コーディネーター 私も同じ行政として，厚労省と文科省とそれぞれからいろいろ来て，

プログラムが示されるんですが，やっぱり市町村，やっぱり自分の意思を持って，これは

国の施策に踊らされちゃいけないと思うんですね。国が出してきたものをはい，はいと受

けていたら，幾ら金があっても足らないし，人がどれだけいるのかという話になるんです。

ですから，その辺はやっぱり，市，町などやっぱり自治体が何が必要なのかということを

判断しながらやっていくことが必要だと思うし，またはやわらかく連携をうまくしながら

役所の中でも連携しながらやっていく方法をやっぱり模索していかないと，それぞれ飛び

ついていくとえらいことになってしまうと，私も常々思っています。皆さんも多分そうい

うことは考えておられると思うんですけれどもね。 

 それでは，もう一つの事業ですね。すてっぷ21事業。 

 仕分け人の皆様， 

 不要と思われる方，４名。 

 国・県・広域。 

 八千代市要改善。 

 八千代市現行通り。戸田仕分け人さんが，どちらでしょう。 

○仕分け人 これは私はいらないと思っています。 

○コーディネーター 不要・凍結に。じゃ，全員一致で不要・凍結。 

 これは特にいいですね。先ほどから出ているようなお話だと思います。 

○仕分け人 誤解を受けるといけないから。 

○コーディネーター 江藤さん。 
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○仕分け人 不要・凍結と言ったのは，子どもに関するこの事業自体が，子どもに関する

事業が必要じゃないという意味ではなくて，この事業推進の校外型としてここを運用して

いくということについては不要だという意味で私は不要と言っているんです。ですから，

ここの施設を子ども向けに使うんであれば，違った形での使い方はあるかもしれない。そ

こまで否定しているつもりはありませんけれども，少なくとも今の形の使い方による事業

の位置づけでは不要だというふうに理解していただければと思います。 

○コーディネーター そうですね。多分この子ども教室のほうは対象が小学生に限られま

すよね。でも，このすてっぷ21というのは高校生も見て，中学生，高校生も見て，そうい

うニーズにも応えようとしている。そこは私はいいと思うんです。だから，あとは方法論

のところをよく検討していただいて，このニーズに応えるにはどういう方法が一番いいの

かということを検討していただくことが必要なのかなというふうに思っています。 

 それでは，市民判定人の判定結果を発表します。 

 まず放課後子ども教室推進事業。 

 不要・凍結，２。 

 国・県・広域，ゼロ。 

 要改善，３。 

 現行通り，７ということで市民判定人の皆様の結論としては現行通り，計画的に進めて

いっていただきたいということだと思いますね。 

 不要・凍結の中では，１日当たりの人数が不振。そういう事業が本当に必要なのかとい

う疑問の声も中にはいらっしゃいますね。あと，改善になっていますけれども，全小学校

で実施してほしいという意見がある。これは多分改善とは言いながら，どちらかというと，

現行通り，拡充に近い意見もあります。ということで，こちらのほうは，現行通り計画的

に進めていってほしいということだと思います。 

 次にすてっぷ21事業。 

 不要・凍結，８。 

 国・県・広域，ゼロ。 

 要改善，４。 

 現行通り，ゼロですね。この中で要改善の中ではやっぱり中高生，この部分に事件，事

故に巻き込まれたりしないような対策というのが必要だろうということでの要改善という

ことが書いてありますね。ただ，この事業趣旨としての中の手を打つということは当然そ

れは反対の方はいらっしゃらないと思うんですけれども，方法論的に今のこの事業を見た

ら，これでは今やっていてもあんまり意味がないんだろうなという判断だというふうに思

います。よろしいでしょうか。 

 それでは，市民判定人の皆様，何かご意見ある方。どうぞ。 

○市民判定人 特にすてっぷ21事業についてなんですけれども，アンケートをとられて非
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常に分析されて，それを施策に生かすという行動自体はすばらしいと思うんですけれども，

今日午前中からいろんな事業を聞かせていただいて，なかなかその分析まで至っていない

というか，そういう事業が多い中でそれ自体はすばらしいことだと思うんですけれども，

逆に受験生の方が受験が忙しいから利用ができないというデータをどう捉えるかという問

題だと思うんですけれども，ということは受験生，例えば，もっと小学校５年生から中学

校，高校生の方が利用する魅力がないというふうに捉えるのか，そう捉えるのが普通なの

かなと思うんですけれども，あとはじゃ，だからやめるのか，もしくは，じゃ，魅力的な

場所にするにはどうすればいいかということをコンテンツというか，実際にやっぱり人が

集まっていないという状況もあるとは思うので，そのあたりを判断しながら，継続しなが

ら工夫する。もしくはやめるというふうに判断されるとよろしいのかなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○コーディネーター ありがとうございます。他にはいらっしゃいますか。よろしいです

か。 

 以上で，この事業については終了とさせていただきます。ありがとうございました。 
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＜２－１１ 学童保育事業＞  

 

○コーディネーター では，事業番号２―11ですね。学童保育事業。こちら子育て支援課

さん，説明をお願いします。５分程度で簡潔にお願いいたします。 

○市職員 それでは学童保育事業の概要について説明いたします。八千代市における学童

保育事業は放課後帰宅しても保護者の就労等の理由により適切な保育が受けられない小学

生を一定時間保育し，その健全な育成を図ることを目的とした事業です。昭和48年に公立

公営で事業が開始され，その後委託事業にと形態を変えて現在に至っております。平成９

年の児童福祉法の改正に伴い，児童福祉法第６条の３第２項の放課後児童健全育成事業に

位置づけられる事業となっております。 

 平成26年11月１日現在，施設数は22カ所，総定員数は1,045名となっており在籍児童数

は962名，待機児童数は52名となっております。事業の運営は八千代市社会福祉協議会を

初めとする５つの法人に委託をしております。事業規模といたしましては平成25年度決算

で歳出が２億6,131万9,586円。うち事業委託にかかわる歳出が２億5,339万3,318円となっ

ております。歳入は学童保育料収入が9,689万9,500円，県補助金が6,651万6,000円となっ

ております。また，利用者が負担する保育料の月額は１万円となっております。なお，人

件費につきましては年間業務時間数に対し，人件費時間単価を乗じて算出しており，791

万7,750円となっております。また，人数については該当金額を１人当たりの年間平均人

件費で割り算出しております。このような事業を実施しております学童保育事業ですが，

核家族化の進行や共働き家庭，母子父子家庭の増加，社会において子どもが安心していら

れる場所が減少していることなどを受け，学童保育所の存在意義はますます大きくなって

きております。 

 今年１月子ども子育て支援事業計画を策定するために実施いたしました八千代市子ども

子育て支援に関するアンケートの結果を分析した際にも，学童保育所の利用について現在

の定員を上回る利用の希望があり，待機児童対策のために施設整備が求められているとこ

ろです。事業開始から40年以上が経過し，現在築年数が30年を越える施設が５カ所あり，

そうした施設の老朽化への対策も喫緊の課題となっております。さらに総合的な放課後対

策のため，小学校や地域との連携強化も求められているところです。また，来年度に予定

されております所謂子ども・子育て３法の施策により，児童福祉法が一部改正され，各市

町村は放課後児童健全育成事業の整備及び運営について厚生労働省令を踏まえ，その最低

基準を定めることになりました。このことにつきましては今月開催される平成26年第４回

八千代市議会定例会に条例案として提出する予定となっております。これらのことを踏ま

えながら，今後作成される子ども・子育て支援事業計画にのっとって待機児童の解消等に

努めてまいりたいと考えております。以上で事業概要の説明を終わります。よろしくお願

いいたします。 
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○コーディネーター ありがとうございました。ちょっと先ほどから人件費のところがひ

っかかるので，ちょっとお伺いしたいんですが，0.9人の人件費がかかるんですね。これ

は，この委託事業だけを考えると，多分契約事務だけなので，そんなに人はかかっていな

いと思うんですが，これは利用料の調整とか，そういう人件費分も含めてこれは0.9人と

いう考え方でよろしいですかね。 

○市職員 そういうことになっております。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 では，仕分け人の皆様からご質問のほうお願いいたします。 

○仕分け人 まず，数字の関係で少し確認したいんですが，光熱費254万9,000円というの

は25年度の決算ベースですが，これは21カ所の学童保育所の施設にかかっている光熱費と

いうことでよろしいでしょうか。 

○市職員 市が所有している施設のみの。 

○仕分け人 これは市が所有している施設は46ページの１から21のどれでしょうか。 

○市職員 お答えします。小学校内の教室でやっているものも含めてお答えさせていただ

きます。１番，八千代台学童保育所，２番，八千代台西学童保育所，３番，八千代台東学

童保育所，４番，高津学童保育所，５番，高津第二学童保育所，６番，勝田台学童保育所，

７番，米本第二学童保育所，８番，米本第三学童保育所，９番，ゆりのき台学童保育所，

10番，大和田学童保育所…。 

○コーディネーター  番号だけでいいです。 

○市職員 いいですか。11番，12番は飛ばしまして，13番，14番，15番，あと17番，20番，

21番になります。これらは小学校の空き教室か市の設置しました単独施設で実施している

保育所になります。 

○仕分け人 そちらのかかっている分の光熱費ということでいいですか。 

○市職員 はい。そうです。 

○仕分け人 それから，その他475万4,000円と書いてあるんですが，これは概ねどんな支

出先なんでしょうか。 

○市職員 さまざまなものがあるんですが，施設の中に消火器を賃借しているものですと

か，あとは土地が，民間の土地をお借りしているような場所の借り上げ料ですとか，あと

は必要な書類等の印刷費用ですとか，あとは口座振替とかを行っている際の手数料とかそ

ういったさまざまな支出になります。 

○仕分け人 それは21カ所分ということでよろしいですか。 

○市職員 はい。これは全ての学童にかかっている。 

○仕分け人 かかっている分ということですね。 

○市職員 はい，そうです。 

○仕分け人 それから，利用者の人数からすると，総事業費のところ，コストのところで
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すが，単位当たりコスト，総事業費を入所者決定者数で割ると21万2,332円ですよという

ことでいいんですよね。これは。 

○市職員 はい。そうですね。 

○仕分け人 これは延べ利用者の数が46ページに１万1,043人。これは延べ利用というこ

となので１万1,043人で割ると，２万4,400円ぐらいになるんですか。だから，１人当たり

１回来ると２万4,400円ぐらいかかっているということでよろしいですかね。もし，考え

方が違っているんだったら，後で教えてくださいね。延べ利用者数は１万1,043人ですよ

ね。 

○市職員 そうですね。 

○仕分け人 入所決定者数というのはあくまで利用者ではなくて登録している使う人です

よね。それで割ると29万2,000円になるでしょう。これはどうなんですか。私はちょっと

延べ１人当たりが幾らなのかなというのがちょっと気になったので，それがわかったら教

えてください。 

 それから平均。この46ページの表を見ていただきたいんですが，延べ人数474人で例え

ば１番ですね。八千代台の学童保育は474人で，これを12カ月で割ると大体月平均40人で

すよということですよね。 

○市職員 はい，そうです。 

○仕分け人 これについて１日当たりは何人ぐらい来ているんですか。 

○市職員 ちょっと数字としてはすぐ正確な数字をお答えできないんですが，およそ定員

の８割から９割程度，登録児童の８割から９割程度が日々出席していると思います。 

○仕分け人 １日当たり大体８割から９割は来ているという理解でいいんですか。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 あと，待機児童の人数ってさっき言ってた。 

○仕分け人 52人です。 

○仕分け人 委託先なんですけれども，21校のうち17校が社協，残りがそれぞれの法人で

すよね。こういう形になるのは何か理由があってなのか。例えば，他にも17校のうち一部

を別の法人がやってもいいんじゃないかってすごく思ったりもするんで，こういう形にな

ったのがなぜか，もしご説明していただければすごくありがたいです。 

○市職員 最初は市が独自に市の事業として公立公営で事業が開始されて，それを委託へ

と行ったときには全て，その時点での数としては全てを社会福祉協議会さんのほうへ委託

して，今現在はそれよりも数が増えていくという状況が。 

○コーディネーター もしかしてですけれども，学校以外，公共施設以外でやっている４

つ，これが法人が委託を受けているところとかということはありますか。今，12，16，18，

19が公共施設以外でやっているところですよね。そういうことではない。 

○市職員 そうですね。12番，16番，18番，19番が。 
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○コーディネーター ここについてはそれぞれの法人が持っている施設があって，そこで

学童ができるので，そこに委託をしているという考え方でいいんですか。 

○市職員 厳密に申し上げますと，法人そのものが持っているわけではなくて，法人がど

ちらかに賃貸しているとかそういったものも含まれます。 

○仕分け人 今のこの４つの委託先なんですけれども，２番目のみつわ会というのが金額

が倍以上ですよね。他のものに比べると，このみつわ会が倍の理由というのは，児童数が

多いからなんですか。 

○市職員 みつわ会に委託している学童保育所の大和田第三学童保育所と，あと待機児童

対策として分室をもう一つ設置しておりまして，同じ小学校の学区内なんですが，２カ所

での運営を委託しております。当然，今おっしゃっていたとおりお預かりする児童の数も

他の法人よりは多くお願いしておりまして，施設が分かれているということで人数的な部

分での委託料等も，あと人件費もちょっと他のところと比べると多くなってしまっている

と。 

○仕分け人 そうすると，ここに今書いてあるのは21ですけれども，プラス分室があるか

ら実質22でいいんじゃないですか。 

○市職員 設置場所としてはそうですね。22カ所になります。 

○仕分け人 だからみつわ会は約２倍ですよということなんですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 で，この委託しているところは委託しているところの場所等でやっていると

いう理解ですよね。そうすると，社協については17校は，全部小学校の空き教室ですよね。

そうではないですか。公共施設も使っている。そうするとこの17校について単純に17で割

ると１個当たり1,200万になるんですよね。他の委託先は900万前後ですよね。何で社協は

1,200万と多いんでしょうか。 

○市職員 社協さんの場合にはやはり定員数が多い。70名定員という場所だけでも３カ所，

60名という多い定員のところを請け負っていただくことによって加配している。また加配

が必要なお子さんを受けていただいているというようなことがありまして，高くなってい

る状況というふうに考えます。 

○仕分け人 他のところは定員はどれくらい。４つプラスみつわでどのぐらいでしょうか。 

○市職員 大和田第三と大和田第三分室の２カ所といったところは45名と25名ですので，

70名。新木戸が40名，定員で40名，緑が丘しおんも40名，上高野が50名でというような定

員になっております。 

○コーディネーター それ以外の平均の定員ってどのくらいかわかりますか。要するに社

協さんが受けているところの定員というのは平均どのぐらいになりますか。 

○市職員 50名ぐらい。 

○仕分け人 さっき８割，９割の人が来ていますよっておっしゃっていたんですけれども，
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１万1,043人が１年間で来たわけじゃないですか。それでいいですよね。で，平日の大体

日数というのは240日ぐらいなので，１万1,000を240日で割ると，46なんですね。46で21

カ所だから，割る21カ所でやると，２.19人なんです。だから，日で１日当たり１カ所の

学童保育所には２人ぐらいしか来ていないということになっちゃうんですが，それでいい

んですかね。 

○市職員 まず，開所日数なんですが，今240日ぐらいという話だったですが，土曜日も

やっておりますので。 

○仕分け人 土曜日を入れるともっと増えるでしょう。 

○市職員 そうですね。290日になるんですが。 

○仕分け人 これは延べ人数というのは明らかに１年を通して来た人なんでしょう。 

○仕分け人 夏休みとか冬休みとかあるでしょう。 

○仕分け人 来ないときがあるということか。実開催日数は何日ぐらいなんですかね。 

○市職員 実開催は約290日前後ですよね。 

○コーディネーター この延べ人数の出し方ってどういうふうに出されているんですかね。 

○市職員 これは毎月の在籍している児童数の累積ですね。 

○仕分け人 そうですよね。だから例えば，八千代台に10人登録していたと。その10人が

毎日来れば10人掛ける日数になるわけですよね。それが延べ人数になるわけですよね。普

通。そういう考え方ですね。それともこれは登録者の数とかか何かになるんですか。 

○市職員 そうですね。すみません。延べ人数の日数ではなく，在籍している人数の毎月

の累積という数字。 

○仕分け人 それじゃ，掛ける12ということですか。 

○市職員 例えば，八千代台学童保育所であれば，毎月30名とか12で割った人数が登録さ

れているというような。 

○コーディネーター だから，登録されている人数が月ごとに変わってくる。それを毎月

毎月12カ月を足すと延べ人数になるということですね。要するに登録人数の約12倍ぐらい

が延べ人数だということなんですね。あんまり意味のない数字ですね。 

○仕分け人 約にするとこれを12で割った数ですね。 

○仕分け人 実際には例えば八千代台学童保育所には例えば１年間で延べの人数にすると

何人来ているんですか。なぜこんなことを聞くかというと，要は稼働率を知りたいんです

よ。学童保育所の稼働率がどのくらいなのか。それからそれに対してどのぐらいの市民の

税金を導入して受益者負担としてどのぐらいとったら妥当なのかというところをはっきり

させたいんですよ。じゃないと学童保育そのものを否定する人なんかまずいないと思いま

す。そんなに今の時代で。子ども大切ですから。だけど，あり方として何が望ましいのか。

何がいいのかというときに，まずその保育所の数が稼働率が非常にどこも高いんであれば，

21カ所もあるのもやむを得ないねという話になるんだろうし，非常に低かったら，何でそ
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こを維持しなきゃいけないのという話にもなるだろうし，まして，直営で施設を持ってい

たら負担費用が当然増えるわけじゃないですか。そういうことをはっきりさせたいので，

今１カ所当たりの延べ人数どのくらい来ているんですかということを聞いているんですよ。 

 すぐ出なければちょっと待っていますので，できればそこは出してほしい。じゃないと，

登録者が921人なんだけれども，実際にその中の子どもたちが何人ずつぐらいそこに来て

いて，トータルで何日，何回使っているの。920人の子が１人で，290回使っていますと。

そうしたら，290日開設していて，920人が来ていたら延べ26万6,800人ということになる

んですよ。そこが全然見えてこないので，私はそこを聞いているんです。多分そこは市民

判定人さんも知りたいと思いますよ。 

○仕分け人 ごめんなさい。私も学童を使ったことがあるので，考え方なんですけれども，

保護者の働き方は多様なので，土日が休みばかりの保護者じゃないですよね。だから平日

が休みの保護者もいれば，平日はせっかくお母さんが家にいるから帰っておいでと言うし，

だから，登録をしていて，登録をすると月１万円払わなければいけないので，月１万円払

う親にとってはこれは使いたいと思っているわけですよ。更に使いたいけれども，でもや

っぱり親が働いていてもお稽古ごとには通わせたいしと思うと，お稽古に行くときは学童

は使わないでお稽古場へ直接行ってねということなので，稼働率というよりは親が安心し

て働ける場の提供ということで見ると，何人１日に来ているから稼働率が幾らで１日１人

これだけだから単価幾らという考え方よりは，登録している人数でやったほうが私は適切

なんじゃないかなと個人的には思うんですね。 

○仕分け人 そこの部分はこれからそちらの考えを聞きたいと思います。だから，私はま

ず，どうなのって。各保育所の状況がどうなのか。その上でそちらはどう考えるんですか

という話です。何が適正なんですか。私はこの事業については受益者負担という考え方が

保育園は当然受益者負担ということでやっていますよね。学童さんもある部分親の都合で

すよね。いろいろあって。そういう中で親の都合で両方働かなきゃいけない。預けなきゃ

いけない。それからちょっとすぐ帰ってこれないから子どもたちを面倒を見てもらいたい

と，機能的にはかなり似た部分があると私は思っているので，もし違っていたら申しわけ

ないけれども，そういった中で受益者負担としては本当にこの１万円って合っているのか

というのは非常に気になるところなんですよ。 

 私は自分の娘たちを育てたときに別に学童保育は使わなかったので，そういう中で本当

に１万円というのが合っているのかと。で。残りの部分を市民税投入していていいの。も

ちろん場の提供なんです。じゃ，場の提供をして許される範囲ってどの程度なの。そこを

どう考えているのということを聞きたかったんですよ。 

○コーディネーター 利用人数というのを報告を受けていないんですか。それぞれ。 

○市職員 数字としてはございます。ただ，ちょっと資料としてはちょっと今。 

○コーディネーター 今，手元にないということですね。 
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○市職員 はい。登録児童数という考え方での資料提供をさせていただいております。 

○仕分け人 さっき言っていた８割方使っているというのは登録した920人のうち８割か

ら９割の子どもたちは何らかの形で学童保育所をちゃんと使っていますよというのを８割，

９割ですよね。 

○市職員 そうですね。日々の出席率というような考えです。 

○仕分け人 そういう意味ですね。 

○コーディネーター 利用者負担１万円というのは近隣の市はどうなんでしょうか。調べ

ていますか。 

○市職員 今，資料としてはちょっと手元にはないんですけれども，基本的には３年度を

目安に事業費の支出と負担割合ということで試算をしまして，保育料の見直しを検討して

いるところなんですが，その際に近隣市の情報のほうも当然調査は行っておりますが，近

隣の中では一番高いほうだというのが。8,000円ですとか，安いところでは6,000円ですと

か，そういったところが見受けられますので，１万円は近隣市の中ではとりわけ安いとい

うわけではないという認識です。 

○コーディネーター かかった経費に対する負担割合を考えて決めているということです

よね。今，その負担割合ってどのくらいで設定されていますか。 

○市職員 基本的にはかかった事業費に対して，まず県の補助金ですとかそういった別の

歳入，そういったものを除きまして，残った部分に対して在籍している児童の方の１人当

たりの月額が市の負担と保護者の負担が折半になるような，等分負担になるような形で試

算を行って今の１万円という数字を出させていただいています。 

○コーディネーター 確かに，１万円というのは他に比べたら高い感じはしますよね。 

 他にはよろしいですか。 

○仕分け人 一応，この学童保育事業については今そちらのお考えとしてはこの21カ所を

きちんとこのまま維持して，利用者費用負担については基本的には国庫補助金を除いて，

要するに国庫補助金を除くということは一般財源ですよね。一般財源ベースの半分は保護

者に負担していただいて，半分は市費で賄っていくという考え方でやっているということ

でいいんですかね。 

○市職員 はい。その通りでございます。 

○仕分け人 そうしますと，42ページの下のほうにその他特例で9,851万1,000円と書いて

あるんですけれども，これが１万円にほぼ当たるというふうに考えてよろしいですか。26

年度のところで9,851万1,000円。 

○市職員 学童保育料の歳入になっております。右側のほうに。 

○仕分け人 １万円ということでよろしいですか。 

○市職員 そうです。 

○仕分け人 今後の学童の建物を改修していくのか，数を増やしていくのか。何か方向性
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みたいなのがもしあれば，聞かせていただいていいですか。 

○市職員 最初の事業説明の中でも触れさせていただいておりますが，やはり今「子ど

も・子育て支援事業計画」の中で，まだ足りないというような部分もニーズ調査等では出

てきておりますので，それを踏まえてやはり必要がある場所，学童についてはやはり学区

内という，保育園は自分の第一希望したところが空いていなければ，第二，第三希望の場

所に行っていただくというようなことがございますが，学童保育に関しましては学区内の

学童保育ということになりますので，どうしてもニーズが低い場所は定員数よりも下がっ

ていく。ですから先ほど待機児童がなぜ出ているかということになりますと，ニーズのあ

るところの待機児童があり，また定員を割っているような場所もあることからそういった

数が出てきているような状況になっております。 

○仕分け人 ちょっと私，学童保育がよくわからない部分が多いので，この学童保育とい

うのは各保育所でやることというのはみんな均一なんですか。 

○市職員 基本的には現在八千代市の学童保育ガイドラインということで運営の内容の基

準を設けておりまして，それにのっとって各法人さんには基本的には同じ内容の保育をし

ていただいています。 

○仕分け人 変な話ですけれども，学童保育所ごとに自分のところのサービスをより向上

させていくという仕組みみたいなものは何かあるんですかね。つまり変な話ですけれども，

ここに書いてあるとおりにやっていればそれでオッケーという話になっちゃうんですか。 

○市職員 基本的には委託契約になりますので，仕様書の中で定めさせていただいた内容

を間違いなくやっていただいているかということで検査のほうも日々行いまして，契約を

して事業を実施しているという形になります。 

○仕分け人 そうすると，例えば民間の幼稚園であればいろんな幼稚園ごとにいろんな特

性を自分のところで打ち出して，自分の幼稚園のよさとか資質を向上させたりとか，通園

される保護者の満足度を高めたりとか，お子さんの満足度を高めたりするんだけれども，

これについては委託事業なので，基本的にはそういったところの施設間の競争性みたいな

ものは全然ないということでいいんですかね。仕様書に縛られるし，逆に委託事業だから

仕様のとおりにやるということが契約上だからそういう形になるということですか。 

○市職員 原則としてはそのようになるかと思うんですが，ただ，委託料の範囲内でそれ

ぞれの法人さんに応じて，例えば行事ですとかそういったものを工夫していただいたりと

か，夏休みとかに外にお出かけをするとか，そういったことを工夫したり，あとは法人を

またいで全体での行事というのも企画されたりしておりまして，そういう部分では法人さ

んたちの努力というのはありますので，市のほうとしてもバックアップして向上というの

は当然していってくださいというふうなことにはなっております。 

○仕分け人 一応理解としては，各学童保育所さんの創意工夫に基づく改善はされていく

システムになっているというふうに理解していいですか。 
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○市職員 委託事業ですけれども，評価という意味ではモニタリングの評価実施指導もし

ております。 

○コーディネーター 施設でちょっと聞きたいんですが，学校施設を使って，公共施設を

使っているという，空き教室を使っているところが多いと思うんですが，学童のために施

設を増設したり新設したというところはありませんか。 

○市職員 ８カ所単独の建物がございます。 

○コーディネーター どこ。番号で。 

○仕分け人 所謂単館というやつですよね。 

○市職員 はい。３番，４番，５番，７番，９番，10番，13番，17番です。 

○仕分け人 ちなみに30年経過しているというのはどこですか。 

○市職員 ４番と５番，あと７番，10番，13番になります。 

○コーディネーター それでは，判定人の皆様，そろそろ評価シートのほうご記入をお願

いいたします。 

 事業費の考え方なんですけれども，通常施設を持っている場合にはその施設の償却費と

いうのも事業費にこういう場合は含めて考えていくわけですけれども，それは特に入れず

に実際の実経費をもとに今保育料を決めていることですよね。 

○市職員 施設整備にかかわった費用を減価償却しまして，単年度当たりの費用というの

も保育料算定の際には算入しております。 

○コーディネーター そういうのもちゃんと入れているということですね。 

 先ほど子ども教室のほうで聞いたので，こっちでもお伺いしたいんですが，今後子ども

教室のほうが全小学校に広げていきたいというあれを持って今進めているということなん

ですが，学童保育のほうの立場からこの辺のところをどういうふうに連携ができるかとい

うことは考えていますか。何かその辺のところをもう既に話し合いをされているとか，何

か調整を図っているとかというのはありますか。 

○市職員 先ほどのご説明しました放課後子ども教室推進事業を実施している元気子ども

課のほうとも今後の方向性については協議をしておりまして，先ほども出ました内閣府の

放課後子ども総合プランという中で一体化というのがかなり積極的に推進するように，国

のほうが方向を示してきておりますので，八千代市のまだ検討段階なので，市の考え方で

あるとかそういうこととしてはちょっと申し上げられないんですが，方向性としましては

基本的に各学校の中に，学区内に学童保育があって，そこにそれは現形態を維持していく

と。その中で同じ小学校で放課後子ども教室が実施される場合は，場合によっては学童の

お子さんについてはそちらのほうに合同して，放課後子ども教室をやっている間はそちら

に行ってそちらに来るお子さんと一緒に遊んでいったりというようなことも考えておりま

す。 

 そうしたことによって短時間の仕事とかで，実際学童に預けていても５時ぐらいでお迎
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えにくるご家庭もあるんですね。そういった方については放課後子ども教室が多くの学校

で実施されるようになれば，そちらのほうでそういった方のニーズは賄えて，今の学童保

育の待機児童とかも改善される方向にうまくやっていければいいんじゃないかというふう

なことで考えております。 

○コーディネーター ただ，子ども教室のほうは全日やる計画は，今はなさそうですよね。

でも学童保育のほうはやっぱり全日やらなきゃいけないというところで，なかなかその辺

は難しいのかなという気はしますよね。場所もやっぱり同じにはできないですよね。例え

ば，今，学校で空き教室を使っているところは，もう一つ子ども教室用の部屋を探さない

といけないというようなこともちょっと出てきてしまいますよね。今，八千代市さんの子

どもの人数というのはどういう傾向になるんでしょうか。だんだんやっぱり減少している

のかそれとも横ばいなのか。 

○市職員 常に減少していっているという形になっております。 

○コーディネーター 今，１年代に何人ぐらいいらっしゃるんですかね。 

○市職員 シートの42ページのところに対象者数ということで入れてありますが，5,708

名，これは25年度の小学校１年生から３年生全ての合計の数が5,708名ということになり

ます。 

○コーディネーター これからすると平均すると1,900人ぐらいですか。３学年ですから，

１学年が1,900人ぐらいいるということ。まだまだでも結構多いですよね。ちなみに小田

原は人口規模が多分ほとんど同じなんですが，今小学校の低学年で1,500前後までになっ

ていて，非常に今後も厳しいなという感じなんですね。今，６年生が1,700で１年生は

1,500というような状況です。で，その下の子の世代も大体このぐらいの平均で行ってい

るんですか。ゼロから５とか。就学前の子どもたちというのは。 

○市職員 人数調査を行ったときに，27年度がピークで減少というような状態です。 

○仕分け人 意地悪な質問を１つさせてもらっていいですか。私はこういうのってよく本

当にわからない部分で，さっきも石田さんが言っていたとおりでこういうのは場を提供す

るのが非常に重要というお話もあったので，そういう側面も多分あるんだろうなと思うん

ですけれども，非常に気になっているのは，いろんな形のライフスタイルじゃないですか。

今。そういういろんな形のライフスタイルの中で，こういった学童保育とかの受益者負担

というのはフィフティー・フィフティーというのは別に悪いとは全然思わないんですけれ

ども，例えば３分の２負担とかそういうふうな，要するに受益者負担については今後どう

いうふうな方向で考えているんですかね。このままで行くのか，それともいや，もう少し

出してもらわないとこれは成り行かないってなっていくのか。いや，そうじゃなくてこれ

はやっぱりもう少し子どもに力を入れていかなきゃいけないし，時代はお父さんお母さん

はもう働かなきゃいけない時代だから，より負担を少しでも減らしていくのか，そのあた

りはどんな考えを持っているのかなと思うんですけれども。 
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 何で聞くかというと，これは効率性だけで評価をしてしまうと多分だめなんだろうと。

そうすると効率性だけで評価できないんだとすると，それプラスアルファとして理念だと

か考え方だとかという部分がきちんとしていないと支持ができないと思うので，そこに対

して市民が納得すれば，じゃ，それは負担はフィフティー・フィフティーのままでいいん

じゃないのという話になるだろうし，中には，いやそれはおかしいだろうと，それはもっ

と預けて親に出させるべきだよって思う人もいるかもしれないわけじゃないですか。そう

いうことにどうお答えするかというところで聞きたいんですけれども。 

○市職員 今のところフィフティー・フィフティーということを変えるということは今の

ところは決めてはおりません。ただ，先ほど申し上げたとおり，３年に１度の見直しは行

っているんですけれども。 

○仕分け人 そうすると，今，５カ所30年越えていて，これだけ直営を持っているじゃな

いですか。その施設の維持管理費の負担理由というのは当然今後増えていくんです，それ

に対してどうしていくかということはこれからちゃんと考えて行かれるということでいい

わけですね。 

○市職員 やはりもちろんこれからも考えていかなければいけないというふうに思ってお

ります。 

○コーディネーター 前の事業の中でも受益者負担の話が出たときに，財政がその負担割

合を事業ごとに示しているというようなことがあったんですが，これも数字はやっぱりそ

ういう形で50，50という考え方になっているんでしょうか。 

○市職員 市全体の使用料手数料のガイドラインというのがございまして，ただ，それは

あくまでこの事業は何パーセント，この事業は何パーセントという定めがあるものではな

くて，大枠の考え方ですね。公定でやらなければいけない事業なのか，任意の事業なのか

というところで考え方を示されておりまして，その中で学童保育事業についてはフィフテ

ィー・フィフティーが相当であろうということで考えさせていただいています。 

○コーディネーター 財政がだんだん厳しくなると，受益者負担という考え方がだんだん

大きくなってくるんですね。じゃ，実際に行政で負担割合はどれくらいかというのを，こ

れは50とか30とか75とか，何の根拠もないということがよくわかってくるんですよね。実

際には。だからその辺の根拠というものを，なかなかこれを市民の皆さんに意見を聞いて，

じゃ，何パーセントにしましょうかというのは非常に難しい。いろんな考え方をする人が

いるので，大変難しいとは思うんですけれども，その辺の考え方というのはやっぱりきち

んと出していく。やっぱり説明をしていくことが必要なのかなという気はしますね。 

 それでは，学童保育事業について仕分け人の皆様の評価をお伺いいたします。 

 不要・凍結と思われる方。 

 国・県・広域。 

 八千代市要改善。 
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 八千代市現行通りということで，仕分け人の皆様の評価としましては現行通りというこ

とになりました。 

 それでは市民判定人の皆様の判定でございますけれども， 

 不要・凍結，ゼロ。 

 国・県・広域，ゼロ。 

 八千代市要改善，３。 

 八千代市現行通り，10ということで市民判定人の皆様の判定結果も現行通りということ

となりました。 

 今はこういう時代ですので，やっぱり行政も市民も一体になって子どもたちを守ってい

かなければいけないという気持ちがやっぱり強い結果だなというふうには思います。いろ

いろ細かいところでは，今後いろんな形で見直していくということが必要になると思いま

すし，そういうことを今後計画されていると思いますけれども，やっぱりこの事業はきち

んとやっていっていただきたいという判定結果だと思います。よろしいでしょうか。 

○仕分け人 私のほうで，要改善と書いたのは，縮減の改善じゃなくて，もっと拡大して

もらいたいという意味の改善です。 

○コーディネーター その場合には現行通りの一番下にある拡充というところになります

ので。じゃあ…。 

○仕分け人 事業費は拡充じゃなくて，あんまり。 

○コーディネーター 事業費を掛けずに事業を拡大してほしい。なかなかな厳しいご指摘

ですね。 

 他に，よろしいですか。 

 それでは，市民判定人の皆様の中で何かご意見がある方がいらっしゃったら。特にこう

いうのをご利用になった方とかいらっしゃいませんか。お子さんを学童に通わせていたと

か，あるいは学童に通わせているとかいう方。ぜひ，一言お願いします。 

○市民判定人 私の場合はこれから通わせようと思っている立場なんですけれども，ちょ

っと個人的な話になってしまんですけれども，うちの子はちょっと障害を持っていまして，

それで学童を探すときにやっぱり探しにくいんですよね。受け入れしてくれるところとか，

あと加配をつけてくれるところとか，その辺の情報がやっぱりあんまりないとかいうのが

あったり，見つけにくいので，そういうところもちょっと書いちゃったんですけれども，

そういうところも踏まえて拡充プラスこういう配慮も考えていていただきたいなというの

がちょっとありますね。 

○コーディネーター これは当然，要支援のお子さんの対応というのは出てくると思うん

ですが，この対応についてはどういうふうに委託先に仕様的に出しているんでしょうか。 

○市職員 お受けするときには，もちろん加配ということでなっております。 

○コーディネーター 加配となるとその委託料も少しいるのかという話になるんですかね。 
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○市職員 予算措置の段階でそういった配慮が必要なお子さんが何人入ってくるかという

のが確定できないので，ある程度若干の幅を持たせて予算措置をさせていただいています。

その上で，実際に申し込みの際にそういったお子さんがいた場合は，保育園ですとか，小

学校ですとか，あるいは児童発達支援センターですとかそういったところと連携をとって

いろんな情報をいただきながら学童保育のほうで受け入れのほうをして，なおかつ法人の

ほうで職員の配置等をしていただくという流れになっております。 

○コーディネーター 基本的にはどこの学童保育所でも受け入れてくれる。 

○市職員 そのお子さんの障害の度合いというのも非常に大きな問題になってくると思い

ますので，全てのケースで必ずお受け入れできるかとはちょっと断言はできないんですけ

れども，なるべく保護者の方とお話し合いをして，いい方向を見つけられるように対応は

しているつもりです。 

○コーディネーター 役所の中にそういう相談窓口があると思いますので，ぜひそういう

ところを極力使われて相談していただきたいと思います。それでいいですよね。 

 他にはよろしいでしょうか。 

 では以上で学童保育事業については終了させていただきます。ありがとうございます。 
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＜２―１２ 社会福祉協議会運営補助事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，本日最後の事業になります。 

 事業番号２－12，社会福祉協議会運営補助事業につきまして，健康福祉課さんですね。

まず５分程度，簡潔に事業内容の説明をお願いいたします。 

 これ，実際に事業内容は補助を出しているだけなので，ちょっとそこの事業だけを説明

されると全くわからないので，社会福祉協議会の中身を少しかいつまんで説明をお願いし

たいと思います。 

○市職員 それでは社会福祉協議会運営補助事業のご説明をいたします。お手元の資料47

ページをお開きください。 

 この市役所のお隣のほうに，福祉センターという市の建物がございます。その中に八千

代市社会福祉協議会の事務局が入っております。この社会福祉協議会運営補助事業は，そ

の社会福祉協議会の運営費用の一部に対し補助金を支出という事業でございます。以後，

八千代市社会福祉協議会ではちょっと長いので，社協と略しましてご説明いたします。 

 まず社協とはどのような団体か簡単にご説明いたします。 

 資料をめくりまして，49ページの団体概要の欄をごらんください。社協は法的に社会福

祉法という法律に規定されている団体で，法人格を持った一つの独立した団体，所謂社会

福祉法人でございます。八千代市において地域福祉の推進を図る，つまり地域の人々がお

互いに協力し，助け合って，住民の福祉にかかわる身近な課題に取り組んでいく社会づく

りを進めるために，さまざまな活動を行っております。ここでは一般的に社協が実施する

事業として，社会福祉法に規定されている４つを挙げています。ちょっと抽象的ですので，

具体的な例を挙げていきますと，敬老会などの世代間交流事業の実施，自治会との協力に

より各種のお祭りやイベントの開催，高齢者の健康支援などのためのいきいきサロンの開

催，健康講座や介護講座など福祉に関する講座の開催，車いす体験など小中学校での福祉

教育の支援，障害者施設への訪問など，地域における多種多様な事業を行うとともに，ボ

ランティアセンターの運営やボランティア団体に対する助成など，ボランティアの育成や

普及にも取り組みながら，住民参加型の福祉社会づくりを推進しています。 

 また，十分な判断能力のない人の財産を管理したり，所得の低い世帯などに一時的な資

金を低利でお貸ししたり，体の自由のきかない人の外出を支援したり，あるいはそのよう

な人が何らかの福祉サービスを利用する場合に，相談や助言，サービス利用の手続のお手

伝いをしたり，さらに紙おむつや，杖の配布，車いすの貸し出しを行うなど，支援を必要

としている人が地域で安心して生活できるようにするための事業を行っております。 

 次にその社協に対して市が補助を行っているわけですが，その内容は大きく２つありま

す。資料47ページへお戻りください。 

 真ん中，事業内容の欄です。１つ目は社協の職員人件費等に対する補助です。事業費全
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体の９割を占めております。これは社協の職員のうち，先ほど申し上げました社協本来の

事業に従事している12名分の職員の給料と手当，社協が事業主として負担している分の社

会保険料などの合計額です。この合計額を市が全額補助しているという形になります。社

協自身の収入としては，その多くを寄附に頼っております。皆さんの中にも自治会などを

通じて，社協から寄附のお願いが来たことをご存じの方もいらっしゃると思います。社協

では会費という言い方をしていますが，この会費収入は平成25年度で約1,000万円です。

この他にも赤い羽根共同募金の配分金や千葉県社協からの委託金などの収入がありますが，

これらのみでは運営費全体を賄うことは困難ですので，市が補助金を出しているというこ

とになります。 

 ２つ目は，他の福祉団体への助成に対する補助です。資料の少し下，事業費内訳とある

部分ですが，この下の３つがこれに該当します。地域福祉の推進に寄与する団体として，

八千代市の民生委員さん，保護司さん，遺族会の皆さんで，それぞれ組織する３つの団体

に対し社協が助成をしておりまして，市はその社協の助成に対しさらにその全額を補助し

ているという形になります。この市の補助に対しては千葉県から年間65万円程度ですが，

市にお金が入ってきます。資料のさらに下，財源内訳の民生委員協議会交付金という部分

です。それからこの社会福祉協議会運営補助事業の事務に係る市の人件費ですが，職員１

人の年間事務量の概ね10分の１が年間80万円程度としております。 

 社協の概要とそれに対する補助について，これまで簡単に説明しましたが，最後にペー

ジをめくって，48ページです。 

 ページの中ほど，事業の自己評価の欄ですが，この事業に対する市の考え方ですが，昔

のような地域での助け合い，相互扶助の意識が薄れていく中で，社協は所謂共助の部分を

支え，住民の福祉向上に寄与するという重要な役割を担っておりますことから，今後も支

援を継続して，社協の安定的な運営を図ってまいりたいと考えております。 

 一方で社協に対して，できる限り補助に依存しない運営が行われるよう新たな自主財源

の確保などの経営努力を市としても求めてまいります。 

 説明は以上です。 

 皆さん，よろしくお願いいたします。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 それでは仕分け人の皆様からご質問等，よろしくお願いします。 

○仕分け人 12人の職員の方の例えば資格を，どういう資格を持っているかとか，おわか

りになりますか。社会福祉士とか，その方がどのような資格かもしわかれば。 

○市職員 お一人お一人の資格，全て把握しているわけでは，申しわけないんですけれど

も，しておりませんが，社会福祉士の資格を持っている方が数名おられます。 

○仕分け人 保健師とか看護師とかありませんか。 

○市職員 保健師さん，看護師さん等の資格については把握しておりません。申しわけあ
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りません。 

○仕分け人 すみません。会費なんですが，会費はお一人幾らですか。 

○市職員 会費でございますが，一般の方ですと普通会員ということで，１口300円でご

ざいます。その他の法人さんですとか団体ですとか，そういったところは特別の会費とい

いますか，寄附金もございますが，一般的に市民の方から頂戴する会費といたしましては，

１口300円からお願いしているということでございます。 

○仕分け人 私は今日ここに来るまで，鎌倉から来て，鎌倉の社協をちょっと見てきたん

ですけれども，鎌倉は会費は１人1,000円でした。300円は何か安い。他の団体で１回やっ

ぱりやったときは，そこは500円で，安いですねとか言った覚えがあるんですが，300円な

んてかなり安い。ただ，これを300円を1,000円にしたからって大して収入は増えないんで

すね。増えないことは増えないと思いますが，でも，今300円で1,000万なんですから，

1,000円にしたら，あと2,000万，1,500万ぐらいはとれますよね。 

 あと，すみません，非常勤のその役員の方の報酬なんですが，鎌倉の社協のホームペー

ジを見たら，鎌倉は理事13人，非常勤がいて，あと監事も二人，非常勤だったんですけれ

ども，合計15人のボランティアで報酬の支給はなかったんですが，こちらはどうなってい

るんでいらっしゃるんでしょうか。 

○市職員 非常勤の役員さんには一切報酬等は支払われておりません。会議等に出席する

場合には旅費といいますか，費用弁償として数千円程度のお金を渡しておりますが，報酬

は一切，非常勤の方は受け取っておりません。 

○仕分け人 すみません，この補助金なんですが，やっぱりいろんな社協さんを見ても，

大体皆さん補助金をもらっているんですね，市町村から。ただ，その比率が結構まちまち

で，こちらの場合は収入全体に対して16.8％ぐらいなんです，この補助金が。社協の入っ

ている１億376万，この16.86というのは高いのか低いのか。鎌倉は，ちなみに12.85だっ

たので，どうなのかなというふうに思っている。その辺については，自主財源とこれから

経営努力も促していかれたいというお話もありましたけれども，この数字についてどうい

うふうにお考えでしょうか。 

○市職員 49ページの団体全体の中でということですね。 

○仕分け人 そうです。 

○市職員 概ね，県内の近隣の状況，余り詳しくその調査等は現在ちょっと適当な資料は

ないところでございますが，習志野市さんですとか，あるいは千葉市さんですとか，そう

いった近隣の市町村においても概ね人件費については補助をするというようなことでいる

ようです。ただ，その金額的なところで収入に幾ら占めるかどうかというところについて

は，そこまではちょっと全体的な分析はしていないところですので。 

○仕分け人 今のところで会費収入の関係，社協の会費って非常にいろんなやり方がある

んですけれども，近隣の都市さんと八千代市さんを大分比べて，いろんなことで近隣都市
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と比べているので，近隣都市の社協さんの会費収入が全体にどのぐらい占めているかとか

という数字は押さえていらっしゃいますか。 

○市職員 その数字をそのまま，例えば補助の算定に当たって定期的につかんでいるとい

うことは，すみません，やっておりません。 

○仕分け人 補助金は補助金として出していくけれども，社協に対して経営努力を求めて

いきますよと言ったときに，一番重要なのは経営努力のために何が必要なのかということ

を，まず皆さんが知ることだと思うんですね。直接，社協に聞いてもいいと思うんですよ，

補助金を出しているんだから。そこはやっぱり密にやっていかないと，本当の意味でこの

補助金を出すといったときに，この補助金を出した限り，これは社協が悪いんじゃなくて，

この補助金を出すと決めるのは皆さんなので，皆さんがこの補助金を出すに当たっては，

社協はこういうふうにお金の構造があって，こういうふうなところで頑張っている。こう

やって金を持ってきて，こういう事業をして，こういう効果を上げているんだと。その中

でどうしてもこれだけは補填しなければそれが回っていかないし，それをなくしてしまう

と，社会的な福祉サービスがどんと下がってしまう。だから出すんですよということをき

ちっと市民に説明してくれないと，私は今の話をよく聞いていると，社協は一応重要な団

体なのでお金を出していきますということはおっしゃっているんだけれども，一応こんな

こともやっていますということをおっしゃっていて，地域の人はもっと知っている人はよ

く知っているんですね。社協がどれだけ忙しいかとか，よく知っているんですよ。 

 だけど，意外と市役所のほうが知らないんですね。市役所の職員さんのほうが，本当に

社協がどういうところでどういうことをしているか知らないケースが非常に多いです。私

は社会福祉協議会にいた経験があるので，それは嫌というほどわかります。本当に市のほ

うがわかっていないな，このやろうと思って随分けんかもしましたし，最後にはおかげで

随分社協がわかるようになったとか言われることがあったんですけれども，そのくらい市

のほうがわからないと，社協をうまく使えない。市の社会福祉協議会がないと，多分今の

八千代市のいろんな地域福祉諸計画が進まないと思いますので，その部分も踏まえて，よ

り明確にしっかりとこのあたりを説明できるように，社協って，さっき戸田さんとか黒川

さんが社協ってわかんないんだよなとおっしゃっていましたけれども，それに対して社協

職員が説明しないとわからないではなくて，そこに当然これだけの補助金を打っている，

10％以上の補助金を打っているところできちっと説明できるようになっていただきたいな

と，私はそう思います。 

 そういう意味で，１口300円なんですけれども，これは月額ですか。 

○市職員 年です。 

○市職員 年１回です。 

○仕分け人 安いですね。 

○仕分け人 人数はどのぐらいですか。 
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○市職員 会員の人数ということなんですが，実は実際にこの社協さんの寄附金を集めて

いるのが自治会さんを通して集めているというところがございまして，自治会数で申し上

げる形になってしまうんですが，平成25年度につきましては市内252自治会あるうち，ご

協力いただいたのは196の自治会さんからご協力をいただいたところでございます。 

○仕分け人 １自治会に１口。 

○市職員 自治会さんの，そうですね，そこでこの…。 

○仕分け人 これ１口って，世帯当たり。 

○市職員 そうです，300円は世帯ですね。 

○仕分け人 このシートには収支の状況しかないんですけれども，貸借対照表って私たち

もらっていましたか。 

○仕分け人 いや，ついていない。 

○仕分け人 そうすると，社協さんの今，貸借対照表お持ちですか。知りたいのは，運営

が苦しいから，大変だから，大事な団体だから補助金を出すわけですよね。だけど現金預

金とかたっぷり持っていたら，それは何かそんなに苦しい団体じゃないないかと。利益剰

余金というのはあくまでも貸借対照表の右側なので，その資金の調達源泉なので，それが

何にかわっているかで，例えば特別な基金になるのか。あるいは現金預金の資産を持って

いる，その辺の資産サイド側はどうなっているのか伺いたいんですけれども。 

○市職員 貸借対照表のほうも，当然補助している団体でございますので，補助の事業報

告という形であの内容を市のほうにはいただいております。平成25年度の貸借対照表上で

申し上げますと…。 

○仕分け人 そうしたら，まだ時間があるので，コピーをとってもらって見せてもらうわ

けにはいかないですかね。ちょっと10分でも見たいなと思った。その間，他の質問をどう

ぞ。 

○仕分け人 社協のほうに団体内容のところで，出向ＯＢというのは１名ということで，

これは職員というふうに書いてあるんですが，これは役員とかそういうのではなくて職員

さんが行っているということで，何をされているんですか。 

○市職員 こちらは事務局長ということで，職員でございます。 

○コーディネーター 係長級の職員ですか。 

○市職員 今現在おられる方は，既に市を退職されたＯＢの方が行かれておりまして…。 

○仕分け人 課長級，ＯＢの方がやめたときは。 

○市職員 辞めたときは部長ですね。市の部長職ですね。 

○仕分け人 派遣じゃないですか。 

○コーディネーター 派遣じゃないですね。現職じゃないんですよね。 

○仕分け人 再任用というよりも，やめてこちらの社協に就職したということですね。 

○市職員 はい。市を辞めた後，しばらくして再任用ということで，市のほうでお働きに
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なっていらっしゃった方が，その後また社協のほうでという。 

○コーディネーター 事務局長に就職をしたという。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 あと，それから社会福祉協議会の給与体系については，八千代市役所の職員

と同じ形になっているのか，それとも八千代市の社会福祉協議会は社会福祉協議会として

独自の給与体系を持っているのか，どちらですか。 

○市職員 社会福祉協議会の給与体系としてはあくまで市の給与条例に準じるというのが

原則の形で決められております。 

○仕分け人 そこの部分については市側から何か変更を求めたりということは，今までや

ったことはありますか。 

○市職員 ちょっと私の記憶で申し上げて大変申しわけないんですが，具体的にこういう

形で申し入れたというようなことは，ちょっと担当としてはすみません，記憶はしており

ません。 

○仕分け人 あと，ついでに，人事交流的に八千代市の職員を社会福祉協議会に送って，

職員レベルで人事交流というみたいなのはしていますか。逆に社会福祉協議会から職員を

おたくで雇って，双方の仕事が両方でわかるような形をとるための人事交流みたいなのは

やっていますか。 

○市職員 そういった人事交流を過去どのぐらい，過去はちょっとわからないですが，こ

れもすみません，記憶にある限りでは，人事交流といった面での人のやりとりというのは

ないと記憶しております。 

○仕分け人 よそでもやった，社協さんの仕分けをしたことがあるんですが，そのときに

問題になったのは，今と同じように市の給与体系とほぼ同じですよと。だから，年をとる

と毎年上がっていく。それはおかしいじゃないですかと。市の職員は採用試験を通ってい

るんですよね。だけど，片や社協さんはそれほど厳格な採用試験を通ってやっていらっし

ゃるわけじゃないと。だけどどうして同じなんですかと。それで足りないと言ったら失礼

なんですが，その足りないところは市から財政負担するというのは，ちょっと公平性に欠

けるんじゃないかというような論点になったことがあるんですが，そういう疑問について

どういうふうに答えていただけるんでしょうか。 

○市職員 ただいま，すぐにどういう形で皆さんに納得できるような説明ができるかと問

われますと，なかなか難しいところがあるかなと思います。もちろん，実際には先ほど申

し上げましたとおり，市とは別個の団体，法人格を持った別個の社会福祉法人でございま

すので，そちらのほうで必要な給与体系を当然，市とは別個に持つこと，これも当然のこ

とだとは認識はしているところです。従来からのと言ってしまったらちょっとあれなんで

すけれども，そういったこともございまして，現状ではこういった形になっているところ

でございます。 
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○仕分け人 今，人件費の話なんですけれども，市に準ずるということですよね。要する

に，これは市に準じなければ社協は成り立たないということなんですか。この人件費は，

別に市に準じなくても個別に給与計算とか，そういうものはできない仕組みになっている

んですか。 

○市職員 そういった仕組みという形にはなっていないというふうに認識しています。 

○仕分け人 仕組みになっていないならば，社協独自にできるということですよね。 

○市職員 そういったことについて，市の例えば条例でありますとか，また法令上，何か

しらの規制がかかっていると，そういったものはないという認識です。 

○仕分け人 ないならば，どうしてこういう市に準ずるという言葉が出てくる。それを不

思議で仕方がなかったんですね。それだったら別個だから，それは市の冠はついているけ

れども，団体としては別口であるというふうに考えてもいいのかなと思ったので質問しま

した。 

○仕分け人 補助金を出して，市民福祉の増進に資する。出資した結果をどういうふうに

確認されていますか。 

○市職員 なかなか社協さんの事業自体が地域に密着した，そういう総合保障的な事業を

やっているところもありまして，市民の方に対してどういうふうに還元されたか，その効

果ということになってきますと，なかなか普通，そういったはっきり言えるところは難し

いかとは思うんですが，それは社会福祉法人ですので，当然その事業報告という形で詳細

な資料はいただいているところです。それから，先ほど申し上げたような，例えば講座開

催のときの出席された人数でございますとか，あるいは貸し付けの人数でありますとか，

そういった数値的なものにつきましては毎年，事業の結果報告の中で市はいただきまして，

把握はしているところでございます。 

○仕分け人 職員の人件費の関係なんですけれども，10名で9,300万ということですよね。 

○市職員 12名です。 

○仕分け人 12名ですか。それにしても高額なんですけれども，これは例えば忙しいので

時間外だとか，そういったものもいろいろ込みで入っているということですか。 

○市職員 まず，時間外手当につきましては，人件費の中で含めまして補助の対象として

おりますので，この補助金の中にも含まれております。ただ，この補助金の総額をそのま

ま12名で割って，それがその方の収入ということでは，それはございませんで，その方の

給与手当はもちろんなんですが，それ以外に社会保険料等で社協が事業主として負担する

分についてもその中に入ってきておりますので，お一人当たりの所得というか，手当，給

与としましては，この金額をそのまま割り返した金額ということにはならない。 

○仕分け人 もっと低いということね。 

○仕分け人 社協さんのほうと補助金を出している関係で，書類はもらっていると思うん

ですけれども，いろんな事業推進とか個別の事業推進は担当者同士でやったりはしている
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と思うんですけれども，全体に社協の運営とかそういうものに関して補助金を出している

側として，年１回ぐらいは書類を出してもらうときに，向こうの主だったメンバーと，こ

ちらの主だったメンバーで意見交換するとか，そういった取り組みはされていますか。 

○市職員 意見交換といいますか，社協と話はしたところなんですが，当然，市の補助と

して金額的には少なからぬ額ではあるというのはもちろん認識しておりまして，先ほども

ご説明しましたように，今後もできる限りその補助に対する金額を少しずつ減らしていっ

ていただきたいというところで，今後，社協さんのほうの経営努力も見ていく話もありま

したが，予算の際とかには健康福祉部，部長，次長と，あと，あちらの社協さんの役員さ

ん，職員さんと，実際には協議等をしているところです。 

○仕分け人 こちらは市のほうからは行っていない。１人で事務局長さんということなん

ですが，どのくらい八千代市の場合はこの社会福祉協議会に対して影響力をお持ちなんで

すか。つまり人事権を握っていますか。 

○市職員 すみません，そこのところは，人事権を握っているかどうかは，ちょっと担当

のほうとしてはわかりかねる。 

○仕分け人 かなりの八千代市の福祉保険関係の事業で結構大きなところを社協さんにお

願いしたりというのは結構あると思うんですね。そういう中では多分，必要不可欠な団体

だと。その団体とその団体の職員なりその職員，割とこういうふうには行っていないので

あれば，向こうの職員さんでしょうから，そういう人たちと皆さんがやっぱり相当にしっ

かりしたとした議論を日ごろからしていないと，この補助金をきちっと守るということは

できないし，逆にこの補助金で，やっている中身に比べたら，もしかしたら足らないかも

しれないですね。そういったところがやっぱり市民に見えないというのは，私はもちろん

社協自身も頑張らなきゃいけないけれども，皆さんのほうの責任は重いんじゃないかなと

私は思います。私が社協にいたときも，やはり区役所のほうから，社協は見えないと言わ

れました。３年間いろいろやって，何とか社協を見えるにして，区役所のほうから部長さ

んが来て，やっと少し社協が見えるようになったわと言ってもらったときには社協の職員

も喜んでいましたけれども，でも，職員に対しては厳しくしている。ただ，そういう意味

で区役所の理解というのを，私はそのとき非常に感じたんですよ。ですから，今の八千代

市の市の職員さんのほうが結局いろんなものを全部握っているんだから，社協の職員は言

いたいことがあっても言えていないかもしれないです。そういうところの風通しを非常に

よくしていただかないと，本当の意味でこの社協の補助金は生きてこないと思うので，ぜ

ひそこを，もしやっていないんだったら，しっかりやっていただきたいなと思います。 

○仕分け人 すみません，貸借対照表をいただいたんで，ちょっと伺いたいんですが，福

祉振興基金というのは何なんでしょうか。 

○市職員 福祉振興基金なんですが，これも原資としては寄附金でございまして，使途と

しましては，例えばボランティア団体さんですとか，地域福祉団体さんへの活動に対する
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助成のために使用するという基金というふうに考えております。 

○仕分け人 だけど，活動に対する助成のために基金をというけれども，同額な積立金と

して積んであって，それが国債なので，ほとんど活動のために何か助成しようと思って使

うという目的じゃなくて，ただ国債とか定期預金とかに積んでいるような形にしか見えな

いんですね。何か最初から貸借対照表を見ると，もらった，お金持ちじゃないと完全に思

いまして，現金預金もたくさんあるし，国債もたくさん持っているし，善意銀行積立金も

あるし，２億から３億近い金額を持っているわけですよね。なのに何で毎年１億近く市が

お金を入れなきゃいけないんだろうかという気はするんですけれども。だから将来，この

福祉振興基金がいけないと言っているわけじゃなくて，その基金の目的が社協が存続して，

なおかつ八千代市内の他のボランティア団体の活動を助成するための基金だったら，ちゃ

んと使ってほしいな。使わないで，ただ国債で運用しているだけに見えるので，何かその

辺のところは，補助金を出す以上，八千代の社協の運営についてきちっと指導監督してい

っていただきたいなというふうに思います。もし私の理解が違うようでしたら，ご指摘く

ださい。 

○コーディネーター これは基金事業なので，この基金から運用益をその補助に充ててい

るということではないですか。 

○市職員 それがちょっと完全な果実運用型なのか，あるいは取り崩し可能なものなのか

どうか，そこまではすみません，把握はしておりません。 

○コーディネーター この積み立て方を見ると，多分，取り崩しをしていないような気は

するんですけれども。 

○仕分け人 取り崩しはしないですけれども，その果実をという事業になります。もとも

と寄附金だから，簡単に社協のためには使えないのでということになっており，そういう

部分が今話を聞いていると，今うちの石田さんが聞いた福祉基金なんて，どこの社協でも

大体持っているんですよ。それを聞かれたときに，皆さんが理解して，いや，これはこう

こうこうでこういうふうに使われていて，こういう団体でこうなんですよぐらいのことが

すっと言えないと，とてもじゃないけど社協のことをちゃんと見ているなんて私には思え

ないです。多分，渡して，後はお任せで終わっているんじゃないのという気がします。 

 それは市民にとっても不幸です。社協にとっても不幸です。社協からしたら，そのくせ

何かあると，これやってくれ，あれやってくれと事業が流れてきて，やらされ感満載だと

思うんですよ。そういうふうにならないように，先ほど言ったとおり，社協とよく日ごろ

から風通しのいい関係をつくっていただいたほうが，そうすればこんな福祉基金の話なん

か，こんなところにかかったりしませんよ。ぜひそこを改善していただきたいと思います。 

○コーディネーター １つ委託料と指定管理料，出ていますが，これは委託料が幾らで，

指定管理料が幾らというのはわかりますか。結構，事業委託をしているのが多いんですか。 

○市職員 事業委託につきましては，先ほども話があったかと思いますが，学童保育に係
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る事業につきまして，市から委託を受けて行っております。 

○仕分け人 包括支援からの委託料。 

○市職員 それから，指定管理料につきましては，お隣にあります福祉センターという施

設と，あと上高野にありますふれあいプラザという，その２施設についての指定管理を行

っておりますので，それに対する指定管理料ということで支出しております。 

○コーディネーター そうすると，社会福祉協議会に委託している委託料の算定というの

は，当然そこの中に入ってくる人件費。事業をやるには人件費が必要ですよね。全部含め

て委託を出していますよね。 

○市職員 はい，委託料，指定管理料，いずれも算定するに当たりましては，そこに従事

する社協の職員の方の人件費も含めて計上しております。 

○コーディネーター 含めて出しているんですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター そうすると，確かに今の補助金は純粋なる運営補助ということにな

るわけですよね。 

○市職員 はい。基本的には社協さんの本来の事業，本来というか，社協さんが社会福祉

法に定められている社会福祉事業を実施するために従事している職員の方の人件費に限っ

て，補助していると考えております。 

 先ほどの委託料と指定管理料の内訳についてでございますが，25年度の決算ベースで申

し上げますと，学童保育の委託料につきましては市から２億500万ほど払っております。

指定管理につきましては，およそ２施設で１億7,000万程度お支払いしております。 

○仕分け人 確認なんですけれども，民生委員児童協議会の補助金と保護司会の補助金と

戦没者遺族会補助金と，これは昔，市役所がやっていたのを社協にやってもらうように事

務局がやってもらえるようになったから，その分，当時やっていた分そのまま社協に流し

て社協から受けるという理解でいいですか。 

○市職員 実際，今現在，民生委員さん，それから保護司さん，この２つの団体につきま

しては事務局というか，事務処理自体を今，市のほうでやっております。戦没者遺族会に

つきましては社協のほうに事務局がございます。 

○仕分け人 じゃ，民児協，所謂民生委員児童委員協議会の事務局は市役所さんでやられ

る。 

○市職員 はい，事務局としては市で行っております。 

○仕分け人 だけど，その民児協の補助金自体は社協に投げて，社協から配付していると

いうことですか。 

○市職員 そうですね。社協を経由しているといった形になっております。 

○コーディネーター ちょっと社協の仕事が説明の中で見えにくいですが，例えば今，社

協がなくなってしまったら，市としてはどういう状況になりますか。 
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○市職員 ちょっとまた，余り社協さんのことに関して何か言うかもしれませんが，今現

在，例えば直接市のほうの業務に影響がどういったものが生じるかと言われたところでは，

やはり生活保護に係る部分の事務が大きな影響を受けるのではないかと考えております。

先ほど生活資金等の一時的な貸し付けを社協さんが行っているというふうなご説明をしま

したが，生活保護への一時的なつなぎ資金といった面も非常に大きいところがありまして，

生活保護に至る前までのセーフティネット的な役割も非常に大きくなっておりますので，

市の事務にすぐはねかえってくる部分としてはそういったものが大きいのかなと考えてお

ります。 

○コーディネーター 行政にいると，この社協がなくなっちゃったらえらいことになっち

ゃうというのはよくわかるんですが，市民の方はその辺よくわからないんだろうと思うん

ですね。だから，やっぱり社協がどういうことをやっていて，市民の皆さんにどういう役

割を果たしているのか，その辺のところはきちっと説明をできないと，市民の方はこの補

助金が適正なのかどうかというのはわからないんじゃないかなという気がするんですよね。 

 だから，ぜひその辺のところがきちっと説明できるように，今後，社協さんとの風通し

をよくし，江藤さんが言うように風通しをよくしていただいて，その事業の内容をきちっ

と行政のほうで把握して，１億円という金を補助しているわけですから，やっぱりそれは

きちっとわかるように把握をしていただきたいなというふうに思いますね。 

 それでは，仕分け人の皆様，そろそろ評価シートの記入をお願いします。 

 江藤さんに聞いちゃおうかな。なくなったらえらいことになりますが。 

○仕分け人 単純なところで言うと，最近の話だったら，例えば安心センターの事業なん

ていうのはもう人しかできない。人をかけてしかやれない事業を，ほとんどどこの市町村

も社協などに行ってもらっていますよね。お金をうって。あれは自分で銀行に行かれない

人が生活費をおろすのに，自分で行かれないから一緒に行ってもらったり，またはかわり

に行ってもらったり。そのためのそういうのを受けるかどうかという判定の審議会のやる

のから何からも多分，社協がやっていますね。もうこれだけで何人かかわるかわからない

ですよね。 

 それから，移動の関係なんかでいうと，例えばお年寄りで移動が困難なときに，ちょっ

と区役所まで行きたいんだけれどもといったときに，タクシーに出せるほどお金もないし

というと，移動サービスとかそういうところにつなげてやっているのも，社協がコーディ

ネートを大体していますよね。それから，地域のボランティア活動の財源になるような善

意銀行の配分だとか，そういった福祉基金から出た果実の配分とかも全部社協がやってい

ますよね。もう一つは，社協がいろんなそういったときに配るためのお金，また災害時は

ボランティアセンターを立ち上げなきゃいけないので，そういったための準備も機能とし

ては社協が持っていますね。 

 それと，もっとすごいところで言うと，社会福祉士が大体ある程度，ほとんど社会福祉
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の専攻をしないと受からないというか，採用しないはずなので，そういう専門的な能力は

市役所の職員より高い部分もあります。異動も大体そういうところしか回らないから，市

役所のようにジェネラリストでいろんな事業をやって，いろんなふうに変わっていくとい

うふうな専門性とは全然違って，本当に福祉の分野の専門性と，それから地域との顔のつ

ながりが非常に高いので，八千代市職員よりもはるかに地域のことを知っているケースが

多いです。逆に，地域と仲がいい社協の職員は地域から声がかかって，今度お祭りがある

からおいでとか言われたりして，そういうのは普通に日常茶飯事にあります。 

 でも，こういうのって役所は管理ですから，まず役所はできないです。だから地域福祉

というものを今までずっとやってきている中で，社会福祉法人で法律で決められた根拠を

ちゃんと持った社会福祉法人なんて社協しかないんですね。社協って，市町村に１個しか

つくれないんですよ。そういうふうな法律的な根拠を持ってやられている団体なので，昔

からある程度，人件費というのは補助しているんですね。ただ，人件費の考え方について

は，これは私の私論ですけれども，専門性は高いけれども，逆にやり方は非常に社協の場

合は甘いところがあります。ですから，はっきり言って，総額制の給与制度にしちゃった

っていいんじゃないかと思います。例えば年間幾らで，これだけのことを君はやりなさい

という給与体系を持ち込んでも，社協は大丈夫かもしれないです。そのくらい専門分野的

なところがあるし，人によってやり方が違う。 

 一番優秀な職員はファシリテートの能力が高いですね。非常に調整能力とか相手のよさ，

地域のよさを引き出す能力が高いです。寄り添うということを基本に社協の職員は考えて

いるはずです。そういう部分ではどちらかというと，地域の人も当然俺たち側いるんだよ

な，おまえたちはという意識でいますから，厳しくも言われます，社協の職員は。区役所

の職員だったら言われないようなことを，社協の職員は言われます。私も社協にいたから，

社協職員だと思われていましたので，思いっきり地域から言われました。後で区役所とい

うか，役所の人間だとわかったときは態度がころっと変わったりしますから，そのくらい

社協の職員って，そういう立場に置かれていますよね。俺たちが払っている会費と，それ

から善意銀行だとか，そういった共同募金とかのお金でおまえたちは食べられているんだ

ろうと。そうじゃないんだけれども，そういうふうに言われたりするんですね。そういう

立場にいる人たちなので，私はいたからわかるんだけれども，本当にそこをちゃんと役所

の人間はわからないと，いい関係はできないですよ。 

 今日，情けないなと思ったのは，本当にこの貸借対照表なんて毎年多分，事業報告を受

けるときにもらっているはずなんですよ。何をやったのとか，どういうことをやっている

のというのを普段から話ししていないから，こうなっちゃうんですよね。 

 だから，私は社協が見えないというのは，社協を都合よく市役所が使ってきた。だから

社協はあたかも市役所の下部団体みたいになっちゃっていて，地域に出ていって，言われ

たことをやらされていたというケースになるんです。だから，言われたことをやらせてお
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けば社協はそれでよしだから，社協が何をやっているか余り出したほうは気にしていない。

一緒に地域福祉を実現していくんだ。そこで業務分担して，俺たちはこれをやるから，お

まえたちはこっちをやってな。ここはどうだったとかいうのをふだんからやっていれば，

もっと社協のことをうまく説明できると思うんですよ。 

 私はもう随分離れて長いので，最近どうかは知りませんけれども，本当に優秀な職員は

私の場合は多かったですね。市役所の職員よりよっぽど優秀だなと思ったのは何人もいま

したので，比率からいったら全然僕らが勝てると思いましたから。そういうポテンシャル

もあるけれども，それを腐らすか生かすかは市役所の職員の能力とかレベルとか考え方が

物すごく大きいと思うんです。本当に忙しいですよ。福祉のデパートと言われていますか

らね。私も今まで，私は残業大嫌いな人間なんで，ほとんどまず残業しないで仕事はする

という考え方でやってきましたけれども，社協にいたときだけはそれができなかったです。

どうにもならない。夜の会議もいっぱいあるし，地域の集りも多いし，電話もいっぱいか

かってくるし，それは本当に大変でした。一番大変だったかなと，今までの中で一番，自

分でどうにもならない，自分でコントロールがきかない，それでも仕事をやらなきゃいけ

ないというのが社協です。だから社協の職員は多分，市役所の職員よりもただ働きがもの

すごく多い。一回調べてみるとわかると思います。本当に，多分ここの社協が，同じよう

に働いている職員さんですら，皆さん，きっとすごい勢いでサービス残業をしています。 

 そういうのも全部踏まえた上でやっていかなきゃいけないから，私は人事交流とかして

いますかと聞いたんです。お互いに痛みがわからないと，両輪にはなれないです。市役所

のほうはお金をつくって，出して，投げたんだから，おまえたち，あとやるんだぞ。おま

えたちの責任だぞ。そのときには，じゃ，どういう事業にしようかなんて，先に全然相談

していないなんだから。勝手に役所は考えて，こうなって，国がこう言っているからこれ

でいこう。じゃ，これで金をつくったから社協でやれと流して，ほとんど社協は受けざる

を得ないから，だから人事権を握っているのかと聞いたのはそういうこともあるんですね。

社協が受けざるを得ないから，それをやるんですよ。やって，うまくいかなくたって，最

初のときに全然そんな相談していないから，流されたほうはたまったものじゃないと思う。

そこでまた軋轢が出てくる。 

 そういう構造を早くから直していかないと，本当の意味でこれから地域福祉はすごい重

要ですから，社協がいなければ役所では絶対できないです。それは私は断言します。間違

いなくできないです。こんな細かいところまで市の職員は行っていられないし，しょっち

ゅう３年だ，４年だ，５年で変わっちゃうんですから。とても地域に寄り添ってその地域

と一緒になって歳とってことはできないですね。でも，社協の職員は少なくとも結構なレ

ベルで長さでいられるし，大抵同じようなところを回ったりするので，その能力は専門的

にそこで生かせるんですね。だから地域に溶け込むのも早いし，そこはやっぱり市役所の

ほうでぜひ，本当に困ると思いますよ。社会福祉協議会が，独立させるのも構わないけれ
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ども，ノーともし本気で，本気で社会福祉協議会に大きなお金があって，どんとお金を投

げて，これでおまえ10年間，役所から金をもらわないでやれるだろうと言ってやらせてみ

なさい。役所は本当に困りますよ。多分，回らないですね。そのくらい私は社会福祉協議

会の力を市役所はまだ理解していないし，うまく引き出せていないと。 

 だから，ぜひそこをうまくやってもらうと，社協の職員もやる気になるだろうし，給料

のことは給料のほうでやればいいんですよ。給与は我々の市役所職員のように，税務をや

ったり，戸籍をやったり，企画をやったり，都市計画をやったりといろんなことをやるわ

けじゃないですよね。ある一定の特定分野だけですから，そこの分野の中だけでやってい

る人間がジェネラリストとして努力しているところと一緒に同じ給与体系を持っている人

たちがあるのと，それを投げかけるわけですね。見直してよ。じゃないと，市民にも説明

できる。言えばいいじゃないんですか。そうしたら，社協は考えますよ。それを急に，今

日の明日は無理ですから，例えば３年間やるから，３年間で社協の給与体系を見直せ。そ

れで市民に対して，おまえたちは堂々と言える，俺たちが堂々と言える形にしてくれない

か。なぜかというと，そっちは専門家の集団だろ。こっちはどっちかといったらジェネラ

リストの集団だろう。そこは違うだろう，必要性が。最終的に金額は同じかもしれないけ

れども，考え方とかは全然違ってくる。それをやればいいと思います。それもやっぱり社

協とふだんいろんな話をしていないと通らないだろうなと思うんですね。 

 はい，すみません。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 それでは，仕分け人の皆様の評価についてお聞きします。 

 まず， 

不要・凍結と思われる方。 

 国，現行維持。 

 八千代市，要改善。 

 八千代市，現行どおり。３名ですね。 

 仕分け人の判定結果は，八千代市，現行どおりということですね。 

 では，市民判定人の皆様の判定を発表します。 

 不要・凍結，ゼロ。 

 国・県・広域，ゼロ。 

 要改善，７。 

 現行どおり，６。お一人増えたんですか。お一人増えたんですね。ということで，これ

は１票差ですが，判定人の皆様の判定は要改善ということですね。 

 要改善のご意見の中を見ても，やっぱりちょっと事業の内容が福祉協議会の事業が見え

ないというところがかなりありましたね。ですから，職員がこんなにいるのがどうなのだ

かとか，その辺の事業内容が見えないから，こういう意見が出るのかなというふうな感じ
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がします。ちょっとその辺のところを，やっぱり社会福祉協議会は社会福祉協議会で自分

たちがやっていることをきちっと市民にＰＲする必要が私はあると私は思います。それと

同時に，やっぱり１億の補助金を出している市としても，それをきちっと把握して，一緒

になってその情報発信していくということは大事なんじゃないかなというふうに思います

ね。 

 この結果を見ても，それでも要改善，現行どおりがこれだけ多いということは，市民の

皆様も社会福祉協議会の必要性に対して十分，やっぱり必要だと理解しているんではない

かなというふうに思いますので，この辺のところをもう少し，例えば会費の自治会で集め

ていただくわけですけれども，先ほど言った252あるうちの196でしたか，協力していただ

いているものは。ちょっとそのしていない90ぐらいの自治会がどういうふうになっている，

どうしてこれがそれだけできていないのか，その辺のところもやっぱり，そのＰＲ不足の

部分があるんじゃないかなという気がするんですね。だから，その辺もよく考えて，きち

っとＰＲして，市民の皆様に，これだけ重要なんだから，ちゃんと皆さんは会費をできる

だけ納めてくださいというふうなことは必要なんじゃないかなという気がします。あとは   

江藤さんが相当と。 

○仕分け人 すみませんでした。 

○コーディネーター では，市民判定人の皆様のほうから何か。 

 はい，どうぞ。 

○市民判定人 コメントなんですけれども，社協と市の関係を例えば企業と株主というふ

うに置きかえて考えたときに，例えば個人で１億円をある企業に出資しようといった前提

で考えるとどう考えても，どういった経営状態とか，お金の流れがどうなっているかとい

うのはちゃんと調べようとすると思うんですけれども，何かの状況で余りにもずさんな管

理だなと正直言って思いました。八千代市さんが社協さんに対して，ちゃんと把握できて

いないというところは余りにもずさんかなというふうには感じました。 

 それと同じように，八千代市と一市民ですけれども，市民の関係というのも同じことで

あって，やっぱり市民の，市のやることというのを，ちゃんとこれが必要なのか必要じゃ

ないのかということを精査した上で，出資ではないですけれども，税金を収めているわけ

なので，それはよく見ていかないといけないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○コーディネーター ありがとうございます。他にご意見。 

 では，この事業ではなくて，今日一日通して何か意見とか感想とかあったらお聞きした

いと思うんですが，特によろしいですか。よろしいですか。 

 それでは，この事業につきましてはこれで終了させていただきます。 

 これで今日の全事業は終了したわけですけれども，判定人の皆様には本当に，人の議論

を聞いているだけでこれを判定するというのは一日，本当に苦痛というか，大変だという



－199－ 

ふうに思います。本当に一日おつき合いいただきまして，ありがとうございました。 

 やっぱり行政の説明も皆さんにも，ちょっと，内容のそれぞれでもうちょい分析が必要

かなというのは逆に感じたんですけれども，説明については本当に真摯に対応していただ

いたというふうに思います。それは本当に深く感謝いたします。ありがとうございました。 

 では，以上をもちまして第２班，八千代市の事業仕分けについては終了させていただき

ます。 
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＜３－６ 在宅福祉サービス事業＞ 

 

○事務局 それでは，定刻になりましたので，これより第３会場の事業仕分けを開始いた

します。事業仕分けの開始に先立ちまして，本日ご協力いただきますコーディネーター及

び仕分け人の皆様のご紹介いたします。 

 コーディネーターを務められます，石井聡様。 

○コーディネーター 石井です。よろしくお願いします。 

○事務局 続いて，仕分け人を務められます小瀬村寿美子様。 

○仕分け人 小瀬村と申します。よろしくお願いします。 

○事務局 同じく，稗田寿明様。 

○仕分け人 稗田と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく，山内敬様。 

○仕分け人 山内です。よろしくお願いします。 

○事務局 同じく青山美佐子様。 

○仕分け人 青山美佐子と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく，宮本伸昭様。 

○仕分け人 宮本です。よろしくお願いします。 

○事務局 なお，本日，私，岩田と村山が事務局を務めさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは，早速ではありますが，最初の事業でございます在宅福祉サービス事業。高齢

者の在宅福祉です，こちらの事業仕分けに移らせていただきます。なお，この後の進行に

つきましては，コーディネーターの石井様にお願いしたいと思います。それでは，石井様，

よろしくお願いいたします。 

○コーディネーター コーディネーターを１日務めます，石井と申します。よろしくお願

いいたします。 

 初めに，１日の進行の仕方を確認させていただきます。市民判定人の方は，先日の研修

のほうで既にご承知かもしれませんが，１つの事業について，きょう50分でタイムスケジ

ュールを組んでいただいています。50分の内訳ですけれども，冒頭５分程度で担当課のほ

うから事業の概要について説明をしていただきます。その後，40分程度，こちらの前に座

っている仕分け人の質疑をしまして，その質疑の中で，判定人の皆さんには，お手元に評

価作業シートがいっていると思いますけれども，この１から４の中で，今後どうしていく

べきかというところのご判断をいただいて，書けた方から回収をするような流れになりま

す。最後５分ぐらいで，全体のまとめ，結果の発表をするのが50分の使い方になります。 

 ですので，大体開始してから40分ぐらいのところで，こちらから書いてくださいという

アナウンスをしますので，そのあたりで，この１から４の判断をしていただければと思い
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ます。 

 それと，下に特記事項という欄がありますので，議論を聞きながら感じたことですとか，

お考え，箇条書きで結構ですので，こちらについては後でまとめて書くのはなかなか大変

ですので，どんどん，始まったところからお書きいただければと思います。 

 最終的に事業の判断経過，採決の結果が出た後に，判定人の方からお２人ぐらいご意見

とかコメントを聞きたいと思いますので，ぜひ積極的にご発言いただければと思います。

きょうは全部で６事業ありますので，お二人ずつですと10人ちょっとの方には発言してい

ただけるかなと思っていますので，そちらについてもご協力をお願いいたします。 

 もう一つ，50分で組んでいるとはいえ，議論の内容によって若干時間が前後してしまう

こともありますので，そちらについてもあらかじめご了承いただければと思います。 

 それでは，最初の３－６という事業，資料でいきますと50ページ。在宅福祉サービス事

業についての仕分けを開始いたします。 

 それでは，担当課の方，お願いいたします。 

○市職員 皆さん，おはようございます。長寿支援課長の加藤と申します。よろしくお願

いいたします。今日，私以外の説明員として，島津と武藤，そして下山のほうで説明させ

ていただきますので，ご協力，お願いいたします。それでは，座って説明させていただき

ます。 

 事業シートの３－６ということで，在宅福祉サービス事業ということでご説明させてい

ただきます。 

 実施の背景としては，高齢者が安心して在宅で生活できるよう，各種事業を実施してい

るということでございます。ここには書いていないんですけれども，老人福祉法の目的に，

老人に対し，その心身の健康の保持及び生活の安全のために必要な措置を講じ，もって老

人の福祉を図ることを目的とするという，老人福祉法の大きな目的に基づいてやっている

ものでございまして，もう少し詳しく説明いたしますと，2000年，平成12年から介護保険

が始まりまして，その中でいろいろな高齢者に対する福祉というものが，ほぼ介護保険の

ほうに移行する中で，老人福祉に対する高齢者施策というのがかなり行政としては削減さ

れてきたという背景がございます。 

 それでは，この事業の目的をお話ししたいと思います。事業シートに沿って説明させて

いただきます。 

 ひとり暮らし高齢者の安否を確認し安心し,及び寝たきり，または重度認知症の高齢者

の介護者の経済的負担を軽減することで，在宅の高齢者の福祉の向上を図るということが

事業の目的となっております。 

 対象者は，主に65歳以上の市民ということで，対象者は４万4,138人。全住民に対する

割合が22.8％，こちらは俗に高齢化率と言いますけれども，21％を超えると超高齢化社会

というふうなことが言われております。 
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 そして，事業内容なんでございますが，このシートの順に説明いたしますと，高齢者等

配食サービス費助成，こちらが3,873万5,000円。こちらは，調理が困難なひとり暮らしの

高齢者等に対し，夕食を配達し，安否確認を実施するというものでございます。 

 続きまして，緊急通報システム設置事業。こちらが2,871万6,000円ということでござい

ますけれども，こちらはひとり暮らしの高齢者世帯に対し，急病などの緊急事態が発生し

たときに，速やかな対応が図れるように，日々安心して暮らしていけるよう，緊急通報装

置を設置している事業でございます。 

 続きまして，介護用品購入助成事業ということで，こちらにつきましては在宅の寝たき

り高齢者に対し，紙おむつ等の介護用品購入費の一部を助成しております。 

 そして，次の重度認知症高齢者介護手当なんですけれども，こちらにつきましては在宅

の重度認知症対象者を常時介護している家族に対し，介護手当を支給しております。 

 続きまして，生きがいデイサービス事業ですけれども，こちらにつきましては，家にこ

もりがちな高齢者の自立的生活の助長，社会的孤立化の解消，心身機能の維持向上を図る

ことを目的に，特別養護老人ホームとかに委託して，通所の方法で食事，入浴，生活指導

などの各種サービスを提供しております。 

 この事業費なんですけれども，事業費の合計が9,025万円。そして，人件費ですけれど

も，1.7人分を換算しておりまして1,458万円。総事業費が１億483万円となっております。 

 事業概要としては以上でございます。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 総事業費もかなり大きいのと，一つ一つの事業も数もあるので，参考資料として別につ

けていただいているほうを見ながらのほうが，多分わかっていただけるのかなと思うので，

こちらの47ページをごらんください。 

 ちょっと順番は違うんですけれども，こちらに今，ご説明いただいた事業のもう少し詳

しいことが書いていただいています。 

 確認ですけれども，順番は先ほどのシートの順番でいきましょうか。最初にご説明いた

だいたのが，高齢者等の配食サービス費助成で，この47ページでいくと（８）番，下のほ

うになります。今，ご説明いただいているとおりに，調理が困難なひとり暮らしの高齢者。

これは，夕食をというふうに書いていますけれども，週何日とかいうのは，決まりはある

んでしょうか。 

○市職員 一応，週何日という決まりはございません。例えば，その方が望めば月30日，

31日というような，そういう給付も可能でございます。 

○コーディネーター そうすると例えば，週に３日はヘルパーさんが入るので，月水金は

ヘルパーさんに夕食をつくっておいてもらえるけれども，火曜日と木曜日はヘルパーさん

が入れられないので，配食をとって，そういうものの組み合わせでひとり暮らしの高齢者

の方の暮らしを回していくと言ったらちょっとあれですけれど，それで何とかやっていく。
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そんなような使われ方をしているサービスということですね。 

○市職員 はい。そういった，その方の事情により自己負担がございますので，そういっ

たところでは，その方のホームヘルプサービスとかをやられている方は，そういったとこ

ろと兼ね合いもありまして，週３回とか２回とかされている方もいらっしゃいます。 

○コーディネーター 自己負担はお幾らですか。 

○市職員 こちらの自己負担の考え方なんですけれども，各委託している弁当業者さんに

よってお弁当の数，値段が違います。市としては１食300円を補助している形の事業とな

っております。 

○コーディネーター お弁当屋さんによって値段は違うんだけれども，市の助成は一律，

どなたでも300円，そういうことですか。 

○市職員 はい，そういうことでございます。 

○コーディネーター トータルで大体幾ら分の300円。1,000円の300円なのか，1,500円の

300円なのか，ちょっとイメージが。 

○市職員 例えば，事業者が５社なので，１食当たり，業者によって違います。１食600

円のところを300円負担したりとか，720円の中で300円を負担するとか，事業者によって

お弁当代が違います。お弁当代を見ますと，600円のところと，720円のところ，556円の

ところと，540円，590円。 

○コーディネーター 大体，600円プラス・マイナス100円ぐらいの中で１食あって，それ

のうち300円を市が助成するということですね。 

○市職員 はい，そういうことでございます。 

○コーディネーター それで大体イメージをつかんでいただくことにして，今の高齢者の

配食なんですけれども，これ対象の方って，冒頭に言っていただいたこの４万4,000とい

うことではない，当然だと思うので。大体何人ぐらいというのは，今お使いの方はどれぐ

らいというのはありますか。ボリュームが知りたいです。 

○市職員 現状，基本的にはこの配食サービス事業は，ひとり暮らしの高齢者の中で，調

理が困難な方を対象にしております。976名でございます。 

○仕分け人 調理ができないというのは，例えば，他の介護保険のサービスが入ったりす

るとケアマネさんが，この人ちょっと調理が難しいという判断をして，何か，申込書みた

いなのをそちらの課に出すということですか。 

○市職員 はい。ケアマネージャーでの代理申請も受け付けております。 

○仕分け人 あとは，ご家族ということもある。例えば，今はおひとり暮らしになって，

遠方の，例えば息子さんが，このサービスを入れれば，何とかお父さん，お母さんがひと

りでやっていけるからという感じですか。 

○市職員 はい，ご家族様でも，ご本人様でも，また，民生委員さんの，間に入っていた

だく協力の中でも受け付けても。 
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○コーディネーター どうもこの人，毎日ちゃんと食べていないみたいだから，これを使

えば家でやっていけるんじゃないのとか，そういう感じで民生委員さんが勧めてくださる

こともある。 

○市職員 そのとおりでございます。 

○コーディネーター 夕食だけですよね。 

○市職員 はい，１日１食，夕食のみということに。 

○コーディネーター 夕食にする理由って何かあります。お昼でやっていらっしゃる自治

体もありますけれど，夜にした何か，理由というのはありますか。 

○市職員 現実的には，夕食が栄養，この配食サービスは安否の確認，それと健康の安定

を図るという意味合いが強く，実施している目的でございます。夕食分をしっかりととっ

ていただくという，あとは日中の生活のもとで，お弁当の業者が夕食分を配達することで，

安否の確認が十分行えるものと判断しております。 

○コーディネーター では，次にいきます。 

 緊急通報システムのところ，これもなかなか見たことない人にはわかりづらいとは思う

んですけれども，これくらいの，お弁当箱くらいの箱があって，ボタン１つ押すだけで，

どこか消防署にいくところもあるし，あるいは警備会社にとか，どこかにそういう，緊急

で，助けてくださいというボタンを押すようなタイプですか。それとも，首からぶら下げ

てボタンを押すとか。 

○市職員 一応，今お話ししたとおり，お弁当箱のようなものを，機械を設置しまして，

あと，ペンダント型の緊急通報のものを持っていただきます。それで，ボタンを押すと，

警備会社のほうに通報がいって，警備会社のほうから警備員がそこのおうちに駆けつける

というようなサービスでございまして。 

 あと，ライフリズムを監視する，例えばトイレのドアにつけて，それが１日開かなかっ

たりすると，それもまた，まず電話で確認して，どなたも出ない場合は警備員の方が駆け

つけて，その安否を確認し，もしその場で状況が悪い場合は救急搬送ということで消防に

連絡するという，そういうような事業でございます。 

○コーディネーター それが47ページの（６）番のところですけれども，748台というこ

とは，748人の方がお使いになっていて，これの対象も先ほどのひとり暮らしで，かつ，

これの対象者って，大体どれぐらいというのは。今お使いの方は748でわかるんですけれ

ど，どういうふうにこの必要性というのは判断されていますか。 

○市職員 ひとり暮らしであって，75歳以上のひとり暮らしの方につきましては，現実的

にご高齢の年齢で，いつ何があってもおかしくない，家の外から見ても中の様子はうかが

い知ることはできない状況であることから，75歳以上のひとり暮らしの方については，ご

希望者様は設置をしております。また，65歳から74歳までの間の方につきましては，介護

保険の要支援もしくは要介護認定を受けているひとり暮らしの方を対象にしております。 
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○コーディネーター ありがとうございます。 

 ３つ目は，介護用品購入費助成事業とあって，この47ページでいくと７番のところです。

この在宅の寝たきり高齢者に対する紙おむつ等の介護用品の助成というのは，これはしっ

かり介護度で対象者を切っているという形，４と５とか，そんな感じですか。要介護。 

○市職員 そのとおりでございます。要介護認定４もしくは５と認定された高齢者を在宅

で介護している介護者への支援策として，１カ月5,000円を上限に紙おむつ，尿とりパッ

ド他，防水シーツなど，６品目を想定して介護用品として購入いただく想定をしておりま

す。 

○コーディネーター 現金を振り込むんですか。それとも，カタログか何かが送られてき

て，これとこれで5,000円まで，増えた分は支払っていただく，そんな感じですか。 

○市職員 違います。手法としては，介護用品助成券というチケットをあらかじめ市役所

からご利用者様にお送りしまして，指定業者が９つございます。申請の段階でその指定業

者どちらかを介護者様からお選びいただいて，電話でその指定業者にご注文いただくこと

で，その介護用品，おむつなどが配達される。配達されたときに金券がわりに助成券を活

用していただくという手法でございます。 

○コーディネーター わかりました。ありがとうございます。 

 あと，４つ目の高齢者の介護手当というのは，この47ページだと（２）のところですね。

重度の認知症の高齢者というのは，さっきの重度とまた違うんですか，こちら。 

○市職員 重度認知症高齢者介護手当，これも一つの介護者支援策でございます。 

 重度認知症という認知症の判断については，実は我々市役所の職員ではできません。あ

くまでも，精神科を標榜とする，精神科のお医者様の重度認知症であるところの判断，診

断書でもって一つの挙証としております。 

 また，実際の認知症の方につきましては，例えば徘徊があったり，あとは大声を出す，

介護の抵抗，また便いじり。それとか，服を破ったりとか，さまざまな症状，問題行動を

聴取したり，また，最終的には私担当者のほうで家庭訪問をして，実際にご本人様の置か

れている認知症の状況，介護の大変さを拝見した上で，申請の受け付けをしておる。月に

6,500円という金額でございますけれども，介護者の負担軽減，また本人の置かれている

環境整備の部分で必要な手当と判断しております。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 最後の生きがいデイサービスというのは，介護保険のデイサービスの対象にならない要

支援とか要介護とか，そういうふうな判定が出ない方についてデイサービスを提供してい

るものという整理でいいですか。 

 ちょっと冒頭，非常にボリュームがあるので整理をさせていただきました。 

 それでは，仕分け人の山内さん。 

○仕分け人 一つ確認したいのは，50ページのその他特財で，サービス利用者負担金とい
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うのがありますね。これはどの項目に該当するんですか。どこから。ささやかじゃないで

すか，全体の予算規模からすると，26年度予算で44万，25年度で18万2,000，本当に微々

たる金額の負担金なんですけれど，どの事業がその負担金を発生させているのか，その金

額は幾らか，それを教えてください。 

○市職員 こちらについては利用者負担をいただいておりまして，今，話に出てきました

中では，生きがいデイサービスが，１回当たり560円の負担をいただいております。あと，

事業実績の表の中で（４）のホームヘルプサービス事業。こちらについては，１時間当た

り310円の負担をいただいております。あと，事業実績の（９），一番下です。徘徊高齢

者家族支援サービス。こちらについては月額500円。こちらの事業については，ＧＰＳの

端末を認知症の方に持っていただいて，どこかに行かれちゃったときに，わからなくなっ

たときに，それで安否を確認というか，居場所を確認できるシステムで，それについては

自己負担500円をいただいております。 

その３つです。 

○仕分け人 わかりました，ありがとうございます。逆に，今該当するもの以外は全て，

一部助成も含めて，給付という，そういう考え方でよろしいんですね。 

○市職員 はい，そのとおりでございます。 

○コーディネーター 今の自己負担のところの整理ですけれども，例えば生きがいデイの

ところの１回560円というのは，通常，介護保険の中のデイサービスを使っても，そのう

ちの１割の6,000円だったら600円，7,000円だったら700円とかという負担があるので，同

じような考え方で，介護保険じゃないけれども，こちらも大体１割ぐらいの自己負担はい

ただく，そういう考え方でよろしいですか。 

○市職員 はい，そういう，１割負担という考え方で。徘徊高齢者家族支援サービス，こ

ちらについては，契約が一月，税抜きで2,000円のところを500円の負担をいただいており

ます。こちらについては１割負担の考え方とは違うんですけれど，そういったところでご

ざいます。 

○コーディネーター それでは続けましょうか。 

○仕分け人 自己負担のところなんですけれども，23，24，25とやっていく中で，自己負

担の額というのが減っているような数字になっているんですけれども，その一方で事業成

果の中で，各サービスの利用者数等は横ばいというか，やや増えているような形にはなっ

ているんですけれども，そこら辺についてのご説明をしていただいてもよろしいですか。 

○市職員 こちらのほうの自己負担については，自己負担の利用者が，毎年若干，数が違

ってきます。そして，利用者数も他の事業に比べて少ないので，その増減によってかなり

影響してくるというような実態はございます。 

○仕分け人 ということは，結構，いわゆる，入れかわりというか，そういったものがあ

るというような考え方。 
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○市職員 そうですね，入れかわりがあるということでございます。だから，年間の利用

者数というのが，延べというか実数なんですけれども，それが入れかわっているので，多

少，実績と収入のバランスというのが違う場合がございます。 

○仕分け人 その自己負担のところも加味してなんですけれども，それに今回の事業がい

っぱいある中での，事業費の確認のほうをさせていただければと思うんですけれども，事

業費についても，23から比較すると約1,000万増えたり，6,000万増えたりと，どんどん増

えているような形にはなっているんですけれども，それは具体的にどこの事業が増えてい

る傾向になっているんでしょうか。 

○市職員 一番大きいのはやはり配食サービス。こちらの事業が増えているということで

ございます。 

○コーディネーター 具体的にどれぐらい，例えば利用者数が増えているのか，あるいは，

今まで２食だった人が５食になって，それで金額が倍になっているのかというのは，大体

で。例えば23と25の比較とかって，できますか。 

○市職員 23が登録している方が726人で，25が976名で，実際の配食の数なんですけれど

も，８万6,027食から12万9,116ということです。事業費については，2,580万8,000円から，

3,873万4,000円という形で増加しているということでございます。 

○コーディネーター わずか２年間で，予算としたら1,000万以上伸びて，配食数からす

ると1.5倍になったという形でしょうか。これはひとり暮らしの方が急に増えたわけでは

ないですよね。 

○市職員 お弁当業者の，こちらの考え方なんですけれども，今，大手のお弁当業者さん。

昔は，配食の業者さんってそんなにいなかったんですけれども，事業者さんが増えまして，

大手の方が増えた中で，うちのほうと相談しまして，全域をカバーできる，しかもお弁当

もそんなに高くないということで，大手の方を入れた中で，その状況の中では既存で大手

のお弁当会社さんのサービスを受けていた方，そちらの方が市のサービスがあるというこ

とのご案内の中で，市のサービスのほうに移行したということで，そういった状況もあり

まして，急激な伸びというふうな。 

○コーディネーター そうすると，市内で高齢者のひとり暮らしの方でお弁当を利用され

ていた方は今までもいたんだけれども，それが助成の対象になって増えてきた，そういう

説明ですね。 

 では，宮本さん，どうぞ。 

○仕分け人 この成果といいますか，目標にどれぐらい達しているかというのはよくわか

らんのですけれども，自己評価のところに，介護保険法の，介護予防とか生活サービス事

業との調整を図りながらと書いてある。それで，メインの介護事業があって，それを補完

するということなんですか，全ての事業は。位置づけとしてそういうふうになっていると

いうことで，調整を図りながらというのは，具体的に何を意味しているのか。 



－208－ 

 確かに，いろいろな事業，全部非常に有意義な事業と思います。思いますが，とにかく

いろいろしてあげましょうということなのか，それをわかりやすく説明してほしいんです。 

○市職員 今の宮本さんからのご指摘のことなんですけれども，高齢者施策の中の一つと

して介護保険が位置づけられているわけではございますが，実態として，行政としても若

干歯がゆいところがあるんですけれども，介護保険という仕組みが今，大きく社会の中で

根づいたところで，本来の，頭にくる高齢者施策のほうが，若干，介護保険に飲み込まれ

ているという部分が，私の個人的な感想ですけれども，そういった部分がございます。 

 今，ご指摘の調整という部分でございますが，行政としては介護保険で賄われているも

のはかぶらない，なるべく重複しないように事業を見直してきたところではございます。

平成17年度に大きく，いろいろなことを見直しまして，この中のサービスの中でも金額を

変えたりとか，なくしてしまったサービスなんかもございますけれども，そういった中で

今後も，今の配食の話なんかも，行政の中で，予算が限られている中で公平に分配してい

こうと考えますと，このまま単純に伸びるだけ伸びるというのは，高齢化社会はどんどん，

３人に１人が高齢者となるような水準が，四，五十年後のことなんですけれども，そうい

った時代にこれが果たしてできるだろうかというと，無理ではないかとは考えているんで

すが，そういった中で，介護保険でまず重複しないところをまた見直しをかけていくべき

であるものは，見直しをかけていく。そういったことで調整というような言葉を使わせて

いただいております。 

○仕分け人 大体そうだろうとは思うんですけれども，宅配業者との協定というのが，何

社ぐらいで協定が結ばれて実際やっておられますか。安否確認。 

○市職員 今，私どもの300円の助成を実施している会社については５社でございます。 

○仕分け人 かなりこの安否確認というのはうまくいっているんですか。事業者との実績

はどんな具合ですか。 

○市職員 定期的にお弁当をお配りするということで，手渡しを基本として約束していま

す。なので，利用者様のほう，ご本人様にとってみると，少なくとも１日１回，週に何回

かは，決められた配達員とちょっとした会話をすることで，ひとり暮らしの寂しさの軽減

にも図っているだろう。一方では，安否確認，ちょっとした表情の変化とか顔色の変化と

か，動きの変化を配達員が感じることもできる。また，配達する曜日に伺ってピンポンし

たけれども，何の反応もないというときには，あらかじめ登録されています緊急連絡先に，

その場で配達員が連絡するという手法を，役割として，この事業所指定をする中では，き

ちんと説明して実施をしておるところでございます。 

○仕分け人 それはわかるんですけれど，要するに，そういう連絡があったんですか。ど

うなんですか。安否確認のここが怪しいというか，ちょっと問題点があったり，連絡が市

役所のほうにも届くことがあるんですか。 

○市職員 ファックス，もしくはメールで業者から速やかに報告をいただきまして，私ど
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も担当としても，ご家族，ご本人へ，その後は連絡をして，安否の確認に努めているとこ

ろでございます。 

○仕分け人 わかりました。最後にもう一つ。セコムさんに莫大な金を随意契約で結んで

おられますね。一般にここの市役所の場合，どれくらい以上が競争入札か知りませんけれ

ども，これはどういう理由ですか。セコムさんだけしかない機械だからやむを得ないとい

うことですか。どんなことですか。 

○市職員 こちらについては，25年，昨年度。25年度の実績で書かせていただいておりま

す。そういった問題を監査からも指摘を受けておりまして，ことしの春に入札を実施しま

して，セコム以外の会社とも契約をして，そこら辺は委託料の見直しを図っているところ

でございます。ただ，今までセコムさんとやっていて，相当数設置されていますので，高

齢者の方だと，使い勝手が変わるとか，部屋の中の工事なんかもありますので，そういっ

た影響もございますから，今年度もセコムとの随意契約は継続しているところではござい

ますけれども，一応，見直しはかけております。 

○コーディネーター 今のご指摘は，52ページのところに，先ほどの緊急通報システムの

設置の委託先が１社で今まではやってきたけれども，競争性が働かないので，今年度から

は新規設置については入札をして，他の会社の機械も入る。そこが別に複数の会社の機械

が市内にあっても，特段問題はないという理解でいいですか。今までは１社だけだったけ

れどもということですね。 

○市職員 入札にかけるには条件を揃えなければいけないので，今回，条件をそろえて契

約する形になりましたので，実施する内容については変わらないように設定したところで

ございます。 

○コーディネーター 今，宮本さんのご指摘でもう一つ重要な点があって，お弁当のとこ

ろの安否確認の件なんですけれども，大体どれぐらい通報があって，そのうち本当に危な

かったのがどれだけあったかという数字はありますか。 

○市職員 一応，毎日担当がファックスとメールという話をしましたけれども，そちらは

毎日の報告でございまして，実際は配食サービスについては，緊急事態と判断した場合，

うちのほうにも連絡がくるんですけれども，警察のほうに連絡してしまうことが多いので，

うちのほうで緊急事態になったという報告自体が上がったことはないんですけれども，た

だ，そういうファックスで報告を受けていまして，そういった方にはうちのほうから確認

しておりますけれども，特に重大なことに至ったことはございません。 

○コーディネーター ゼロということですか。 

○市職員 そうです，数字上はゼロですけれども。 

○コーディネーター わかりました。 

○仕分け人 緊急通報システムなんですけれども，各自治体，いろいろなやり方があるん

ですけれど，例えば，年間で通報があった件数というのは何件ございましたか。 



－210－ 

○市職員 今，確かな数字が出せないんですけれども，一月当たり大体出動が12件ぐらい

で，年間で重篤な事故というか，救急を呼ぶようなことになったものについては，たしか

10件はなかったと記憶しております。 

○仕分け人 ということは，いろいろ通報されたケースにおいて，通報した人のいろいろ

な状況の変化はさまざまであるということで，かなり緊急を要するものが10件，そういう

ことですね。 

 この出動は全部，今まではこのセコムさんが，全部出動をしていたということで，消防

というのはこういうのとは一切，どういう関係が。全くないんですか。セコムと消防の関

係は。 

○市職員 市町村によってはダイレクトに消防にいくところもあるんですけれども，かな

り誤報とか，相談したいときに押してしまう人が多いので，まず警備会社のほうにクッシ

ョンとなってもらっているんですけれども，消防と警備会社と，そしてこちらの事務局側

と，緊急連絡カードというのをつくりまして，緊急の連絡先とか，お医者さんにかかって

いるものとか，服薬の状況とか，そういったものを消防と３者で共有し，その中で重篤な

事故があった場合は，消防のほうに警備会社から通報する，そういったような形になりま

す。 

○仕分け人 さらに，新規の設置と廃止がほぼニアリーイコールで，この47ページの表で

すと，廃止台数が多いんですが，これは亡くなられたということなのか。それとも全く，

これは無料だから置いておいても邪魔になるものではないということだと思うんですけれ

ども，それはどう理解したらいいんですか。 

○市職員 廃止の場合は，まず転出された方，またはお亡くなりなられた方，そして，あ

とは施設に入所された方，そういった方が廃止の対象になっております。 

○仕分け人 これは，報告はどなたがされるわけですか。廃止にしてくれというのは。 

○市職員 施設入所の場合は，基本的にご家族様であったり，担当のケアマネージャー等

からお話をいただいて，取り外しにおいても，家の中での作業になるものですから，ご家

族，ご本人様の立ち会いの中で取り外しの手続を踏ませていただいています。また，転出

とか死亡においては，住民票上の異動が出てくるものですから，住民票の異動状況を確認

した中で，私どものほうでご家族様にアプローチをして，取り外しの手続をとっておりま

す。 

○仕分け人 ということは，全てその辺の作業等も含めて，これはセコムさん，あるいは，

今年度からは新規の業者さんのほうが全て行うという，その準備の流れの中で動いている

ということでよろしいですか。 

○市職員 はい，ご家族さんとかの調整は事業者，そして私ども事務局サイドで調整を図

りながらやっております。 

○仕分け人 幾つか確認させていただきたいんですが，今の配食サービスについては，
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970人とおっしゃいましたね。これは実数で970人ですか。ひとり暮らしの，調理が困難な

方が970人ということでよろしいですか。 

○市職員 利用者数と，言葉としてはもちろん，例えば他にも調理困難なひとり暮らしの

方がいらっしゃるかもしれません。しかし，ご家族様が近くにいらっしゃって，市の配食

サービスまでは必要としない方もおられる。そういう意味では利用者数という捉え方でお

願いたします。 

○仕分け人 もう片方の，今言った緊急通報システムは，ひとり暮らしの高齢者や高齢者

世帯というふうに書いてあるので，ひとり暮らしの高齢者は少なくとも970人以上いるわ

けですよね。その他に高齢者のみの世帯というふうな理解でいいかと思うんですが，そう

いう方もいらっしゃるんですよね。ですから，少なくとも1,000人以上はいるという理解

ですよね。 

○市職員 少なくともひとり暮らしの高齢者，民生委員様の協力によってひとり暮らしの

調査票を上げていただいて登録をしておるところでございます。それは2,000名を超えて

ございます。その中の希望されている方，必要とされている方の支援，配食サービスであ

れば970名，緊急通報システムであれば750。 

○仕分け人 ごめんなさい，本当の分母を知りたいだけなんです。ひとり暮らしの高齢者

は2,000人のうち，何人がこれを利用していて，高齢者世帯というのは何世帯あって，そ

のうちどのくらい使っているのか。 

 要するに，ここでは737世帯に設置されているわけですよね。多分，調理をできないと

いうことは結構大変な方だと思うんです。そういう方については，緊急通報システムが当

然必要ではないかというふうに思われるわけなんですが，多分，こっちの緊急通報システ

ムのほうが分母としては多いはずなのに少ないというのは，やはり生命を守るということ

を考えますと，こちらもかなり重要ではないかと思うんですが，設置されない理由。片方

は年々この配食サービス，よそから移ってでもこちらを利用したいという方が増えるとい

うことがありますよね。 

 ですから，いろいろなサービスがたくさんある中で，どれが本当に使いやすくて，どれ

がその人のためになるのかということを，わからないですよ，これだけ事業がたくさん，

どかっと一個の在宅サービスというくくりになってしまうと。皆様はどれが重要で，どれ

がどういうものに配分しなくてはいけないというふうに考えていらっしゃるのか。この緊

急通報システムがもっと必要なのか，いや，このくらいでいいんだよということなのか。

隣近所に家族がいるからいいということなのか。そこについて，緊急通報システムの少な

さについてはいかがでしょうか。まず１つ目。 

○市職員 緊急通報システムの，中には，正直な話をいたしますと，警備会社に鍵を預け

る。警備会社が緊急通報を受けて，警備会社のセンターがまずは折り返し連絡することに

なります。どうしましたかと。誤作動の可能性もあるので。ただ，何回コールしても出な
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かった場合においては，ガードマンが駆けつけるとともに，救急隊にも出動要請をする。

現場に確認したガードマンは，あらかじめ預かりました合い鍵を使って中に入らせてもら

って必要な対応をするんですが…。 

○仕分け人 ごめんなさい，鍵を預けるのが嫌だということですか。 

○市職員 そうです。ごめんなさい，話が長くなりました。そういう事例の方もいます。

また，体のほうは不自由になったけれども…。 

○仕分け人 ごめんなさい。だから，何件いるんですか。分母としては。 

○コーディネーター 今までの中で，ひとり暮らしの世帯が2,000世帯，2,000人というん

ですか，それは伺ったんですけれど，緊急通報システムは75歳以上じゃないですか。その

75歳以上のひとり暮らしがどれぐらいとかって，そういう数字があれば，どれぐらい使わ

れているのかというのが，今の小瀬村さんの質問なんです。何割ぐらいの方が使われてい

て，うまくいっているのか，いっていないのかということが，今のあれなんですけれど，

そういうデータってありますか。 

○市職員 今，数字はないんですが，私の記憶ですと，大体，対象になる方の７割方の方

は，緊急通報システムを設置しているという認識でいます。 

○コーディネーター ７割ということは，割り返すと1,000世帯ぐらい。 

 そうすると，75歳以上のひとり暮らしの世帯は1,000世帯ぐらいで，さっきのひとり暮

らしの2,000というのは，もう1,000ぐらいは65から74の方。そこのうち，要支援以上のと

ころも合わせて1,000世帯ぐらいの感触というような理解で。 

○市職員 要支援，要介護認定を受けている方の９割方は緊急通報システムをつけている

ような状況です。ひとり暮らしの方。 

○コーディネーター その３割とか１割のつけていない方の一つの理由は，先ほどの鍵を

預ける抵抗感が。他人が入ってくることに対しての抵抗感があるということですね。続け

ましょう。 

○仕分け人 そもそもなんですが，この事業をやるときに，八千代市の総人口のうちどの

くらい65歳以上がいて，75歳以上がどのくらいいて，それから世帯でいったらば，どのく

らいの世帯のうち，何割ぐらいが高齢者のみ世帯，もしくは高齢者のひとり世帯。だから

こういう世帯に必要なんだよという数がどこにも書いていないので，一体，これからこの

まちの高齢者施策はどうするんだろうということがわかりにくいと思うんですね。 

 それからもう一つ，全く，それぞれの，個々の金額の伸びが書いていないんですが，仕

分け人の質問から，配食サービスが一気に何倍にも増えていってしまう。多分，今後です

けれど，これもまた物すごい数で増えていくわけですよね。その対象者も増えるし，利用

者も使いやすいから，こちらに移るということがあるということをご指摘いただきました

が，そうしますと，今後，八千代市でやっている，少なくとも在宅サービスというのは，

この５年後に幾らぐらい，10年後にどのくらいという推計はお持ちですよね。それが八千
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代市全体の予算に占める割合はどのくらい伸びているかという推計はお持ちですよね。 

○市職員 すみません，今，そういう数字は持っていません。 

○仕分け人 それぞれのまちで，ほぼ同じようなサービスをやっているので，個々の事業

がいいとか悪いとかというのは，細かく言えば本当はあるのかもしれないんですが，多分，

時間がとても短いので，全部のくくりの中では一つ一つできないと思うんですが，全体と

して，少なくともこういう八千代市の事業体系が，在宅福祉サービスという一つのくくり

でつくっている以上は，在宅福祉サービスの対象者と，これからの伸びだとか，現在の状

況だとかいうのをまず把握していただいて，このままこの事業をやり続けていいのかどう

かというのを考えなければいけないと思うんですね。 

 やるのはいいんですよ。やるのはいいけれども，行政がずっと税金を使ってこのままや

るのか，もしくは，それぞれのお宅の資産状況であったりということを考えながら負担を

変えていくのか，もしくは，地域でできることがあるわけですよね。昔で言ったら，隣近

所のおばあちゃんがどうも最近寝たきりになっちゃった。うちのお魚を煮て１個届けまし

ょうということもできないわけではなかった。今はすっかりなくなっている。こういうふ

うに言われていますけれども，そういうところについても考えなければいけない。 

 この事業仕分け一個一個，この事業がいいの悪いのという場ではないと思うんです。そ

ういうところを見ながら，このまちってどうやっていけばいいのと。これからどんどんこ

ういう危機的な状況になるけれど，このままでは破綻してしまうよねということを理解し

ていただいて，住民の方にご協力いただく場だと思うんですよ。それが全く数字がない。

今後どうなるかもわからない。このままやっちゃっていいのかなということが判断つかな

いのではないかと思うんですね。 

 ですから，そういうところを今日はしようがないとしても，これからでも，そういう数

字やデータをお示しいただかないといけないんだと思うんですね。 

 あと，先ほどちょっと介護保険の話をされましたけれども，この中の今日お示しいただ

いた在宅福祉サービスは，介護保険でいう，いわゆる地域の総合的なサービスに移るもの

ばかりですよね。ちょっとわかりにくいんですが，今まで介護保険でやっていたものが，

一部，例えばこの日帰りデイだとか，生活介護だとかいうところは介護保険から抜いて，

市町村で自由にやっていいですよと。市町村の給付の中でやったらどうですかという事業

に移るんです。ということは，お金があるところはできるかもしれないけど，それなりの

負担をもらってやっていこうという市は，その事業は続けられるかもしれないけれど，い

つまでも安い金額で，多くの方にどんどんばらまくような事業というのは，早晩とまって

しまいますよね。 

 ですから，今後これをどうするかというのを，今まさに考える時期だと思うんですよ。

だから，このままじゃいけないということをここでお話しいただきたいと思うんですよね。

ですから，皆さんにやっていただくこと，ここはどんどん伸びちゃっているから少しやり
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方を変えよう。この何とかサービス，この他のサービスはどうもニーズが少ないから，使

い方が悪いんじゃないか。考えてみよう，という場だと思うんです。 

 そういうところをお話しいただけないと，多分，判定人の方もどうしていいのかわから

ないよ。今ならまだたくさんもらっているからいいんじゃないということになってしまう

といけませんよねということを言いたいんですよ。そこについて，だから，どういう今後

のあり方，そちらで考えていらっしゃるあり方というのを聞かせていただきたいなと思う

んです。 

○市職員 今，ご指摘ありました介護保険の総合事業に移行する話があったんですけれど

も，そちらにつきましては，今後，地域包括ケアシステム，地域で高齢者を見守っていこ

うという，支えていこうということが，今，国の中で進めている方針でございます。 

 今，26年度までが介護保険の５期，平成12年から１期ときて，今，３年ごとに変わって

いまして曳行期なんですけれども，次期計画では，地域の見守りを中心にしていこうとい

うことになっておりますので，今，お弁当の配食という話の中では，これは見守りなんだ

から，そちらの事業に移していくということも考えられます。その中では，配食の，栄養

をとっていただこう，そういったものの趣旨を除けば，見守りの機能だけであれば地域で

支えていく，その事業のほうに移していくということは考えられます。 

 あと，先ほどホームヘルプとか生きがいデイ，通所介護とデイサービスと訪問介護，そ

ちらについては，介護予防については，次の計画から介護保険の要支援１，２の方が市の

サービスに変わっていくというような施策になっていまして，それは29年の４月までに切

りかえていきなさいというようなことになっていますので，そちらのほうも，この事業に

つきましては，先ほどの生きがいデイとホームヘルプサービスにつきましては，八千代市

のほうでも，そちらのほうの事業に切りかえるという考え方は持っております。 

○コーディネーター そろそろ判定人の皆さん，シートの記入のほうをお願いします。 

 こちらの在宅福祉サービス事業について，こういった形で高齢者の助成をやるべきでな

い，税金を使うべきでない。例えば，介護保険のサービスだけでもういいだろうというの

であれば不要・凍結。 

 市がやるのではなくて，国とか県がやるべきだというのであれば，国・県・広域。 

 八千代市がやるけれども，サービスメニューですとか，あるいは金額だとか，自己負担

とか，そういった見直しが，改善点があるよというのであれば，３番の要改善。 

 今のメニューなり，やり方でいいだろうというのが，４番の現行どおりということにな

ります。 

 いずれか１カ所のところに丸をつけていただくのと，下にご意見等，議論を聞いてのご

感想等ありましたら，特記事項に記入をお願いします。 

 もう少し議論を続けますか。青山さん，いかがですか。何かありますか。ご意見，ご質

問。 
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○仕分け人 先ほど皆さんのお話や，小瀬村さんのお話を聞きまして，やっぱり一市民と

して，仕分け人は初めてなんですけれど，今後のことが心配になりますよね。 

 今，事業の実績とこの資料をいただいた内容を見まして，余りにも漠然として。やっぱ

りここの期，今の短い時間で聞いているだけではちょっと納得できないかなというところ

が，個人的な意見なんですけれど，あります。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 この50分のコマでこれをやるということ自体の話は余りしてはいけないんですけれども，

実は仕分けを，よその自治体でもやっている中では，今日の在宅福祉サービス事業のメニ

ューからすると，配食１つ，緊急通報１つで40分くらいやることもあるんです。そのとき

に，例えばさっきからすごく数字にこだわった質問ばかりしているようなんですけれども，

例えば，対象となる高齢者の世帯がどれだけいて，サービスがどれだけ使われている。ち

ゃんと行き届いているのかどうか。本当は何か使いにくい，先ほどの，例えば心理的な障

壁もありましたけれども，何か使いにくい要因とか，あるいは，そもそも知られていない

んじゃないかとか，そういったものがあったり，あるいは今，これだけ使われているけれ

ども，先々こうなっていくとか，あるいは，対象者が増えていくのか減っていくのかとか，

そういった数字も含めて考えると，今回のこのフレームというか，４つも５つも一遍にや

るというのはちょっと無理があったのかもしれないのは，確かに事実だと思うんです。 

 それが一つと，もう一つは，そういう議論をしていくためには一個一個の事業で，対象

者と，それがどれだけ行き届いているか，今後どうなるか。今，青山さんからご指摘いた

だいたとおり，ある程度人口がどうなっていくかというのは，これはもう当然読めるはず

なわけですから，例えば５年後，このサービスをどういうふうにしていくか。どれだけ伸

びていくかとか。あるいは，社会が変わっていく中では，例えば先ほどの通報システムは，

家に大きな箱があって，ポンと押すものですけれども，今，結構65歳あるいは70歳過ぎて

も携帯電話をお持ちの方がいらっしゃる中で，それでも通報システムが必要なのかどうか

とか，そういうところを見直すという意味では，数字だとか，あるいは世の中のトレンド

だとかというのを押さえる意味では，もう当然やられているとは思うんですけれども，一

個一個の事業の中で，きょうのシートみたいなものを整理をして考えていただく。あるい

は，それで市民の方に説明していくという必要があるんだろうなというふうに思います。 

 書き終えた方から回収をお願いします。 

○仕分け人 その間になんですが，51ページの比較参考値のところに，社会福祉協議会が

行っている事業が載っていますよね。食事サービスと紙おむつ配布。ここも同じ八千代市

の社会福祉協議会がやっている。これは，対象者や配り方，サービスの仕方というのは違

いがあるんですか。 

○市職員 社会福祉協議会で行っている食事サービスは月２回，ボランティアさんのつく

ったお弁当が配達される。配達形式は変わりございません。一方…。 



－216－ 

○仕分け人 対象者も。 

○市職員 対象者については，70歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者という対象者が福祉

協議会。 

○仕分け人 つくれてもつくれなくても関係なく，70歳以上だったらば，希望者だったら

送れる。 

○市職員 虚弱なというところはありますけれど。 

○仕分け人 虚弱というのは，介護度がどうこうとかはないんですよね。 

○市職員 その程度の認識は必要ないと思います。 

○仕分け人 ないですよね。だから，70歳以上で希望したら配れるというふうな整理でい

いですよね。それはどのくらいの人数，いらっしゃるんですか。 

○市職員 人数は143名と伺っています。 

○仕分け人 片方は970人いて，こっちは143人というのは，その違いはどういうところに

あるんですか。 

○市職員 月に２回という部分で，工夫を自らできると思われる方も多くいらっしゃるの

ではないかと。 

○仕分け人 紙おむつのほうは，今と同じように聞くんですが，どのような回数で幾らく

らい配られる，対象者はどのくらいというので教えていただけますか。 

○市職員 まず，対象者で申しますと，533名がご利用中でございます。 

 市の介護用品助成制度と大きく違うのは，紙おむつ，尿取りパッド，この２つの品目が

希望されたセットで届く。12パターン，紙おむつと尿取りパッド，サイズから枚数から，

12パターンの選択肢の中で１つをご家族が選んでいただいて，配送業者から品物が届く，

現物支給の形でございます。 

○仕分け人 月額は幾らまで。片方は5,000円ぐらいでしたっけ。 

○市職員 社会福祉協議会のほうは，幾らまでというよりかは，先ほど申し上げたとおり，

12パターンの中から１つを選んでいただいて。 

○仕分け人 それはそうなんですけれど，だから幾らぐらい相当とかあるじゃないですか。 

○市職員 相場のほうは，おむつは例えば20枚，尿取りパッド30枚を２セットというのが

１つのパターンで設定されている…。 

○仕分け人 ごめんなさい。先ほどは月額5,000円まででした。じゃあ，この方143人は年

間で幾らぐらい給付は受けられるんですか。 

○市職員 金額にしては，その辺は確認はしておらないと思うんです。 

○仕分け人 人は同じ人ですか。違う人ですか。 

○市職員 基本的には同じ人が想定されます。 

○仕分け人 社会福祉協議会には，市から補助金が出ていますよね。それはどんな整理に

なるんですか。その方は，こちらの在宅のほう，ここからもお金をもらって，5,000円相
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当のおむつがきて，片や補助金が出ている社会福祉協議会，要するに，市の補助金ですよ

ね，ほとんどが。そこからおむつをもらうということですよね。ですから，二重でもらっ

ているということですよね。同じ方が……。 

○市職員 利用者様という意味合いですか。 

○仕分け人 そうですね。 

○市職員 この社会福祉協議会の紙おむつの予算的なものは，市民の皆様からの寄附金等

で賄っています。 

○仕分け人 社会福祉協議会の財務諸表も見られましたか。市民の方の寄附金と市からの

補助金はどのくらい違いますか。市民の方の寄附金でおむつ代は賄われる量がきています

か。ないですよね。市民の方の寄附金でこれが賄われるということでしたらば，寄附され

ている方にそこは説明するべきですね。市からも補助金が出ている方に，同じ方に年間何

万円だか相当のおむつを出すたびに，あなたの寄附をもらいますと説明していないですよ

ね。寄附金では充てていないと思うんですよ。そこはどうですかね。そういうご説明だと

したら。 

○市職員 今，小瀬村さんの言うとおり，市から大きな，社会福祉協議会のほうに補助金

を出しているところで賄えていないというご指摘がありました。確かに，うちのほうもそ

こら辺を把握していないところでございますので，ご指摘のとおりかとは思っております。 

○仕分け人 私は別に，社会福祉協議会どうこうで文句を言いたいわけではないんですよ。

ただ，市民の方にこうやって税金が，あっちにもこっちにも使われ，違う組織でも同じよ

うにやっているということがわからなくなっていますよね。たまたまここに今日書いてく

ださったからわかったけれど，書いてくださらなければわからなかったし，これは紙おむ

つをつけている方にとっては助かるサービスだと思うんです。でも，そうじゃなくて紙お

むつは要らないけれども，例えば，徘徊でとても大変な思いをしている方が，片方は月額

6,500円だけれど，それじゃあとても足りないとか，いろいろなバランスがあるので，こ

れだけにこう出していいのかというところもあると思うんですね。 

 ですから，サービスを受けている方の満足度も必要だけれど，受けていない方のサービ

スというか，納得できるものも必要だと思うんですよ。そういうのも含めて，こういう，

在宅の方にはこのくらいのサービスが今いっているけれど，１人当たりならしてこのくら

いだけれど，将来こんなに膨らんじゃうから，だから，このくらいで抑えさせてください。

人も増えるし，抑えさせてくださいとか，住民の方に，少しこの事業は住民の方に地域で

やっていただけませんかという説明ができないといけないと思うんですよ。 

 そういうところを，多分，今はちょっとよくわからないんじゃないかと思うんですが，

そういうのも求められるところかなというふうに思いまして，参考値，せっかく書いてい

ただいたので。ありがとうございました。そういうところも必要だと思います。 

○仕分け人 すみません，自分から最後にちょっと聞きたいことがありまして，実は一番
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最初の質問にまた返ってしまうような形になろうかと思うんですけれども，やはり，いろ

いろなサービスが重複している中で，どう見直していくかというのと合わせて，多分，本

音で今後議論していかなければいけないのが，やはり自己負担の部分になってくると思う

んですよ。自己評価のところでも，利用者負担額の見直しは課題だというふうにまさにお

っしゃっている中で，自己負担額っていう，サービス利用者の負担金というのは，そもそ

も制度上，何か見直しができないものなのか，それとも市のほうで見直すことができるも

のなのか。もし見直していくなら，今後どうしていきたいのかということを，最後，私は

聞かせていただきたいと思うんですけれども。 

○市職員 自己負担のことにつきましては，市のほうで検討して自己負担をいただくこと

は可能でございます。ただ，今までの考え方としては，自己負担を賦課することによって，

それにお申し込みされない方が出てくるのではないかという懸念のもとに，手厚いという

言い方もあれですけれども，自己負担を取っていないサービスが多いということでござい

ます。 

 今後につきましては，その事業が必要かどうかという精査の中で，やはり自己負担はい

ただく方向というのは，一定の流れかとは考えております。 

○仕分け人 では，そういった申し込みされない方がいるかもしれないみたいなことを今

おっしゃっていたんですけれども，そういった調査というものもこれまできちんとやって

きた上で，今おっしゃっていただいているということでよろしいですかね。 

○市職員 すみません，調査というものはやっていなくて，担当の中の意見を聴取した中

でのお話でございます。 

○コーディネーター 担当者の方なり先ほどの民生委員さんとかが，こういうのがあるか

ら，例えば緊急通報つけたらという話があったときに，自己負担があるんだったら，お金

がかかるんだったらいいよというような，体感として，そういう声が上がっているので，

という理解でいいですか。 

○市職員 蛇足になりますけれども，民生委員さんの中には，これだけいい，緊急通報な

んかいいサービスなんだから，自己負担を逆に取らないとおかしいんじゃないかという意

見も，中にはございます。それは少数ですけれども，確かにあることはあります。 

○仕分け人 事業の冒頭に，昭和42年からこのサービスがスタートしたのか私は存じ上げ

ないんですけれども，基本的にそれが現状も継続しているものがあるとするんであれば，

当然，過去，要は何十年間かの利用実績と，要はニーズと実態というものの乖離というの

はみんな見えていると思うんですね。それをやはり削るというか，なくすということが今

一番議論を通して見えてきているのは，そういうことだと思いますので。 

 例えば，非常に腹が立つ話というのか， 47ページの寝たきり老人福祉手当支給月額

2,500円。生活の安定を図るため福祉手当を。こういう文言が出てくること自体，やっぱ

り全てなくすべきものはなくし，そのかわり重点的に，どこにシフトしていくのかという
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ことを，今の議論を通じて，ぜひともこれをやっていかないと，にっちもさっちも本当に

いかなくなります。 

 社協の件ですけれど，今，小瀬村さんが言ったように，寄附の金額で賄えていればいい

ということではなくて，少なくとも，社協に対して八千代市さんからそれなりの補助金が

いっている。当然，その全体の財務諸表の中で，要は使用目的が違うからこれはいいんだ

よ，なんていう理屈は，これからは絶対通りませんから，組織としてのやっぱり，事業収

支の中で，当然，それは賄っていかなければいけない部分なので，やはりその辺の重複と

いうことも徹底して，これは明確にしっかりしていくべきだというふうに思いますね。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 それでは，仕分け人の採決に進みたいと思います。 

 こちらの在宅福祉サービス事業について， 

 不要・凍結と思われる方。なし。 

 国・県・広域。 

 八千代市要改善。５名。 

 ありがとうございました。 

 続いて，市民判定人の皆さんの集計結果をご報告いたします。 

 不要・凍結ゼロ。 

 国・県・広域もゼロ。 

 要改善が12。 

 現行どおりが３。 

今日は15名参加いただいていますので，結論としては要改善ということになりました。 

 それではここで，市民判定人の方からコメントをいただければと思いますが，どなたか

お願いできますでしょうか。挙手で。 

 いかがですか。昨日はたくさん手が挙がったんですけれど。 

○市民判定人 僕自体，介護というか多少関係があって，家内のおふくろが97歳かな。お

ばが１人，これは東京ですけれど生活している。これが88歳。どちらも介護認定を受けて，

こういうサービスを受けているんです。 

 確かに，こういうサービスの項目を言うのはわかるんですけれども，優先順位が一体何

なのか。利用するほうからしたら，もうとにかく，日々，楽なやつはどれかということで

決めていくんですけれども，それが金の問題なのか，あるいは手間の問題なのかというの

は，個々によって違うので，そこら辺が区別というか，何かランクづけみたいなものがあ

れば，もうちょっとわかりやすいのかなと思いますけれどね。 

○コーディネーター このサービスメニューって，パンフレットみたいなものをつくって

お渡しはしていますよね，多分。 

○市職員 高齢者の福祉のしおりというものをつくっております。 
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○コーディネーター 例えば，ひとり暮らしだったらそっちにピンポイントの，これがあ

ったらサービスとして，こういう感じで使えるというのは，一覧性があって。それを持っ

て例えば民生員さんが届けて，ここの部分に丸をつけて，これを使ってみたらどうみたい

なことは通常はやられているんですか。 

○市職員 そういうことです。 

○コーディネーター ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

○市民判定人 まずちょっと気になった点なんですが，質問がちょっとできないのでわか

らないんですが，配食サービスというのは希望者の方だけをやっているというのが，物す

ごく気になりました。某自治体とかについては，乳酸菌を配っているというのは，安否確

認が一番重くてということで，週何回，１日置きに来るのか，そういうことを，どちらに

重点を置くかということなんですけれども，その辺が希望者ということになると，週１回

の方だったらそれでいいのという部分があるので，そういうやり方についてどうすればい

いかということ。 

 あとは，皆さん，いろいろこういう自治体の方なので，やることに，切るというか，事

業を廃止するというのが物すごく難しいとは思うんですけれども，逆に，こういうのを選

択制にして，65歳までだったら２万円とか，それ以上だったら３万円とか，そういうよう

な上限を設定して，その中で利用ができるというようなことも検討するのが一つできるの

かなというような。以上です。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 お弁当の必要性って，どなたかがアセスメントというか，そういう調整はされています

か。そこが今の方の質問。 

○市職員 アセスメントについては，今，申し出等によりですから，担当の者のヒアリン

グにより決めている部分です。 

○コーディネーター 完全に，言ったら言い値で通るというよりは，一応，そこは１週間，

先ほど申し上げたように，この日はどこか出かけるとか，この日は誰かが来てくれるとか，

そういったものをベースに確認はされているという理解でいいですか。 

○市職員 そういうことでございます。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 大分時間が超過して申しわけありません。 

 以上で，こちら３の６の在宅福祉サービス事業についての仕分けを終了いたします。 

 ありがとうございました。 
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＜３－７ 生きがい対策事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，再開をいたします。 

 事業番号３の７，生きがい対策事業であります。資料は54ページ。それでは，説明をお

願いいたします。 

○市職員 それではよろしくお願いいたします。引き続き，長寿支援課のほうで…。 

○コーディネーター 大変失礼しました。それでは，３の７の生きがい対策事業に入りた

いと思います。よろしくお願いします。 

○市職員 それでは引き続き，長寿支援課のほうでご説明させていただきたいと思います。 

 まず，事業シートの３の７，生きがい対策事業。実施の背景といたしましては，高齢者

が生きがいを持って暮らせるよう社会参加の促進のための各種事業を実施しているという

ことで書いております。 

 目的として，高齢者に社会参加の場を提供することにより，生きがいづくりの契機とし

ていただき，健康の維持増進を促進するということでございます。 

 こちらのほう，先ほども老人福祉法の話をいたしましたけれども，老人福祉法の第13条

のほうで，ちょっとこちら資料のほうには書いてありませんですが，「地方公共団体は，

老人の心身の健康の保持に資するための教養講座，レクリエーションその他広く老人が自

主的かつ積極的に参加することができる事業を実施するように努めなければならない」，

２として，「地方公共団体は，老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図る

とともに，老人クラブその他当該事業を行うものに対して，適当な援助をするように努め

なければならない」ということが老人福祉法のほうに明記されております。 

 事業の概要なんでございますが，シルバー人材センター運営費補助金が2,501万3,000円

で，老人クラブ運営費補助が769万6,000円，ふれあい大学校の事業が99万1,000円でござ

います。 

 ちょっと簡単に説明いたしますと，シルバー人材センターにつきましては，こちらが

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において位置づけられておりまして，こちら

は昭和61年に施行された法律なんですけれども，八千代市のシルバーのほうは昭和59年に

発足している形でございます。こちらの61年の位置づけより少し前に始動しております。

これは，国のほうでも昭和55年から国庫補助でそういった高齢者事業団というようなもの

を推進していたところから始まっております。具体的には，皆さんご存知かも知れません

けれども，簡単な危険でない高齢者ができるようなことをセンターのほうで契約しまして，

会員の方が大工仕事とか家事の手伝い，また八千代市の中では駐輪場の整備とかそういっ

たことをしているような状況でございます。 

 引き続きまして，老人クラブのことにつきましては，老人クラブの成り立ちにつきまし

ては古くは平安時代のころから，そういう村落で「講」とかそういうものがあったと思う
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んですけれども，その発展的なもので，明治時代には町内会の老人会というもので発展し

てきたということでございます。この今の老人クラブの制度としては，千葉県のほうの八

日市場市，今の匝瑳市のほうですけれども，戦後昭和21年に発足したのが全国の老人クラ

ブの始まりでございます。そして，その後，昭和38年に老人クラブに対する国の助成が開

始されました。八千代市の老人クラブにつきましても，今年50周年ということで，老人ク

ラブの連合会のほうが50周年ということで，各地域で活発な活動をしていただいておりま

す。それに対しての補助金でございます。 

 そして最後に，ふれあい大学でございますけれども，こちらは古くから八千代市にお住

まいの方は分かってる，歴史的に知っているかもしれませんが，ふれあい大学につきまし

ては，そもそも八千代市のほうでは昭和62年に八千代市老人大学校を設立いたしました。

その前進としては「ことぶき大学」というものもございました。その老人大学というもの

がありまして，それはレクリエーションとかそういう教養を身に着けるための講座だった

んですけれども，老人大学の「老人」という言葉がちょっと余りよくないということで，

平成９年に老人大学校をふれあい大学校と改めまして，生徒さんが今，140名ぐらいです。

定員が150名ですから，多少割れているところもあるんですけれども，そちらのほうで皆

さん，１年間の勉強やクラブ活動を通して生きがいを感じていただいている事業でござい

ます。 

 それで，事業費の合計が3,728万3,000円。そして担当職員が0.9人換算で774万3,600円

です。そして，総事業費が4,502万6,600円ということになっております。こちらの国庫支

出金等の内容なんですけれども，老人クラブにつきましては国の補助をいただいておりま

す。一応，事業概要としては以上でございます。 

○コーディネーター ありがとうございました。こちらについては，主に元気な高齢者に

対する施策ということになろうかなと思いますが，基本的に元気な高齢者に対する事業は

これだけという感じですか。ほかにもありますか，長寿支援課で持っているもの。 

○市職員 あとは事業費の内訳のコストのところなんですけれども，老人集会所の光熱費

等ということで，市内の６つに老人集会所を設けております。 

○コーディネーター ６カ所の施設を持っていて，その維持費という感じ。そこは特別人

が常駐したりというコスト，光熱水費だけあればいいという感じですか。 

○市職員 そうです。常駐はしておりません。 

○コーディネーター 施設としては市のもの。 

○市職員 そうです。市の所有のものでございます。 

○コーディネーター 土地も建物も市が持っていて，過去に建設してという形。 

○市職員 一部，団地のほうはＵＲの土地の上に市の建物を建てているというような形態

もございます。 

○コーディネーター これは昔からあるんですか。 
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○市職員 はい。ＵＲのほうは村上団地，高津団地，米本団地という３つの団地がありま

すけれども，その団地の設立当初に整備したような形になっています。 

○コーディネーター 毎年の決算を見ていると，ほぼそんなに大きな出っ張りへっこみも

なく，毎年継続してこれらのことをやられてきているという理解でいいですか。例えばシ

ルバーの運営費補助は設立当初から，昭和59年から補助はされているものと。 

○市職員 ちょっと設立当初はやっぱり市の施策もございまして，事務局員のほうも市か

らの出向という形をとっていた時代もございます。その後，設立当初からプロパー，専門

の職員を配置する中で事務局の出向等をやめて，例えばＯＢが事務局に入ったりとか，そ

ういったことはありましたけれども，今現在は市の職員のＯＢが事務局長で，あとの７名

の正規職員と，あと一人，臨時パートの方がいらっしゃいます。 

○コーディネーター そこまで説明すると，天下りって言われちゃいそうなので，多分，

事務局長の待遇とかをお示しいただいたほうが誤解がないと思うんですけど，そんなに高

い給料じゃないですよね。 

○市職員 事務局長の待遇は，市の再任用職員の主任主事程度の額になっておりますので，

管理職の額とかそういったところの手当で大きく膨らんでいるということはございません。 

○コーディネーター 多分，大体の額を言わないと誤解をまた招いてしまうので，主任主

事というと，30代ぐらいの。 

○仕分け人 結構高いよな。 

○コーディネーター 30代ぐらい。 

○仕分け人 ２級22万ぐらいですか。 

○コーディネーター 月給20万。 

○市職員 事務局分は年間で346万5,000円です。 

○コーディネーター 340万，週５ですか。 

○市職員 週５勤めて。 

○コーディネーター 週５勤める，それが60歳で定年になった後に市役所で再任用，これ

を継続するのではなくて，そちらに行かれている方がいらっしゃると，そういうことです

か。 

○市職員 そういうことです。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 それでは，仕分け人の皆さん，質疑です。宮本仕分け人さんから。 

○仕分け人 今までのお話を聞いていて，元気な人60歳以上を対象ということなんですね。

元気な人ですね。その人の生きがいというのは基本的に市としてはどういうふうに考える

んだろうか。何かどういう事情があるのか，どんなことに関心を持っているのかといった

ニーズを調査したりなんかされて，基本的にこういう考えで生きがいというものを達成で

きるように支援していくんだということを，何か基本的な方針というのがまだよくわから
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ない。生活の満足度の高い人と極めて低い人では全く関心がないと，生きがいが。生きが

いなんて全く個人的な話で，何に生きがいを感じるかというのは千差万別なんですよね。

そこを元気な人にどの辺にターゲットを設けてやっていくのか，市がそこまでやるかねと

いう感じも少しはしないこともないんです。どこかで膨大な財政負担をこれから調整して

いくかというのを求められているときに，元気な人が何をするのかというのはやっぱり考

えていかなきゃいかんという気がします。 

○コーディネーター そこについて何かありますか。 

○市職員 確かに生きがいというのは何かというのは，なかなか難しい問題であると思い

ます。先ほどそんなに伸びがないというようなお話がありましたけれども，実際，私ども

事務局サイドとしても，今の事業を続けていく中で，実は会員とかが増えていないという

状況がございます。それが今，宮本さんが言われたように，生きがいを何に感じるかとい

うことにもかかわると思うんですけれども，今の高齢者というか，だんだん高齢者の質が

変わってくるという言い方をここで言っていいのかどうか迷いますけれども，今までは行

政が敷いたシルバーなり老人クラブなり，そういったものを受け入れて皆さん活発に活動

してきたような歴史があるんですけれども，今，悩みとしては，私たちが支援している，

ふれあい大学を除いて，シルバー人材センター，老人クラブについては増えない，増えて

こない。今，団塊の世代の65歳以上の方が増えているはずなのにもかかわらず，かつてな

い高齢者の時代になっているのにもかかわらず，人が増えてこないというのが，人々の価

値観がいろいろ多様化しているというところがあると思うんです。 

 そういった意味で，何が生きがいかというのはすごく宮本さんの指摘のテーマとして大

きいものとして私どもも受けとめているんですけれども，今後の高齢化社会につきまして

は，先ほどちょっと前の事業で地域包括ケアの話をしましたけれども，地域で支え合って

いただくという中では，老人クラブとか，まず老人クラブの活動の中では相当数，地域貢

献していただいておりますので，そういったところが，今また国のほうでも光を当てよう

としている部分なんです。ただ，皆さんが昔からイメージどおり，老人会の人は歌を歌っ

たり旅行しているだけだと思うようなイメージがありまして，なかなか新しい高齢者の方

にそういったところが理解されていない。地域に貢献しているところが理解されていない。

だから，そこら辺を行政としては，もう少し生きがいという部分を社会貢献というところ

に位置づけて進めていきたいと考えています。 

○コーディネーター 今のもう少し具体的に，今，増えてこないというところの数とかイ

メージはもう少し皆さんに持っていただきたいんですけど，これ老人福祉法だから60歳以

上が対象とは書いていながら，さっきの再任用じゃないですけど，65歳まで働ける職場も

結構増えてきている中で，実際に老人クラブの会員って今，3,000人ちょっとでだんだん

減っているわけですけど，加入率とかその辺の数字というのはあるんですか。どれぐらい

上がっているとか下がっているとか。 
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○市職員 平成26年３月末現在で，老人クラブの対象が60歳以上になりますので，市の60

歳以上の人口の方が５万6,278人いるところ，会員数については3,105人ということになっ

ておりますので，加入率といたしましては市全体で5.5％ということになっております。 

○コーディネーター 例えばこれが20年前とか10年前に比べて，これだけ変わってきたと

か，60歳以上といったって，実は入ってくるのは70過ぎてからだとか，いや，もっと80に

ならないとなかなか入らないとか，そういったのというのはなかなかデータは難しいかも

しれないですけど，そういうのってありますか。 

○市職員 今持ってきている資料が５年ほどの資料で。 

○コーディネーター 例えば５年前でもいいんですけど。 

○市職員 そんなに動きは５年前と比較して動きはそんなにないはずです。 

○コーディネーター そのあたりが宮本さんのご指摘のニーズとか，あるいは生きがいと

か，何をもって高齢者の活動なのかというところになると思うんですけど。 

○市職員 一番，今持っている古い数字で21年度なんですが，21年度は60歳以上の人口が

５万1,752人に対して，年度末会員数が3,477名なので6.7％の加入率で，この５年間で大

体１％ぐらい下がってきてしまっているという状況になります。 

○コーディネーター 分母を60歳以上にとることというのはどうなんでしょうね。実際顔

ぶれを見ていただいて，60過ぎたから待っていましたと入るのか，それとも実際はもう少

し上の方なのか，その辺ってデータじゃなくて実感としていかがでしょうか。 

○市職員 今，こんな言い方は変なんですけど，老人クラブの高齢化というのが問題の一

つです。要は若い高齢者の方が入ってこない，それは問題点としてあります。ふれあい大

学なんかでアンケートをとりますと，ふれあい大学で老人クラブの宣伝をさせていただく

んです，授業の中で。その中でアンケートをとりますと，75歳ぐらいの方が，私はまだ若

いから老人クラブに入らないというような回答をする方もいらっしゃるんです。だから，

そこら辺の私は老人という認識の方が今，すごく年齢的に高くなっている。体が不自由に

なって動けなくなったら，自分は老人なんだなと思う方がいらっしゃるみたいですので，

そういった意味でもちょっと老人クラブに入る対象が今，60歳以上ですけれども，それを

狭めると，そこら辺の人が入ってこれなくなっちゃいますので，老人クラブの実態として

は若い方にも入ってもらって，いろいろな事務とか細かいこともやっていただきたいとい

うのが本音でございます。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

○仕分け人 宮本さんがおっしゃるように，今，高齢者の雇用安定法が変わって65歳まで

雇用できるということになって，ますますこちらには入りにくくなる。65過ぎてからです

よね，ようやく対象となるなと自分が思うのが。そのときに，それでも65ってまだまだ若

いと思うんですけれども，その方たちにとって，まさに生きがいだとか，今までの長いい

ろんな社会生活の中でいろんな知見をお持ちなわけですよね。そういうところを生かせる
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仕事というのがどのように今，シルバー人材センターが変革していったのかというところ

も問題だと思うんです。昔ながら，さっきのご説明ってすごくどうかなと思って聞いてい

たんですが，高齢者ができる危険でない簡単な大工仕事や家事手伝いと言われたんですけ

ど，それは大変失礼な言い方で，高齢者はそれだけかと言いたくなっちゃうと思うんです。

いろんな仕事をされていて，もっと本当に高度な知識をお持ちの方がいろんな社会貢献を

本当はしてほしいわけじゃないですか。今日いらっしゃる方もすごく政治に関心を持って，

いろんなことができるわけですよね。それをそういうことでくくられると，多分，だから

入りたくないんだという気持ちにもなってしまうんじゃないかと思うんです。 

 昔はそうだったかもしれないけれども，時代は変わって，いろんな高齢の方がいらっし

ゃって，じゃ，シルバー人材センターはこのまま縮小していって，やりたい人は違うとこ

ろで生きがいを見つけてもらうのか。それともこのままもう少し中身を変えていって，や

はり早くからこういうところに入ってほしいのかとどっちかだと思うんです。今のままだ

ったら，もうじり貧ですよね，今のようなことで言ってしまうと。 

 シルバー人材センターの25年度の事業報告書を見たんですけれども，どういうふうに新

しい事業をふやしたとか，どういう取り組みが変えたとか，読んでも全くわからないんで

すよね。安全に気をつけましたとか，受注件数が書いてあって，コミュニケーションを頑

張りますと書いてある。それって今までと何も変わっていないなと思ってしまうんです。

２年前も，１年前か，同じ資料だったんです。公開されたのが最近なので古いところはわ

からないんですけれども，少なくとも時代が変わっている中で，シルバー人材センターの

体質を変えていかないとなかなか人は増えないですよね。 

 もうちょっと話していいですか。 

○コーディネーター どうぞ。 

○仕分け人 その中で，多分，市からも補助金が出ているし，委託もしていますよね。ち

ょっと専門的な話になっちゃうんですが，補助の権利や出資による権利というのがあって，

市が公共団体が外の外郭団体とかに税金を使って補助金や委託料を出しているという，お

金を出しているということは口を出す権利があると法律で書いてあるんです。その口を出

す権利というのは，お金の中身がどう使われているとか，ちゃんと使われているかなとか，

変なものに使っていないかなとか，例えばお金を，補助金をもらっておいてどんどん美味

しいものを食べちゃ困るとかありますでしょう，中身ね。そういうところを見る権利があ

るわけなんです。ですから，多分こちらの長寿支援課はシルバー人材センターや老人クラ

ブの運営状況を把握する必要があるんですよね。そういう必要があるんです。 

 そこで質問なんですが，皆様は毎年度ほぼ同じ金額の2,500万程度をシルバー人材セン

ターに補助されていますけれども，24年度は2,300万，25年度は2,500万，上がっているん

ですよね。でも，シルバー人材センターがやるべき，ごめんなさい，これは私，ここに書

いてあるシルバー人材センターのホームページから，56ページの一番下，財務諸表ＵＲＬ
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から見た情報公開のデータでシルバー人材センターの財務状況を把握した上でお聞きして

いて，本当はここに資料をつけていただければ皆さんもわかると思うんだけど，ＵＲＬを

調べろと書いてあったから自分で調べただけなんですけども，それを見ると収益はどんど

ん減っているんです。収益事業は減っている。そうですよね，相変わらず大工仕事や家事

手伝いだよといったら，時代のニーズはそういうところにないということになったら仕事

は減っていくでしょうよ。だけど，市からもらう補助金はふえるんです。さらに，もうち

ょっと言うと，貸借の分だとかいろいろ増えている。貯金が増えている状況があるんです。

こういうのを市は把握をして，お金を2,500万も出しているんだから，もうちょっと時代

に合った仕事をしてほしいとか，もっと会員を若い方の，それこそ本当に今まで働いた活

動が自分の得意な分野が活動できるような，発揮できるような仕事にシフトしていくとか，

そういうことを言う責任があるんです，2,500万出している以上。いつの間にか仕事が減

っているから減っている分補助金を増やしてほしいと増やしている構造になっているんで

す。そこについてはどのような経過でこういうふうに金額を増やしているんでしょうか。 

○市職員 まず，先に私が最初，事業説明で簡単な家事手伝いとか大工仕事というような

お話をさせていただきました。わかりやすいように説明したつもりなんですけれども，ま

ずシルバー人材センターの役割として，高齢者の雇用の安定もあるんですけれども，生き

がいを保つためにお仕事をしていただくということもございます。その中で，簡易な仕事

ということが定められているわけでございます。あともう一つ，民業を圧迫しないように

というようなこともございます。それから，若い世代が働くようなところをシルバーが持

っていかないようにみたいな，そういった配慮もございます。今，小瀬村さんが言ったと

おり，先ほど話さなかったんですけども，最近ではパソコンを見るような，そういった事

業もシルバーで始めておりまして，専門技術を持っている方もこれから活かしていこうじ

ゃないかというようなお話はさせていただいております。 

 先ほどの補助金が増えているお話なんですが，今，３年に一度ずつ要綱を見直しており

まして，最初に説明したとおり，最初は市のほうの職員が出向して立ち上げたものでござ

いますけれども，しばらくの間，補助金については人件費を100％見るような形でいます。

今現在，要綱は人件費の62％相当ということで上限額が2,750万ということで決まってお

ります。これは今年また見直しを図ります。その中で昨年から，その前の年から昨年増え

たということの話でございますが，一昨年前に専門職で長年働いていた事務局長の方が退

職されまして，その後に入れるどなたかを事務局長とするという段階で，まだ専門のプロ

パーの方ではなかなか事務局長をやっていただけるような方がいらっしゃらなかったので，

市のＯＢが入ったところで人件費が増えた，そして補助金も増えたというような構図にな

っております。 

○仕分け人 今の人件費の件で。今，人件費の話が出たんですけれども，56ページの人件

費のところで5,759万，常勤とうち出向やから８名ですよね。８名で5,759万ということは，
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１人頭幾らの年収になるんですか。700万超えているんじゃない。通常シルバーに会員登

録されている方の月々の平均の手取りと比べて，何で内勤の職員さんがこれだけの人数が

必要で，なおかつこれだけの，要は人件費を占めているかという。こういうシルバーは僕，

初めて見たよ，これだけ高い人件費が１人頭，単純計算で，それはどういう背景があるん

ですか。 

○市職員 歴史的な流れもあるんですが，駐輪場事業というのがありまして，そういった

駐輪場事業をやっていた職員がそのままシルバーに移ってきたというような，外郭団体が

やっていたものをシルバーが請け負って，その事業を職員がそのまま来たというような歴

史的な流れがありまして，方向性としてはプロパーの方をこれからずっと雇っていくわけ

ではなくて，そういう臨時のパートの方や会員の中から事務とかができる方を選出して人

件費を下げていこうという方向性はあるんですが，ちょっと歴史的な流れも八千代市の場

合ございまして，なかなかそこを削減するのは難しいというような状況になっております。 

○仕分け人 恐らくそれが本当にこの体質を結構決めているということも言えるし，冒頭

指摘があったように，売り上げは減っていく，どんどん自己財源というか自己の事業にお

ける収益が減る中で，こういう状態をいつまで放置するんですかという，これは大きな問

題だと思います。 

 それともう一つ，委託料と指定管理料の金額と56ページの上の欄と下の欄で事業収益の

金額が違いますよね，3,000万ほど，同じ項目だけど。恐らく委託料，指定管理料が上の

ほうには当然入っているという，その3,653万が分解されたのがここにあると思うんです

けれども，さっきの駐輪場の指定管理とかその諸々が全て委託料になるのか指定管理料に

なるのか，どっちになっているんですか。指定管理というのはそもそもどこを指定管理を

受けているんですか，このシルバー人材センターは。 

○市職員 駐輪場業務。 

○仕分け人 駐輪場業務，それは指定管理を受けていると。そうしたら，この委託料とい

うのは。 

○市職員 委託料はその中の委託部分と，あとほかにも市のほうで委託している事業がご

ざいますので，公民館の管理事業とか，そういったものも踏まえている数字でございます。 

○仕分け人 とにかく一つずつ，やはり現状をシルバー人材さんに投げていくというか，

任せてやっていただいていることの業務内容については個々の精査が本当にこれ必要だと

いうふうに，これを見ているだけで物すごく感じるので，やっぱりそこは早急にメスを入

れるべきだというふうに思います。シルバーはまだ続ける。 

○市職員 シルバーで。 

○仕分け人 シルバーも市の組織じゃないので，逆に開き直ればどんなに給料を上げたっ

ていいということも言えると思うんです，補助金がなければ。委託もないで独立して自立

して仕事をできている団体だったら幾ら取ろうがいいわけです，成功報酬であれば。ただ
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し，さっき言ったように，市からの委託料は昨年度との比較でも140万ふやしているんで

す。市からの受け取り補助金も160万，だから都合300万近く市から余分に毎年増えている

んです。300万増えている。それで貸借対照表を見させていただくと，ご存じですよね，

見られました。貸借対照表を見ると，今年度，25年度300万委託料を増やしておいて，貯

金が360万増えているんです。どうですか，それ。どうですかということになるんです。

しかも普通預金ですよ。シルバー人材センターの固定資産に，基本財産に入れる金額，上

限幾らですか。 

○市職員 申しわけございません。ちょっと存じておりません。 

○仕分け人 公益的な団体って，固定資産に入れる金額って上限が決まっちゃっているの

ね。だから，そんなに財産を持っちゃいけないということなんです。財産を持っちゃいけ

ないから上限額までいくと，もう積むところがない。でも，その分を会員にも還元しない。

事業でも還元しない。市からはもらっちゃっている。お金が余っちゃった。普通預金に入

れるしかないんです。たった１年間で360万も余って貯金しちゃっている。この実態を見

て，給料が高いの安いのとか，会員が少ないとか，受託事業が減ったからお金が足りない

から増やすというのがおかしいじゃないですかということなの。それで，仕事の体質につ

いても，なかなか難しい，民業圧迫しかねないからだめなんだと言っておいたら，じゃ，

これお金を全部引き上げてやめさせたら，ということになっちゃうじゃないですか。それ

は失礼な話ですよ。もちろん皆さん一生懸命やっていらっしゃるんだから。だったら皆さ

んがもっと自分で自発的に活動できるような体制にするために，こういうところを市とし

て見なきゃいけないことでしょうということなんです。それで，2,500万出していますと

言われても困っちゃうなと。市民だって困りますよね。そんな要するに本家でお金がなく

て息子にどんどんやったら，息子がどこかでため込んでいたという状況なわけです。それ，

おかしいじゃないですかというか，そういうのを見なきゃだめでしょうという話なんです。

そういうところを含めて責任があるんじゃないですか。 

○仕分け人 恐らく彼らはわかっているんだと思う，僕は。担当課長以下は，その辺をよ

く事情をご存じだと思うので，ただそのことにメスを入れることが，要は組織風土として

非常にやりにくい。そういうものがやっぱり根強く残っているということなので，これは

やっぱりトップの強い決断と意思のもとで，これは早急にメスを入れるべきです。いろん

なシルバーさんがありますけど，今，指摘されたように普通預金がそうやって増えるよう

な，そんな組織は今の時代，どこを見てもほとんどないです。これは本当に異常な事態だ

ということを言わずして，絶対に言えないと思うし，現に全体に占める高齢者の比率，シ

ルバーさんの比率，さっき話があったように，パーセンテージでいくと登録されている方

が約１％ですよ，対象の。やっぱりそういう中の１％の方，そのことをやはりマネジメン

トする組織の中身はこういう状態でいいのかというのを同時にやるのであれば，時代の変

化の中で，要は自発的な事業起こし，起業する，むしろシルバーさんの起業というものに
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対して，これからどういう制度を，むしろそっちにシフトしていったらどうだろうと。こ

の2,500万という補助金があるのであれば，むしろそっちのほうで有効に活用できる道も

あるだろうとか，いろんな時代の変化の中での新たな選択ということをやっぱり提言して

いかないと，これは変わらないというふうに思いますので，明確に申し上げていきたいと

思います。 

○コーディネーター 今まででそこのあたり，例えば会員数に対する指摘がなかったんで

すけど，これは減っていることについての分析みたいなことはありますか。登録しても仕

事がなかなか来ないから，そもそも登録しないとか，その辺いかがですか。 

○市職員 仕事が来ないという問題はあるにはありますけれど，それはその方のマッチン

グというか，やりたい仕事と来る仕事が違う場合があって，なかなかチェックすることが

できないことはあります。ただ，会員が減ってきたという状況は，先ほど小瀬村さんも言

いましたけど，高齢者の65歳までの方の雇用が今，確保されてきているというところで，

シルバーのほうも働き盛りの高齢者の方というか，60歳から65歳，そこの方々が今，そち

らのもともと民間とか公のほうで働けるようになったというところがありますから，その

影響はかなり大きく出ているというところですので，今後やっぱりシルバーという看板が

ある，その信用の中で65歳以上の方については働いていただけるように支援はしていこう

と考えているんですけど，先ほど山内さんや小瀬村さんが指摘されたとおり，やはり補助

金の関係の問題というのは大きな問題と受けとめておりますので，そこら辺は見直しを図

らなければならないと考えております。 

○コーディネーター 例えばシルバーの今，600人前後の会員の方がいらっしゃるんです

けど，女性の方ってどれぐらいですか。 

○市職員 女性が80名ぐらいで，八千代市の特徴としては女性会員が少ないという特徴が

ございます。 

○コーディネーター 増えているとか減っているとかあります。 

○市職員 今，「百合の会」というのを立ち上げて，女性を１人ずつ声をかけようみたい

な会がありまして，仕事とは別のそういうクラブ的な活動を通して女性会員を増やしてい

こうという，今，事業というか，そういう取り組みはシルバーのほうで昨年度からされて

いる状況です。 

○コーディネーター 女性向きの仕事も開発はされているという状況ですか。 

○市職員 女性の仕事は大体家事手伝いが中心ですが，最近，駅の放置自転車の整備事業

の中でも女性を，今まで割と男性にお願いしていたところを女性に入ってもらったりとか，

そういった工夫はしております。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

○仕分け人 先ほど言いました家事手伝いというのは，どこで家事手伝いをされるんです

か，女性が。 
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○市職員 一般家庭に入っていって，例えばひとり暮らしの方，そういったところに入っ

ていって簡単な家事の手伝いをしたりとか，そういったホームヘルプと似たような感じの

ことをしております。 

○仕分け人 じゃ，ヘルパーの資格をなしに家事手伝いというか，そういう高齢者のとこ

ろに入るということでしょうか。 

○市職員 そうです。資格がない方でもできる程度の家事手伝いということでございます。 

○コーディネーター 実際にはどういうところで使われているとかってあります，高齢者。

例えば赤ちゃんが生まれた産後のところのお宅に行くとか，あるいは高齢の方に行くとか，

そういう今，どういうところで使われているのがありますか。 

○市職員 そこまで把握していないんですけど，問題点としては，なかなか高齢者という

かシルバーの会員の方は高齢なので，きちんと同じ人がずっと，事業所でしたら同じ人を

その方に派遣して毎回代わることは余りないんですけれども，シルバーの場合だと，シル

バーの会員の方の体調とかいろいろあって，人が代わるというのを嫌がられることもある

ので，なかなかその事業は伸びていっていないという実情はございます。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 山内さん，どうぞ。 

○仕分け人 シルバーの件はそういうことでいいんですけど，次の老人クラブ，別紙の参

考資料で52ページから，もっと前から運営補助金の交付要綱がずっと出ているんですけど，

基本的には補助金を出されるに当たってのベースになるのは，事業計画をきちっと出しな

さいということですよね。その事業，老人クラブとしての事業計画というものはどういう

具体的な事業の中身になっているのか，そこをまずちょっとお聞かせください。 

○市職員 こちらについては担当のほうから。 

○市職員 老人クラブのそれぞれの事業計画ということといたしましては，主にやはり３

つの柱に分けられまして，社会奉仕活動，教養講座開催活動，健康増進活動という３つの

柱のもとで老人クラブは活動しておりまして，事業計画といたしましては，社会奉仕につ

きましては，例えば近隣の道路ですとか神社とかの清掃活動ですとか美化活動，あとは教

養講座開催活動については，自分たちでサークル活動をしたりだとか，あとは市から出前

講座を頼んで勉強会をしたり，交通安全の勉強をしたりとかそういうことが教養講座開催

活動。次に健康増進活動というのが日ごろ，グラウンドゴルフとかのスポーツをやったり

ですとか，体操を継続的にしたりという，この３つの活動で主に成り立っているものとな

ります。 

○仕分け人 それは基本的に，世の中的に事業というふうに言っていいものかどうか，非

常に疑問というか，あくまでも老人クラブさん独特のやっぱり仲よしクラブ的な活動以外

の何ものでもないなと。清掃にしても，例えばある老人クラブは，月に１回，あるいは月

に２回必ずこの公園の清掃をするとか，そういう具体的な取り決めまでも含めて，こうい
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った補助金を出していくのか，いやいや，去年，一昨年ずっと過去やって，人数とそれか

ら長寿会連合会の，もう上位団体みたいなもので相当ここにお金が集まるようになってい

ますね。ということは，仮に老人クラブとしての活動というのは今の説明でよくわかるん

ですけれども，八千代市の長寿会連合会のトータルの連合会としての事業というのは，当

然これ明確な事業の中身がないことにはおかしいと思うんですけど，その辺はどうなって

いるんですか。全体の金額の半分ぐらい。 

○市職員 そうですね。今，おっしゃったとおり，老人クラブの積算というのが人数でや

っているというお話がありました。ここについては，市としましても今後何か，今，山内

さんが言われたとおり，公園を２回やったら何かとか，そういった取り決めのもとに補助

金を出していけるように改革していこうかと今，取り組んでいるところでございますけれ

ども，ちょっと連合会のほうの事業については担当のほうから説明させていただきます。 

○市職員 長寿会連合会としての活動も，やはり先ほど説明した３つの柱をもとに活動し

ております。主に連合会としての単位老人クラブとしての活動取りまとめですとか，あと

はそういう実際にサークル活動とかで皆さんが練習したところを発表する場として芸能大

会ですとか，そういうものを開催したりだとか，あとは社会奉仕とかそういうものの結果

を発表したりとか，あとは実際表彰する福祉大会ですとか，あとはスポーツに関するグラ

ウンドゴルフ大会ですとか，そういうものの市内としてのそういう取りまとめの活動です

とか，そういう大会事業を主に開いているということになります。あと特別事業として，

高齢者と子供との３世代交流を図っていくということで，各地区ごとにそういう３世代交

流の活動を行うための補助金，連合会からの単位老人クラブへの補助金というものを連合

会から出している形になります。 

○仕分け人 要は親睦会であり，一言で言えば，個人個人が自分の趣味の領域でやればい

い中身がほとんどだろうと私は推察しているんですけども，なおかつこれを構成している

のが，さっき説明があったように人口全体の対象の5.5％ですよね。残りの94.5％，ある

いはほとんどの対象の方がこういった活動に対してどういう視点で物を見ているのか。増

えないのは当然だというふうに思ってくるんですけども，やっぱりそういう傾向を考えた

ときに，いつまでこういうことを続けるんですかと。より具体的に言えば，地域課題とい

うものと向き合った形での，逆に言えば，求めるべきもの，やはりこれがないことには，

要は補助金あるいはそういうのは出しませんよと。 

 それともう一つはっきりしているのは，これ全部で老人クラブの年間の事業費が899万，

そのうち会費で602万，要は全体の３分の２を集めておられますよね。残りが市からの補

助金と県からの補助金ということなんですが，あと月に100円プラスしたら，この事業を

全部やれるんですよ，クラブ単独で。要は補助金の額は圧倒的に会費収入よりも少ない中

で，このクラブの運営がされているとするのであれば，当然この辺の事業の中身からいけ

ば自分たちで会費を出し合ったり，あるいは自らの労働というものを通してやることは十



－233－ 

分できる話なので，何を今さらという気がするんですけれども，その辺についてどういう

所感を，ちょっと聞かせていただければ。 

○市職員 山内さんのご指摘はごもっともとは感じますけれども，八千代市以外のところ

を引き合いに出すのはフェアではないかもしれませんが，長寿会連合会の事務局を市で直

営でやっているところもございます。そういったところは見えない形で補助をされている

ような状況でございますので，八千代市の長寿会連合会のほうは自ら長寿会の代表の方々

が一生懸命やっていらっしゃる，事務局を運営してやっていると，ちょっと感情論でお話

ししてもあれですけれども，そういったことで，そういった意味では，決して300万何が

しというのが高いか安いかということにもなりますけれども，それは私どもは高いものと

は考えておりません。ただ，先ほど山内さんが言われたとおり，会費収入をまた吸い上げ

るというところで，もうちょっと増やせばそれを賄えるんじゃないかというお話もごもっ

ともな話かと思います。そこら辺，また老人クラブでの単位老人クラブへの補助金と連合

会への補助金というところは精査していく必要があるのではないかなと考えております。 

○コーディネーター ちょっと今の構造をもう一回確認ですけれども，老人クラブ全体に

対する補助金が769万6,000円で，そのうち61カ所のクラブに対する補助金が473万円，全

体の連合会に対する補助金が235万7,000円なんですが，61個の単位老人クラブから連合会

に対して99万4,000円負担をしている，そういう構造だということでいいわけですよね。 

○市職員 そうです，そういうことでございます。 

○コーディネーター なので99万，61個のところから連合会に行っている分は，市の補助

金がそこで流れているとも言えるし，逆にそこの部分というのは会費から出ているんだと，

どっちとも言えると。でも会費を１円も取っていないところも分担金を払っているので，

全く関係ないとはちょっと言えないかなというところかなと思います。 

 そろそろ判定人の皆さん，シートの記入のほうをお願いいたします。もうちょっとだけ

質疑を続けます。 

○仕分け人 そもそもなんですが，八千代市ではいろんな団体があると思うんですが，補

助金の支給基準というか，この補助金要綱じゃないです，支給の基準，方針というのはど

ういうものでしょうか。その方針や指針はおありでしょうか。どういうものに出すとか簡

単なものじゃなくてです。 

○市職員 今ちょっと要綱自体はあるんですが，ただ，事務手続の要綱でございまして，

その理念というのはちょっと今，私，ここでお話しすることはできないんですけれども。 

○市職員 全体の補助金に対する考え方というのは，たしか定めてあったとは思うんです

けど，今ここに持ってきていないので。 

○仕分け人 どこの市も補助金交付要綱とかあるんですけれども，それは公益的なものに

ついて必要なものは出すというぐらいしか書いていなくて，具体的に条例や明文化された

ものは多分，それは１個ぐらいだと思うんです。そうではなくて，例えばそもそも補助金
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というのは，自治法にも書いてある話になっちゃうんですが，実施主体はそもそも相手な

んです。相手が自主的にやっている活動，それが，これは公益的にいいなと，公益に役立

つなと，市民に役立つなというところで，じゃ税金で補助金を出しましょう。いい活動だ

から奨励しましょうといって税金を使う奨励的な意味があるんです，補助金というのは。

ということはそもそも公益性があるかどうかを市が認めなければいけないんです。 

 その補助金の額の基本というのは，例えば活動費が，ここで言ったら何百万でしたっけ，

800万，900万近くのうち，例えば900万のうち850万を出しちゃったら丸々市のお抱えみた

いな団体になってしまいますよね。逆に800万自主財源があったとして，10万ぐらいやっ

たって焼け石に水というか，ほとんど余り関係ない奨励的なもの。なので，どの事業，ど

の活動が公益的なものなのかをまず把握して，それについてどのくらいの金額を出すかと

いうのを決めなきゃいけないんです。多分そういうのを持っていないんだと思うんです。

ずっとやっちゃっているし，何人いるから幾らだねというのでやっているだけで。そうし

たら会員数を増やせば額が増えるだけだから，名簿に名前をつければいいだけになっちゃ

うじゃないですか。だけど，どの事業をやっている，どんなことをやってくれているから

補助金を出しましょうということにしないと，山内さんがさっき指摘した，仲よしクラブ

でグラウンドゴルフをやっているのに金を出すのは許せないという市民もいるわけですよ

ね。５％だから95％は，そんなばかばかしくて入っていられない。グラウンドゴルフに何

で俺たちの金を出すんだよと言われたときに何て説明するんですかという話です。 

 なので，明らかにこういうものについてこのくらいある。また，さらに言えば57ページ，

収入支出の差額を見ると70万6,000円，だから８％以上が，１割弱が余っているの。それ

は翌年度に繰り越ししているんです。だから，市からもらっているお金，要するに余らせ

ているわけ。それはどれに余らせているの，会費の分が余っているのか，補助金分が余っ

ているのかわからないですよね。だから，そういうの含めて儲ける必要はない団体だと思

いますので，そういうところについて，どこの範囲を補助金を出していて，どういうとこ

ろにこんな結果になっているというのを説明する義務があるわけです，補助金を出してい

る以上，税金を使っている以上。そういうのを今，聞いていると，全く数値的な説明がさ

れていないので，たまたま八千代市にうるさいオンブズマンがいないからいいかもしれな

いけれども，そういう問題じゃないじゃないですか。 

 やはり皆さんが納得して，シルバー世代にもそういう使い方ならいいよねと。もっと言

えば勤労者，仕事がもらえないような方ががたくさんいて，こっちに回してくれよといっ

たときに説明ができるようにしなきゃいけない。だから，それが行政の説明責任だと思う

んです。多分，今日，そういう数字は20行目ですけれども，出てこないので，どれがいい

のかを私たちははっきり言ってわからない。多分，市民の方もわからない。50万が足りて

いるんだか，いや100万が本当はいいんだか，５万でも多いんだかわからないということ

がここで明らかになったんじゃないかと思うんです。そういうところをちょっと整理して
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いただく必要が大いにあるんじゃないかなと。このままでは，このまま出し続けていても，

シルバーもそうですけれども，出し続けていても，生きた金にならないんじゃないかとい

う心配があるんです。一旦凍結してでも，精査をして検証して，どこの分を幾らにするか

というのを考えるべきなんじゃないでしょうかというふうに思います。 

○仕分け人 今，気がついて，66から67の参考資料で補助金以上にウエイトが高いのは，

助成金というところが非常にウエイトが高いんですけど，補助金以外にこの老人クラブへ

の助成金というのはどういうことなんですか。 

○市職員 こちらの助成金につきましては，地域の自治会から単独で長寿会の老人クラブ

のほうに助成しているというようなことです。 

○仕分け人 ということは区の会計，それぞれの地域の集落の会計から，その地区内にお

ける老人クラブに対する助成という，そういうことですか。それから，逆にだけど国だっ

て，要は事務委託費か何かという名目で当然行政から委託あるいは補助金名目で委託金を

出していますよね。それが使われているという可能性だって当然あるわけやから，それは

もう区の独自の判断で自由にやってくださいという，そういうことですか，これは。 

○市職員 今の話はあれですかね，自治会に対した補助。 

○仕分け人 自治会に対しても行政は補助していますよね。その自治会がさらに老人クラ

ブに対して助成をするということは結果として，そういう市は直接老人クラブに補助を出

しているけれども，また別の形でも出しているという二重という理解ができないこともな

いよねという，そういう意味です。 

○市職員 そうです。山内さんがおっしゃるとおり，そういった，こっちからも出して，

こっちからも出しているんじゃないかという質問に対しては，うちのほうでかぶっている，

そこの分じゃないですよという説明はなかなか難しいかと。 

○仕分け人 ちょっと触れるのができなかったんですけど，ふれあい大学校。だめだ，声

でいく，地声で。 

○仕分け人 マイク換えてみたら。マイクでもだめかな。スピーカーの故障かな。 

○仕分け人 これ，授業料は幾らですか。 

○市職員 今現在は授業料はいただいておりませんで，クラブ講師の謝金については生徒

さんの自治会を立ち上げまして，そこら辺で出していただくというような形をとっており

ます。 

○仕分け人 今現在いただいていないということは，これスタートしたときはもらってい

たという，そういう徴収をしていたということですか。 

○市職員 そういうことではございませんで，今後，授業料等を負担していただこうかと

今，検討しているところでございます。 

○仕分け人 あくまでも検討中ということで，だけど物すごく多いね，それが，高齢者対

応については。やっぱりそれは逆に言えば，課題認識がある程度原課としてお持ちなので，
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そういう回答になっているのかなというふうには，いい方向で僕は受けとめますけれども，

少なくともコスト意識ということが物すごく今，特に高齢のこういった活動等に関しては

僕，希薄だというふうに思っているんです。実はさっきの事業費のなんかをずっと見てい

て，ちっちゃいこと余り言わんとこうと思ったんやけど，老人集会所光熱費ほかにもある

やん，71万7,000円。基本的に使った人間がかかったものを負担するのが世の中の原理原

則でしょう。それを丸々どうぞなんていうことは，今の状況，こういう仕分けを通して，

どうしていこうと議論をしているときに，まずもってこれは明快に正面から向き合って，

やっぱりこれは皆さん方でご負担くださいと。自分たちのためにお使いしているんでしょ

うという，こういう原理原則を全てのことに対して私は追及すべき，遅過ぎるぐらいだと

思います。 

○コーディネーター ふれあい大学校のところでもう一つ，ほかの社会教育の講座なんか

もかなり60歳以上の方って多く受講されていると思うんですけど，こういう形で高齢者だ

けを対象とした講座というのを，あえて設ける必要というのは，どういうところに理由を

お持ちですか。ほかの人と，例えば50歳の人と一緒に勉強するんじゃまずいとか，テーマ

が違うとか，その辺ってありますか。 

○市職員 確かにそういった問題はあると思うんですが，やはり高齢者の特化したカリキ

ュラムというのは必要かと考えております。一緒にスポーツとかするんですけれども，そ

れも体の身体能力ってありますから，若い方と一緒に同じメニューというような講座には

なかなかしがたいものがありまして，そういった面もありまして高齢者の方に特化してい

るような形になります。 

○コーディネーター というのは，例えば社会教育のセクションとか，あるいはスポーツ

のセクションが60歳からの何とかというのを講座を打つほうが専門性はありそうな気もす

るんですけど，ここの要は長寿支援課がこの部分の事業を持つというのは，しんどいのか

なと思ったので伺ったんですけど，その辺はそんな感じはないですか。 

○市職員 今，高齢者施策，いろいろな多岐にわたって問題がある中で，こういった教育

的なものを持ち続けるというか，老人福祉法の中でそういった教養の講座を提供するとい

う，そういった法律には定めてありますけれど，それは市とすれば，どこで提供してもい

いものでございますから，このままこちらの健康福祉部で続けていくか，もしくはそこの

社会教育のほうでやっていくかということは今後の課題かと考えております。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 すみません，時間が随分過ぎていますので，ここで採決に移りたいと思います。 

 仕分け人の方，挙手でお願いいたします。 

 こちらの生きがい対策事業。 

 不要凍結と思われる方，２名。 

 国・県・広域。 
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 八千代市要改善，３名。 

 ありがとうございました。仕分け人の結論は要改善ということになりました。 

 判定人の皆さんの採決結果をご報告します。 

 不要凍結が１。 

 国・県・広域が１。 

 要改善が13。 

 現行どおりがゼロですので，結論としましては要改善ということになりました。 

 それでは，判定人の皆さんからコメントをいただきたいんですが，どなたか。 

○市民判定人 山内さんとそれから小瀬村さんからもご指摘があったと思うんですけど，

老人クラブなんですけども，この資料の66ページと67ページに補助の実績の一覧表があり

ますけれども，この中でやはりちょっと私は会費を全然取っていないところが二，三ある

にもかかわらず，補助金あるいは助成金をいただいていてという現状があるわけなんです

ね。これは非常におかしいと思います。以上です。 

○コーディネーター ありがとうございます。続いてどうぞ。 

○市民判定人 まず，シルバー人材センターの補助金が突出しているわけですけども，大

体70％は人材センターであって，私の見方が間違えているかもしれませんけれども，先ほ

どの国のハローワークの内容と変わったことはしていないんじゃないかと。ハローワーク

の内容の中から老人ができることを考えてやっているというようにしかとれていなく，ま

た，これは今までやってきた中でこうなって，毎年毎年予算をもらっているという感じが

見受けられますので，このシルバー人材センターにつきましては，全部見直しということ

で考えたらどうかと思います。それで，予算としましては70％ぐらい，これで生きがいの

中から使っているわけですが，これを20％ぐらいに減らして，こんなに使う必要がなく，

これはハローワークに任せてもいいような内容だけなので，20％ぐらいに人材センターの

補助金を減らして，さらにその内容をハローワークと重複しないような内容でどんなこと

ができるかということを考え直してやっていただけたらと私は思います。 

 そういうことで，生きがい対策事業に関しましては，いろいろ時代も変わってきていま

すので，もう一度ここで原点に戻って何が必要であるか。それでその中で，私は市のほう

に要望したいのは，まず最初に弱者，弱い人に対してどういうように補助をしていくか。

それから２番目としましては，効率を考えない無駄なものをどういうふうにやっていくか

と。それから３番目としては，公共のものというように，市役所の考え方も，まず弱い者

を中心に考えていくということと，みんなが無駄だなと思って効率を考えないようなもの

にも目をつけてもらい，さらに公共のものということで考えてやっていただけたらなと，

ちょっと個人的な考えですが，そういうように感じました。 

○コーディネーター ありがとうございます。まさにこの事業は補助をやったので，今の

方のご指摘のとおり，公共性があるのかどうか，本当に助ける必要があるのかどうかとい
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うのを改めて見ていただきたいなと思います。たくさんこの事業についてもコメントをい

ただいているんですけど，一番共通して慣例とか慣習とか惰性になっているんじゃないか

というようなご指摘が多くありましたので，ここは改めて考えていただくいい機会になる

のかなと思います。 

 それと，どうしても個別事業の中で，冒頭の宮本さんのご指摘に十分議論が深まらなか

ったんですけど，そもそも生きがい対策と銘打っている中で，それが本当にこれから必要

なのかどうか，その生きがいという看板と今のシルバーなり老人クラブの補助というのが

ぴったり合っているものなのかどうか。時代のニーズという言葉も判定人の方からはコメ

ントしていただいていますので，そのあたりも改めて考えていただければと思います。 

 それでは，以上で生きがい対策事業についての仕分けを終了いたします。どうもありが

とうございました。 

○市職員 ありがとうございました。 
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＜３－８ 単独給食校運営事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，再開をさせていただきます。 

 資料が58ページ，事業番号３の８，単独給食校運営事業です。 

 それでは，説明をお願いいたします。 

○市職員 よろしくお願いします。 

 単独給食校運営事業の主に実績及び効果，そして今後の方針について簡単に説明させて

いただきます。 

 まず，学校給食運営事業の実績につきましては，まず，学校給食について若干ご説明を

申し上げたいと思います。学校給食は学校給食法及び食育基本法を主となる根拠といたし

まして行っているものであり，主な事業内容は安全・安心な学校給食の提供，食に関する

指導の充実に期するものです。現在，八千代市では自校方式，いわゆる単独給食校と，共

同調理場方式，いわゆる学校給食センターの２つの方法で給食を提供しております。 

 次に，単独給食校運営事業の実績についてご説明いたします。平成23年から25年の年間

の食数につきましては，事業シート裏面にあろうかと思いますが，活動実績に記されてお

りますのでご確認ください。人件費は１時間当たりの平均人件費と勤務実数を乗じて出し

てあります。なお，人件費に関しましては，実際の人件費につきまして，正職員はそのま

まなんですが，臨時職員につきましては再任用の職員のものを示してあります。ほかに事

業内訳に示してありますが，パートの調理賃金が人件費としてかかわっております。 

 年間の学校給食の実施日数ですが190日を予定しており，実績といたしまして，平成23

年度184日，24年度は185，25年度は185日となっています。単独給食校４校には，栄養教

諭２名，学校栄養職員２名が配置されており，このうち４名中３名は県費負担の教職員で

配置しております。４名の主な仕事内容は，学校給食実施基準の栄養価を満たす献立の作

成や賄い材料の発注，調理場の衛生管理です。加えて食に関する指導の全体計画及び年間

指導計画に沿った事業に取り組んでおり，年間平均11時間から15時間の事業を行っており

ます。さらに献立表配布とあわせ，給食だよりの配布により保護者への啓発を行っていま

す。 

 続きまして，単独給食校運営事業の効果についてですが，１つ目としましては栄養士及

び調理員と児童が顔を合わせることができるため，児童が給食を通して食に対する感謝の

気持ちが育つなど，食育推進に大きな効果を認めております。そして，その感謝の気持ち

が直接，調理員に伝わるため，調理員の意欲の喚起が容易に保てると考えております。 

 ４校の全ての学校に栄養士が配置されているため，給食時間の児童の喫食状況を見てバ

ランスよく食べる必要性や食事マナーなどきめ細かい給食指導が行えております。 

 また，発育測定などの結果から，児童の健康状態の把握を行い，肥満や痩せなどの体格

に応じた指導も養護教諭や学級担任と連携して行えているところであります。 
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 ４つ目としましては，給食の配送の必要がないため，適温給食の温度管理ができます。

そして，調理から喫食までの時間が短く済むため，食中毒防止などの給食事故防止に効果

的であると捉えております。 

 ５番目としましては，異学年交流や自校の学校行事に合わせた給食提供が可能であるた

め，食や給食への関心を高める効果が得られるというふうに考えております。 

 ざっと事業としては，そんなところです。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 そもそも前提のところで一つだけ。こちらの市内に33校小中学校がある中で，この４校

だけが単独に給食をやられている，この経緯はどのようなんでしょうか。 

○市職員 今，おっしゃるとおりです。市のほうでは，単独給食を４校行っております。

そもそもこれは歴史的な背景と学校の設立当時の年月日が経過していく中で，学校給食に

対する方針が異なったところからくるというように捉えております。細かく申し上げます

と，中学校の学校給食は一番設立の古い八千代中学校を初めとする４校が設立当初はお弁

当でした。昭和45年に学校給食センター上高野調理場が開所し，４校が給食センターの受

配校となりました。以降，高津調理場の開所などもあり，既に学校給食センター受配校に

なっているこの４校を含めた45年以降に設立された中学校はそもそも全てが受配校です。 

 そして，一方小学校なんですが，小学校は昭和33年までに設立された大和田小学校，睦

小学校，阿蘇小学校，村上小学校，八千代台東小学校の５校がまず単独給食校として小学

校が設立されたときに，単独給食校として給食を始めています。そして，45年以降に設立

された小学校は給食センターの受配校になったと。この時点で新しくつくる小学校も給食

センターにというとことで方針がここで変わって，そのようになったというふうに捉えて

おります。そして，睦小学校，村上小学校，八千代台小学校はそれぞれ建てかえの際に単

独給食校を中止して，学校給食センターの受配校となったと。55年以降には小学校新設の

際には単独給食校にするという方針が変更にまたなったために，59年以降開校の新木戸小

学校，萱田小学校が単独給食校となったというような経緯でこの４校が単独給食になって

います。 

○コーディネーター すごく古いところはまず単独で始めたんだけども，途中から給食セ

ンターのほうが効率がいいからって給食センターに一回した。ある程度センターのほうが

いいというふうな期間に建てられたところ，建てかえたところについてはセンターの前提

なので，各学校には調理室がない。ところが，昭和59年以降に新しくなったところは，や

っぱり学校にあったほうがいいよねというふうに考え方が変わって，それ以降のところに

は給食室をつくって，これで小学校２校については，この単独給食校の４校に入っている

と。４校のうち２つは新しいところ，２つはすごく古いところという理解ですか。 

○市職員 そのとおりでございます。 

○仕分け人 その建てかえの２校は，これからは単独じゃなくてセンターに行くんですか。
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やっぱり建てかえのときには。 

○コーディネーター 古い２校。 

○仕分け人 ４校のうち２校は新しいからまあいいとして，４校のうち古い２校はそろそ

ろ建てかえ時期が来たとしたらば，それは単独調理場として自校で持つんですか。 

○市職員 それにつきまして，実は平成20年２月に八千代市の公共施設再配置の方針が出

て，そこで教育委員会でも学校給食センターの今後のあり方と単独給食校のあり方という

ことで検討して，既に学校給食センターのいわゆる移転を含む改築，そして単独給食校は

調理員の実態を踏まえて委託化及び最終的には全て学校給食センターに吸収するというこ

とで方針はもう今現在，平成21年３月かな，に公表しております。 

○コーディネーター とすると，今後の方向性としては，この４校はセンターのほうに行

くということは決まっている。 

○市職員 結論からいうと，そのとおりです。 

○コーディネーター なかなかそうすると，仕分けとしては非常に難しくなっちゃうんで

すけど，先々の方向が決まっている中で市民のある方がどう考えるか。今，ご説明があっ

たように単独校の予算というか，はアピールしていただいたにもかかわらず，今後はセン

ターだという方針は一応市としては決まっていると。ちょっとそういう中でしんどいです

けど，宮本さん，どうぞ。 

○仕分け人 方針が決まっているようですけれども，要はセンター方式と単独の場合の経

費面でどれくらい差があるのか，そこのところ一応伺っておきたいです。 

○市職員 経費面は，賄い材料については給食費でいただいておりますので，そういうも

のも抜いたところでざっと見たときに，単独給食校は１食当たり304円，センター給食の

ほうは１食当たり176円。経費面ではそのような差が出ております。 

○コーディネーター これ単独校も委託化したら幾らという，そういう数字はありますか，

300円とか。 

○市職員 すみません，もう間もなく委託化する部分的な１校２校と委託化する予定です

が，ちょっと試算のほうはまだできておりませんが，かなり安くなるというふうには読ん

でおります。 

○コーディネーター 176円まではいかないけど，当然200円台にはなるとか，そういうの

は何となくあると。 

○市職員 そうです。200円から250円ぐらいにはなるだろうというふうに，他市の状況を

見ていると，ちょっとそれは予測されますが，といいますのは，ちょっと調理場の古いと

かいろんなつくりの問題もありまして，実際に発注してみないとわからないと。他市の状

況でも明らかに委託にしたほうが安いのは結論的に出ているので，そのように押さえてお

ります。 

○コーディネーター さっき賄い材料費は除いてというところがあったので，一応皆さん
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ご存じかもしれないんですけど，給食費で生徒の保護者からもらう分が材料費になって，

それが１食大体200円ぐらいですか。 

○市職員 小学校が265円，中学校が317円をいただいております。 

○コーディネーター そうすると，大体１食提供するコストが570円とか600円とかかかる

うち，材料費として親から200円とか300円もらい，税金から300円，調理にかかるコスト

として負担しているのが給食のコスト構造。ざっと言うとそうですね。 

○仕分け人 さっきのお話でちょっと確認なんですけれども，古いほうも今度センターに

する，今の新しいほうも委託にするというふうにおっしゃいましたけど，いつぐらいを目

処にやる予定なんですか。 

○市職員 先に正職員がおりますので，この正職員もこれに関しては市の方針で，正職は

どんどん今，退職に入っているんですね。この退職に関しましては新たに採用はしないと

いう方針も決まっていますので，この人の配置等を考えて，大体これは新しくつくるセン

ター給食との関係もあるんですが，委託についてはもう数年後には４校中２校は委託で対

応せざるを得ないということ。そして，４校全てが委託ないし給食センターに大体10年後

には全てがセンターにはなるというふうに読んでおります。 

○仕分け人 ちょっとすごく専門的で難しいんですけれども，聞いている方には，職員の

話っていうふうにおっしゃいましたけれども，給食って最初にちょっと栄養教諭とか栄養

職員だとかって違いがわからないのもあるんですよね。 

 あと，また県費って言われたんだけど，県費というのは県がお金を出してくれる先生で，

市費というのは市が単独で雇っている人，栄養士さんですね，なんですね。特にまずその

分け方からいうと，今後退職するというのは市単の方ですもんね。市の単独で雇っている

方が退職で。 

○市職員 職員の調理員のほうですか。 

○仕分け人 栄養士についてはどうですか。 

○市職員 栄養士については，特に給食の実数に合わせて県に申請して出してもらいます

ので。 

○仕分け人 ごめんなさい。県費じゃなくて市費のほうは，市単もいるんですよね。 

○市職員 １人います。これは例えば定年だとか何とかに合わせて採用する。市の中の人

事の中で…。 

○仕分け人 これ正規職員じゃなくて，市単の分は臨時ですか。 

○市職員 いや，正規の職員です。 

○仕分け人 正規。だから，その方たちも定年まではずっとい続けるわけですよね。 

○市職員 そうです。 

○仕分け人 だから，そういう方も含めて市単は残しておいて県費を返すということにな

るわけですか，そうしますと，委託。 
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○市職員 学校のそのときの委託の状況によります。といいますのは，食数に合わせて，

その県の給料で栄養士を県から配置してもらっていますので，本来ですと，１人，八千代

４校のうち３人分しか県からもらえないんです。ところが，自校給食でやっているのに，

そこに栄養士が配置されていないということは，非常にいろんな意味で不具合が生じやす

いということで特別に八千代は１人つけていると。そして充実も図ろうとしているところ

です。 

○コーディネーター 今のこの４校をセンター化なり委託する中では，今，市の職員で調

理をされている方がいるので，その方を突然首を切るわけにはいかないので，どこかの学

校に集約するとか，集約されちゃったほうは委託化するとか，そういう形でやり，あとは

栄養士さんは当然こちらのセンターの職員としても栄養士さんがいるので，そういうジョ

ブローテーションの中で，すぐには首を切らないけども新たに人を雇うということはしな

いで，退職不補充と役所では言っているんですけど，退職された方に，１人退職が出たか

ら１人採用ということではなくて，徐々にこうやって減らしていって撤退していくシナリ

オがある程度あって，それが一つ10年後だと，そういうような整理で間違いないですか。 

○市職員 最長で10年後と捉えております。 

○コーディネーター 最長で10年。 

○仕分け人 栄養士の話なんですけど，市単で１人置かなければいけない理由というのは

ありますか。それがこの給食の話をするときに大体，栄養士の話って出てくるんですけれ

ども，市によっては２校に１人だとか，もちろん550食でしたっけ，550人ぐらいまでで栄

養士が１人置けるんですよね。だから，それよりも小さい学校というのは１人置かなくて

もいいっちゃいいんですね。なんですけれども，そうじゃちょっとよくないからというの

で１人置いているという市が比較的財政的に豊かなところは１人置いていて，厳しいとこ

ろは２校に１人というパターンがかなり多いです。１人置かなければいけない理由ってな

かなか説明しにくいわけですよね。それは必要だということはわかるんですけれども，必

要性が片っ方では２校に１人置いているのに，こっちは１校１人。こちらで事故が起きた

のか，何かあったのかといったらないわけなので，そういうときに１人置かなければいけ

ない理由というのはとても説明しにくいんじゃないかなと思うんです。そこもだから，今

後場合によっては委託化を進めていく中では栄養士を減らすということも可能性としては

ありますよね。 

○市職員 単独給食校については，やはり食べ物を安全・安心で提供するということだけ

を考えたら，栄養士を各校に置く必要はないと思うんですが，やはり食育の推進というこ

とを考えたときに，せっかく自校給食でやっているところに１人欠けているより置いて，

そして授業とかいろんな部分も参加させるということまで考えて，やはり１校１人配置す

るということが好ましいということで今，進めております。 

○仕分け人 今，食育の推進とおっしゃいましたけれども，食育基本法ではさっき言った
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栄養教諭という人がいて，この４校のうち２人だけなんです。そういう意味では，食育は

その２人が担えばいい話なので，単独校に１人市単で置く必要はないんじゃないんですか

ということがこちらの言い方なんですけれども。 

○市職員 栄養教諭が他校に出て指導するとなると，これ，いろんな意味で負担が大きく

かかり過ぎるんです。負担というのは併任の申請をしたり，また出張にしたりということ

で，やはり自校を離れてということは避けさせたいというふうに考えております。 

○コーディネーター 山内さん，どうぞ。 

○仕分け人 そもそも何でこんなんが上がってきて議論せないかんいうのはつらいなと思

っているので，だって方針が決まっているわけやから，その方針に対して要は単独校とセ

ンターとのメリット・デメリット，その辺の比較，議論をするのであれば，あるいは効率

面とかいろんな尺度からこっちも言えるんですけど，もう何年でしたっけ，平成，いつか

ら，日程は決まっていないんだ，スケジュールは。21年に方針が決まって，まだ日程的に

いついつ，じゃ，このうちの例えば大和田校についてはいついつやりますということはま

だ全く決まっていないということですね。それで，何を聞けばええかなとずっとさっきか

ら悩んでいて，要は逆に言えば，単独であれセンターであれ，学校給食というのは非常に

重要な位置づけになっている中での地場産食材，これが地場産だからイコール有機あるい

は無農薬に近くていいということにはならないんでしょうけれども，この賄い材料使用率

がここで単独の場合，平成25年度の45.6％と出ていますよね。センターはちなみに今，地

場産の食材の賄い材料使用比率はどれぐらいになっているんですか。 

○市職員 率からいうと，単独給食であろうとセンターであろうと変わらないと思います。

確かなことはあれですが，おおむね変わらないはずです。 

○仕分け人 当然，上の段の学校給食の摂取基準を満たした給食のパーセンテージ，満足

度もほぼ一緒ということでよろしいですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 というのであれば，わざわざ何でこんなところにこういうことを出してきて

まで言わないかん，非常に大変つらかったやろうなというか，何してんやろうか，そっち

もわからへんし，こっちもわからんという非常に，仕分けがあるからやむを得ず，ちょっ

と学校給食なんか出しておけと言われて，恐らく出されたのかなと推測せざるを得ないん

ですけれども，ただ，やっぱり基本的にはどっちにせよ地域の子供たちの健康，あるいは

逆に言えば，バランスのとれた食をせめて給食のときに思い切り提供できる体制というの

は，まさにそのとおりやと思うので，あえて締めるのであれば，とにかくそういう方向で

頑張ってください。 

○市職員 ありがとうございました。 

○仕分け人 ２つ多分あるんじゃないかと思って聞いていたんですが，学校給食って本当

に仕分けによく出てくるんです。そのときには，委託はならんとかいう方がかなり多くて，
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だからお金がかかっても単独だという傾向が結構あったんです。でも，この市は偉いのは，

もうそういうふうに方針が決まっていて，多分市民の方もどこまでオーソライズされてい

るかどうかは別として，市として方向は決まっている。だから，合意は得られているとい

うことですね，議会の中でも。ですから，そこについては反対の方が言われても大丈夫な

んだよというのを説明していただく場でもあると思うんです。私たちもいろんな市を見て

いますけど，委託になったからまずくなったなんて決してないです。本当に工夫されてい

ますし，大体皆さんほとんどが自分でつくっているよりも，かなり外で食べている。私た

ちもそうですけど，外で食べていることが多くて，外の民間のがまずいなんていうことは

ないわけだし，栄養も考えているしということで問題ないんだよということをお話しいた

だきたいなというのがあったのと，もう一つは，さっきお金の話をしましたけれども，親

が出す金額と市として出す調理代として使うもの，そこについて結構お金がかかっている

というのも見ていただきたいのと，やっぱり１食500円ぐらいは軽くかかるわけですよね。

そのときに賄い材料費って今，これ公会計でやっていますか，私会計。 

○市職員 給食費そのものの扱いは私会計ですが，財政的な面で見ますと歳入歳出の中で

やっております。 

○仕分け人 そうしますと，未収金があることもありますよね。そういうところもここで

ちょっと言っていただいて，これだけお金がかかっているんだと。だから未収金について

も，きちんと取ってほしいということも言わなきゃいけないし，もう一つは残渣の問題も

ありますので，そういうところもちょっとここで理解していただく場としてもご説明いた

だきたいなと思ったんですけど，いかがでしょうか。 

○市職員 構いません。それなりの，そんなに資料を用意してきていませんので。 

○仕分け人 簡単に，結構大変だと思うんです。 

○市職員 まず一番，給食の問題を通しては，やはり給食の未納の処理の問題です。毎年，

幾ばくかの未納が出ていて，給食センターもこれまで未納に対応してきたんですが，今，

昨年，今年と未納に対しては保健体育課が窓口となってやるようにしています。といいま

すのは，実際給食費の集金が，まだ八千代市は学校経由となっているものですから，結局，

未納に関して給食センターが学校の校長なり教頭なりに話をするより，保健体育課の課長

なり主幹なりが話をしたほうが学校現場としては力の入れ方が違うということで，それも

未納の回収に向けて非常に今，取り組んでいるところです。今年はまた主幹に食物のアレ

ルギーと未納対応について専属で仕事を任せまして，かなり日々しつこく個別に校長また

は教頭に未納についても回収するように，とにかくしつこく声をかけて，比較的いい結果

が出ているというところです。 

 また，一つ課題としましては，やはり保健体育課がやっていて，いわゆる会計の処理，

いわゆる収入未済について不納欠損を以前は２年経過したら不納欠損で処理していたんで

すが，これも監査のほうから２年たったから不納欠損はおかしいんじゃないかと言われて，
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随分積み上がってきてしまって，それが不納欠損処理が2,500万ぐらいの累積のいわゆる

未納になっています。これにつきましては，今，債権管理課と連携しまして，宛先もなく

外国に戻っちゃったとか，または引っ越して追っかけようがなくなっちゃったとか，それ

からまた４年も５年も前のものであるとかというものがあるので，それについては整理を

して，今，本当に取るべきところからきちんと取っていこうという整理も今，進めている

ところです。 

○コーディネーター １年当たりで未納ってどれぐらいあるんですか。次の年に繰り越し

ちゃう。 

○市職員 99.4％。 

○コーディネーター 99.4％入っている。 

○市職員 納付率はもっと上がっています。今年，25年度に99.52ぐらいまでいっている

から，ですから率としては悪くはないと思っていますが，また，これも一つ八千代の一つ

の特色ですが，いわゆる給食費としては私債権として集金しておりますが，事業費としま

しては市の公会計に入れておりますので，例えば未納者がいたからといって，お金を払っ

ている子，払っていない子に給食の質が落ちるということはしないように行政のほうでバ

ックアップをしっかりしているというところで，これは人によっては，給食費を払ってい

ない子に給食を止めるべきではないかというところもよく聞きます。ですが，給食費を払

わないのは保護者であって子供には罪はないので，八千代では児童・生徒にはしっかりと

出そうという方針でやっております。 

○コーディネーター １億6,000万ぐらい収入がある中で99.5％はしっかり払っていただ

くという状況ですね。 

 ちょっと時間が短いんですけども，大体話としては出ましたので，シートのほうを書い

ていただきたいんですが，ちょっと今までのものと判断基準が変えざるを得ないので，ち

ょっと整理をします。 

 もう給食をやめてしまえというのが，あるいは給食のあり方をそもそも考え直せという

のが不要凍結です。 

 国・県・広報で，給食センターを県がつくれというのが国・県・広域です。 

 八千代市要改善というのは，今の10年後にセンター化，あるいは委託化をするという，

今のシナリオ以上にもっと改善できるところがあるんじゃないかという場合に要改善とし

ましょう，これについては。 

 今のシナリオのままで進めていってほしいというのを現行どおりということで，もしも，

今のシナリオではなく，この４校について21年度の決定ではなくて単独校で維持しろとい

うことであれば要改善に選んで，かつそのことをちょっと特記のほうに書いていただけま

すか。そうしないと，現行どおりというのは今のシナリオ。市の今の考え方で10年かけて

進めていってほしいというのを現行どおりにして，もっと違うシナリオ，もっと違う考え
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方があるだろうというのが要改善，整理をしたいと思いますので，もしも先にボールペン

でつけちゃったらバツでもいいので直してください。 

○仕分け人 私がさっき人件費のことを，栄養教諭のこととかをしつこく言っているのは，

市の単独で栄養士をつけるのも大事かもしれないんですが，ほかにもセンターにもいるし，

栄養教諭も２人いるし，県費で３人いるわけですよね。だから基準で言うと，３人でいい

わけじゃないですか。それでもう一人の人がちょっと３人が交代でちょっと１校をカバー

するということは必要だけれども，その１人分の経費，市で単独で持っている経費，何百

万もかかると思いますけれども，そういうのはほかに振り分けることというか，さっきま

さにおっしゃった未収金の回収だとかにもお金をかけるべきなんじゃないかという気持ち

もあるんです。やっぱり払っている人と払っていない違いがあるというのは市民感情とし

てもよくないし。だから，もちろん債権管理の課で調整をするんでしょうけれども，市と

しても職員が増員できない状況にありますので，せめてここのところは，例えば臨職にし

て浮いた300万分をそちらに回すとか，やり方をもって未収金を回収するということもや

っぱり大事なことだと思うんです，公平性という意味で。公平性の確保をするという意味

では，そういうところもぜひやったほうがいいんじゃないかという思いがあって少し改善

するべきものもあるのではないかという気持ちなんです。そうは言っても，これだけ単独

で取りに行くのは大変なので債権管理部署と連携をとるということだと思いますが，向こ

うも仕事が増えて人が来ない，金も来ないじゃ，なかなか受け入れてくれないというとこ

ろもあるのかなというところもありまして，この人件費の配分を変えるということも必要

なのではないかというふうに思います。 

○仕分け人 債権管理のところで１点気になるところがあったんですけれども，給食費の

やつでいろいろなたしか解釈があった中で，八千代市の場合は公債権という形でこれまで

は不納欠損で落としてきちゃっていたという考えを，債権管理課との話の中で私債権に変

えていったという形でいいんですかね。というのは，いろんな解釈の中で落としちゃだめ

だという話で，例えば公的な措置とかまで取っていくのかとか，そういう考えがあったり

だとか，債権放棄の債権管理条例とかをつくった中で議会に報告とかという形での債権放

棄という形を議会の方に報告していくというやり方があったと思うんですけれども，取る

努力とはまた別に明らかに取れないものについては，きれいにきちんとした手続を踏んだ

上で放棄していくという形もあろうかと思うんですけれども，そこら辺についてもきちん

と債権管理課のほうと話をした上でということでよろしいでしょうかね。 

○市職員 そのとおりです。給食費そのものは，あくまでも昔から今も私債権です。これ

は国が出しているものですので，市は事業そのものは公会計でやっているので，そこの調

整がやや債権管理課の職員レベルの専門職でないと，どうしても処理のところで保健体育

課としてはちょっと壁があるものですから，今，債権管理課の力を借りながら進めている

というところでございます。 
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○コーディネーター 今のお話というのは，例えば税金とか国民健康保険の保険料みたい

な，そういうふうに市が強制的に取り立てる類のものであれば，強制的に取れるかわりに

取れなかったときには時効があって，それはもうある種法律的な手続にとって，もうこれ

は取れないねと判断をしたら，それはもうないものとして整理をしていくんだけれども，

私的な債権という話があったように，給食費についてはそちら側に分類されるので，勝手

にもう外国に行っちゃって手紙も戻ってきちゃうから，その分のお金は取るのをあきらめ

るというのが簡単にはできなくて，それは議会の議決がしっかり必要だと，そういうこと

ですよね。 

 ありがとうございました。 

 それでは，仕分け人の皆さんの採決に進みたいと思います。 

 単独給食校運営事業，不要凍結と思われる方。 

 国・県・広域。 

 八千代市要改善。お一人。 

 八千代市現行どおり。 

 ありがとうございました。 

 判定人の皆さんの結果を報告します。不要凍結が１，国・県・広域がゼロ，要改善が１，

現行どおりが13となりました。 

 ですので，結論としましては現行どおりということになります。 

 判定人の方からコメントをいただければと思いますが，どなたかお願いできますでしょ

うか。ちょっとコメントしようがないですね，いいですか。 

 じゃ，また午後にでもお願いできればと思います。 

 それでは，以上でこちら単独給食校運営事業の事業仕分けを終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 
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＜３－９ 防犯対策事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，時間になりましたので再開をいたします。 

 資料の60ページ，事業番号３－９，防犯対策事業の仕分けを開始いたします。 

 それでは，担当課からの説明をお願いいたします。 

○市職員 それでは私から，防犯対策事業についてご説明させていただきます。 

 初めに，私，生活安全課長の増田と申します。隣にいるのが生活安全課防犯対策班主査

の中川でございます。 

○市職員 よろしくお願いします。 

○市職員 同じく，後ろにいますのが，防犯対策班，山内でございます。よろしくお願い

いたします。 

 防犯対策事業ということでご説明させていただきます。 

 まず基本計画の，安全，安心都市を目指してということを位置づけられておりますので，

それに付随し，防犯対策事業ということを実施しております。 

 実施の背景でございますが，市民が安心して暮らせる犯罪のない地域社会を実現するた

め防犯活動を推進するとともに，防犯施設の整備を実施しております。 

 具体的に申しますと，一番事業として大きいのは防犯灯の維持，管理というのを私ども

のほうでやっていますので，事業費としては防犯灯の維持，管理，あとは防犯組合連合会

の支援，そういった事業を行っております。 

 事業の目的でございますが，防犯施設の整備，防犯活動の促進，市民の防犯意識の高揚，

暴力団の排除，こういったことを実施してまいり，犯罪のない，明るく住みよい社会の実

現。もうちょっと具体的な目的で言いますと，刑法犯の認知件数を減らしていく，こうい

ったことを目的に事業展開をしております。 

 事業概要でございますが，実施方法として補助金と事業シートのほうに書いてあります

けれども，先ほども申し上げましたように，事業費からすると補助の割合というのは，か

なり私どもは低くて，大半は防犯灯の維持，管理，そういったものに係る事業となってお

ります。 

 事業内容もちょっと重複しますが，自治会が維持，管理している防犯灯に対して補助金

を交付する。八千代市防犯組合連合会へ補助金を交付する。あとは防犯灯の維持，管理と

いうのが主な事業となっております。 

 関連事業でございますが，八千代市ＬＥＤ防犯灯管理業務委託ということで，これは平

成25年３月31日までは，八千代市の防犯灯については各自治会さんで管理していただいて

いたんですが，25年４月１日，本来の自治会活動に支障が生じているということで，市が

管理することにしたものです。１年間は自治会さんが管理していた防犯灯を管理していた

んですけれども，ことしの４月から９月にかけて，市内全域の防犯灯をＬＥＤ化いたしま
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した。 

 次に，八千代市防犯カメラ設置事業。これは平成26年度からの事業なんですが，駅周辺

と，犯罪等が多発する区域に防犯カメラを設置するという事業です。また，こちらに記載

しておりませんが，本年10月１日より空き家の適正管理に関する条例を施行しまして，そ

れに係る事業も生活安全課で担当しております。 

 次にコストでございますが，事業費については補助金が 189万3,000円，光熱水費が

6,064万9,000円，修繕料，これは防犯灯の修繕料ですが，これが698万5,000円。まあ，一

部パトロール車の修繕等も入っております。次に，工事請負費が1,293万2,000円。これは

防犯灯の改修費用となっております。次に委託料。委託料については防犯灯の移管を受け

た関係で，市内全域の防犯灯の管理台帳をつくるために要した経費でございます。次に人

件費でございますが，担当職員については2.6人。これは防犯対策事業全てに係る人員と

いうことで2.6人です。金額については2,266万3,800円。コストについては以上でござい

ます。 

 事業の最終的な目標は先ほども申し上げましたけれども，事業成果のところに記載して

おりますが，防犯対策にかかわる事業を展開していきまして，最終的には刑法犯の認知件

数を減らし，市民が安心，安全に暮らせるまちづくりを推進してまいりたいと考えており

ます。 

 あと，資料の下の比較参考値でございますが，防犯灯の維持，管理に関する補助金につ

いては，近隣の市町村さんについては全て自治会さんが管理されている，お任せしている

自治体さんが多いので，八千代市ではちょっと補助金としては少ない形になっています。

また，防犯組合連合会に対する補助金というのも，近隣市同様の補助金を交付しておりま

す。 

 それから特記事項ということで，先にちょっと説明させていただきますけれども，防犯

灯の，先ほど移管したということをお話し申し上げたんですけれども，公団の大規模な団

地がありまして，そういったところについて，ちょっと物理的に防犯灯が移管できないと

ころがございましたので，それについては当面は補助金で対応するという形で，一部防犯

灯に関する補助金を残しております。 

 事業に対する説明は以上のとおりです。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 防犯は警察の仕事だったりするわけですけれども，市役所としても防犯の対策に取り組

まれていて，基本的にこの防犯対策事業と，先ほどご説明のあった関連事業のところで，

ＬＥＤの管理業務委託と防犯カメラの設置と，あと必ずしも防犯だけではないけれども，

空き家条例についても所掌されていると。 

 そこで確認ですが，防犯灯の管理業務委託，26年度からというのは，これはもう既に終

わって単年度のものということでよろしいですか。 
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○市職員 これは委託事業ということで記載しておりますが，実質的にはリース事業。１

万3,700灯，市内に防犯灯があるんですけれども，この４月から９月にかけまして全てＬ

ＥＤ化して，今事業は９月末で完了しております。 

○コーディネーター これはＬＥＤの電灯のリースという。 

○市職員 そうですね，これは10年間のリースになりますので，器具をかえるのもそうで

すけれども，今後故障したときとか，そういったものはリース業者さんに対応していただ

くような形になります。委託期間としては長期で10年間という形で委託しております。 

○コーディネーター 大体でいいんですが，これ，予算というか，お幾らぐらいなんです

か。 

○市職員 10年間で２億500万円ですから，年間2,050万。それでことしはちょっと事業の

開始年度なので，その半額程度の委託料という形になります。 

○仕分け人 別事業。 

○コーディネーター 別事業の中で，こちらの，今60ページのシートのほうで電気代とか

修繕を見ている防犯灯について，その電気の部分，光る部分についてだけは10年リースで，

１年当たり2,050万ぐらいの計算と。 

○市職員 そうですね，ごめんなさい，この事業費の内訳は昨年のもので，自治会から移

管を受けた防犯灯を管理していたときの電気料，修繕料等ですので，平成27年度は電気料

金がおおむね3,500万円程度，リース料が2,000万円程度ですから，防犯灯に係る経費とい

うのは年間2,000万以上削減できます，今後は。 

○コーディネーター 今後はというと，今年…。 

○市職員 25年度に比較するとですね。 

○コーディネーター 今のこの，60ページの，光熱水費が6,000万だとかというのが，こ

れが電気代，光熱費というのは電気代なので，電気代がＬＥＤ化によって今までよりも下

がって，3,500万のが2,000万で5,500万なので…。 

○仕分け人 3,500万が電気代と言ったっけ。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター 3,500万程度に電気代が下がるということで，そこでの削減部分が

一つと，もう一つ，球をかえる必要がないからということですね。 

○市職員 はい。それでリース料は先ほど申し上げましたけれども，年間2,050万程度に

なるんですが，ここで言う修繕料というのは電球交換の費用です。 

○コーディネーター 今まではというか，25年度は698万かかっていたのが，これが電球

交換だったので，リースで向こう側の責任でやってもらう分，ここがほぼゼロになるだろ

うと。 

○市職員 はい，そうです。 

○仕分け人 でもリース代は2,050万。 
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○市職員 それで，この下の工事請負費，1,293万2,000円，これが老朽化して全て交換し

た防犯灯の費用になりますので，これは基本的には発生しないものと思います。ただ，新

規に設置する部分というのは出てきますので，その部分の経費というのは別途かかる形に

なります。 

○コーディネーター それで，トータルとしては年間当たり2,000万ぐらいの削減を見込

んでいらっしゃるということでいいですね。 

 それで今お話の中で出た，防犯灯というのは市内に全体で１万3,700カ所あると。これ

は補助の分も含めて，含めない，どちらでしょう。 

○市職員 補助の分を含めないで１万3,700灯。補助分については344灯になります。 

○コーディネーター 344灯。それは26年度。 

○市職員 26年度ですね，はい。 

○コーディネーター ちょっとすみません，長くなって申しわけないですけれども，61ペ

ージの一番上の，1,262というのとは，その数字は違うとしていいですか。 

○市職員 そうですね。ちょっとわかりづらいんですけれども，平成25年度に移管を受け

ましたので，自治会さんのほうで総会ですとかそういった議決を経ないとちょっと移管で

きないということで，４月１日に移管できない自治会がございましたので，そういったと

ころも含めて1,262灯なんですけれども，344灯以外については25年度中に全て市のほうに

移管しましたので，現状では344灯。今後もこれぐらいの数値で推移していくというのを

想定しています。 

○コーディネーター この61ページの一番上の維持，管理補助金交付灯数というのを横に

見ていただいて，実績値のほうで23年度は１万3,200あったものが，25年度に移管したの

で，それがぐっと減ってきたと，25年の４月１日ですね。それでその４月１日以降に移管

されていないものがまだ1,262あったけれども，現在は344まで減っていて，ちょっと数字

が合わない部分もありますけれども，今１万3,700が市で管理する。それ以外に344は自治

会等が管理されているものがあると，そういうことでよろしいですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター それで，もう一つだけ，25年の決算で台帳作成の委託料が966万と

ありましたけれども，これは当然最初だけの委託ということで毎年発生するものじゃない。 

○市職員 そうです。自治会から報告と移管を受けたんですけれども，自治会さんによっ

ては地図とか正確なものをつくられていた自治会もありますが，ポンチ絵的なものもあり

ましたので，ＬＥＤ化するに当たって正確な位置と，我々が管理する台帳が必要なので，

この年度限りで委託ということで，台帳作成委託。ですからもう，次年度以降は発生しま

せん。 

○コーディネーター この台帳というのは紙ですか，それとも電子媒体ですか。 

○市職員 電子媒体です。 
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○コーディネーター そうすると管理されている番号が振ってあったり，地図とか，地図

の上でここにあるみたいなのがパソコン上で見えるような形ですか。 

○市職員 そうですね。ＧＩＳを使っていますので，そこのポイントを押さえるとその属

性が出るんです。だから，余りないんでしょうけれども，球切れしたとかそういったこと

も載せていけるようなシステムにはなっています。 

○コーディネーター 地図の情報のシステムで，地図上に，何と言うんですか，ポイント

で置いてあると。 

○市職員 そうですね，イメージとしては住宅地図を使っていますので，この辺にこうあ

るというのがまず見た目でわかるのと，あとそこに属性データと言うんですかね，付いて

いるので，それをエクセルに落とせば台帳になるというような形になるんです。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 それでは，仕分け人の質疑に進みたいと思います。どうぞ。 

○仕分け人 すみません，すごく基本的な質問になってしまうかもしれないんですけれど

も，実は自分は山武市というところに市町村合併した，その合併の協議の中で，実はそれ

まで自治会が防犯灯の電気代とかを持っていたのを，市町村，山武市のほうで持つという

ふうな経緯があったんですけれども，すみません，ちょっと恐縮なんですけれども，平成

25年に，自治会から市に移管，今のお話ですと自治会の何か事務に支障が生じているとい

うことのお話の中で，この移った経緯というものをもう一度教えてもらっていいですか。 

○市職員 八千代市の場合，防犯灯の電気料については，近隣の市ですと電気料を全額補

助しているところが多かったんですが，定額の補助で，かなり自治会さんに負担していた

だいた部分が多かったんです。それで，福島の原発の事故がありまして，平成24年度に電

気料が防犯灯に関してはかなり増加しまして，我々もちょっと補正で補助金を増額して対

応していたりしたんですけれども，金銭的な負担もそうですが，やはり自治会の中の高齢

化等が進んでいまして，そもそも防犯灯を管理していくのがなかなか難しくなってきたと

いう経緯がございます。 

 私どものほうの課，生活安全課は自治会のほうも担当しているんですけれども，本来の

自治会活動としては，地域の親睦活動ですとか，防犯灯以外の防犯，防災活動，あと高齢

者の支援ですとか環境美化，そういったところにちょっと力を入れていっていただきたい

という考えもありまして，公共性がかなり，防犯灯って高いものですから，もう私どもの

ほうで移管を受けて管理するということに決めた経緯がございます。 

○仕分け人 ありがとうございます。それで，先ほどの管理台帳の整備というところもあ

わせてになってくると思うんですけれども，移管を受けて今後，ＬＥＤ化とかをして多少

経費のほうは落ちるというお話がありましたけれども，今後八千代市のほうでどれくらい

負担していかなきゃいけなくなるという，その推計的なものというものも，今の時点でも

うつくられているということでよろしいですか。 
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○市職員 単純な推計なんですけれども，リース料については10年間は不変です。電気料

については，これは燃料費調整の関係もありますので，上下はしていったりはするんです

けれども，これは定額で東京電力と契約していますので，大幅に上がるということはない

かなと。ただ，私どものほうは，今西八千代西部地区というところで区画整理をやってい

まして，かなり住宅が張りついていく形になると思いますので，そこでかなり設置しなき

ゃいけないのと，あとは開発も八千代市内でかなり多くなってきているんですが，それに

ついては開発事業者さんで防犯灯をつけていただく形になりますので，設置費用はかから

ないと。電気料の負担はかかりますけれども。ただここ10年でそんなに大幅に上がるとか

という推計はないです。 

○コーディネーター もうちょっと今のところ具体的につかみたいんですけれども，テイ

ガクというのは低い低額じゃなくて定まった額で定額ということですよね。 

○市職員 東京電力の契約はいろいろ複雑でして，これ，公衆街路灯Ａという契約になる

んですが，一般的な定額でいうと，定額契約というのが，例えば自宅を，駐車場を夜間照

らしたいみたいなのがあるんですけれども，そういったものよりは公共性が高いので，安

い金額で契約できる契約になっています。 

○コーディネーター １灯幾らというのはわかりますか。 

○市職員 おおむね私ども，今20ワットのＬＥＤをつけているんですけれども，年間電気

料2,300円程度です，今は。ただこれは原油価格とかにかなり左右されますので，2,100円

になったり2,400円になったりすることはあります。 

○コーディネーター これは自治会さんが管理されていて，その自治会が難しくなったと

いう判断のときは，それはＬＥＤじゃないときだと思いますけれども，それだと幾らだっ

たんですか。 

○市職員 私どもが25年度に管理して6,000万ですから，それで自治会さんによってはそ

れこそ20ワットの蛍光灯をつけていたり，100ワットの蛍光灯，水銀灯をつけていたりす

るので，少ないところは１灯につき3,000円ぐらいの負担だったんですけれども，多いと

ころになると１灯１万円とか，そういった形で負担はされておりました。 

○コーディネーター それの管理が難しくなったというのは，主には電気代の負担に耐え

られなくなった，自治会の財政的な問題。 

○市職員 そうですね，財政的な問題もありますし，先ほど言ったように，ＬＥＤは10年

間球切れしない，まあ，故障とかもありますけれども，蛍光灯なんていうのは２年に１回

とかそういった形で切れますので，夜間そういう防犯灯の役員さんを設けてもらって見回

りをしたりだとか，そういったことはなかなかちょっとできなくなってきているんじゃな

いかという判断です。 

○コーディネーター ありがとうございます。続いて宮本さんどうぞ。 

○仕分け人 防犯という大変な名前の事業のようですが，今説明を受けた範囲では，物理
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的に電気をつけるということですよね。ここの都市，私も終の住みかをこの八千代市に決

めたんですけれども，やっぱり東京に近くて安全な都市だと。ほかの類似の市とかで犯罪

の発生率だとかそんなのはどういうふうな状況になっているかと。基本的にもうハードは

これで終わるんですよね。これからは要するに防犯という，対策でもないですけれども，

どういうことに力点を置いてやっていくのか。ちょっと基本的に，防犯ということに対す

る市の考え方を教えてほしいんです。 

○市職員 犯罪の発生件数，これは八千代市は平成15年がピークで，当時4,691件起こっ

ておりました。これが平成25年，昨年ですけれども2,615件ですから約半分になっており

ます。 

 刑法犯というのはいろいろな種類に分かれますので，いろんな種別があるんですけれど

も，八千代市で今ちょっと力を入れているのが振り込め詐欺ですね。振り込め詐欺の被害

が，今年はもう23件発生しておりまして，１億円ぐらいの被害が出ております。そういっ

た活動に関しても，我々は防災無線で流したりとかいろいろキャンペーンをやったりして

いるんですけれども，ここでちょっと私どもが力を入れているのが自主防犯活動です。補

助金を出していたりするんですけれども，防犯組合連合会というのがございまして，そう

いったところでいわゆる日常のパトロールですとか，あと，地域にお住まいの方の声かけ

活動，チラシをポスティングするとかそういった活動に重点を置くというか，こういうこ

とを言ってちょっとあれなのかどうかわからないですけれども，八千代市って防犯灯以外

の防犯関連の予算というのは，近隣市に比べるとかなり低いんですよね。だから変な話，

余りお金はかけていないような形になっておりますけれども，これ，警察署長さんもいろ

いろお話を伺ったんですが，やっぱり市民一人一人の防犯意識が八千代市はちょっと，振

り込め詐欺は件数は多いんですけれども，近隣の市に比べるとかなり低い水準らしいんで

す。そういった防犯意識がちょっと強いのではないかというようなお話は伺っております。

そういった活動にちょっと私どものほうも，ソフト的な面ですね，そういったところに重

点を置いていきたいと考えてはおります。 

○コーディネーター 今のところで，よその市がお金をかけているというのは，どんなこ

とをされているかというのは把握されていますか。そのことにこっちはやっていないとい

う。 

○市職員 私ども，ちょっと矛盾するかもしれませんが，防犯カメラを設置する予定なん

ですけれども，これは八千代市近隣で一番遅いんです。近隣の市ではもう結構配備されて

いまして，具体的な市名は挙げませんけれども，数千万の予算を使っているところもござ

います。かと言って，刑法犯の認知件数がそこが少ないかというと，そういうこともあり

ませんので，我々はちょっと，実際の八千代市の犯罪の形態とかに合わせた形で金額を支

出していると思います。 

 あと，防犯組合連合会の補助金なんですが，これも多分ちょっとほかの市を挙げて申し
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わけないんですけれども，近隣市で一番低くて50万円。ここはかなり自立した団体で，自

治会にそのメンバーになっていただいて，会費収入というのが100万円ぐらいありまして，

活動の主なものは会費収入によってやっています。ただこれは，ほかの市ですと全て市の

補助で運営していたりしますので，ちょっとそういった違いはあるのかなとは考えていま

す。 

○コーディネーター 今の防犯カメラの26年度の設置事業というのは，大体予算は幾らぐ

らいですか。 

○市職員 1,000万円。それで県の補助が400万円で予定しています。 

○コーディネーター 400万円が県から，600万円が市の一般財源で1,000万円と。何カ所

ぐらいですか。 

○市職員 20カ所です。 

○コーディネーター この20カ所というのは多いんでしょうか，少ないんでしょうか。 

○市職員 少ない。まあ，ちょっと近隣に比べると，同じ程度のところもありますし，か

なり多いところもありますので，単純な比較はできないんですけれども，八千代市ぐらい

の規模だと適正なのかなというところですかね。 

○コーディネーター どういうところにつけられるんですか。 

○市職員 基本的に八千代市に６駅あるんですが，駅周辺というのはやっぱりひったくり

等の犯罪も多いですし，駅周辺は不特定の人が歩きますので，そういったところを押さえ

るということですから，住宅街ということよりも駅のロータリー近辺，そういったところ

に設置をしてまいります。 

○コーディネーター そういう意味では先ほどの刑法犯の認知件数というのがあったんで

すけれども，その内訳というか，振り込め詐欺がどれぐらいで，ひったくりがどれぐらい

でとか，自転車を盗んだのがどれぐらいでとか，そういった数字はある程度あったり，あ

るいは今のお話のように駅前とかで多いとか，こういう時期で多いというのを，ある程度

は警察からの情報提供とかがあって把握されているという理解でいいですか。 

○市職員 そうですね，先ほどのカメラなんですけれども，基本的には，もともとはひっ

たくり対策ということで県の補助金ができましたので，ひったくりの多発している地区，

ちょっと若干制度が変わりまして，車上狙いだとか自動車盗も入ったんですけれども，基

本的に我々が考えているのは，もともとひったくりが多く発生していて，防犯カメラの設

置効果が高いだろうというところを警察と協議しながら設置箇所については決めていくと

いうような形です。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 それでは続いて小瀬村さん。お願いします。 

○仕分け人 何点か確認したいんですが，さっきおっしゃった，自治会によって蛍光灯が

違ったりとおっしゃっていましたよね。そもそも防犯灯は，設置は自治会がやっていたん
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ですか，今までは。 

○市職員 設置補助金を出して，自治会に設置していただいていましたので。 

○仕分け人 補助金が出ていたんですね。だからその範囲の中で明るくしたり，そうでも

ないところはそうでもないと。それで，その設置の基準なんですが，市の中でどういう基

準でこの防犯灯を設置したり，今は全部ＬＥＤだから明るさは一緒になったんですかね，

明るさだとか，その範囲だとか，どういうところにつけるというのは，どういう基準で誰

が決めるんですか。 

○市職員 先ほど防犯灯の移管を受けたということですので，基本的にＬＥＤに切りかえ

たのは，自治会さんがやっていたところにつけたのと，移管に向けて，我々が今度防犯灯

を設置することになりますので，防犯灯設置基準というのをつくりまして，その基準に基

づいて自治会が基準を設けました。それで，どうやってつけるかというと，なかなか市内

全域，道路を我々が見ていくのは難しいので，必要と思われる方の要望によってつけると

いう方針でして，自治会または自治会がない区域もありますので，そういった場合は地域

住民からの要望に基づいて現地を確認して，防犯灯設置基準に該当していれば設置するよ

うな形をとっております。 

○仕分け人 ごめんなさい，だからその設置基準ってどういうものですか。 

○市職員 まずスパン，20メートル以上。通学路。あと基本的には電柱につける。ポール

を立てると高くなりますので，基本的には電柱，東電，ＮＴＴの電信柱があるところです

ね。あとは，なかなか田んぼの中，山の中を要望されてもあれなので，まあ，住宅街から

おおむね50メートル以内の範囲。そういったところで基準が設けてあります。 

○仕分け人 そのときに，防犯灯は20メートルに１カ所ぐらいの間隔でつけるかもしれな

いものですよね。そのときに，近くに例えば商店の大きな看板があったり，明るかったり

というのがあると思うんですが，それから例えばいわゆる街路灯ですね，道路の街路灯が

あったりとか，そういうところの，ほかの光源があるかどうかという判断はないんですか。 

○市職員 ごめんなさい，防犯灯の設置間隔が20メートルなんですけれども，ちょっと公

共の照明灯ですかね，道路灯ですとか公園灯からも20メートル離しますという基準にはし

ております。ただ，なかなかちょっと民間の例えば駐車場なんかでもついていたりするん

ですけれども，いつ消えるかわからないと言ったらあれなんですが，ただ，我々もちょっ

と現場に行きますので，夜間見たりしますから，ここは必要ないんじゃないですかね，み

たいなことは指摘したりはしています。 

○仕分け人 じゃ，そういう意味で，指摘はして，要望があってもそのままつかないとい

うことはあるということですね。 

○市職員 まあ，そうですね。あとは道路形状によっては20メートルよりもっと狭い間隔

でつけたりという判断もしますし，ある程度現場を確認した上での判断になりますが，例

えば自動販売機なんていうのは結構明るいので，そういったところは必要ないんじゃない
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んですかね，みたいな指摘はするけれども，どうしてもと言えば，ちょっと基準上はそう

いうところも入れて，あくまでも公共の光源から20メートルという基準にしていますので，

つけざるを得ない場合もあります。 

○仕分け人 これ，防犯灯が割とどこの仕分けでも出てくるんですが，やはりそういう公

の光源からは離れているけれども，実は結構民間のところではすごく近くて，ここがつい

ているんだからここはいらないんじゃないかというのが何カ所もある自治体も結構あるん

です。そういうところを見ていかないと，要望があった，距離の条件を満たしている，だ

からつけるということになると，基数が増えてきてしまうので，そういう意味ではＬＥＤ

化して安くなったとは言え，かなりの金額，年間6,000万超えているわけですよね。です

から，これからもますます増えていく可能性があるということを，ちょっと心配している

わけなんですが，そういう基準が，民間のものも含めて入れたほうがいいんじゃないかな

ということをよく指摘されるので，お伝えいたします。 

○コーディネーター 今のところは，何でよそでも仕分けになるかというと，今のちょっ

と繰り返しになりますけれども，道路を管理する上で，道路が暗いと交通事故もあるので，

道路を照らす，すごく高いところにあるような道路灯があったりとか，公園があれば，公

園の中が暗いと危ないので公園を照らすところがあったりとか，あとは商店街に独自の，

その商店街が設置する独自のデザインの，商店街の街路灯をつけられている商店街なんか

もあるので，そういったところの，だぶりがないかとか，実際に明るければいいのに公で

やっていることをこだわって無駄になっているという可能性があるので，よくそこが議論

になるというところだということですよね。 

○仕分け人 もう一つ確認したいんですけれども，移管できなかった344カ所というふう

におっしゃっていたところ，これは63ページに載っている団体名，こういう自治会という

ことでよろしいんですか。 

○市職員 そうですね，対象はこの団体名のみになりますので，この団体が管理している

防犯灯です。 

○仕分け人 この団体への支出根拠のところ，３行目ですか，集合住宅で結成されている

自治会は難しいということでしたが，これはどこに設置されているんですか，集合住宅の。 

○市職員 集合住宅でも，中には市道等が入っていますので，そういった道路沿いに配置

されているもの。ただ，集合住宅というのは駐車場を照らしたり，自分たちのお庭という

んですか，そういう共用部分を照らしているところもありますので，そういうところは現

場を確認して省いて，実際に防犯灯として使われている防犯灯に対して補助はしておりま

す。 

○仕分け人 要するに私有地のところの防犯灯，防犯灯という言い方が正しいかどうかわ

かりませんが，私有地で，私が自分の家の玄関が暗いからちょっと電気をつけようという

のと何ら変わりないところで電気がついているわけですよね。そこについても補助が出て



－259－ 

いるということですか。 

○市職員 そういうことですね。 

○コーディネーター 集合住宅の敷地内でですか。どういう整理ですか。 

○市職員 一般的なマンションに対して，我々は補助金を出していないんです。要は市道

が通るような，かなり大規模な団地。八千代市の村上団地というのと，高津団地，米本団

地，こういった団地がございまして，米本団地についてはＵＲが全て管理していますので，

私どもは補助金を出していないんですけれども，村上団地と高津団地については賃貸部分

と分譲部分がございまして，賃貸部分についてはＵＲさんが管理していますので補助金を

出していないです。分譲住宅については自治会さんがありましたので，そういったところ

で例えば，大規模な団地ですから，市道もあるし，ほかの，周辺の方が通り抜けできるよ

うな，まあ，それは私道なんですかね，そういったところについている，要は防犯灯的な，

もう我々は防犯灯としているんですけれども，そういう道路部分についているものは補助

していますので，単にマンションの敷地の中のそういうものに対しては補助はしていませ

ん。道路的に使われているところでしか補助していません。 

○コーディネーター ある一定の，ほかの方が通り抜けるとか，不特定多数の方に明るく

しておかないと迷惑がかかるといった，そういうものを自治会のほうでつけている場合に

は補助をするという考え方であって，単にマンションの駐車場とか通路を照らすような，

マンションの住人の方にしか便益がないようなものは補助しない。そういう線引き。 

○市職員 していないです，はい。 

○コーディネーター それで，ここに補助するという理由としたら，ほかの自治会が移管

している，移管はできないけれども，それとの機能は一緒だと。 

○市職員 そうですね。要はこれ，こういうところは地下に電線が埋設されていたり，要

は共用の階段なんかのやつとメーカーが一緒になっていたりするので，我々としてはもと

もと防犯灯と見て補助金は続けていました。ただ，先ほど言いましたように，我々が移管

を受けられたのは公衆街路灯Ａという契約のもののみで，これは変な話，家庭用の電気料

と同じような形で電気料を支払っていましたので，移管を受けるに関してはかなり大規模

な工事をするとか，そういった措置が必要でしたので，当面は補助金で交付していきまし

ょうという考えでいたと思うので，何ら我々が今管理している防犯灯と違うようなもので

はないと考えています。 

○コーディネーター 青山さん，いかがでしょう。いいですか。 

○仕分け人 ちょっと今お話を聞きまして，やっぱりそういう，ほかの人も通るかもしれ

ないという，でもやっぱりそこに住んでいる人たちが主に使う道路，私道になりますよね，

そうすれば，やっぱりその人たちで賄うのが通常ではないかなという市民感情なんですけ

れども。 

○市職員 先ほど申し上げましたが，八千代市に市道が520キロぐらいあるんですけれど
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も，結構意識しないで使われている方が多いかもしれないんですが，例えば八千代台とい

う地区があるんですけれども，一見公道と変わらないような，でも私道って結構あるんで

すよね。そういったところも自治会さんで要は設置されていましたので，その辺と差をつ

けられるかというと，なかなかつけられないんじゃないかなと。要は，道路として皆さん

使われているものですから，「市」が管理しているのか「私」が管理しているのかって余

り意識して使われていないんだと思うんです。 

 それで，結構八千代市というのは私道が多いですから，そういった点と区別をするとい

うのもなかなかちょっと難しいのかなという観点はあります。 

○コーディネーター そこの土地は賃貸住宅の大家さんが持っている土地，それとも。 

○市職員 最近の開発はないんですけれども，昔は，何と言うんですか，宅地の中に市道

が入っているような形で，一見して公道とわからないようなものというのが結構八千代市

はございまして，特に八千代台という地区に多いんですけれども，使っている方は多分市

が管理しているのか，そのお宅の人の土地なのかというのを余り気にしないで通り抜けと

かをされていると思うんですけれども，その理論でいくとなかなかそういうところに市が

防犯灯を設置していくということは難しくなるし，防犯上かなり支障が出てくるんじゃな

いかなと，ちょっと私どもは考えますので，そういったところについても市によっては補

助を出さないなんていう選択をしていたところもあると思うんですが，我々はそれは補助

もしていたし，市が管理する上で，我々はそういう私道にあるものについても，全て移管

を受けました。 

○コーディネーター 移管もそうなんですか。 

○市職員 移管もそうです。 

○コーディネーター なるほど。だから要は，個人の方の敷地の上にあるものでも，現実

に人が通り抜けていたり，外観として皆さんが使っているところと同じであれば，そこは

機能のほうに着目して，権利関係とかそういうところじゃないところで判断をされている

のが現状だということですね。 

 山内さん，どうぞ。 

○仕分け人 基本的に，僕はそういう業務の進め方で非常にいいと思うし，何よりも現場

のやっぱり実態というのか，現状に即して対応してきているということが，今一番望まれ

ていることだと思うので，それはそれで結構かなというふうに思います。 

 ただ一方で，63ページの大規模団地への委託というのか，支出なんですけれども，補助

金なんですが，左の欄の収入欄と右の欄の防犯灯電気料金が，要は575万6,000円ですか，

非常に電球の交換も含めて圧倒的に差異がありますよね。これは逆に言えばそこの部分の

支払いというのは，要は補助であって，８つでしたっけ，この団地のそれぞれの自治会が

その電気料金を負担しているというふうに理解をしたらよろしいんですか。 

○市職員 私ども，先ほどＬＥＤの防犯灯に切りかえたということで，市の防犯灯はもう
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統一して20ワットのもの，電気料金については2,300円前後ということで考えています。

それで一方，団地なんかでつけているものについては，まず水銀灯なんかが多いので，か

なり電気代が高いのではないかと。ただその水準でちょっと我々が補助するというのも，

ほかの防犯灯との兼ね合いからよろしくないんだろうということで，ＬＥＤの電気料をも

とに補助金を算出するという形にはしています。 

○仕分け人 要は横並びというのか，基本的には公平性ということにおいて，その補助を

しているという。 

○市職員 それ以上はちょっと支出できないだろうと。 

○仕分け人 それ以上についてはあなた方がちゃんと自己責任でやりなさいという。 

○市職員 そういうことになります。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 それではそろそろシートの記入のほうをお願いします。 

 最近役所の関与の形が変わったので，今はもう，そういう意味では完全に直営という形

になるんですが，そもそも防犯には市の税金は使わない，防犯灯にも税金を使うべきでな

いというお考えであれば「不要・凍結」，防犯は非常に公益な側面もあるので，県がやる，

国がやるというご意見であれば「国・県・広域」，今の八千代市でやっているのも今のや

り方に改善の余地があるんではないかというのが「八千代市の要改善」，今の方向でよし

というのが「八千代市の現行どおり」と，以上のような選択肢になりますので，１つ選ん

でいただきますようにお願いします。 

 もう少しできますが，いかがでしょう。 

○仕分け人 さっきおっしゃっていた，１万3,700基ですか，この中で民間のところは非

常に近く，既にできている防犯灯の近くに，民間のネオンサインであったりお店の明かり

であったり，ほかの光源があってかなり明るいところってあるかもしれないとおっしゃっ

ていたんですけれども，それはどのくらいの数，どのくらいの箇所数か把握されているん

でしょうか。 

○市職員 先ほど申し上げましたが，委託の中で道路照明というのは我々もある程度調べ

たんですけれども，ちょっとコンビニさんなんかって，結構ぱっと建ったりしたりぱっと

潰れちゃったりするので，なかなかその辺の把握というのは難しいし，これをちょっと，

毎年調査するとなると，かなりそっちで経費がかかってくるので，自治会さんが今まで必

要であったというところの部分にちょっと着目して切りかえはしていますけれども，今後

我々もそんなに，リースで借り上げていますので，例えばここはちょっと過剰にあるなと

いうところは，新たに必要なところに振り分けたりというようなことを，リース会社とお

話しはしてできるようにしていますので，そういった対応についてはしていきます。 

○仕分け人 可能ということですね。 

 確かにどこの自治体でもそうですけれども，１回１回，１件１件が夜でなきゃわからな
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いというというのがあって，電球切れているとかどうだとか，ここは明る過ぎたとか暗か

ったとかってわからないけれども，それを全部行政がやるのかと言ったら，それは無理だ

と思うんです。そういう管理が大変だから自治会から移管を受けたという，そういうこと

も含めてあるっていうふうにおっしゃっていましたけれども，役員がそれだけに見回りを

するのではなくて，そこに少なくとも人が通っているから防犯灯があるわけですよね。常

時自宅へ帰るために通っている方がいるとしたらば，住民としてもそういうところを見守

るというか，見る必要があると思うんです。そういう，お金がかかるから，それはもう行

政がやるんだ，手間がかかるから行政がやるんだ，ではなくて，そちらのほうに，住民の

方にもっと協力していただくということも必要だと思うんです。 

 そういうお金を，例えば自治会に払うお金だとかというのをなくしてでも，例えば本当

にこれから開発がまた進んでいく，当然またさらにニーズも増えるし，電気代もかかって

くると思うんです。そういう中では管理というのは相当必要で，今ここは明る過ぎるから

減らして，新たにリースするんじゃなくて，これを向こうへ持っていこうということも努

力していただかないと，幾らあっても，暗くなったから，さあ，つけろということになっ

てしまうと，幾らでも足りなくなってしまうので，そういうところの工夫というのも必要

だと思うんです。これは市の方ももちろんそういうふうに，発掘してそういう方に協力を

依頼してほしいですし，住民としてもそういうのをやっていかないと，幾らでも税金が高

くなっちゃうということも，ちょっとご理解いただきたいなと思います。 

○コーディネーター 最近，ちょっと脱線しますけれども，千葉市でまちレポという，ス

マートフォンを使ったサービスを始めたというのがニュースでやっていまして，例えば道

路の穴があいているとか，街路灯が切れているよというのを携帯電話で撮って，それをデ

ータで送ると，どこの街路灯が切れているので，じゃ，直しに行きましょうか，みたいな

形で，市民の方が何か不具合を見つけたときに連絡しやすいシステムをつくられているん

ですけれども，この防犯灯に関して，例えば電柱に街路灯の通し番号が振ってあって，番

号を言えばすぐに役所のほうでＧＩＳでぱっとわかるとか，そういった工夫というのは今

回されていますか。 

○市職員 市独自の番号というのは敷設はしていないんですけれども電柱とかは必ず管理

番号というのがついていまして，それを言っていただければすぐ場所は特定できるように

していますし，自治会さんにもこれ，毎年，移管を受ける前からちょっとお願いしてある

んですが，全て我々で見回るということはできませんから，その辺の協力というのは引き

続きお願いしますということでしていますし，25年度に市が防犯灯の移管を受けて管理し

ていましたので，その辺の連絡体制，要は球切れというのが１日，あのとき，多いときに

は10件ぐらい連絡が来ていましたので，そういった連絡体制も我々はＬＥＤになる前に管

理していたので，そういう体制もできているとは考えております。 

○コーディネーター まあ，それは，じゃ，ＬＥＤ化の前から体制はあったという理解で
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よろしいですね。ありがとうございます。 

○仕分け人 ちょっと確認というか，話が変わってしまうかもしれないんですけれども，

これまで全然触れられていない中で，防犯組合連合会への補助金等なんですけれども，２

点ほどちょっと確認なんですが，50万支出しているということで，これについてはもう毎

年定額の額が補助金として出されているのかどうかというのが１つと，あとこちらのその

他のところで，会費等繰越金というのがあるんですけれども，それのおおよその内訳と，

特に繰越金の額ですね，要は補助金以上にその繰越金が余っちゃっているかどうかという

ことのちょっと確認をさせていただきたいんですけれども。 

○市職員 まず補助金なんですけれども，これは定額ではなくて，事業費に対する補助な

んですけれども，事業費の２分の１の補助，要綱上２分の１。ただし上限額が50万円なの

で，結果的に定額制で50万円になっているという形です。この辺は見直し等もしていまし

て，以前は75万ぐらい出していたんですけれども，今は事業規模に応じて50万ぐらいにな

っています。 

 あと，繰越金の関係なんですけれども，先ほども言いましたが，防犯組合は結構事業を

やっていまして，自前でまず防犯パトロール車を持っていたりするんです。それで毎日パ

トロールしたり，地域のお祭りの警備ですとか，かなり，防犯指導員って98名いらっしゃ

るんですけれども，活発に活動していただいていまして，かなり事業費としては，実際の

事務管理費的なものよりも，実際の車両の保険代ですとかガソリン代ですとか，あと，地

区ごとに活動するためのそういう経費とかに事業費から出ていまして，繰越金についても，

これで言うとちょっと50万ぐらい出ているようなちょっとあれになっちゃいますけれども，

毎年二，三十万ぐらい。それで，事業ってやっぱり４月１日からパトロールなんかもやっ

ていますので，これぐらいはちょっと必要ではないかと，要は継続的に活動していくには，

こういったものも必要であると考えています。 

○コーディネーター 今の稗田さんのご指摘というのは，62ページのところを見ていただ

いたときに，下のほうに防犯組合連合会の収支が全体があって，176万入っているのに対

して127万支出なので，収支差がその右にあって，48万7,000円。これは円ですよね。 

○市職員 会費が100万円です，これ。 

○コーディネーター 会費が100万円。これは千円になっていますけれども円ですよね。

48万7,000円残っているので，そもそも補助金が50万なくたってできたんじゃないのとい

うふうに外側からは見えるけれども，実際はこれは運営に対して補助しているんじゃなく

て，100万円分の事業をしていれば，50万円は，その分は市が半分見ましょうと，そうい

う考え方なので，繰越が若干出ているけれども，実際にはそこが適正に使われていると考

えているというところですね。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター それでは，防犯対策事業について，仕分け人の皆さんの採決に進み



－264－ 

たいと思います。 

 こちらの防犯対策事業，「不要・凍結」と思われる方。 

 「国・県・広域」。 

 「八千代市要改善」。３名。 

 「八千代市現行どおり」。 

 ありがとうございました。 

 続いて，市民判定人の方々の結果を発表します。 

 「不要・凍結」，「国・県・広域」ともにゼロ。「要改善」２。「現行どおり」11。13

名なので，結論としましては現行どおりということになりました。 

 それでは，市民判定人の方からこちらについてコメントをいただきたいと思いますが，

いかがでしょうか。防犯灯で要望をしたことがある方とかいらっしゃらないですかね。ど

うですか。お願いします。 

○市民判定人 防犯カメラ設置で，今年度が20基ですか。今後どれくらいのペースで，ど

れくらいの数を最終的に目標にしているか教えてください。 

○市職員 この事業については，以前から市議会ですとか市民の方からの要望が強かった

事業でして，今年度，補正で対応できる形になったんですけれども，次年度以降について

は，大変申しわけないんですが，今のところ計画が立てられるような状態ではないです。

だから当面はこの20台で運営してまいりたいと考えていますが，時期を見て市の基本計画，

そういったものに位置づけて，要は犯罪が減るように工夫してつけていきたいとは考えま

すが，具体的に今，この20台以外つけるというのは，ちょっと市のほうではまだ検討は進

んでおりません。 

○コーディネーター それは理由はあるというか，何で，お金ですか。 

○市職員 そうです。 

○コーディネーター お金がかかるので，要はお金が，1,000万で20カ所ということは，

１個50万ぐらいかかるので，あともう10カ所増やしたいとかそういうのは難しいというこ

と。 

○市職員 現時点では難しいということです。これは基本計画に位置づけていませんので，

そういった位置づけは多分後期基本計画，平成28年だったかな，その辺で，要は計画に位

置づけていけるか。それで計画に位置づける以上は予算上の裏づけがないといけませんの

で，26年度は設置しますけれども，27年度は今のところ我々は考えていないんですが，28

年度以降，基本計画に位置づけ等も勘案しながら，それは検討していきたいと考えていま

す。 

○コーディネーター そうすると，現状，26年度に設置したものの効果だとか，あるいは

それの結果，あるいは逆に，これだけでは全然足りないとかという，逆に市民の方からの

声があったりすれば，その計画の中で位置づけをされて，つける可能性はあると，そうい
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うことでいいですか。 

○市職員 そういうことです。 

○コーディネーター ほかの方で，いかがでしょう。 

○市民判定人 市に移管されまして，すぐにＬＥＤ化されたのが，非常に私はいいと思い

ます。というのは，以前に私が住んでいるところでは蛍光灯でありまして，やっぱり切れ

ちゃうんですよね。それで町会のほうに言っても，町会のほうもお金がかかるから，そう

しょっちゅう修繕はしていられないというような答えもあったし，あるいは違う地区で見

ますと，夜ですので非常に，ブルーの色なんだけれども暗い防犯灯がずっとついていると

ころがあるんですよ。それで，何で青い色で，何か黒っぽい色で明るくないので，何でか

なといって町会の人に聞いたら，これは何か青い色が，非常に人間の心理で犯罪を少なく

するような色だからつけたんだよという答えで，科学的な根拠は一切なかったわけです。

それで失望しましたんですけれども，今回ＬＥＤ化で非常に明るくなりまして，私は非常

によかったと思います。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 今のようなご意見というのは，市役所のほうに入るＬＥＤ化の感想というかご意見とい

うか，来ていますか。 

○市職員 余りよかったという感想って市になかなかないんです。でもちらほらとはやっ

ぱり，会合なんかでは聞きます。まあ，余り，悪いことは言われてくるけれども。 

○コーディネーター 逆に暗くなったとか，悪くなったというところも。 

○市職員 一部ございますね。というのは，一部配置を見直して，先ほど申し上げました

けれども，電柱に要はつけるのを基本にしたんです。そうすると，自治会が管理していた，

ポールで立てていたところは基本的に我々は撤去しましたので，その辺で，ここが暗くな

ったというのは，やっぱり苦情としては受けていますけれども，感覚としてはやっぱり明

るくなったという意見が大勢じゃないかなというふうには我々は考えています。 

○コーディネーター ただ，その辺は全市的な設置基準の中で効率的にやるためには仕方

がないだろうという判断ですね。ありがとうございました。 

 それでは，以上で防犯対策事業の仕分けを終了いたします。 

 ありがとうございました。 
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＜３―１０ 国際推進事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，ちょっと早いんですけれども，お揃いのようなので再開

をしたいと思います。 

 資料の64ページ，事業番号３－10，国際推進事業，こちらを開始いたします。よろしく

お願いします。 

○市職員 それでは，国際推進事業の説明をいたします。 

 初めに出席職員の紹介をさせていただきます。総務企画課国際推進室の河原です。 

○市職員 よろしくお願いします。 

○市職員 川田です。 

○市職員 よろしくお願いいたします。 

○市職員 私，室長の斎藤です。よろしくお願いいたします。 

 では，事業シートに沿って説明させていただきます。 

 八千代市では，昭和61年度からスタートした八千代市総合計画の中で，国際化に対応し

たまちづくりを施策として位置づけ，市制25周年を記念して，平成４年にアメリカ合衆国

テキサス州タイラー市との国際姉妹都市提携をいたしました。以来，参考資料の81，82ペ

ージにありますように，市民親善訪問団の派遣，受け入れと，外国語指導助手ＡＬＴの派

遣を中心に交流を進めてまいりました。 

 こういった中，それまで個別に活動していた市内の国際交流関係団体が集まり，市民主

体の国際交流活動推進の拠点として，平成18年に八千代市国際交流協会が設立されました。

また，平成２年の改正入管法施行に伴う措置により，国内に定住する外国人住民が急増し，

八千代市でもブラジル，ペルー国籍の外国人が，村上団地に多く定住するようになり，平

成25年12月末現在の千葉県資料においても，ブラジル，ペルー人数は県内１位となってお

ります。 

 参考資料79ページの，外国人数の推移をごらんいただきますと，市内外国人数は平成21

年度をピークに減少しており，現在は3,700人台で推移しておりますが，県内でも外国人

数の割合は高くなっております。 

 このような背景があり，市は国際交流協会を支援し，市民の発想を生かした国際交流活

動及び，平成22年に策定した八千代市多文化共生プランに基づく多文化共生事業を推進し

ております。この事業を通じて，外国人を含めた市民が国際交流や多文化共生に興味を持

ち，活動に参加することで異文化への理解や国際意識の向上を図りたいと考えております。 

 25年度の事業概要としては，八千代市国際交流協会への支援として補助金160万円の交

付と，イベント等開催に伴う助言や人的支援，また，在住外国人への支援として，外国人

向けのイベント等を開催いたしました。 

 活動実績としてイベント等の開催実績を記載してありますが，詳細は参考資料の 20 ペ
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ージに記載してございます。 

 市及び国際交流協会では，魅力あるイベント等の開催，周知により，多くの市民，在住

外国人に活動に参加してもらうことを目標にしており，協会では毎年度，事業ごとに評価

書を作成して，次年度へのよりよい活動を目指しているところです。それぞれの参加人数

が増加の傾向にあることは，成果が上がっていることと考えております。 

 このように本市では，タイラー市との姉妹都市交流や，現在教育委員会指導課で実施し

ているタイのバンコク都とのこども親善大使交流を柱として，国際交流と多文化理解，さ

らには国際平和理解への事業を積み重ねてきました。これらの事業では単に派遣，受け入

れに参加しただけで終わらず，翌年度以降の事業にも経験者としてかかわっていく，また，

参加した本人だけにとどまらず，学校訪問やホームステイ，交流会などで交流にかかわっ

ていく内容に工夫されているため，多くの市民がかかわる大変深い交流事業となっている

と評価しております。 

 そして，これらの事業には八千代市国際交流協会の協力が不可欠であり，協会は市民と

行政をつなぐ団体として大きな役割を担っています。市は引き続き協会に対する財政面を

含めた支援を行い，国際推進事業の目的を達成していきたいと考えております。また，八

千代市多文化共生プランに基づく取り組みの進行を行っていきたいと考えていますが，市

役所全体の取り組みとして，職員へのより高い意識づけに努めます。 

 補助団体の概要につきましては，補助団体シートのとおりでございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

 質疑に入る前に，ちょっと全体の確認なんですけれども，この事業名称が国際推進事業

で，今ご説明いただいた担当課が国際推進室となっているんですけれども，国際推進室と

してのお仕事というのは，この国際推進事業のほかにもまだあるんでしょうか。 

○市職員 国際推進室，この財政の事業分けの中で言いますと，多文化交流センター運営

管理事業，多文化交流センターという施設が村上団地にございまして，それの運営管理事

業。それから平和事業，その３つを担当しております。 

○コーディネーター その３つを３名で担当されている，室長以下。 

○市職員 はい，私以下３名と，それから多文化交流センターには再任用職員が１名おり

ます。 

○コーディネーター それでこの国際推進に関しては1.2人という計算をされているとい

うことですね。 

○市職員 はい，そうです。 

○コーディネーター そうすると，市長部局としては今のご説明の事業で，教育委員会で

この次のコマでやる，こども国際平和文化事業があるというのが全体像ということですね。 

○市職員 はい，そうです。 
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○コーディネーター ありがとうございました。 

 それでは仕分け人の質問です。稗田さん。 

○仕分け人 ちょっと背景というか確認的なことの質問になってしまって恐縮なんですけ

れども，まず八千代市にお住まいの外国人の方というのは，資料の79ページで見るように，

県内ではブラジル人の方であったりペルーの方が多い。とは言え，この時系列で見ると最

近は中国人の方が何かふえつつあるのかなという背景があるということですよね。それで

この事業シートのところで，目的のところに多文化共生ということと，あと異文化への理

解という中で，本市においては平成４年にアメリカのテキサス州タイラー市ですか，こち

らと国際姉妹都市提携をやっているということでのいろんな交流をやっているということ

なんですけれども，例えば実際に，資料編の80ページとかを見させていただく中で，ザン

ビアとの交流会があったりだとか，正直どこを目的としてこの国際推進事業というものが

展開されていくのか，ちょっと私ははっきりと見えないんですけれども，まずその国際姉

妹都市との連携の部分と，ほかの国，ザンビアですとか，あと実際に市内に多い外国人の

方との交流についての実態の部分について，ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○市職員 このシートにつきましては，平成25年度の事業を基本ということで書かせてい

ただいておりますので，この資料のほうの80ページにも平成25年度の国際推進事業という

ことで，開催しましたイベントなどを書かせていただいておりますが，タイラー市との姉

妹都市におけます交流につきましては，毎年度行っているわけではございません，親善訪

問団の派遣，受け入れについてはですね。深く言いますと，今年度，平成26年度に受け入

れ事業を行いましたので，平成25年度につきましてはそういったところが事業結果の中に

は入ってこないということになります。 

 あと，ブラジル人が多いというようなところでは，村上団地にそういった居住が多いと

いうことで，先ほど申し上げました多文化交流センターというものを団地の中に設置いた

しまして，相談，交流の対応をしておりますが，それにつきましては国際推進事業の中で

大きく触れているところではなく，先ほど申し上げた多文化交流センター管理運営事業の

中で対応しているものでありますので，すみません，資料的にはこういったことで出てき

てしまうということです。 

○仕分け人 じゃ，一応確認なんですけれども，事業費がちょっとジグザグみたいな形で

ふえたり減ったりしているというのは，そのタイラー市との行ったり来たりの部分が事業

費のあれになっているということと，あと，この事業シートでは見えないところで，村上

団地にある交流センターですか，それで実際のところ市の中で多いブラジル人の方ですと

かペルー人の方とかの交流等をやっているよというお話なんですね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 以上，事実の確認だったので，すみません。 

○コーディネーター 最初の姉妹都市のところで，テキサス州のタイラー市とのゆかりと
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いうか，どうしてここと，というのは，何かあるんですか。 

○市職員 後から出てきます，こども親善大使のこども国際平和文化事業につきましては，

平成元年のふるさと創生の１億円事業をきっかけに始めたものですから，そもそもこちら

のほうが先に交流をしておりました。それで，国際姉妹都市を行いたいというときに，既

にアジアとのこういう交流はございましたので，アジア以外で姉妹都市の選定をするとい

うことで，ある団体に，国際交流のそういう姉妹都市をマネージメントするような団体に

幾つかそういう候補を挙げていただいた中で，市の中で懇談会を設定して選定したんです

が，それにつきましても，なるべく行き来がしやすいところ，それから八千代市と環境と

いいますか，これから将来的に交流していく部分で参考になるようなところ，それからも

う一つ，タイラー市もバラの有名なところでして，八千代市のバラ園とのゆかりというも

のがございまして，タイラー市との姉妹都市の選定に至ったということでございます。 

○コーディネーター 姉妹都市って，先に市民の交流があったところから姉妹都市になる

とか，あるいは歴史的な何かのつながりがあって姉妹都市になるパターンと，今のご発言

のように，国の外郭団体か何かが，姉妹都市をこういうところで募集しているよなんてい

う情報が割と定期的に来て，その中から選べば，お見合いサイトじゃなくて，何というか，

そういう姉妹都市の斡旋をしてくれる団体があるので，そこで仲立ちになってもらえると，

そういうことで始まったということですね。 

 宮本仕分け人さんどうですか。 

○仕分け人 タイラー市と仲よくすることは非常にいいことだと思います。思いますが，

かなり長く続いているんでしょうけれども，タイラー市にとってはどういうメリットがあ

るんですかね。それから八千代市にとってタイラー市の何を知りたいのか，何をもらいた

いのか。ただ交流をやっているような感じを受けるんですが。何かやっぱりどこか，さっ

きの話じゃないけれども，見合い結婚したようなところがあるのかもしれませんが，どっ

ちかがどういうふうな魅力を感じてつき合っているのか，何か，どういうメリットがある

のかないのか，ちょっとその辺をわかりやすく教えてほしいんですけれども。 

○市職員 タイラー市が個別にどうかというようなこともあるかと思うんですけれども，

やはりそういった国際姉妹都市を提携するということで，タイラー市が，より八千代市民

にとって身近になるわけですね。そうしますと，異文化へのそういった理解や国際意識が

高まるというようなこと，それからそれをもう少し膨らましますと国際平和への礎という

ことを目標に，姉妹都市提携をしているということになりますので，交流をしているとい

うことです。 

 それでタイラー市との何かお互いにメリットはというところなんですけれども，先ほど

も申し上げましたように，お互いにバラを愛する市民というところですので，そういった

ところで共通点といいますか，そういったところの認識がありますし，さらにそういった

ところに自分たちの友達がいるというようなところで，タイラー市が身近になるというよ
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うなところで，皆さん長く，もう20周年を超えて交流を続けているということでございま

す。 

○仕分け人 ちょっともう一つ。 

○コーディネーター どうぞ。 

○仕分け人 いいですか，繰り返しになって悪いです。向こうは八千代市のどういうとこ

ろを評価しているんですかね。単なる，一番最初にここが，最初のあれになったというこ

とだけですかね。まだちょっとよくわからないですね。 

○コーディネーター 青山さん，どうぞ。 

○仕分け人 いいですか。私も同じような意見なんです。やっぱりデメリット，メリット

がどの辺にあるのかというのと，一番最初にちょっとこれを見させていただいて，市民が，

どれだけの人がアメリカ合衆国のテキサス州のタイラーですか，そちらと姉妹都市になっ

ているのを知っているのかというところも疑問にあります。 

○コーディネーター 市民の認知度みたいなものを何か確認したほうがいいですね。 

○仕分け人 今ここに本当にいらっしゃる方に，全員に聞きたいんですけれども…。 

○コーディネーター じゃ，ちょっと聞きましょうか。 

 判定人の方で，きょうこの資料を…。 

○仕分け人 後ろの方も全員。 

○コーディネーター あ，傍聴の方も含めてにしましょうか，ご協力いただければと思い

ます。この資料を送られる前に，既にこのタイラー市と，アメリカの市と姉妹都市をやっ

ているというのを知っていた方，どれぐらいいらっしゃいますか。 

○市民判定人 広報やちよによく出ている。 

○コーディネーター あ，広報に出ている。じゃ，広報を読んでいると。 

○市民判定人 そういう意味合いで。 

○コーディネーター ありがとうございます。半分よりは多いかなというんですか。 

 ありがとうございました。そうすると，そこの認知度は，特にきょうは市政に関心の高

い方が多いので，そういうバイアスはあるにせよ，そういう方にとっては知られていると

いう感じですかね。 

○市職員 こちらにいらっしゃったときにも，なるべく多くの市民の方と交流をしていた

だくということで，協会の方はいろいろ工夫をしていただいていまして，例えば今年度で

すと日本の文化体験というところで，いろいろサークルで日本の文化を紹介できるような

サークルの方たちをお呼びして，直接そのサークルの方たちと交流を持っていただく，あ

るいは学校交流会ということで，八千代高校のほうに親善団の方が行っていただきまして，

学校の生徒と直接交流を行う，スピーチをしたりしておりました，そういう交流を行う。

あとは広報でもお知らせしておりますとおりに，パーティーのほうに参加してくださいと

いうことでお呼びかけなどはしておりますので，そういった工夫をいろいろしましてタイ



－271－ 

ラー市との交流を皆さんに知っていただき，参加していただくというようなことを進めて

おります。 

○コーディネーター 大体その交流って，イメージが知りたいんですけれども，行ったと

きとか，あるいは来ていただいたときに，何日ぐらい滞在されて，というのはどれぐらい

のボリュームなんでしょうか。 

○市職員 今回は，八千代市の滞在は５日間。 

○コーディネーター ５日間。 

○市職員 はい。あちらに24年度に親善団が行かれたときには，高校生を派遣したときで，

期間は７日間ですが，親善団は９日間でした。 

○コーディネーター ９日間。そうするとかなりいろんなところに訪問したりとか，先方

の市民の方と何かを交流する機会というのはかなりある。 

○市職員 そうですね，ホームビジットと言いまして，お互いにやるんですが，それぞれ

の日本の家庭，タイラーの家庭にお邪魔して，実際その家庭の方と過ごし，あるいは向こ

うのローズパレードというやはりバラの大きなイベントがあるんですが，そういったとこ

ろに参加させていただくなど，さまざまな交流をなさっていると。 

○コーディネーター ありがとうございました。 

○仕分け人 大変難しいとは思いながら聞いているんですが，国際交流をしてどのような

効果を求めていらっしゃるんですか。今ここの81ページを見ると，10年たっていますので，

かなりの人数の方がタイラー市を訪問されていますよね。総数で何人いらっしゃるんでし

ょうか。それは同じ方なんでしょうか，それとも違う方。だから行く人が238人だけれど

も，全く違う人が行っているのか，多分団長さんが同じだったり何かだと思うんです。そ

ういう意味で実数はどのくらいなんでしょう。 

○市職員 すみません，これは延べ人数になりまして，実数ということでは出してはいな

いんですが，やはり同じ方が何度もタイラー市にぜひ行きたいということで行っていらっ

しゃる方も多くいらっしゃいますし，やはりこのときも市民の公募ということで，ぜひい

らっしゃいませんかということで募集しておりますので，そういった中で新しい方も含め

て派遣ということになっております。すみません。 

○仕分け人 国際交流の感覚を養うって大事だと思いますし，１年や２年じゃできないと

いうことはわかって聞くんですが，同じような方が毎年，２年に１回ぐらいですか，行か

れて，どのくらい裾野が広がるんですか。もしそういうふうに思って，八千代市の国際感

覚を高めるだとか，海外へ行ってそういう経験を積んでもらうということになったら，も

っと裾野を広げなければいけないですよね。ですけれども，同じような方が行っていると。

こう見ても，何とか団って割と同じような，例えば少年少女合唱団が行っているけれども，

ほかのスポーツ団が行っていないのかなとかいろいろ疑問はあるんですが，そういうこと

も含めて裾野を広げるという活動をどのようにされているんでしょうか。 
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○市職員 市民の方がいらっしゃる親善訪問団に関しましては，市は補助はいたしており

ませんので，これは皆さん実費で行っていただいております。ですので，そういったこと

に参加したいということで申し込んだ方に行っていただくような形になりますが，あとは，

裾野ということになりますと，先ほども申し上げましたように，実際そこに参加すること

だけではなく，そういった方がこちらに来た場合とか，参加した人がまた違う機会にそう

いったＰＲを行うというようなことをしておりますので，実際に参加するだけではなく，

そういったことの交流も含めて裾野を広げるというようなことで考えられると思います。 

○仕分け人 いえ，だから，どういうことをやっているんですかと。考えられるのは私た

ちも考えられますけれども，実際にどのように新しい方を，より多くの市民を増やす工夫

をされているんですか。それは市がやることなのか，今の言い方ですともうちょっと国際

交流協会にお願いしているんですかね。そういうところは市が進んでやるべき話ではない

かと思うんですが，どうなんでしょう。その役割分担であるとか，裾野を広げる工夫とい

うのは誰がやるんですか。 

○市職員 市は国際推進事業ということで，この３名で担当しておりますので，やはり計

画的なもの，それからそういった外国人の方の人権にかかわるもの，防災にかかわるもの，

そういったことも総括的なことを行うということで考えておりますので，姉妹都市交流に

つきましても，実際にやっていただきますのは国際交流協会の方が，事業としては進めて

いただくというようなことでやっております。 

○仕分け人 いや，もちろん事業は国際交流協会でいいと思うんですよ。皆さん３人がそ

れだけかかわることは難しいと思うんですけれども，そうじゃなくて聞きたいのは，国際

推進をするという課ですよね。その中にはもちろん，市民の方が外に行って国際感覚を身

につける，これは派遣事業があるのと，もう一つは内なる国際化という言葉があるんです

が，自分として国際化に慣れていく，だから例えば多分化共生であったり，住民がよその

国の方と一緒に同じ地域で同じように住んでいくのが自然に思えるような，そういう社会

をつくっていくというのも必要だと思うんです。それについては，市の施策ではあると思

うんですが，少なくともこの市がどのような国際化をするんだというのを決めるのは市で

すよね。協会じゃないんだと思うんです。少なくとも協会と話し合って決めると思うんで

す。そういうところを市が考えていらっしゃると思うんですよ，何かプランをつくってい

らっしゃると言ったけれども。その上でどういう方を増やすだとかというのは，皆さんが

考えることじゃないんですか。実施部隊は向こうでいいと思うんだけれども。 

 だから，これからどういう方をふやしたいだとか，どういう方に公募するだとか，公募

じゃなかなか進んでいないから違う方法にしようとか。行った子たちもこういう意味では，

ちょっと実数はわからないけれども150人，200人いるんでしょうね，きっと，延べじゃな

くて実人数としても。そういう方たちが地域に入ってどのようにそれを広げてくれている

んですか。行ったきりじゃないと言いたいですよね。だからその子たちは地域に戻ってど
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のように，海外に行ったことによって，タイラー市で友好都市になったことによってこん

なに勉強になったよということを伝えてもらわなければ意味がないですよ。死んだお金に

なってしまうと思うんです。そういうところはどうなんですか。そういうところを考える

のが皆さんの役割なんじゃないんですか。 

○市職員 そうですね。高校生を派遣いたしまして，まだ24年度に一度しか派遣しており

ません。その後のタイラー市の受け入れにつきましても，その子供たちが受け入れの協力

者ということで，訪問団と一緒に協議を進めていったりとかいたしました。ただ，今おっ

しゃったように，各学校に戻ってですとか，その地域に戻って具体的にどのようなことを

していっていただきたいとかいうような制度はまだ具体的に決めておりませんでしたので，

今後そういったことが定期的になり，今後市が行う派遣事業ということで次に行うときに

は，具体的に決めていきたいというふうに思っております。 

○コーディネーター 山内仕分け人さん，どうですか。 

○仕分け人 基本的に，国際交流協会という団体の組織化も含めて，非常に見えにくいと

いうのか，一部のマニアックな方々のあれなんですが，この経緯を見ていますと，平成18

年に国際交流関係の４団体が合併したというように書いているんですが，具体的には４つ

の団体名はどういう団体が合併して国際交流協会というのをつくられたんですか。 

○市職員 その当時活動しておりました八千代国際姉妹都市委員会，それから八千代語学

ボランティアの会，日本語指導ボランティアの会，それから国際交流促進協会，この４つ

です。 

○仕分け人 当然その４つの合併というのか，合併をし，設立をするに当たって，先ほど

からも意見が出ていますけれども，国際推進室という，わざわざその組織をつくって交流

協会が合併しましたと。じゃ，この時点からどういう方向で八千代市の国際交流のあり方，

それは何も単なる文化面の交流だけじゃなくて，産業面，農業を含めた，あるいは経済面

との交流をどのように広げていくのかという，そういった議論というのは今までなされて

いないんですか。せっかくこういうチャンスがあるのであれば，行き来するうちに向こう

の企業が八千代の，例えば進出をしていただけるとか，こちらが逆に向こうへ進出をする

とか，そういうまさに幅広い分野でやっていこうというと，単なる親睦の積み重ねだけで

は，なかなか次のステップには行けないと思うんですけれども，その辺のやはり検討と，

具体的な模索ということは，今までやられたことがあるんでしょうか。 

○市職員 やはり経済，産業面ということで，商工会議所などが何かそういった活動のや

り取りができないのかというようなこと，あるいは文化的なことでやり取りできないのか

というようなことの協議は，協議といいますか，実際のやり取りがなされた経緯はござい

ました。ところが，やはり先方のご都合といいますか，ご意向もありまして，なかなかそ

れが実現していないのが現状であります。 

○仕分け人 要は，片思いという，そういうことですか。会長さんはどなたが今務めてお
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られるんですか，国際交流協会は。 

○市職員 民間の方です。 

○コーディネーター 例えば商店街の方とか，そういう意味で何かあるんですか。 

○市職員 建設業の方です。 

○仕分け人 ああ，そうですか。じゃ，逆に，やっぱり関係論は基本的に今日具体的なシ

ートに挙げられているのは，国際交流協会ということをメインとしたあれなんですけれど

も，一方で逆に，国際推進室，こうやって合計３人のメンバーの優秀な方がやっておられ

るのであれば，まさに自らの事業としての，今やはり冒頭もお話がございました八千代市

内における外国人，やっぱりそういった方々との，逆に言えば多文化共生的な，やはりお

互いがお互いを理解し合うというのはすごく大事なことだと思うので，例えば80ページに

ある，一番今求められているのは在住外国人向けイベントの防災講座というのがあります

よね。平成26年2月15日に開催されていますけれども，これに25人しか集まっていない。

逆にやっぱり，東日本大震災等を受けて，やはりここに居住される方々にそういった防災

の意識等を，逆に言えば，少なくともここで言えば，国籍で言うとブラジル，ポルトガル

語，ペルーがスペインかな，あるいは中国，フィリピン，ベトナム，そういったやっぱり

言語におけるそういう防災意識の高まりの教材というのかパンフレットをつくるとか，そ

ういった試みは既にもうやっておられるんですか。 

○市職員 総合防災課として，防災を進めていくに当りまして，外国人の方も住民のお一

人として防災意識なり，防災のときに対応できるようにということで，多言語のパンフレ

ット，それから防災倉庫への多言語の説明書の導入などは行っております。 

 私どもも，この外国人向け防災講座ということで，これは県と八千代市の協会さんと共

催でやらせていただきました。これは１日ということで開催いたしましたが，なかなか市

内の外国人を雇用している観光や工業団地にたくさんのそういう雇用している業者がおり

ますので，そちらのほうにも個別に声をかけまして，ぜひ外国人の方に参加していただき

たいというようなことも行って，いろいろな声のかけ方をしました結果，やっと25人集ま

っていただいたということで，やはり外国人の方はなかなか，国籍によってはお国柄とい

うのはあるかと思うんですけれども，なかなか日本人のように，災害だからぜひ防災意識

を高めなきゃというようなそういう発想がなかなかない部分もありまして，一生懸命お声

はかけるんですけれども，なかなか参加してもらえないという実情もありますが，このと

きに25人集まっていただいて…。 

○コーディネーター これはどういう対象ですか。例えば，英語ですか。言葉は何語で，

この2月15日は。 

○市職員 この日はやさしい日本語が基本で，講座，なるべく実技を中心にやりました，

言葉を使わないでも。それでどうしても言葉が通じないような方には，ちょっと協会の方

に通訳をしていただいてやりました。 
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○コーディネーター 通訳は何語の通訳なんですか，そのときは。 

○市職員 すみません，ちょっと今細かには。 

○コーディネーター わからないと。平日ですか，休日ですか。昼ですか，夜ですか。 

○市職員 土曜日の昼です。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

○仕分け人 だからそういうことも，本来今まで呼びかけというのをやって集まらないと

いうのが大体常なので，じゃ，一歩踏み込んで，逆に言えばそういう雇用されている外国

人の方が多い事業所へ役人が出向いて，時間を30分なり１時間とっていただいてそういこ

とを進めていくというのが，むしろ僕はそういう意味での国際交流というのはすごく実務

的で大事なことだろうというふうに思うんです。 

 それと，もう一つ気になるのは，ＡＬＴが全部タイラーから来ているの，これ。過去44

名。 

○市職員 通常ＪＥＴプログラムというところからの通常の派遣に加えて，タイラー市と

の交流の縁もあって，そもそもの姉妹都市交流がスタートを切った部分にもあるんですけ

れども，日本へのＡＬＴさんの派遣にも積極的な都市であったというのが，一つの姉妹都

市交流スタートのきっかけになった部分もあります。八千代市にとってはそれは大きなメ

リットであると思っております。これまで延べ人数でいきますと44名のＡＬＴさんを派遣

していただいております。 

○仕分け人 そうですね，これ，82ページの資料を見ていたらそうなっている。その結果，

例えば八千代市の中学生の英語のレベルが，千葉県下の中において飛躍的に伸びたとか，

何かそういう実績なり，見えるものは何かないんですか。タイラー市にそこまでこだわる

のであれば，非常にここには優秀な先生がこっちへ来ていただいて，特別な選抜をした人

が来ていただいて，こういうふうに学力向上につながっていますよ，みたいなことは何か

ありませんか。 

○市職員 他市に比べてというと，どれぐらいの生徒さんがＴＯＥＩＣで何点取ったとか

英検何級だとかという実数的なものでは，ちょっと今申し上げられるものはないんですけ

れども，ＡＬＴさんはこれまで，平成に入ってからぐらいの推移ですと，ＪＥＴプログラ

ムから派遣していただいた八千代市のＡＬＴさんが29名，タイラー市さんからはこれまで

44名，延べ人数で来ていただいております。１年ないし２年こちらに滞在していただいて，

帰国されてから，また八千代市に再度戻ってきていただくようなＡＬＴの方も多くござい

ます。そういったところから，八千代市，それから八千代市の中学校への愛着，愛情を持

って来ていただいているような方も多くございまして，一つは大震災が2011年3月11日に

ございました。多くのＪＥＴから来ていただいているＡＬＴの方は，やはりちょっと外国

の方には大きなショックだったこともあって，多く帰国されたという状況がございました

けれども，やはりそこは交流の成果なのか，タイラー市からのＡＬＴの方は数多く残って
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いただいて，指導を続けてくれたというようなものも，数字ではちょっと表せないけれど

も，そういった効果，交流の成果というのも一つあるのではないかと思っております。 

○コーディネーター 念のため，ちょっとＡＬＴって何かというのだけ，つけ加えて。 

小中学校の英語の授業を手伝っていただくような形で，Assistant language teacher。特

別外国語の先生ではないんだけれども，英語がネイティブの人であれば，１年とか２年と

かこっちに来て，各学校に派遣されて一緒に子供と遊んだりとかしながら英語を，本物の

英語に触れるというような趣旨で置かれているというものです。 

○市職員 ついでに八千代市に愛着を持ってまた戻ってきていただく方，あと，お兄ちゃ

ん，お姉ちゃんが教わっていたよとか，そういったことも一つあったりとか，英語を好き

になるきっかけの一つにはなるんじゃないかと思います。 

 あと，なかなかタイラーへの派遣が，先ほどございました費用面，日数面等でなかなか

興味があっても行けない方たちの，市内においては国際意識の高揚を図るような形での国

際交流イベント，資料のほうにもお書きしてあるような中で，協会さんが企画する企画の

中に，土日なんかＡＬＴさんにボランティア的に参加していただいて，小学生とか幼児と

か親御さんと一緒に参加していただいて，生のネイティブの英語に触れる一つのきっかけ，

先日もハロウィンパーティー等を開催したんですけれども，なかなか八千代市あたりです

と年中，そこら中にネイティブの英語の外国人がいるという状況ではありませんので，一

つの英語に触れる大きなきっかけづくりにはなっているのではないかと思っております。 

○コーディネーター 宮本さん。 

○仕分け人 タイラー市からＡＬＴの方が来ていただいているということですが，それに

対して向こうからは日本のこういう技術支援といいますか，こういうところが勉強したい

とか，向こうからの要望というのはないんですか。何もないですか。 

○市職員 今現在では，特に具体的に向こうから要望が届いておりません。 

○コーディネーター いいですか，進めまして。 

○仕分け人 国際推進について，なかなか市としてどういう方向であるかというのはわか

りにくいということがよくわかりました。それで一つお聞きしたいのは，そういうわから

ない，市の方向が明確になっていない中で，国際交流協会へ160万の補助を出しています

よね。補助というのは，午前中聞かれた方はまた繰り返しになるんですが，そもそも相手

方が実施主体で，そこが公益的な事業，補助して事業を奨励すべきであると，公益的なも

のだから税金を使っていいよねということでお金を出すのが補助金なんです。ですから，

多分皆様は，国際推進課の方は，国際交流協会が公益的な事業をやっているという検証を

されて，この事業について，こういうものに必要だから160万出しましょうという根拠が

あるわけなんです。そこについてお聞きしたいんですが，どういう部分が，66ページに団

体の概要でいろんな事業をやっていらっしゃいますが，この中の事業に，それぞれにどう

いう金額で実施されていて，そのうちどういうところが公益部分があって，だからそれぞ
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れに160万がどういう配分で行っていて，剰余金，繰り越しが24万5,000円ありますが，こ

れはこういう理由だということが説明できるようなものはありますでしょうか。ぜひ教え

ていただきたいです。それを聞かないと，今回の事業仕分けで対象になっている国際推進

事業の160万の支援がいいかどうかがわからないんです。ですから，どういうところに公

益性があってお金を出しているのか，これをご説明いただきたいと思います。 

○市職員 こちらにお書きしてあります，各イベントなんですけれども，それぞれ対象は

市民の方，外国人を含めた住民の方に対して，国際推進，あるいは多文化共生の事業とい

うことで，個々にそういった交流会あるいは研修会，それからハロウィンパーティーなど

そういった触れ合うパーティーですね，それから日本語教室，日本語スピーチ大会，子供

向けの日本語教室，そういったことで多文化共生という点でそれぞれ行っておりますので，

これにつきましては公益性があるということで判断しております。 

 個々に対する160万円の支出の内容ですけれども，そちらにもお書きしましたように，

人件費，それから事業費…。 

○コーディネーター 66ページでいいんですか。66ページの補助対象団体シートの内訳を

見ながらでいいですかね。続けてください，お願いします。 

○市職員 事業費といたしましては，広報事業費といたしまして，すみません，これは

160万円の内訳といいますよりは，補助対象経費の金額で申し上げますけれども，広報事

業費といたしまして15万2,590円，それから各部会の事業費ですね，今申し上げました，

国際姉妹都市の交流，それから語学ボランティアの事業，それから日本語指導ボランティ

アの事業，国際交流促進事業，そういったものの部会事業費ということで，36万6,632円，

それから事務費といたしまして，人件費，それから需要費，負担金等を含めまして，111

万5,341円，合計で189万3,808円ということです。 

○コーディネーター この160万というのは毎年同じなんですか，それとも事業内容を前

年度に出してもらって，そのうちの何割でここまで補助金を出しますよと決められるんで

しょうか。 

○市職員 補助金の要綱に定めてありますとおり，160万円を限度としてということにな

っておりますので，事業費がそれを上回りますと，160万円が頭打ちということ…。 

○コーディネーター １円でも上回ればいいんですか。要は，補助率という意味では，今

これ，189万4,000円のうちの160万円が補助なので，割ると84％，85％ぐらいが補助金で

成り立っているんですけれども，そこの割合というのが例えばほかの事業の，ほかの部署

の補助金とかだと半分までは補助金。２分の１までですよとか，そういうのがありますよ

ね。特段それは，ここはないということですか。 

○市職員 ないです。 

○コーディネーター それこそ１円でも上回れば99％補助でも構わないと。 

○市職員 そうです。 
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○コーディネーター 委託じゃないんですか。 

○市職員 委託ではありません。 

○コーディネーター 補助なんですか，それでも。 

○市職員 はい。補助対象事業がそれを上回ればということです。それを補助対象事業と

して見たものが160万円を上回ればそこまでですということです。ですから，協会の全体

の事業費はもっとそれを上回っております。 

○仕分け人 こちらの協会はどういう位置づけですか。公益法人になっていますか。法人

格は持っていますか。 

○市職員 いいえ。 

○仕分け人 それで，今補助金を出されていますけれども，66ページの団体全体の収支状

況を見るのが一番わかりやすいんですが，227万，そのうち160万は補助であると。それで

会費収入が67万ですけれども，人件費77万9,000円も補助が当たっているわけですよね。

人を雇う分までも補助金を出さなきゃいけないような団体なんですか。 

○市職員 すみません，この補助金の要綱で，国際交流協会の運営…。 

○仕分け人 ごめんなさい，要綱というのは，市が勝手に決めているルールなんですよ。

議会にも出さない，条例でもないんですよ。だから，皆さんが勝手につくれるんです。だ

から，要綱を盾にされちゃうと困りますので。 

○市職員 八千代市では補助金の規則を定めておりますが，そちらでも運営の経費という

ことは，範囲で認められております。 

○仕分け人 ですから，補助金というのは公益性がなきゃいけないっていう話をしました

でしょう。どういうところが，ここは市にとって必要だと。ハロウィンパーティーを，も

しかしたら違うスポーツ団体がやったとしましょう。そこに補助金を出しますかというこ

となんです。任意のグループが，団体が，もしかしたらボランティア団体で掃除なんかを

していい活動をしているかもしれない。その人たちがクリスマスパーティーをやりました，

ハロウィンパーティーをしました，お金をくださいと言ったら出しますか。その掃除の人

に，あのおじさんはいつも必要だからあの人を雇おうよ，じゃ，その人の分補助金を頂戴

よと言ったら出しますか。そういうところも公益性があるかどうかというのを聞いている

んです。 

 事業費補助というのはわからないではないんですよ，もちろん。実は私はこの前の前の

所属がこういうところにいたので，中身はわかっているつもりなんです。ですから，こん

な補助金の仕方はおかしいんじゃないかという問題意識があるので聞いているんです。日

本に来て大変だ，日本語がわからないとトラブルになったりすることもありますから，そ

ういうところの方たちは本当にボランティア感覚で日本語教室をやってくれるのはわかっ

ています。そこはいいと思うんです。そういうことには補助金を出すのはいいと思う。だ

けど，その人たちを雇うためのお金だとか，ハロウィンパーティーをやっているお金を出
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して，ほかの使っていない方たちが，ああ，いいよ，ハロウィンパーティー出しなよ，ク

リスマスパーティー出しなよって納得できるんですかね。そういうところも含めて，この

補助金の中身を見ていかないといけないんですよと。それを見ていく役目は国際推進課に

あるんですよ。だから，今みたいな説明で，何が部会費が幾らって言われて，住民の皆さ

んが，ここで聞いている皆さんが，なるほど，それじゃ税金を使わなきゃねって思いまし

たかというところなんです。そういうことを確認しなきゃいけないんじゃないですか。 

○コーディネーター 宮本仕分け人さん。 

○仕分け人 それで，70ページの下のほうの補助金の額とか，補助対象経費の欄がありま

すね。第３条，第４条。特に第３条のほうに，（２）でその他市長が必要と認める費用。

こういうふうに書いたら，もう何でも費用は認められるということになりませんか。その

他で書くのは，かなり限定的に，その他これこれに要する費用というふうにしないと，な

んぼでも無制限に，市長さんがいいと言えば，要は担当者がいいと言えばいいということ

になると思うんですけれども。そういう決め方をしているところから，この要綱，それか

ら補助金の額のところも99.9％の補助になるというのも，ちょっと普通の補助金でそうい

うものはまずないと思いますけれどもね。ちょっとやっぱり，わずか160万とかいう金額

で目くじらを立てることはないんですけれども，ただ，基本的にこういう考えがもし八千

代市で，職員の間でこんな要綱をつくって，いろいろ事業を進めていってこんなのがいっ

ぱいあるとすれば，ちょっと大問題だと思いますけれどもね。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 そろそろシートの記入のほうをお願いします。こちらの選択肢としては，そもそも全体

の，国際交流も含めて，税金ではなくて，もう民間でやってほしいと，あるいは補助金も

協会に対しては必要ないというのが「不要・凍結」，あるいは，国際交流そのものを，今

なかなか，目標を含めてうまく表現をするのが難しい状態にあったわけですけれども，そ

れをゼロベースで見直すというのも，この「不要・凍結」に当たります。 

 「国・県・広域」というのは，そもそも国際交流は市がやるんじゃなくて，県とか国が

やればいいんじゃないかというご意見であれば「国・県・広域」。八千代市として必要だ

けれども，やり方，考え方が，方向とか費用とか，見直す余地があるというのは「要改

善」。今のやり方でよいということであれば「現行どおり」，これにチェックをお願いい

たします。山内仕分け人さん。 

○仕分け人 基本的には推進室の役割がこれから非常に，存在も含めて問われる状況だと

思うんですが，さっき宮本さんがご指摘のこの要綱を見ていても，要はその４団体の合併

ありきで，なおかつ運営経費として160万ぐらいはいるだろうと，それが最初にありきで，

恐らくその時点では具体的にどういうことを事業としてやっていこうかという，その辺が

僕は議論というのがなされないままにスタートした結果が，今引きずっておられるのかな

という印象を非常に強く持つので，だから個別の事業としてのありようなり，本来の理念，
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目標，それからいついつまでにこういう状態に持っていこうよねというロードマップ的な

ものもひっくるめて，やっぱり改めてこれをやらないと，さっきから聞いていてこの160

万という金額はどういう根拠で出てきたかわからないですけれども，確かに要綱には具体

的な金額は明記されています。こういう要綱って僕は余り見たことがないんですよね。そ

れで中身もこういうことをやるという，そういう理念なり目標があって，それで，じゃ，

その経費としてこれを限度として補助をするというのが本来のあれだけれども，非常にこ

れは乱暴だし，市長が認めるという，まさにこれは便利な言葉で，そういう意味でのやっ

ぱり透明性も含めて，ぜひやっぱりいい機会なので，これは根本的に，交流するという協

会の存在そのものを否定するわけじゃないんですけれども，そこの中身の「見える化」と

いうことを本当に真摯にやっていただきたいなというふうに思います。 

○コーディネーター 特にこれは事業費補助という形をとっていながら，人件費に関して

は年間分丸々見ているということですよね，77万9,000円というのは。それは間違いない

んですよね。この上の欄と下の欄の人件費の金額が一致しているということは，補助対象

事業のところの人件費分も見ちゃっているということですか，それともその部分は誰かが，

ボランティアの方が，この常勤１人のほかの方がほかの仕事をされているということです

か。 

○市職員 補助金申請に上がった分をそのまま人件費として見ております。 

○コーディネーター その方の仕事というのは，77万9,000円をもらっている方の，常勤

１人の仕事というのは，補助対象事業の，上の189万4,000円の仕事だけじゃなくて，それ

以外の仕事もされているんですよね。 

○市職員 そうです。 

○コーディネーター そうすると補助金で人件費を払っているのに，補助金の対象の仕事

だけじゃない仕事もやっちゃっているということになりませんか。 

○市職員 補助金の対象でない部分というのは，主に会議などに使った食料費とかそうい

ったものは補助の対象にいたしませんということですので…。 

○コーディネーター そうしたら，その会議に出席する，その人の賃金というか，その部

分というのはどこから出ているんですか。 

○市職員 会議といいますのは，これは事務局の人件費ですので，事務局は，事務局に週

３日勤務する，その事務局としての人件費ですので，その会議に出るとかっていうことに

対して出すものではありません。 

○コーディネーター だから，その人は会議にいないの，週３の人は。いるんでしょう。 

○市職員 いる会議もありますし，いない会議もあります。 

○コーディネーター その，いるときの，いるときはその人はただで働いているという形

ですか。 

○市職員 その方は，その事務局の人は，事務局に詰めているときの時間だけを，この人
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件費として計上しています。 

○コーディネーター 事務局に詰めている間の時間といったら全部この補助対象事業の

189万4,000円だけじゃないですよね，ということが言いたいんですけれども。 

○市職員 事務局に詰めている時間というのは，事務局として会議に出席しているような

時間を含めませんので，その補助対象事業の…。 

○仕分け人 だって，団体全体の収支が227万で，補助事業が189万あるわけですよね。だ

から補助事業以外に団体固有の事業があるわけでしょう。そうですよね。 

○市職員 はい。 

○仕分け人 ただ，それでも団体全体の人件費が77万9,000円って書いてあるんですよ。

団体がいろんな活動を，市以外の仕事をしていても，人件費が77万9,000円って書いてあ

るでしょう。だけど，補助対象事業は77万9,000円って書いてあるから，全部の仕事をや

っている，77万9,000円を払っちゃっているでしょうと言っているんです。 

 補助対象以外，こういう大きい中に人件費があって，その一部が補助対象だと。だった

ら普通は，補助対象分の人件費は小さくていいはずじゃないですか。だけど同じ金額だか

らおかしいでしょうと言っているんです。だから，そういうところまで人件費を丸々見ち

ゃうから，おかしいんじゃないんですかと言っているんです。わかっていただけましたか。 

○市職員 わかりますが，実際この77万9,000円ということは，計算上，何と言うんでし

ょう…。 

○仕分け人 計算上でも何でもいいけれども，じゃ，団体全体の収支の金額を変えなきゃ

いけないんじゃないの。 

○市職員 わかりました。 

○コーディネーター このままではおかしい。事業としてはおかしい。それこそ，国際交

流協会に入りたいんだけどっていう電話をとった時間は補助対象事業じゃないですよね，

厳密に言えば。国際交流協会の，例えば問い合わせが入りますよね，電話が入って。でも

補助対象事業の問い合わせじゃなかったら，その人件費って，厳密に言うとおかしいでし

ょうということが言いたいんです。 

 だから，もしも事業費の補助にして，人件費をそこに当てるのであれば，ハロウィンパ

ーティーの準備にかかったのが何時間で，その人の部分は，ハロウィンパーティーの準備，

当日，片づけ，何日かかったからその分を，この160万の中に計算して入れてくるんだっ

たら，まだちょっとわかるんですけれども，この77万9,000円と，年間払った金額と全く

イコールだと，運営そのものの補助みたいに見える。協会を維持していくために160万の

補助をしているというように見えちゃうので，そもそも…。 

○仕分け人 そのとおりだからそうなるんだよ，これ。おっしゃるとおりでしょう。それ

以外理屈が通らないよ，こんなの。 

○コーディネーター そういう理屈に見えますよという話。でもある方から見れば，じゃ，
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そのとおり，運営補助なんだと，実際は。事業費補助のような形をしていながら…。 

○仕分け人 だって事業の金額より人件費のほうが高いんだから，そんなもの。 

○コーディネーター 227万分の160万なり，事業費の189万という数字を見れば，そうじ

ゃないかという考え方もできちゃう。 

○仕分け人 だって，協会を維持するための事務費と人件費で全部で120万近い金額が出

ているわけでしょう。それで事業なんて75万じゃないの。 

○市職員 運営するために必要な費用ということでこうなっておりますので，そういった

ものも含めてということで支出しております。ただ，協会事務局がいることによりまして，

そういった事業が進んでいくということがございますので，それは全く関係のないもので

はないというふうに考えておりますけれども。 

○コーディネーター もちろん，この160万がなかったらというか，その事業がなければ

当然人を置く必要もないので，もちろん関係はあるんでしょうけれども，補助のあり方と

いうか，数字の出し方はまだちょっと検討の余地があるというか，考え直す余地はあるん

じゃないかというご指摘だと思います。 

○仕分け人 ごめん，ちょっと教えて。会費収入29万4,000円。何社，これ，何名の会員

さんですか。１社当たりというか１人当たり幾らの会費を払っておられるんでしょうか。 

○市職員 個人会員は年間2,000円になります。 

○仕分け人 個人が2,000円。 

○市職員 はい。25年度の実績で言いますと，個人会員が135名，家族会員が９名，団体

会員が16名，計160ということで。 

○仕分け人 団体会員さんは会費は幾らなんですか。16名は。 

○市職員 １万円です。 

○仕分け人 なるほど。大体ここの会費収入が，そこそこの企業さんが名前を連ねている

のにこういう状況での運営そのものに無理があるんですよ。 

○コーディネーター 実際は補助金頼みに運営がならざるを得ないということですね。 

 それでは仕分け人の採決に進みたいと思います。 

 こちらの国際推進事業， 

 「不要・凍結」と思われる方，４名。 

 「国・県・広域」，「八千代市要改善」，ありがとうございます。こちらの仕分け人の

結論としては「不要・凍結」ということですね。 

 続いて市民判定人の皆さんの結果をご報告します。 

 「不要・凍結」６， 

 「国・県・広域」２， 

 「要改善」４， 

 「現行どおり」１。現在13名ですので，結論としましては「不要・凍結」ということに
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なりました。 

 仕分け人の方々以上に，判定人のご意見のほうが厳しいものが多いです。特に，なぜ姉

妹都市の，アメリカのタイラー市なのかというところがやっぱり明確に位置づけられてい

ないのではないかというご指摘をいただいています。 

 それでは，判定人の方からのコメントをいただきますが，どなたか，いただけますか。 

○市民判定人 失礼いたします。ちょっと突っ込みどころが多いので幾つか整理して言い

たいんですけれども，タイラー市と姉妹契約を結んでいらっしゃって，もう20年以上たっ

ていると思うんですけれども，普通，一般的な企業とか社会の見方というのは，やっぱり

５年とか10年とかでいろいろ計画を持って見直しをされると思うんですけれども，これを

見る限り，正直言って何か新しいことをしているかというのが余り見えてきません。それ

で，いろんな訪問団を受け入れているというのがありますけれども，ただ受け入れてどこ

かホテルか何かに泊めてということになっちゃうのかもしれませんけれども，ほかにもい

ろいろ，企画推進という名前が，この補助についているのであれば，ホームステイをどん

どん推進するとか，あと，ご指摘もありましたが，こちらから何かＡＬＴ以外の，逆とい

うことで，こちらから何か相手側に貢献できることがあるとか，そういうものもちょっと

検討していただかないと，これはもう長期的な見方をして，ただ惰性でずっと姉妹都市を

このまま続けていくんじゃないかというのが，すごく不満です。 

 幾つかありますけれども，ちょっとそこが気になりましたので，ご指摘させていただき

たいと思います。 

○コーディネーター ありがとうございます。他の方でいかがでしょうか。 

○市民判定人 事業を見させていただいて，楽しそうな事業はいろいろやられていると思

うんですけれども，市を利用する外国人の方とか住民の方，あとは勤務をされている方と

いうのもいらっしゃると思うんですけれども，その方たちに八千代市を利用しやすいよう

なサービス，例えば通訳をやってあげるとか，外国語版のそういう冊子をつくるとか，そ

ういうものがちょっと見えてこなかったので，そういうものを，交流協会のほうでやって

いただけるということであれば，当然必要な作業だと思います。そういうものがお話の中

で見えてこなかったので，ちょっと見直しか検討かと思います。 

○コーディネーター 他の方，よろしいですか。 

○市民判定人 姉妹都市はこのタイラー市というところだけだと思うんですけれども，一

方で，働きに来られている方がいろいろな国に分かれていると。そうすると常にこの１市

とだけやっていていいのかなと。やっぱり複数のところがあって，何かこう，比較もあれ

ばできるし，そういう具合になってくると，じゃ，市単独でやることなのか，むしろ県ぐ

らいで，グループ化されたような感じでやったほうが，もっと効率が上がるんじゃないの

かなと。もうだんだん地球が狭くなっているわけですから，１つの市だけというのはどう

なのかなというのはあります。 
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○コーディネーター ありがとうございます。 

 先ほどのご指摘にもあったんですが，もう少し多文化共生側のシフトというか，在住外

国人との交流にもう少し力を割いてはどうかというご意見もありましたので，つけ加えて

おきます。 

 それでは，以上でこちらの国際推進事業の仕分けを終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 
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＜３－１１ 八千代こども国際平和文化事業＞ 

 

○コーディネーター それでは，そろっていただきましたので，ご協力ありがとうござい

ます，再開したいと思います。 

 最後になります。事業番号３－11，資料ですと67ページ，八千代こども国際平和文化基

金事業，こちらの仕分けに入りたいと思います。 

 それでは，よろしくお願いいたします。 

○市職員 教育委員会指導課長の佐藤と申します。本事業を担当しております指導主事の

板橋です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○仕分け人 よろしくお願いします。 

○市職員 座らせていただきます。 

 それでは，私から，八千代こども国際平和文化事業についてご説明いたします。 

 この事業は，国からのふるさと創生１億円の交付を受けて，八千代こども国際平和文化

基金を創設し，八千代市の子供たちが世界に目を向け，国際平和の理解や国際交流を通し

て，世界に貢献する国際人を育てることを目的としております。 

 事業内容は４点ございます。 

 １つ目は，国際平和作文コンクールです。これは，市内在住の小学５年生と中学２年生

を対象に，国際平和，国際協力などのテーマとした作文を募集して行うコンクールです。

昨年度の応募件数は3,379点で，審査の結果，60点を入選とし，表彰を行いました。 

 ２つ目は，親善大使的国際平和展の開催です。これは，歴代のこども親善大使ＯＢ，Ｏ

Ｇの会であるダイラックアンとともに，国際平和への理解を目的として，親善大使の活動

の様子やタイ王国の文化を市民に紹介するイベントでございます。写真や民芸品の展示の

ほかに，親善大使の意見発表やタイ舞踊などが行われ，多くの市民に見ていただくことが

できました。 

 ３つ目は，バンコクこども親善大使の受け入れです。平成25年５月29日から６月５日に

かけて，バンコクこども親善大使10名と同行市職員６名を八千代市で受け入れました。滞

在中，親善大使は，市長を表敬訪問，みどりが丘小学校との交流会，２泊３日のホームス

テイなどを行い，市民との親善交流を行いました。 

 ４つ目は，八千代こども親善大使の派遣です。国際平和作文コンクールで入選した60名

の中から，小学５年生６名と中学２年生４名，計10名を八千代こども親善大使として任命

しました。その10名を，平成25年11月６日から13日の日程で，同行市職員５名とともにバ

ンコクへ派遣しました。現地では，バンコク都知事への表敬訪問，現地校との学校交流会，

ホームステイなどを通して交流を深めることができました。 

 この事業に係る事業費は，平成25年度決算で571万7,000円で，その財源は，八千代こど

も国際平和文化基金からの繰り入れとなっております。 
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 なお，人件費につきましては，金額は事務事業評価をもとに算出し，人数は，業務の割

り振りを考慮して計上したものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○コーディネーター ありがとうございました。先ほどの国際推進とも若干重なってくる

話かなと思います。なので，認知度というところが，さっき話題になったので，このバン

コクとの交流を，このシートが送られる前までご存じだったという方，判定人の方，教え

ていただいていいですか，挙手で。判定人と，挙手，傍聴の方もご協力いただければあり

がたいんですが。バンコクと，こういう，子供が行ったり来たりしているのを知っていた

方ってどれぐらいいらっしゃいますか。お一人，お二人，３人。ありがとうございました。

こちらは，さっきのタイラー市に比べると，かなり低いのかなというところですね。 

 基本的なところの確認ですけれども，１億円の基金をつくって，それをこう，基金の，

取り崩しているような感じ，それとも，基金がどれぐらいまで膨らんで，今，どれぐらい

残高があるのかというのは，今わかりますか。 

○市職員 すみません，基金の管理につきましては，私どもの国際推進室が管理につきま

してはやっておりますので，お答えさせていただきます。 

○コーディネーター お願いします。 

○市職員 平成24年度から取り崩しということで，それまでは，１億円が原資ということ

で保っておったんですが，平成24年度から取り崩しということで開始いたしまして，平成

25年度末で8,800万ほどになっております。 

○コーディネーター 24，25，26と３年間は取り崩しを，今はもう終わっているという理

解ですか。 

○市職員 26はまだ取り終わっていない。 

○コーディネーター 26はまだですか。24，25と取り崩していっている。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター 基金の考え方ですけれど，国から１億円もらったものを，他のお財

布とは一緒にしないで，これはもう子供のために使うんだと，別のお財布にしてとってお

いて，最初のころは，当然，平成の，まだ利子がたくさんつくような時代だったんで，運

用しているプラスがあって，そこを使ってこういった事業に使ってきたけれども，いよい

よ24年度になってから，なかなかそこも難しくなってきたので，１億あった貯金が，ちょ

っとずつ減り始めていると，そういう状況ですね。 

 この基金を充てている事業というのは，これだけですか，ほかにもありますか。 

○市職員 子供の基金でございますので，対象が子供の事業，国際平和に関する子供の事

業ということで，平成24年度に，先ほども，あの説明の中に申し上げたんですが，タイラ

ー市に訪問団を派遣するときに，高校生10名を一緒に派遣いたしました。これは，この基

金を使って，補助金という形だったんですが，航空運賃分だけ高校生に補助したようなこ
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とを，この基金から支出しております。 

○コーディネーター 大体，幾らぐらいですか。 

○市職員 116万円。 

○コーディネーター 10人で116万円ぐらいですか。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター ありがとうございます。それと，すみません，もう一つだけ。この，

バンコクに選抜されて行かれる方10名の旅費というのは，この600万の中に含まれている

かと思うんですが，294万5,000円というふうにあって，15人行かれる，職員の方も含める

と，一人頭20万円ぐらいで，大体300万前後と，そんな感じの理解でよろしいですか。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター バンコクに，全体で８日間行かれて，15万円ぐらいということです

か。 

○市職員 そのとおりでございます。 

○コーディネーター 特段これは，この小学生，中学生から費用負担というのは，なしで

いいんですか。 

○市職員 個人負担はございません。 

○コーディネーター 個人負担はなし。ありがとうございました。 

 それでは，仕分け人の質疑に進みたいと思います。 

 青山さん，どうぞ。 

○仕分け人 一緒に同行する市職員という方は，どういった方でしょうか。 

○市職員 昨年度の場合ですと，教育委員会の教育次長，それと指導課の指導課長，指導

主事が１名，それと小学校の校長代表１名，それと小学校の教員が１名，合計５名で引率

をしました。 

○仕分け人 ありがとうございます。 

○コーディネーター そのあたり，参考資料の83ページを見ていただきながらのほうが，

わかるかなと思います。83ページの真ん中のところに，今，同行職員５名というのが，日

程の隣に書いてあって，今，ご説明いただいた，教育委員会の方が３名と学校の方が２名

で同行されるということですね。続いてどうぞ。 

○仕分け人 これを見ていくと，作文なんかも書かれているんですが，実際に，１年当た

りでバンコクへ行かれる方は10人，子供は10人ですよね。これを平成元年から続けている

んですか。 

 簡単に言うと，毎年10人ぐらいの子供が，海外，バンコクだけですかね，行かれて，延

べでどのくらいの子供がこう，海外の経験をされたんでしょうか。 

○市職員 平成元年から派遣のほうを行いまして，平成25年までですと，252名の児童・

生徒がバンコク都のほうへ訪問しております。 
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○仕分け人 これは全部，個人負担なしで行っているということでしたよね，前からそれ

は変わらないと。 

 そもそも，何でバンコクなんですかね。それも，ちょっとわかんなかったんですけど。

特別バンコクって，英語を多少，もちろん使いますけれども，ごく限られた方ですよね。

どういうことを目的にやられたんですか。 

○市職員 バンコクを訪問先として選んだ理由につきましては５点ございます。１点目が，

八千代こども国際平和文化基金事業，これを推進する懇談会があるんですけれども，その

中で，交流先は身近なアジアの国の中から選ぶようにという意見が多くありました。２点

目としては，国情が安定していたこと。３点目，親日的であり，タイ王国と日本の皇室と

の結びつきが強い国であると。４点目として，日本からの直行便があり，飛行時間が６時

間程度であるということ。最後，５点目として，当時，この訪問先を選ぶ際に，アドバイ

ザーとして日本ユニセフ協会事務局長のほうにアドバイスを求めたところ，タイ王国を推

薦するというような経緯がありました。 

○仕分け人 今のをお聞きしますと，大人の目線ですよね。大人の都合で，これは都合が

いいやと，ちょうどいいじゃないかというので選ばれたように聞こえてしまうんですが，

市として子供たちをどうしたかったんですか。その，１億円をもらったから基金を積んだ

と。積んだだけじゃ使い道もないから，何か海外でも行かせれば国際感覚が身につくかな，

じゃ，ちょっとユニセフに聞いてみるか，みたいにしか思えないんですけれども，八千代

市として，先ほどの国際推進も含めてなんですが，八千代の子供たちに，どういう感覚を

身につけてほしいから，お金を取り崩して，１億円だって税金ですよ，私たちのね。もっ

と言えば，私からも出ているわけですよね。皆さんそれぞれから出ているところから，何

だか目的もわからないけれども，１億円もらっちゃったから，まあ大人の都合で，近いと

ころへ連れていくかと聞こえてしまうじゃないですか。 

 じゃなくて，子供たちをどうしたい，どういう目的で，どこへ送って，こんな経験をす

るとこうだから，だからこれを使うんだという，ストーリーがなきゃおかしいわけですよ

ね。 

 どういう，じゃあね，最初はそうだったとしましょうよ。だけれども，今やっているの

は，いろんな理由があるんだと思うんですが，じゃ，今は何でバンコクなんですか。この

バンコクへ行くと，子供たちはどんな目的を持っていって，どんなことを得て，どんなふ

うに帰ってきて，市にどんな還元をされるんですか。 

○市職員 現在，子供たち，10名の親善大使を派遣しておりますけれども，この親善大使

というものは，子供たち一人一人というよりは，八千代の代表で行くということで，行く

前に15回ほど研修を行って，訪問を迎えることにしております。今年度も同じように研修

のほうを進めているんですけれども，この研修によって，子供たちの国際感覚を高めてい

こうというふうに考えております。ですから行くだけじゃなくて，行くまでの間に，きち
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んと子供たちに，自分の国以外の人々の生活だったり，それから歴史や文化，そういった

ものも勉強するようにということで計画をしております。 

 その後，行って戻ってきたことによって，やはり，実際に自分の目や耳や，目で見てき

たものを，自分の学校の仲間ですね，こういった仲間たちに，実際に経験して，こんなに

世界でいろんな国があるんだという話をする機会を設けていますので，そういったことに

よって，周りの子供たちも国際的な感覚を養っていけるのではないかというふうに考えて

おります。 

○仕分け人 裾野を広げたいんですか。ごめんなさい，この対象は，子供たち，中学生も

いるから，全部で２万ぐらいいるんでしたっけ，対象の子供たちは。 

○市職員 １万6,000人です。 

○仕分け人 １万6,000人か。１万6,000人のうち，10人だけですよね。 

○コーディネーター でも，学年は２つ。 

○仕分け人 学年は２つ。でも全部で10人でしょ，行くのは。 

○コーディネーター そうです。 

○仕分け人 小学校５年生が６人と，中学２年生が４人だから。要するに年間に10人しか

行けないわけですよね。それで，その子たちだけが15日間研修をして歴史や文化を学ぶの

は，それはそれでいいかもしれないですけれども，それで学校の仲間たちにきちんと伝わ

って，学校の仲間の子供たちも国際感覚が身につくんですか。わからないんですけれども，

その基金のあり方，最初に基金の残高を聞いたのはそういうところなんですが，どういう

ところに使いたいんですか。市としてどうしたいんですか。10人だけ選抜でやるだけでい

いのかなって，そういうところもあるわけですよ。だから，そういう市の方向はどういう

ことなんですかねと。 

 いいんですよ，10人でも，みんなに伝えてもらって，みんなして勉強が，何とも，15日

だけではなくて，戻ってからも毎日お勉強して，みんながバンコクのことを知ったり，身

近なアジアのことがわかるということが，八千代では特別わかっているんだということが

できればいいけれども，もう10年続いているわけ，12年か，20年か，続いているんで，そ

ういうことが言えるんですか。 

○市職員 子供たちの国際理解，国際感覚を高めるということについては，市としては力

を入れたい事業であるという認識をしております。ただ，その国際感覚が，確かに，この

行った10人以外の子供たちも国際感覚が高まっているということを，実際のデータとして

把握しておりませんので，ただいまのご質問に明確に答えることはできないんですけれど

も，やはり子供たち，これからの世界を考えたときに，自分の地域だけというよりは，や

っぱりいろんな地域へ，自分たちも情報を発信していこう，また，いろんな海外からの情

報をきちっと正しく理解していこうと，そういう意識は高めていきたいというふうに考え

ております。 
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○仕分け人 60人の入賞者がいて，だから3,379人は作文を書いているわけで，関心があ

るわけですよね。そのうち入選の60人を，さらに選抜して10人ですよね。じゃ，3,379人

の中に，行きたいと，そういう勉強がしたいんだという子がいたら，どうするんですか。

そういう子たちの意欲は削がれるわけですよね。自己負担を取ってでも増やすほうがいい

のか，ただで数少なく行かせるのか，そこは難しい話だと思うんですよ。そういうところ

は，市の方針としては，いや，選抜方式，エリートだけ連れていくということなのかね，

そういうふうに見えますよね，選抜されて3,000人の中から10人だけですもんね。そうい

うところはどうなんですか。 

○市職員 この選抜の方法については，今現在，今までの流れの中で10人を選んでやって

きておる経緯があるんですけれども，この選抜の仕方については，今後，検討する余地が

あるかなというふうに，担当課のほうとしては考えています。 

 もう一点，補足で，10名以外にですけれども，バンコク都の，バンコクのほうから来る

親善大使，毎年10名，向こうも10名来るんですけれども，そのときに学校交流会を行いま

すので，その際は，例えば昨年度の場合ですと，みどりが丘小学校と交流会を行っていま

すけれども，こういった場面では，みどりが丘小学校全部の児童との交流が図られている

という成果もございます。 

○コーディネーター 今の，その派遣者の選考のところ，ちょっと確認なんですが，応募

総数の3,379というのは，これは，この２学年を対象に，例えば授業か何かで，全員書き

なさいと言って書かせるんですか，それとも，書きたい人だけが書くんでしょうか。どち

らでしょう。 

○市職員 公立の小中学校については，授業で扱って，全員，作文のほうを書かせており

ます。私立の中学校につきましては，希望者のみとなっております。 

○コーディネーター そうすると，私立の小中学校に行かれている方も，これに応募すれ

ば，派遣の可能性はあるということですよね。 

○市職員 はい。条件として，八千代市に在住している児童・生徒ということで募集して

おります。 

○コーディネーター この入選の60人というのは，毎年この60というのは決まった数字，

いいほうから60個選ぶと考えたらいいですか。 

○市職員 そのとおりです。 

○コーディネーター この60から10の選抜というのは，どうやってやるんですか。さらに

いいというんですか，やるんですか。 

○市職員 はい。グループ討議を行いまして，選考する委員としましては，総務企画部長，

それと教育次長，基金懇談会の委員３名が審査委員となって，それぞれ面接をして10名を

選考しております。 

○コーディネーター とすると，行きたいというところの意思表示は，どの段階でするん
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ですか。いい作文を書くけれども，別に俺は行きたくないという子がいるかもしれないん

ですけれども，どこで。 

○市職員 入選60名が決定した段階で，それぞれ児童と，その保護者のほうに調査書のほ

うを記入していただいて，そこで希望を確認しております。 

○コーディネーター そのときに，どれぐらい減っちゃうというか，60分のうち，行きた

いよというのは，どれぐらいの方がいらっしゃるんですか。大体，毎年もう違うんだとは

思うんですが。 

○市職員 60名のうち辞退されるのは，例年ですと，三，四名程度という状況でございま

す。 

○コーディネーター じゃ，かなり，そこは。 

○仕分け人 競争率きついね。 

○コーディネーター 50数名の中から，グループ討議で選ばれた10名ということですね。 

どうぞ，宮本さんお願いします。 

○仕分け人 やっぱり，タイラー市とバンコク都ということで，余りこだわってもいけな

いんですけれども，５つの条件があって，その中から選んだというと，最後の，５番目で

したっけ，ユニセフの意見が決め手になったんですかね，ユニセフはどういうことをサジ

ェスチョンしてくれたんですか。どういう理由で，ここを選んだらいいというふうにした

んでしょうか。ちょっとその辺が知りたい。 

○市職員 一番，平成元年度のときの状況なので，記録としては，先ほど申し上げた５点

の記録しか残っていないんですね。ですから，ただいまのご質問には，私ども，ちょっと

わかりかねる状況でございます。 

○仕分け人 １つだけ。基金は，今，8,800万残っていますよね。これが全部終わるまで

には相当な年数がかかると思うんですが，１年間に100万か200万使ったとしてね，高校生

は，今年，今回は…。 

○コーディネーター 600万使っている。15年。 

○仕分け人 ですよね。 

○コーディネーター はい。 

○仕分け人 それが，ずっとこの事業を，この形で続けるのかどうなのかという，お考え

はどうなんですか。先ほど私が申したように，人を増やして，裾野を，さっきの事業もそ

うでしたけれども，裾野を増やす，国際感覚を身につけようとしたら，１人だけが抜きん

出ても，まあそういう場合もあるかもしれないですが，どちらかといったら，子供でした

ら，多くの方がいろんな経験をしてというほうが効果が高いと言われていますよね。 

 ただ，八千代はそうじゃないんだと，こういうところだけ選抜でやるのか。無料で選抜

でやるのか，それとも，負担を少ししてもらってでも数を増やすのか。それは，だからこ

の基金の使い方にもつながると思うんですが，そこについてはどうでしょうか。 
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○市職員 派遣につきましては，相手国があることですので，どれだけの人数，一遍に行

って，受け入れしてもらえるものかということも協議の必要があると思いますし，先ほど

申し上げましたように，研修をして，そういった心構えをしてから出かけるということが

ございますので，もちろん，裾野をたくさん広げてということはありますが，やはり無限

大に広げていくということは難しいのかなというふうに思います。 

 基金の使用につきましては，基金懇談会というものを設置しておりますので，そちらの

ほうに諮るのがいいのかなというふうに思っています。 

○コーディネーター 今の小瀬村さんのご指摘は，60名の中で，かなり行きたいという方

がいて，競争率が高いところで，もう，例えば11番目の子も絶対行かせたいなという，例

えば現場で先生なんかが思ったときに，いや，例えば１人20万円だとしたら，１人２万円

ずつもらえば，11名，もう一人行けるとか，あるいは，次長，課長，どっちか１人行かな

ければ，親，大人を４名にして子供を11名にするとか，極端に言えば，いろんなことが可

能なんですけれども，そういった検討というのは，今後，難しいのかどうか。例えばこれ

を，10名を100名にするといったら，多分，事前の学習も含めて，動くことも含めて難し

いとは思うんですけれども，例えば，それが15とか，20とかにするという検討とか，ある

いは誰でも，とにかく感覚が優れている子供だったら，そのうちの経済状況とかを関係な

く行かせたいので無料を守りたいというのか，それはどっちなんでしょうか。 

○市職員 教育委員会としましては，やはりできるだけ，１人でも多くの子供たちを経験

させたいなというふうには思っておりますけれども，基金の運営そのものについては，先

ほどご説明がありましたように，懇談会の委員の意見を伺って方向性を決めていくという

ことになりますので，その意見をもとに検討してまいりたいと思います。 

○コーディネーター だとしたら，基金からは600万しか出ない，もうそれは決まっちゃ

うとしたときに，その600万の使い方として，さっきの，職員を減らすのか，あるいは，

行く人からちょっとでも，２万円でも取るのかという可能性はあるのか，ないのかと。 

○市職員 検討できる余地はあると思います。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 山内さん，どうぞ。 

○仕分け人 そもそも，この事業の対象というのが市内在住の小中学生ということで，要

は子供たちの国際平和への理解であるとか，文化交流協力，それが大きな柱になっていま

すよね。対象者１万6,736名ということは，全ての小学生と中学生が含まれていますと。 

 ところが，この事業に関して，具体的なバンコクの件については，小学校５年生と中学

２年生と。だから，結果としてそういうチョイスの仕方はありかなとは思うんですけれど

も，やはり基本ベースは，この八千代に通っておられる小中学生の皆様方が，逆に言えば

国際理解を，やはり持っていくということが基本的な方向性やと思うんです。いみじくも，

事業の自己評価の中でご指摘をいただいていますように，やっぱり，直接行くということ
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には限界があると，今，何人かの仕分け人から出ているような，コーディネーターも指摘

をしているような形での増やし方はあったとしても，基本的な方向性としては，やっぱり

少人数であることには間違いがないと。 

 であるのであれば，ここに書いている，八千代こどもサミットの連携ということが書か

れてますけれども，逆に言えば，児童・生徒の主体的な係わりを，より促すような仕掛け

というのか，そういう事業の展開ということを，やはり，この限られた予算の中で考えて

いくということが，一番，今，現実的かなというふうに思うんですけれども，何か，今ま

でにチャレンジされたことで，具体的に，今後こういった事業を，拡大をしていこうとい

う思いがありましたら，ちょっとお聞かせいただければありがたいです。 

○市職員 ただいまご指摘いただいた件につきまして，ちょうど，こどもサミットという

ことでお話がありましたけれども，このこどもサミットと申しますのは，市内全ての小中

学校，各学校の代表者が集まって，お互い意見交換をしていこうということで取り組んで

おります。 

 その中の，取り組みの中の一つとして，国際理解という視点から，今，韓国との交流を，

昨年度から取り組み始めたところでございます。これを今後さらに広げていきたいなとい

うふうに考えていますし，まだ，具体的にどういった交流をというところまでは進んでい

ないんですけれども，実際，子供たちがもっと海外に目を向けるような取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

○仕分け人 だからその，今，韓国という言葉が出てきましたけれども，今，韓国との関

係というのは非常に，大人というのか，国と国の間では，かなり厳しいものがございます

けれども，そういったものを，やはり子供目線というか，子供視点で，逆に言えばやって

いくということも同時に必要なんですが，何かこう，多文化共生，せっかく八千代市内，

千葉県下でもかなりのパーセンテージで外国人が来ているという，この現実ということを，

むしろ前向きに，ポジティブに捉えて，その彼らとの関係の中での国際理解というのか，

そういうことを，むしろ現実的に，現場で落とし込んでいくということもお考えになった

ら，逆に言えば，材料はあるんだから，その足元の材料を大いに利用されたらどうですか

ということを申し上げているんです。 

○コーディネーター コメントをどうぞ。 

○仕分け人 そうですね。本当，おっしゃるとおりです。やっぱり各学校にも子供たち，

外国人の子供たちもたくさんいるんで，そういうところだって，やれることはいっぱいあ

るわけで，わざわざ選抜で，ごく限られた人数を無料でということについて，すごく問題

があると思うんですね。例えばですけれども，皆さんが，どこだかわからない，どこかの

グループに，10人連れてきて，作文がよく書ける，いい論文が書けた10人，どこかのおじ

さんを10人，おじさん，おばさんを連れてきて，無料でどこかに行かせて，帰ってきて，

何か効果がよくわからないよと言われて，許しますかということなんですよ。 
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 これ，子供だから，すごくいいように聞こえてしまうけれども，形，仕組みは同じでし

ょう。だから，そういうところについて説明ができないようなものって，やっぱり問題だ

と思うんです。子供だから，将来があるから，すばらしいから，いや，国際感覚を身につ

けよう，だから，ただでいいんだというのは，それとこれとは別問題。 

 だからきちんと，ある程度，取るところは取るべき。多分，まあ贅沢旅行なんかしない

でしょうし，そこは，いいと思うんですよ，少しの負担でも。でも，そこは，行けない子

のことを考えるとか，税の公平性という意味では，使っていない側の人のことを考えると

いうことも絶対必要なわけですから，そこについては，ぜひ，この仕組みについては考え

ていただきたいですし，何も海外に行くだけが国際推進ではなくて，内なる国際化，身近

にある国際化を進めるというのが，お金はかからないけれども，その対象となる子供たち

は，はるかに多いということもあると思います。山内さんがおっしゃるとおりだと思いま

す。 

○コーディネーター そろそろ，シートの記入のほうをお願いします。こちらの事業につ

いては，もう一切，税を使った形では止めるというのが「不要・凍結」，事実上この大使

の交換というのを止めるということですね。２つ目の「国・県・広域」というのは，こう

いった国際交流の，この部分は必要だけれども，国，県がやるべきだというのが２番目。

このまま，八千代市として続けるけれども，やり方，例えば人数とか，選考方法だとか，

対象者とか，それを，やり方を見直すべきだというのが，「要改善」。今のでいいだろう

というのが，４番目の「現行通り」という選択肢でお願いします。 

１つ私から。これ，この事業自体を，先ほどの国際推進室でやっても，多分おかしくな

い事業かなと。あえて教育委員会の指導課で，指導主事さんが担当してやられているとい

うことからすると，例えば，学校の事業との連携とか，そういったものというのはあるん

でしょうか。 

 ただ，なかなか，その10名というのが各学校にいるわけじゃないんで，難しいというの

は，もちろん分るんですけれども，そのあたりはどうなんですか。その，最初の作文を書

くところは事業なのかもしれないですけれども，それ以後のフォローというか，各学校の

事業との関係性というのはいかがですか。 

○市職員 作文につきましては，やはり，実際，学校現場のほうで指導をしておりますの

で，そこは大きく係わってくると思いますけれども，その後の派遣に向けての，直接学校

とやりとりする内容というのはございません。 

○コーディネーター これは何の教科になるんですか。総合的学習の時間か何かでやられ

るんですか。これ，国際交流というのは。教科でいうと。 

○市職員 総合的な学習か，あるいは社会科で扱うようになります。 

○コーディネーター 社会科。逆に，例えば，どこかの学校では，クラスに何とかちゃん

が行ったので，その子を中心に，何かそれを引き続きフォローというか，その子を中心に
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何か考える時間を持つとか，そういった事例というのはないですか。 

○市職員 学校全体，あるいはクラスでの報告会というのは，報告が上がっていますけれ

ども，その，行った子供を中心に，その後学習を進めるということについては，まだ報告

のほうはありません。 

○コーディネーター 報告会はされたことはあるということですね。 

○市職員 そうですね，報告会は必ず。 

○コーディネーター 必ず。それは，各学校で，何とかさんが行ったからということで。 

○市職員 はい。 

○コーディネーター その行った子がいた学校は，必ずやるということですか。 

○市職員 はい，そうです。 

○コーディネーター ありがとうございます。 

 続けて，稗田さん，お願いします。 

○仕分け人 そこで，聞きたいことなんですけれども，せっかくこのＯＧ，ＯＢ会みたい

なものがあって，そこら辺の役割というものについて，もう少し聞きたかったんですけれ

ども。今言った，行ったお子さんの件だけじゃなくて，これまで行かれた方々というのは，

どういった役割を，この事業の中で果たしているかというのを教えていただきたいんです

けれども。 

○市職員 基本的には，行っていることが２つありまして，１つが，親善大使的国際平和

展の開催です。これは，自分たちが行って体験してきたことを市民の皆さんにお伝えをし

たり，あとは，これまでの交流，来たときの様子であったりとかということについて，発

表の場を設けております。そこでＯＢ，ＯＧの子たちが中心になって，会を進めておりま

す。 

 また，もう一点は，５月にバンコクから親善大使が来た際に，受け入れの歓迎パーティ

ーというのを，また，このＯＧ，ＯＢ会が中心となって開いております。以上です。 

○コーディネーター よろしいですか。 

○仕分け人 実は，私，神奈川なんですけれども，神奈川県も結構外国人の方が多いんで

す。クラスに，大変，いろんな国の子供たちが多くて，どちらかといったら，むしろ学校，

先生たちの間では，海外に行かせるよりも，学校の中で問題が起きないように仲よくやら

せるということのほうが，やっぱり大きいと。１人２人が行ってもしようがないんだとい

う話をよく聞くんですよ。それで，どちらかといったら，内なる国際化，例えば，その１

つのクラスにスペインの子がいたらば，その子が週に１回とかね，スペイン語の紹介をす

る教室をやる。こちらの国では，ブラジルの子がいて，ブラジルの説明をするだとか，北

朝鮮の子もいるんです。北朝鮮の子は，やっぱり誤解される，いじめられている。そうい

う子は，北朝鮮でもこういうことが，いいことがあるんだよと説明するということで，そ

の子が先生になって，クラスでいろんな話をする，そういう教室を，時間を持つというこ
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とで，はるかに国際感覚が身につく。生の声です，これは。そういうことをやっている学

校は結構あります。 

 ですから，お金をかけなくても，その基金がいずれなくなるかもしれないんですが，そ

ういうことをわざわざやらなくたって，できることってたくさんあるわけですよね。これ

をやると，素朴に，例えば，アメリカのことはわかるかもしれないし，バンコクのことは

わかるかもしれないけれども，いろんな国のことがわからない。でも，現に先生がいるわ

けですよね，生の先生が。そういうことを，もっと使うということも必要だと思うんです。 

 本当はそういうところを，指導課なのか，国際推進課なのかわかりませんが，連携をし

て，子供たちの現場で，こんな困っていることがあるとか，こういう問題意識があるから，

まさに多文化共生って，そういうところだと思うんです。そういうのを理解し合うという

ことが大事だと思いますんで，そういう成功例も結構聞いておりますので，ぜひそういう

ところも進めていただきたいなと思います。 

○コーディネーター それでは，仕分け人の採決に進みたいと思います。 

 こちらの，八千代こども国際平和文化事業について，不要・凍結と思われる方，２人。

国・県・広域，なし。八千代市要改善，３。ありがとうございました。 

 続いて，市民判定の皆さんの結果をご報告します。「不要・凍結」が１，「国・県・広

域」が１，「要改善」が11，「現行通り」がゼロということでしたので，結論としては，

要改善ということになりました。 

 それでは，市民判定人の方から，ご意見，今の議論のご感想等，いただければと思いま

すが，いかがでしょう。多分，今，ご存知なかった方が多かったというところですから，

聞いてみて，どうでしょう。じゃ，先にこちらで，次にお願いします。お願いします。 

○市民判定人 今のお話を聞いていまして，さっきの事業もそうなんですが，国際交流自

体が悪いとは私も思わないんです。あとは，その進め方であったり，その透明性というも

のが，どこまで我々市民がわかっているかというのが一番の問題なのかなと。 

 ただ，申し上げたとおり，国際交流が悪いとは思いませんので，ちょっと進め方を改善

していただければ，よろしいんじゃないのかなと思います。 

○コーディネーター ありがとうございます。それでは，お願いします。 

○市民判定人 今回の事業実績で発表があったんですが，この発表の中で，国際推進室と

何か協議されたと，話し合ったと，そういうようなことはございますか。業務内容が非常

に似ていますんで，自分たちだけで考えたんじゃなくて，やはり，同じようなところの考

え方を参考にして，いろいろ検討すべきだと思うんですけれども，今回，これに関しては，

全然やられていませんよね，推進室との。 

○市職員 そうですね，事業シートの作成に当たっては，両方で協議，確認する作業は行

っておりません。 

○市民判定人 ですから，こういう，国際推進室と同じような内容ですので，やはり連携
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をとってやられるといいんじゃないかと思うんですけれども。 

 今，国際推進室で，先ほども見たんですが，3,700人という外国の方がいらしているわ

けですよ。この人たちの正直な意見ですね，今いる人がどういうように感じているのか。

一番，日本人から見た考え方じゃなくて，現地の人が見た考え方がどうなのかというもの

を，もうちょっと両課とも把握していただきたいと思うんです。 

 ですから，例えば，推進室のほうへ，外国の誰でもいいから，いつでもいいから，何か

文句があったら，文句とか意見があったら言ってきてくださいぐらいのことをしてもらい

たいと思うんです。 

 結局，公には非常にできにくいけれども，みんなどういうような意見で，どういうこと

をやってもらいたいかというのは，直に聞かないとわからないこともあると思うんです。

ですから，そういうことを聞くような窓口というのも開いて，それで，これからいろいろ

やっていただきたいと思います。以上です。 

○コーディネーター ありがとうございました。それでは，以上で，こちらの国際平和文

化事業の仕分けを終了します。どうもありがとうございました。 

 

 

 


